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はじめに 

本書は、3 部で構成する。 

第 1 部 予稿集 

オンライン開催のために、事前にweb上の「予稿集および資料置き場」に予稿

原稿を置き、参加者にダウンロードしてもらった。 

第 2 部 分科会報告 

総学終了後に、分科会設置責任者に分科会の概要を提出してもらった。 

第 3 部 資料 
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第 23回総合学術研究集会 

人間の尊厳と平和で持続可能な社会を求めて 

―科学者と市民の共同を探求する― 

開会あいさつ 

実行委員長 松永 光司 

 

みなさま、日本科学者会議主催の第 23 回総合学術研究集会（23 総学）へのご参加、ありがとうござ

います。私は 23総学の実行委員長の松永光司と申します。この 23総学は新型コロナウイルス感染拡大

対策として、オンライン開催としました。このような大規模な集会のオンライン開催は私共には初めて

の経験です。実行委員会をあげて全力で準備をしてまいりました。行き届かない点はご容赦いただき、

本研究集会成功のためにぜひ皆様の力をお貸しください。 

 

新型コロナウイルスの感染拡大は、日々の市民生活に、研究活動に、勉学に大きな困難をもたらし、

とりわけアベノミクス主導で人員予算削減、統廃合が強制された医療、福祉、教育の分野、社会的に弱

い立場の人々を直撃し、格差と貧困を浮き彫りにしています。日本の社会、経済は危機的状況に追い込

まれ、いまのような市場原理優先の社会でよいのか、社会のあり方が根底から鋭く問われています。こ

うした新型コロナウイルスの感染拡大を抑制し、終息させるにはどうすればよいのか、その長い過程を

見通す経済再生策はどうあるべきかなど、科学的な検討が必要な課題は多岐にわたり、こうした諸問題

に果敢に挑戦することはまさに JSAの使命であり出番です。 

さらにこのコロナ禍に加え新たな重大問題がおこりました。それは菅首相による日本学術会議会員の

任命拒否問題です。これは憲法 23 条にうたわれた学問の自由の乱暴な蹂躙であり、政府からの独立を

規定した日本学術会議法を踏みにじる暴挙です。日本学術会議は 1949 年の創立総会で「われわれは、

これまでわが国の科学者がとりきたった態度について強く反省し、今後は、科学が文化国家ないし平和

国家の基礎であるという確信の下に、わが国の平和的復興と人類の福祉増進のために貢献せんことを誓

う」という「決意表明」を宣言しました。その後も日本学術会議は情勢に応じて軍事研究に反対する声

明をだして「決意表明」の立場を鮮明にしてきました。菅首相の会員任命拒否は、日本学術会議のこう

した姿勢を忌避する立場からの不当な介入です。政府にとって気に入らない人は排除するという強権的

なやり方がまかり通ると、科学者ばかりでなく、それは市民の自由の抑圧にもつながる、そうした危機

意識がひろく市民各層に急速に広がり、さまざまな連帯が広がったのが、この間の大きな特徴です。こ

の 23 総学では、管首相の会員任命拒否に抗議する「緊急集会」も開催します。市民のみなさんとの連

帯をさらに広げ、菅内閣の不当な抑圧を打ち破ってゆく、23 総学がそうした交流の場になることを願

っています。 

 

この２３総学を準備するにあたって、私たちは「人間の尊厳と平和で持続可能な社会を求めて ―科

学者と市民の共同を探求する―」というメインテーマをかかげました。それは、深刻化する新型コロナ

禍でこれまでの日本社会の在り方が問われ、日本社会の平和的発展のために科学・技術を生かすことを
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誓った日本学術会議への乱暴な蹂躙、地球環境の危機的状況、という今日の社会状況に対応した積極的

なものです。 

実行委員会は、こうしたテーマのもと、市民の生活、学術の課題についてさまざまな角度・視点から

議論・交流を深め、市民各層と各専門分野の研究者の協同をひろげようと呼びかけたところ、2 つの特

別報告と１つの文化企画を設けることが出来、また全国の会員や市民のみなさまの協力を得て、２５の

分科会を設けることが出来ました。いずれも時宜にかなったたいへん有意義な内容です。 

日本科学者会議は、日本の科学の進歩と平和・独立・民主主義・人びとの生活向上のために、科学を

正しく発展させ、自らの社会的責任を果たすことを会則に掲げている研究者の集団として、歴史の転換

点に立ってあらたな運動の発展のために市民各層と幅広く連帯して奮闘する決意です。 

連帯には相互理解が大事です。私達科学者としては、市民生活のリアルな要求を理解し,市民のみな

さんには、科学者はこんなことを考えているのかと知っていただく、この 23 総学がそうした交流を深

める場として役割を果たすことを心から願って、開会の挨拶といたします。ありがとうございました。

 

【開会あいさつは、12 月 4 日（金）15:30 からの開会式において行われた。】 
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特別報告 1    貧困・格差社会を切り拓くジェンダー平等 

   

竹信 三恵子、Takenobu Mieko（ジャーナリスト、和光大学名誉教授） 
 

１．はじめに 

 

 ジェンダー格差の是正は女性のためだけのもの

と思われがちだ。だが、日本の格差と貧困問題に

は、ジェンダー差別が密接に絡んでいる。本論で

は、雇用差別とそこから生まれる貧困に、ジェン

ダーがどのように作用しているかを整理し、その

上に立って、今回の新型コロナの拡大の下で、ジ

ェンダーが女性の困難にどのように作用している

か、格差と貧困への対抗策としてのジェンダー平

等はなぜ重要か、について論じていきたい。 

 

２．日本の女性は「恵まれている」？ 

 

日本の女性は、夫の労働に守られ家でのんびり

できる恵まれた存在――。このような言説は、か

つて、しばしば男性たちから聞かれた。こうした

言説の一方で、女性たちからは、雇用差別や管理

職への進出度の低さが指摘され続けてきた。この

二つの言説は、日本という社会のメダルの裏表を

示している。 

「恵まれた存在」論に、数字から冷水を浴びせ

たのは、世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギ

ャップ指数」（GGI、2005 年から）だった。 

2006 年、日本の順位は調査対象国 115 カ国中

79 位だった。それが 2017 年には 144 か国中 114

位、2019年には 153カ国中 121位と、日本の順位

は下がり続けている。 

 大きな原因は、1975 年の第 1 回国連女性会議

(メキシコ)とその後の「国連婦人の 10年」、1979

年の女性差別撤廃条約、それらの集大成としての

1995 年の第 4 回国連女性会議(北京)の行動綱領

と、ジェンダー平等が国際社会で主流化し、各国

が積極的にジェンダー平等政策を導入していった

一方で、相対的に日本の順位が下がっていったこ

とにある。 

わかりやすい例が、クオータ制だ。ジェンダー

格差を縮めるためには政策決定への女性の参加が

決定的だ。国の資源配分は政府や議会が決めるか

らだ。 

そのために、議員の候補者名簿や議会の議席数

などに、少数派が影響力を行使しうる最低３割の

比率で女性に割り振るクオータ制を導入する国が

相次ぎ、国政レベルでクオータ制の導入が判明し

ている国の数は 87 か国iとなっている。だが、日

本では、そうした実効性のある措置はほとんど取

られてこなかった。 

政策への女性参加が進まなかった結果、日本で

は子どもを抱えた女性が参加しにくい労働政策が

続いた。正規労働者が少なく、働く女性の 6 割近

く（2019 年時点）を占めるパートや非正規の処

遇は非常に低い。以下から述べるように、こうし

た女性労働の在り方を容易に変えられないことが、

日本の格差や貧困化に大きな影響を与えている。 

 

 ３．性別役割分業が生んだ労働市場の二極化 

 

 日本の戦後の政策は、いかにして男性が女性を

養うか、女性に家庭で育児や介護を担わせること

によっていかに社会保障費を抑制するかが追求さ

れてきた。 

 欧米などの主要先進各国でも、1970 年代ごろ

までは男性世帯主が女性を養う家庭が標準とされ

てきた。しかし、19７３年、1979 年の２つのオ

イルショックと、その後に急進展した経済のグロ

ーバル化の中で男性の雇用は不安定化し、また、

サービス産業化によって経済界からも女性労働者

を求める声が起こった。 

先に述べた 1975 年からのジェンダー平等と女

性の人権の主流化、人権のひとつとして女性の経

済的自立を求める運動は、こうした経済的変化を

生き抜くための時代精神の役割も果たした。 
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その時、欧州各国が労働分野で進めたのは、男

女共通の労働時間の短縮や保育園など公的福祉サ

ービスの充実だった。 

一方、日本政府はオイルショックで経済が悪化

していくと、社会保障費を抑制するため、女性に

家で社会保障を担う要求を一段と強めた。1979

年に自民党福祉部会がまとめた「日本型福祉社会」

構想は、日本は北欧などの公的福祉を基本とする

のでなく、家庭福祉を基本とし、これを企業が支

援し、各家庭が自助努力として市場から保険など

の金融商品を購入して補い、そのいずれによって

も救済されない人々にのみ公的支援を提供する、

というものだ。 

すなわち、女性による無償の家庭内福祉で財源

の膨張を抑え、男性が正社員として働く企業から

の手当などでこれを補填するという構図である。 

労働は、家庭外での賃労働としての有償労働

（ペイドワーク）と家庭内の家事・育児など無償

労働（アンペイドワーク）によって成り立ってい

るが、日本社会は女性の無償労働負担への期待を

強め、家庭と仕事を両立することを前提にした働

き方への組み換えが進まなかった。 

 もちろん、日本も女性差別撤廃条約の批准のた

めの要件として、雇用平等へ向けた法律の制定に

迫られ、1985 年に男女雇用機会均等法が制定さ

れている。これに伴って労働基準法の女性保護は

段階的に撤廃されていくことになる。ただ問題は、

欧州の女性保護撤廃が、男性にも家事・育児・介

護・地域生活といった無償労働の時間を確保する

ために男女共通の労働時間規制を導入と抱き合わ

せで進んだのに対し、日本は、無償労働を妻（女

性）に一手に担わせることを前提とした「妻付き

男性モデル」を維持し続け、男性の極端な長時間

労働の働き方に女性が合わせない限り正社員とし

ての門戸を開かない、という形にしたことだった。 

確かに、入り口での採用差別などを禁止したこ

とで女性の職域は広がり、男女雇用機会均等法が

施行された年間給与所得が 300 万円以下の女性が、

1986 年の 8 割から 1996 年には 6 割に減った。だ

が、「妻付き男性モデル」の正社員の働き方では、

「妻なし」の女性が働き続けるのは難しい。この

ため、育児などの関係から無償労働の時間を確保

できるパートなど移る女性は多く、しかも、その

賃金水準が最低賃金すれすれの低さだったことか

ら、給与所得 300万円以下の比率は以後も 6 割台

のままで推移している。 

また、企業は、低賃金労働力としての女性を温

存する必要から、従来の男性正社員の働き方を

「総合職」とし、「補助職」扱いを受けてきた女

性正社員を「一般職」と位置づけて待遇差を合理

化する「コース別人事」を導入した。 

「総合職」は大卒以上の学歴、とすることで、

この区分を客観化しようとした。また、均等法に

よって男性並みの長時間労働を迫られ、働き続け

られないが、パートでは飽き足りない女性のため、

として、「労働者派遣法」を制定し、それまで不

安定な間接雇用として禁じられていた派遣労働を

解禁した。一般職の低い処遇に不満を抱いていた

女性たちの中には、「スキルが評価される」との

期待を抱いて派遣へと移る例も目立った。 

女性たちに対する差別処遇が、経済的に自立で

きる賃金は確保できるが子育てが難しい長時間の

正社員と、子育てなどの時間は確保できるが経済

的に自立できない非正規との労働の二極化の基本

形を生み出した。 

 

４．「労働時間差別」が促した貧困化 

 

 こうして広がった非正規労働は、「パートは主

婦が家事の合間に行う家計補助」とする位置づけ

によって「買いたたき」にさらされ、1990 年代

後半からのバブル後の「平成不況」の中での人件

費削減経営の強力なツールとして拡大した。現在、

雇用されて働く人の４割が非正規となり、非正規

の 7割近くは女性だ。 

1995 年に日経連の「新時代の日本的経営」が

発表され、非正規の活用による人件費削減策が推

奨されたことが、その背中を押した。こうした低

待遇は、不況時の人件費抑制にフルに利用され、

「父のいる学生バイト」のイメージの下で、若い
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独身男性にも波及していく。2005 年からの製造

業派遣の解禁も、若年男性の非正規化を促した。 

「家計補助」ではない働き手にも非正規は広が

り、貧困に追い込まれて行く層が拡大していく。 

たとえばシングルマザーは子どもを扶養する世帯

主だが、「子どもがいるから残業できない＝正社

員からの排除」と「非正規＝子どものいる女性の

家計補助＝安くていい」というシステムの中での

低所得に苦しめられている。性差別が非正規の低

待遇を正当化させ、それが働き手全般に及んで貧

困化をもたらす、というメカニズムだ。 

ちなみにオランダでは 1996 年、パートの「均

等待遇」を実現するため、「労働時間が短いこと

による差別」を禁止し、2000 年にはフルタイム

かパートかを選ぶ権利を保障した「労働時間調整

法」を制定している。その結果、同じ職務ならパ

ートでも時給が極端に下がることがなく、労働時

間比例ではあれ、それなりの賃金が確保できる。

夫婦 2 人で働けば、片方だけが働くよりも豊かな

暮らしを実現しうるシステムへの転換だった。 

 日本の社会は、家事や育児などを持たない正社

員の働き方のみに経済的自立が可能な賃金を保障

し、そうでなければ非正規として「家計補助」的

賃金にとどめられる。このため、二人働きでも家

計はさほどは向上しない。また、妻が正社員とし

て働こうとすると、長時間労働に阻まれて参入で

きず、そうした妻の「扶養」分を稼ごうと、夫は

さらに長時間働こうとする悪循環に陥る。 

こうして生まれた労働市場の二極化を放置して

男女平等を唱えれば、正社員は男女問わず過労死

の恐れにさらされ、非正社員は男女問わず貧困に

さらされかねない。子どもを育てながら働くこと

を標準とする「両立女性モデル」への転換なしで

導入されたポスト均等法の社会は、そんなディス

トピアの世界となった。 

 

５．「家事ハラ」で引き下げられる仕事の価値 

 

 このような、家事・育児などの女性に割り当て

られた家庭内無償労働をめぐる蔑視を、筆者は

「家事労働ハラスメント」(家事ハラ)と名付けた。 

このような仕事観におけるジェンダー不平等は、

家庭外の介護や保育労働といった「家事的な職業」

の低待遇も招いている。 

1990 年代、非常勤保育士の賃金の引き上げを

求めて、正規保育士と保護者らが自治体の担当管

理職と交渉した時、この管理職は「普通の主婦が

家庭内でただでやっているような仕事に、そんな

高い賃金はやれない」と回答した。ii 

また、介護保険の設計時に、公務員準拠だった

介護保険以前の施設職員の賃金について、「妻が

家庭内でやっている介護でこんなに高いのか」と

いう発言を、介護関係の業者などから聞いた、と

の証言もある。iii 

女性が外で働くためには、介護・保育などの家

庭内ケア労働を外部サービスが代替することは、

必須だ。ところが、こうした蔑視の中で、介護報

酬は引き下げ傾向が続き、2016 年の改定では、

景気回復や最低賃金の引き上げの中で他の仕事の

条件が上がる中での報酬の大幅な引き下げによっ

て、人材が介護に集まらなくなり、介護業界の人

手不足を招くに至ったiv。 

厚労省が 2015 年にまとめた調査vでは、指定保

育士養成施設卒業者のうち、約半数は保育所に就

職せず、また、保育士資格を持つハローワーク求

職者のうち約半数は保育士としての就業を希望し

ていない。理由は、「責任の重さ・事故への不安」

が最も多く、また、再就職に関する項目としては、

「就業時間が希望と合わない」が最も多い。子ど

ものケアというスキルも責任も大きい仕事である

にもかかわらず待遇が低く、加えて保育園不足な

どで、保育士資格を持つ人自身の子育てのサポー

ト体制が不十分な実態が見えてくる。 

 ここでも、女性の労働の起訴となるケア的なサ

ービスに携わる女性への財源の振り分け乏しいこ

とがわかってくる。 

こうしたケアへの財源の乏しさは、男性にも大

きな影響をもたらす。公的福祉が脆弱で、家庭内

福祉に頼ることを求める社会では、離死別や未婚

の男性は、家庭内無償労働を担う女性労働力に期
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待できず、自身の老後のケアはもちろん、自らの

老親の介護負担も自力で行うことになる。その結

果、仕事を続けられなくなった 50 代の男性が介

護殺人に追い込まれ、執行猶予となったものの後

追い自殺した事件も起きている。vi 

 

６．ジェンダー視点を欠いた「働き方改革」 

 

このような労働市場の二極化や長時間労働の是

正を掲げ、第 2次安倍政権は 2018年、「働き方改

革関連法案」を成立させた。だが、ここでもジェ

ンダー差別の是正という視点は、素通りされた。 

同政権は「女性活躍」を掲げており、「働き方

改革」はそのためにも重要なものだったはずだ。

ところが、まず残業の上限規制では、繁忙期につ

いては過労死認定基準すれすれの単月 100時間未

満までの残業と、2－6 カ月の平均で月 80 時間ま

での残業の容認が、労働基準法に付け加えられる

事態となった。 

女性が働くためには、基本的には毎日一定の無

償労働時間が確保されることが大切だ。1 日 8 時

間という労基法の従来の規定は、そのためのもの

といってもいい。これほどの長時間残業が労基法

で容認されれば、家庭生活を放棄した男女以外は

働き続けられなくなりかねない。 

また、労働市場の二極化の改善の一環としての

非正規と正規の「同一労働同一賃金」についても、

ILO（世界労働機関）が推奨する、職務を客観的

に評価するための方法が盛り込まれず、会社側の

主観を規制しにくい評価基準を認めやすいものに

なった。 

 ILO 推奨の国際基準は、第３者機関が仕事内容

を客観分析して点数化することで女性や非正社員

への偏見への排除を目指す仕組みで、違う仕事を

していても価値が同じであれば同じ賃金、という

「同一価値労働同一賃金基準」が基本だ。ところ

が、働き方改革の日本型「同一労働同一賃金」は、

基本給の評価において、能力給など、会社の期待

や判断といった主観が入り込みやすい評価方法が

そのまま容認された。また、「配置の変更範囲」

「その他の事情」に応じて賃金格差をつけてもい

いとされてしまっている。これでは非正規への評

価バイアスが是正されず、子育てなどで転勤しに

くい女性にも極めて不利になる。 

正規と非正規の間の不合理な賃金格差を禁じた

労働契約法 20 条をめぐる大阪医科薬科大学訴訟、

メトロコマース訴訟、郵政訴訟の３つの最高裁判

決は、「日本型同一労働同一賃金」の行方を占う

ものとして注目されていた。 

だが、2020 年 10 月に相次いで出された判決は、

先に挙げた懸念を現実のものとした。 

扶養手当、住宅手当など、働く上でかかる経費

としての手当の支給格差については、会社の評価

が介在しにくい性質から、大きく前進した。とこ

ろが、人事異動の有無（＝「配置の変更範囲」）

や、「定着を前提にした有為な人材」といった評

価の差を理由に、賞与や退職金などでは差がつい

ても構わないという判断になったからだ。 

これでは、家族の都合で人事異動を引き受けら

れず、上司の偏見で「有為な人材」と認められに

くい女性には不利だ。すでに、基本給の是正を争

ったこれまでの労契法訴訟では、こうした会社の

主観的な評価が容認され、ほぼすべて原告敗訴と

なっている。 

「正社員は就業規則で転勤するものとされ、非

正社員とは仕事が違うから、退職金などで差がつ

いても仕方ない」とする判断は、「実際に遂行し

た仕事の対価」ではなく、「将来転勤するかも」

という「可能性」に対価を払うということだ。一

方、賃金差別の是正は、その労働者の属性や主観

的な可能性ではなく、「どんな人であれやった仕

事で評価」することから始まる。その手立てを欠

いた「格差是正」では、ジェンダー差別の是正は

難しい。 

 妻が働けば家計にしっかり寄与し、夫が楽にな

るという社会、単身の非正規にも、経済的自立が

保障される社会があってこそ、貧困からの脱出は

可能になる。こうしたシナリオへの道は、一連の

最高裁判決で、むしろ一段と遠のいたといっても

いい。 
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７．新型コロナ拡大下での女性の困難 

 

 こうしたジェンダー平等の不在は、新型コロナ

ウイルスの拡大の中で、「女性への直撃」という

形で現れた。 

2020 年３月、各労組が行った労働相談ではパ

ートや契約社員などの女性からの相談者が 6～7

割を占め、「客が減って仕事がなくなり休業やシ

フト減らしで収入が激減している」「顧客と接し

なければならないのに感染対策が不備で怖い」と

いった相談が相次いだ。3 月の労働力調査では、

コロナの影響を受けにくい業種では女性社員の安

定確保のために正規を増やす動きは続いたものの、

女性の非正規は前年同期比 29 万人減の「一人負

け」状態となり、相談の傾向を裏付けた。 

イタリアの作家、パオロ・ジョルダーノは「感

染症とは、僕らのさまざまな関係を侵す病だ」書

いたvii。その言葉が示すように、コロナは飲食や

宿泊など対人的なサービス業界を直撃した。これ

らは働き手の過半数を女性が占める。先に述べた

ように働く女性の過半数が、雇い止めが容易な非

正規であることが、ここに重なり、非正規女性の

雇い止めやシフト減らしの横行を招いた。 

事態をさらに深刻にしたのは、そのような働き

手を支える公的セーフティネットがきわめて脆弱

だったことだ。非正規は時給制がほとんどで、労

働時間の減少は即、減収につながる。休めば賃金

はゼロだ。貧困問題に取り組む団体のネットワー

ク「新型コロナ災害緊急アクション」によると、

こうした中で収入が断たれ、家賃が払えなくなっ

て路上に出た女性からの相談も複数舞い込んでい

る。 

これに対し政府は、コロナで休業しても解雇せ

ず休業手当を払った会社には、非正規も含め助成

金を出す措置を取った。だが、雇用主が「非正規

は対象外」と誤解していたり、煩雑な手続きを敬

遠したりしたことなどから、「休業手当」を受け

取れない例が相次いだ。 

女性の非正規は、子育てや介護などをこなすた

め、働く時間帯を選べるシフト勤務も少なくない。

その結果、「解雇ではなくシフト減らし」とする

責任回避や、「シフト勤務には決まった労働時間

はないから『コロナのせいで労働時間が減った』

とはいえず、休業手当は出さない」とする雇用主

も目立った。 

背景にあるのはやはり、「パートは家計補助」

「夫がいるから減収でも困らない」という「夫＝

セーフティネット」の発想だ。 

だが、非正規女性のうち「配偶者」は 57.5％

にすぎず、自身が世帯主や単身者である女性は

17％と 200 万人を超えている（2014 年、総務省

『統計 Today No.97』）。また、実質賃金は 1990

年代後半以降下がり続け、「配偶者」の収入も重

要度を増している。 

コロナの発病にも健康保険からは「傷病手当金」

が給付される。だが、非正規が多く加入する国民

健康保険は対象外だ。コロナ禍の非正規への影響

が深刻視され始めた 3月、ようやく「緊急対応策」

に、自営でなく雇用されている場合に限り、国の

特例的な財政支援が盛り込まれた。 

 追い打ちをかけたのが、2月 27日に安倍晋三首

相(当時)が発表した一斉休校要請だった。子育て

女性は、子どもが学校を休めばその世話で働けず、

非正規の場合はその分、無収入になる。突然の首

相要請の底には、「妻が家事・育児などの家庭内

無償労働一切を引き受ける男性労働者」を標準と

する「妻付き男性モデル」の当然視がある。 

働く母たちの悲鳴に押される形で、政府は要請

から２日後、非正規も含め、休職による所得減少

を企業に補償する「小学校休業等対応助成金制度」

の創設に踏み切る。一方で、フリーランスの女性

たちは当初、「自営業」であることを理由に除外

される。こちらも「日本マスコミ文化情報労組会

議(MIC)フリーランス連絡会」などフリーランス

で働く人々が連携して政府に働きかけ、3 月、雇

用者の半額とはいえ、「支援金」が出されること

になった。 

こうした構図の中で、非正規と一斉休校のダブ

ルショックが集中する形になったのがシングルマ
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ザーだ。ひとり親女性の非正規比率は 48％(厚労

省の 2016年ひとり親調査)と高い。一斉休校で子

どものために仕事を休めば無収入になる。働きに

出れば、職場での感染が子どもに及びかねない。

NPO 法人「しんぐるまざぁず・ふぉーらむ」と藤

原千沙・法政大大学教授らが協力して実施した

「新型コロナウイルス 深刻化する母子世帯のく

らし 1800 人の実態調査速報」は、そんな窮状を

浮き彫りにした。 

回答者の 70.8％が、雇用や収入にコロナの影

響があったと回答。うち「正規」52・0％に対し

「非正規」75・2％、「自営等」95.5％で、不安定

な雇用形態ほど被害が大きいことが浮かんだ。平

均貯蓄額は、7 月にかけて約 4 万円減り、借金を

抱える世帯も増え、家賃や水道光熱費の滞納世帯

が１割もあった。心理的ストレスを抱える母親は

6 割にものぼっている。  

給食がなくなって食費がかさんだシングルマザ

ーに対して「ふぉーらむ」が実施した「お米の緊

急支援プロジェクト」には、「一日 2 食にしてい

たが、また３食にできる」「雑炊から普通のご飯

にできる」といった声が寄せられた。  

保育、介護、DV や児童虐待相談業務など住民

ケアに関わる公共サービスは、住民の生活を支え

るため感染下でも休業ができない「エッセンシャ

ル・ワーカー(必須労働者)」として注目された。

こうした働き手も従来、責任の重さや技能の高さ

にもかかわらず、低賃金で不安定な「官製ワーキ

ングプア」と呼ばれる非正規公務員に担われてき

た。その 4分の 3は女性だ。 

2020年 4月から 1年有期の公務員である「会計

年度任用職員」制度がスタートし、これらの非正

規公務員たちの不安定な短期契約が、合法化され

 
i 内閣府 2011 年版「男女共同参画白書」 
ii 当時交渉にあたった保護者からの筆者インタビ

ューによる。拙著『家事労働ハラスメント』（岩

波新書、2013 年）に収録。 
iii 北海道地域労組の鈴木一書記長の筆者に対す

る証言。 
iv 下野恵子『介護保険解体の危機』法政大学出

た。そこへ、コロナ禍が襲った。 

コロナ禍で女性たちに起きた事態に共通するの

も、女性たちの労働を安い家事の延長として蔑

視・軽視し、夫への依存を前提に公的なセーフテ

ィネットの整備を怠る「夫＝セーフティネット」

システムの存在であり、その限界の露呈だった。 

 

８．おわりに 

いま、経済のグローバル化やビジネスモデルの

変化で、男性のだれもが長期にわたって家族を扶

養できる賃金を稼ぎ出せるわけではない状況の中

で、「夫＝セーフティネット」の非現実性は明ら

かだ。コロナ禍はそれを明るみに出した。 

家庭は女性にとって必ずしも「憩いの場」では

なく、ときには DV も伴う「無償の労働の場」と

なる。このシステムは、そんな女性の逃げ道をふ

さぎ、ストレスを倍加させる。警察庁の調査で、

７月以降、さまざまな年代で女性の自殺が増加傾

向にあるのは、これと無縁ではない。 

 とはいえコロナ禍は、非正規への助成金や傷病

手当などを緊急措置として認めさせ、非正規で働

くことが多い女性たちに、一瞬公的セーフティネ

ットを付与する役割も果たした。 

こうした試みを恒常的なものに転化させ、正規

でも非正規でも、有償労働でも無償労働でも安心

して生きられる仕組みへと転換していくことが、

女性の生きやすさの基礎になる。そうした転換は、

非正規化による貧困が及び始めた男性を支え、過

労死や、賃金低下の中で「家族の扶養」の重圧に

不安を抱く正社員男性の肩の荷を軽くする。 

ジェンダー平等は貧困と格差是正の中核ともい

える課題であることを広く共有することが、これ

からの私たちの新しい安心への一歩となる。 

版局、2019 年 
v 厚労省「保育士等確保対策検討会」（2015 年

12 月 4 日）資料 
vi 2016 年 1 月 5 日付「毎日新聞」など 
vii パオロ・ジョルダーノ『コロナの時代の僕

ら』 飯田亮介訳、早川書房、2020 年 
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1. はじめに 

 本講演では、人為起源の温室効果ガスの増加に

伴う地球温暖化現象と気候変動に関する科学的

理解の現状と課題について俯瞰する。2019 年は、

国際地球物理学・測地学連合（IUGG）、国際気象

学・大気科学協会 (IAMAS)と言った地球科学に関

わる国際学会組織の前身が生まれて 100年にあた

るが、その歴史を振り返ってみると、地球温暖化

現象と地球気候変動の問題に関する科学的理解

と対策への応用能力は、この 100 年間に急速に進

歩したことがわかる。リチャードソンによる気象

予報計算が失敗した 1920年代からわずか 50年後

には、Manabe・Wetherald (1967, 1975)によって最

初の地球温暖化に関する気候モデル計算が行わ

れている。その間、TIROS や NIMBUS と言った

気象・地球観測衛星が打ち上げられ、人類が地球

を外側から見られるようになったことも重要な

発展である。特に 1975 年には地球放射収支計を

搭載した NIMBUS-6 衛星が打ち上げられ、太陽放

射に対する地球の反射率が当時考えられていた

値より小さいことが判明して、モデル計算への大

きな拘束条件を提供した。そして、1988年には気

候変動に関する政府間パネル（IPCC）が組織され

て、人為起源の地球温暖化現象に関する詳細な組

織的評価活動が開始された。そこでは、変動の自

然科学的理解のみならず、生態系と社会への影響

評価や将来予測に必要な軽減策と言った問題に

ついての社会科学からの知見の評価も行われて

いる。このことは、地球温暖化の問題が、自然科

学と社会科学の両者にとっての重要な問題のひ

とつであると同時に、両者の連携を励起する壮大

な課題であることを示している。 

 そして近年、緩和策と適応策の社会実装が急速

に進み始めた。特に、気候変動枠組条約（UNFCCC） 

第 21 回締約国会議（COP21、2015 年）のパリ協

定によって、産業革命以降の地表気温上昇を 2℃

に抑える目標と 1.5℃の努力目標が設定されて、

地球温暖化の緩和に向けた極めて大きな社会の

努力がスタートした。我が国では気候変動適応法

が 2018年に施行され、この 10 月 26 日には、菅 

 

首相の臨時国会所信表明演説で、国内の温暖化ガ

スの排出を 2050 年までに全体としてゼロとする

カーボンニュートラルの方針を表明された。 

 しかし、一方で、温暖化現象と気候変動のメカ

ニズムは複雑であり、将来予測にも大きな不確実

性があることが IPCC 評価活動等によって明らか

になっている。従って、急速に展開しつつある温

暖化対策への取り組みが、効率良く、かつ健全・

持続的に進むためには、これまでになく科学界に

よる研究活動とその知見の普及・教育が求められ

ている。以下、現象の把握の現状、そのために必

要な地球観測システムの構築、そして科学的知見

をどのように対策に利用するべきかについて検

討する。 

 

2. 地球温暖化現象の科学的理解 

 以下３節まで、拙著（中島映至, 2015）を、パリ

ティ誌が廃刊になったこともあり、若干改訂しつ

つ書き留める。 

 地球温暖化現象に関する人類の認識は 19 世紀

に始まる。フーリエによる温室効果の考案、チン

ダルによる赤外線の気体吸収測定などを背景に、

アレニウス（1896年）は工業活動による二酸化炭

素（以下 CO2）の増加で温暖化が起こることを示

した。その後、20世紀初頭に量子力学と分子分光

学が発達して、大気組成と太陽放射（以下日射）

や熱赤外地球放射（以下熱放射）の相互作用が厳

密に算定できるようになり、温室効果理論の基礎

が築かれた。 

 しかし、実際の地球気候は様々な外部要因と内

部相互作用を通して複雑に変化しており、人間活

動の影響を把握するためには、まず、気候の変化

メカニズムを研究する必要があった。特に、氷期

が繰り返される現象の理解は重要であった。1920

年代にはミランコビッチによって、地球軌道と自

転の歳差運動の永年変化のために北半球高緯度

の日射量が定期的に減少し、氷期が訪れるとする

地球軌道要素説が提案された。約 2万年、4万年、

10万年周期の存在が示されたが、当初、説の支持
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は少なかった。しかし、1950 年代に入って同位体

元素の計測技術が開発され、海洋底体積物や地質

学的データに正確な時間と温度のスケールが付

けられると、気温がこれらの周期で変動している

ことが明らかになり、ミランコビッチ説が注目さ

れ始めた。ただし、この説では 10 万年周期変動は

小さいはずだが（中島, 1980）、観測では逆に最も

卓越しており、その理解にはその後の研究が必要

であった（Abe-Ouchi等, 2013）。 

 氷期サイクルのもうひとつの問題は、軌道要素

変化で起こるわずかな天文学的半年や年積算日

射量変化で氷床が発達するかと言う疑問であっ

た。1960年代に入るとブディコによって、地球気

候系には水蒸気フィードバックとアイス・アルベ

ド（雪氷による反射）フィードバックが存在する

ために、単純な黒体に比べて地表面気温変化が大

きく、わずかな積算日射量変化でも氷床が発達す

ることが示された（Budyko, 1969）。また氷床が発

達すると、今度は日射が増加しても、元の気候に

戻りにくいと言う気候状態の多重平衡解が発見

された。 

 1970 年代に三次元大循環モデルが開発される

と、CO2増加によって気温分布や大気海洋循環が

どのように変化するかが調べられ始めた。

Manabe ・Wetherald (1975) によって大循環モデ

ルを用いた最初のCO2倍増シミュレーションが実

施された後、Hansen 等（1981）は、大気圏外日射

量・火山起源の成層圏エアロゾル・人為起源 CO2

の時間変化を大循環モデルに与えることにより、

過去 100 年間の気温変化の再現に成功した。それ

によると、日射や火山活動による気候変化が主要

な自然起源の外部要因であるが、20世紀末から人

為起源の温暖化が卓越し始めると予測された。こ

の指摘は現代的な観点からも正しかったが、当時

は検証するすべもなく、むしろ、20世紀中頃に起

こった日射の減少と大規模火山噴火による寒冷

化に関心が集まった。筆者の記憶では、初代の映

画「ゴジラ」でも気候の寒冷化の話が出てきたと

思う。 

 1988年に気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

が設置されると、地球温暖化現象の評価活動が本

格化した。1990 年に第１次評価報告書が発表され

たが、この時期には世界の複数の大循環モデルの

比較が可能になり、高緯度や大陸内部での高温傾

向などの特徴が明らかになってきた。しかし一方

で、二酸化炭素倍増実験における全球地表面気温

のモデル評価（平衡気候感度）は 1.9℃から 5.2℃

まで大きな不確実性があることも明らかになっ

た。この時代の大気モデルは水平分解能が 500km

程度であり、外部要因に対する応答が複雑な雲等

を表現するにはパラメタリゼーションと呼ばれ

る様々な半経験的仮定が必要だった。 

  それでも 1990 年代になると、温暖化シミュレ

ーションは地表気温の観測を過大評価する傾向

が明らかになってきた。これを熱のミッシングシ

ンク問題と言う。そのため、冷源としてエアロゾ

ルの気候効果が提案された。大気汚染によってエ

アロゾルと呼ばれる大気微粒子が増加すると、日

射を宇宙に反射する日傘効果を起こして地表付

近が冷やされる。Mitchell等 (1995) によるシミュ

レーションでは、1995年までに温室効果ガスのみ

では地表気温が約 0.9 度増加するが、エアロゾル

の冷却効果で約 0.4 度が相殺される。しかし、問

題は複雑なために、その議論は以降、紆余曲折を

経ることになる。 

 まず、2000年代になると、エアロゾル中の黒色

炭素の日射加熱のために、日傘効果は Mitchell 等

の評価の半分しか無いことが明らかになってき

た。そこで、残りの冷源としてエアロゾルの間接

気候影響が提案された。すなわち、エアロゾルは

雲粒子の生成核としても働くために、下層雲粒数

の増加を招き、雲の太陽放射の反射率が増加して

日傘効果を引き起こすと言う説である。これによ

って大気汚染の激しくなった第２次世界大戦以

降、徐々に雲の反射率が大きくなっていると考え

られる。 

 

3. 地球システムの理解 

 地球温暖化現象自体の理解と共に、地球・生物・

人間・宇宙が複雑に関与する多圏システムとして

の地球システムとの関係も研究され始めた。 

 その一つは物質循環の理解である。21世紀に入

ると、生物地球化学データと地球システムモデル

の結果が豊富に使えるようになり、大気汚染物質

や炭素・窒素の循環、植物応答も扱えるようにな

った。温暖化懐疑論の例によく出る、高温期のあ

とにCO2が増大する現象もモデルで説明できるよ

うになってきた。また、20 世紀の大問題である

CO2のミッシングシンク問題にも回答が与えられ

つつある。初期の評価では、人為起源 CO2の排出

量と比べて、大気・海洋・陸域の吸収量の和は年

間 1 ギガトン以上不足していた。しかし、炭素同

位体計測とモデルによる発生・吸収源推定が進む

と、陸域植生の光合成の増大の寄与が大きいとい
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う評価が示されて、不足分を説明できるようにな

ってきた。 

 もうひとつの問題に、地表気温が 2000 年代か

らあまり上昇しないハイエイタス（中断）問題が

ある。その一因として指摘されたのは、日射の減

少による寒冷化である。最近２回の太陽黒点 11年

周期では、極小期に黒点が全く消えてしまう非常

に静かな太陽活動になっており、それに伴って日

射が減っている。このような現象は過去にも起こ

っており、17 世紀後半のマウンダー極小期は 70

年間続いた。この時期は小氷期と呼ばれる欧州の

寒候期と時期を同じくしている。しかし、今回の

静かな周期で観測されている日射の減少は

0.3W/m2 程度で、ハイエイタス現象の一部しか説

明できない。 

 日射量変化以外の太陽影響を唱える研究者も

い る 。 その 一 つが 銀 河 宇宙 線 説で あ る

（Svensmark ・Friis-Christensen, 1997）。太陽活動

が弱まると、高エネルギー銀河宇宙線が太陽地球

磁場をかいくぐり易くなり、地球大気に入射して

大気分子と衝突することにより、多くのイオン核

が生成されるために下層雲粒数が増え，雲の日傘

効果が増加すると言う説である。しかし、長期の

衛星雲量データからは、説を支持するような宇宙

線強度と低層雲量の間の顕著な相関は最近は見

いだされていない。また、多数の地球起源エアロ

ゾルが存在する下層大気で宇宙線起源のイオン

核が雲粒子まで成長することを説明することが

難しい。 

 別の説明として、大気・海洋相互作用メカニズ

ムがある。Kosaka and Xie (2013)や Watanabe 等

（2014）によると、ハイエイタス期間中は太平洋

10年規模変動において偏東風が強く、熱が海洋深

層に輸送され易い時期であったことが観測とモ

デル計算で示唆された。そのために、地表気温の

上昇が抑えられる。海洋観測によると海洋貯熱量

は増え続けており、前出のハイエイタス現象の状

況も解消され、気温増加が再開する可能性がある。

実際、ごく最近のデータでは気温上昇は再び顕著

になっている。このように、大気の貯熱量は海洋

の千分の１であり、気温変化の話は全体のごく一

部であることを認識しなければならない。今後、

気候系を構成する各部分系にどのように熱が蓄

積されているについてのモニタリングが重要と

なっている。 

 また、気候感度の問題も残っている。水平格子

サイズ 25km のモデルが登場した IPCC 第５次評

価報告書（2013）に至っても、気候感度のモデル

依存性はあまり小さくなっていない。主原因は雲

モデリングの難しさである。これを抜本的に解決

するには、より空間分解能の高い気候計算ができ

る次世代スパコンを待つ必要があり、現在進行形

の研究課題である。我が国では、世界有数の地球

シミュレータ、HPCI京計算機、富岳が開発されて

おり、気候計算でも利用が進んでいるので、計算

能力を必要としているより現実的な雲モデルを

含んだ気候モデリングへの貢献が期待できる。現

在、編纂が進んでいる IPCC 第６次報告書でも新

しい知見が示されるだろう。 

 100 年スケールを越えて、数百年〜千年スケー

ルの気候変動の研究も進んでいる。グリーンラン

ド氷床の融解や海洋熱塩循環の変化が重要であ

る。さらに氷期サイクルの理解も進んでいる。

Abe-Ouchi 等（2013）は、大陸氷床結合大循環モデ

ルを用いて、ゆっくり寒冷化し、急速に温暖化す

るノコギリ波状の 10 万年周期が、日射変化とそ

れに追随する大陸氷床の重量による地殻の弾性

体応答の組み合わせによって発生することを示

した。大きな氷床が無かった温暖な更新世前半期

（250 万年〜100万年前）では、４万年周期が卓越

していたこともわかってきた。 

 

4. 最近の話題 

 地球温暖化問題の緩和を達成するためには、長

寿命の温室効果ガスの大幅な削減が必要である

が、問題は、すでに大量に大気に放出されている

二酸化炭素等は寿命が長く、削減による緩和効果

は次の 20 年間程度では顕著に現れないことであ

る。そのために併用すべきもう一つの緩和策とし

て、黒色炭素、対流圏オゾン、メタンなどの短寿

命気候汚染物質（SLCP）（あるいは短寿命気候因

子 SLCF）を削減する案が国連環境計画（UNEP）

等から提案されている。UNEPによると、SLCPは

短寿命であるためにその削減効果は短時間で現

れ、0.5℃程度の気温低下が期待できるとされてい

る。1.5℃や 2℃の目標達成にとって、この 0.5℃と

いう数値は極めて大きい。そのために、「気候と清

澄大気のための国際枠組み（CCAC）」が 2012 年

に発足し、日本も参加している。編纂中の第６次

報告書でも SLCF の章が設けられている。最近の

研究によると、このような SLCP の気候影響は極

めて複雑であり、その評価における不確実性が大

きいことが指摘されているので、正確な削減効果

の評価のためには、より一層の研究が重要になっ
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ている。 

 Takemura・Suzuki（2019）による研究によると、

黒色炭素を削減すると、大気安定度が減少するた

めに上層雲が増えて、その温室効果が黒色炭素削

減による冷却を相殺するために、結果的に顕著な

地表気温低下には繋がらない可能性があること

が示唆された。また、対流圏オゾン削減のために

過度な窒素酸化物の削減を行うと、メタン寿命が

伸びるために、その結果、メタン濃度が増加して

対流圏オゾンの削減効果を相殺されてしまうた

めに、これもまた有効な冷却にはならない可能性

がある。これらの研究が意味することは、有効な

SLCP 削減の処方箋は、大気組成間の様々な間接

効果や気候系への影響を勘案しながら、複数の組

成の削減を適切に組み合わせて作る必要がある

ことを意味している（Nakajima 等, 2020）。 

 さらに最近の雲場を陽に計算することができ

る高分解能大気モデリングや、エアロゾルと雲の

鉛直観測が可能な衛星搭載ライダーや雲レーダ

ーが運用されるようになり、エアロゾルが引き起

こす低層雲への間接気候効果もこれまで言われ

てきたことと違って、小さいかあるいは負（エア

ロゾルが増加すると低層雲が減る）である可能性

が示唆され始めた。もしこれらの新説が正しいな

らば、地球温暖化を 40%程度緩和すると考えられ

てきたエアロゾルの直接・間接効果はずっと小さ

いことになる（Sato and Suzuki, 2019）。そうすると、

これまでの定説である地球温暖化を相殺する「エ

アロゾル」冷源説では、観測された地表気温のト

レンドを説明できなくなってしまう。その不整合

を緩和するには、モデルの気候感度をもっと大き

くしなければならず、大問題となる。従って、こ

のような新説が間違っているのか、それとも新た

な未知の冷源探しが必要なのかを、今後の研究に

よって明らかにしなければならない。 

 

5. 地球観測の課題 

 これまでの節で示したような新しい諸課題を

解くための解決法は、考えてみると、そもそもこ

れらの問題を提起するために使われた新しい高

分解能大気モデルや地球システムモデルを、改善

して使い込んでみることでは無いかと思われる。

例えば、気候感度と雲の間接効果の問題について

は、高分解能全球大気モデルも計算格子点間隔が

10km 程度に小さくなってきたこともあり、これ

までの気候モデルでは、半経験的なパラメタリゼ

ーションによって表現されてきた雲核形成過程

をより物理法則に基づいて再現できるようにな

ってきた。従って、雲の間接効果の不整合問題も

解決への糸口が早晩、見つかるだろう。 

 このような新しい研究にとって極めて重要な

役割を果たすのが、大気・地球表層系の様々な観

測であるが、それを可能にする多様な地球観測が

実現されつつあることも指摘したい。例えば、

CLOUDSATとCALIPSO衛星による雲レーダーと

ライダー観測は、これまで多く使われてきた受動

型センサーでは見えなかった詳細な大気の鉛直

構造のデータを提供するようになって、気候モデ

ルの不備が見えてきている。将来は、日欧協力に

よ る ド ッ プ ラ ー 速 度 計 測 機 能 付 き の

EarthExloror/EarthCARE 衛星に引き継がれる予定

である。受動型センサーの方も改良され、温室効

果ガスを含むガス組成、雲、エアロゾルの観測精

度が上がっている。Himawari-8/9 号や GOES-Rな

どの第３世代の静止衛星はより多くの波長と１

km解像の観測が可能になっている。また GCOM-

C/SGLI では偏光観測や近紫外波長の観測が高解

像で可能になってきた。新しい衛星センサー

（GOSATシリーズや、センチネル５/TROPOMIな

ど）からは、CO2と短寿命のガス組成、粒子組成

が空間解像度は高くないものの同時観測される

ようになっており、大気化学輸送モデルによるデ

ータ同化を含めた詳細なデータ解析が可能にな

り始めた。次期衛星（GOSATシリーズの GOSAT-

GW）では、CO2, メタンとともに、大気汚染にと

っての良い指標である二酸化窒素（NO2）の同時

観測が行われる予定である。さらに、TEMPO（米

国）、センチネル 4（欧州）、 GEMS（韓国）によ

る静止衛星による全球大気化学監視網が形成さ

れる予定である。 

 

6. おわりに 

 日本学術会議の夢ロードマップ（大気水圏科学

分野）によると、今後、発展が期待される研究分

野は、シビアウェザーの予測・レジリエントな地

下水利活用（2020 年期）、気象・海象変動と気候

変化の予想精度向上、水資源・エネルギー資源管

理・防災・交通管理への応用（2030 年期）、持続

可能で夢のある社会の達成のための環境監視・適

応/緩和技術による地球温暖化等の気候システム

の掌握（2050 年期）が挙げられている。つまり、

地球システムの理解と社会に影響する課題の解

決がより総合的に結びついて行くことを予測し

ている。実際、筆者が知る範囲でも、このような

進展が起こり始めている。例えば、動き出した富

岳計算機の利用研究を発掘するために実施され
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た文部科学省のポスト「京」重点課題プロジェク

トでは、革新的な数値天気予報と被害レベル推定

に基づく高度な気象防災、シームレス気象・気候

変動予測、総合的な地球環境の監視と予測がサブ

課題化されて、モデル開発が進んでいる。 

 ただ、筆者が課題として感じるのは、このよう

なモデル群が実利用されるためには、見てきたよ

うな将来の地球観測衛星システムからの膨大な

データを準リアルタイム的に収集・解析する基盤

を整備しなければならない。それが不足している

ので、データ利用基盤の充実も並行して行われな

ければならない。また、UFNCCCでは、観測能力

が実証されつつある GOSAT シリーズ等の二酸化

炭素観測衛星からのデータを排出量算定に公式

に利用する国際合意が未だに作られていない点

も問題である。衛星からのデータをパリ協定で定

められた定期的な温暖化対策評価作業（グローバ

ル・ストックテイク）で積極的に利用すべきであ

る。さらに、植生圏や水圏の観測データの収集も

変化のモニタリングのために継続する必要があ

る。このような地球観測データをタイミング良く

利用することに恩恵を受ける省庁と機関が増え

ているので、多機関の共同利用システムを模索す

るべきであろう。これは富岳が分野をまたがって

利用されている状況を見ても当然である。物理法

則に基づいたモデルで説明できる現象は未だに

大きくない状況のもとで、AI・ICT 技術と地球科

学の連携の深化も必要である。 

 見て来たように、気候変動には多様なメカニズ

ムがあり、その確度の高い理解にはさらに研究が

必要である。しかし、研究の最大の難しさは、そ

の中に我々が住んでおり、物理学的手法の強みで

ある再現可能な実験や追試を行なうことができ

ない点である。そのために、最新の知見をできる

だけモデル化し、同時に観測によってモデル値が

妥当かを監視すると言う地球科学的手法によっ

て、問題を統計的に把握するしかない。このよう

な特殊性のもとでは、いわゆるクライメートゲー

ト事件のような批判が起こりやすく、IPCCでも評

価システムの改善のための改革が 2010 年に行わ

れている。今後は、科学的知見をさらに社会のよ

る対策に生かしてゆく段階にかかるわけであり、

そのためには仮説の十分な検証作業と知見に含

まれる不確実性についての社会への説明もより

厳密に進める必要がある。 
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文化企画 平和とジェンダーのレクチャー・コンサート 

自由と平等を求める女性たち 

グレンダール、アンドレエ、マイエル ― 北欧の女性作曲家に敬意を表して 

 

小林 緑、Kobayasi Midori（国立音楽大学・名誉教授 東京支部） 

 

１．はじめに 

 昨年１１月に「調和の響きを織りなす女性たち」

と題して、神楽坂の和風サロンにて開催したミ

ニ・レクチャー・コンサートに続く企画です。今

年２月、「はづきの会・新春の集い」の打ち上げ

で、スウェーデンの性犯罪法改正について報告さ

れた姉歯暁さん(駒澤大学)のテーマとお人柄に触

発され、次回、機会をいただけるなら、スウェー

デンを中心に北欧の女性作曲家たちを取り上げよ

うと、即座に決めてしまったのでした。 

このところ、夫と二人で取り組んできた女性作

曲家の資料集めにおいて、ドイツやフランスばか

りでなく、音楽史の周縁に追いやられてきた地域

からも、知らなかった作曲家・作品が続々再発見

され、仰天の日々送っていますが、とりわけ、北

欧からは全く未知の情報が豊かに齎されています。            

とりあえず今回は上記タイトルの３人に絞ります

が、長年ドイツこそがクラシック音楽の「王道」

「正典」と刷り込まれてきたクラシック人にとっ

て、地理的にも文化的にも非常に近いノルウェイ

やスウェーデン、デンマークなどが、音楽の世界

でも充実した足跡を残していたことに、何も不思

議はありません。 

実はこの夏休みを機に、姉歯さんを頼りにスウ

ェーデンを訪れ、気になる女性作曲家の伝記など

探すつもりでした。手元にはＣＤコレクターで元

クラシックレコード編成者の夫が購入した海外盤

ＣＤ数点と楽譜しかないのですから。けれどこの

コロナ禍、臆病な私は言葉も理解しない土地に行

くのは絶対無理！と早々に諦めてしまいました。

まさに、北欧やロシアなど、実績では独仏伊に決

して劣らない地域の研究や関心の遅れは、おそら 

 

く、学習人口の少ない言語のハンディ故か？そし

て、女性の実績をなじめない事象として取り扱わ

ないのも、これと同根なのでは、と感じています。 

 

２．以下３人、私が出会った順に紹介します。 

最初のグレンダールはノルウェイの人、グリー

グばかりが知られるノルウェイですが、グレンダ

ールは自然と生活が息付く歌曲とピアノに卓越、

また晩年には画家の姉とともに祖国の女性参政権

に注力、運動を鼓舞する合唱曲「新年の夜明け」

を作曲・指揮も果たしました。さりげなく家事の

合間に作曲する、と告白した人柄も素敵です。実

は、１２月６日まで開催中の歴博「性差の日本史」

の音楽イヴェント「石井筆子と天使のピアノ」で

も、由緒あるピアノで奏でるにふさわしい対象と

して、私が真っ先に思い浮かべたのが、このグレ

ンダールでした（歴博公式 YOUTUBE参照）。  

つぎのアンドレェはスウェーデンの人、最後ま

で独身を貫いた筋金入りのフェミニストでした。

進歩的な医師の父から周到な教育を受け、女性を

排した教会オルガニストの座に付けるよう国に嘆

願を繰り返し、正規試験を経てイエテボリ大聖堂

オルガニストに就職、さらに後年はやはり男性の

みに許された電信技術も習得、女性初の技師とな

りました。その作風はしかし、歌心にあふれ実に

情念豊かな、まさにロマン派そのもの。男性支配

に決して屈しないその強烈な個性ゆえに、男ばか

りの業界からは、本気のアクセスを阻まれている

のではないでしょうか。 

最後のマイエルもスウェーデンの人。ようやく

いま、再発見の端緒に就いたばかりの存在です。

少女時代には男装し、息子二人を設けた作曲家の 
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夫は２歳下、夫妻共同の作品も残す―当時として

は異色のキャリアにびっくりでした。けれど、そ

の音楽と人柄で男女の著名人を魅了したマイエル

の生涯には、音楽史を書き換えさせるような意味

がある、と思えてなりません。 

以上、写真や図像、音源、動画なども活用して

お話します。お楽しみいただけますように。 

 

【資料】講演で使用予定の音源・動画など 

♪取り上げる女性作曲家は 3 人：小林が関心を抱いた順番で取り上げます。 

Ⅰ． アガーテ・バッケル＝グレンダール Agathe Backer=Grøndahl（1847-1907）： 

1. グレンダール：歌曲 

♪アンネ・ゾフィ・オッター（MS）＋ベンクト・フォシュベリ

(ピアノ) 

パリ・オルセー美術館ホールでのリサイタル(2004・5 月) (BSII で

放映 2007/7/16) 

2. グレンダール：ピアノ曲 

♪Piano Pieces and Songs:（CD）より Sommervise op.45/3 夏の歌 

c.28 （可能であれば歴博動画の「天使のピアノ」に拠る三好優

美子の演奏を使用） 

3. 石井筆子の少女時代（著書より） 

 

Ⅱ． エルフリーダ・アンドレェ Elfrieda Andrée（1841-1929）： 

1. アンドレェ：ピアノ曲 

♪東浦亜希子 (女性作曲家・ピアノ曲マラソンコンサート

（2019/8/8）より： 

「三つの音の絵」op.4 より水の上 c.21+夜に c.22   

2. ♪アンドレェ：ピアノ三重奏曲第二番（1884）より 冒頭第一楽

章  

Musica Sveciae：Kammermusik （CD） MSCD528-529 

3. アンドレェ：Elf. Andree:The complete Works for Organ（CD）冊子

に収載 

4. アンドレェ：ピアノ曲「三つの音の絵」Hans Ahlborg Musik；

2007 コピー版 

 

Ⅲ． アマンダ・マイエル＝レントヘン Amanda Maier=Röntgen (1853-  

1944)：   

 （CD 全 3 巻より） 

1. ヴァイオリン・ソナタ（1873）第一楽章 

2. 歌曲「水の上」をヴァイオリンとピアノで 

 

 

 

アマンダ・マイエ

ル＝レントヘン 

(CD ブックレット

より） 

グレンダール（CD 表紙より） 

アンドレェ（CD 冊子より） 
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A1-１       コロナパンデミック−傾向と対策 
 

  宗川 吉汪、Sokawa Yoshihiro（生命生物研究事務所、京都支部） 

 

1. 新型コロナウイルスの感染 

ウイルスとは、遺伝子（DNA あるいは RNA）を

囲むタンパク質の殻からできた微粒子（20〜

300nm）である。タンパク質・脂肪・糖質を含む

外被をもつウイルスもいる。細胞に感染して増殖

し、しばしば病気の原因になる。パンデミックを

引き起こした新型コロナウイルスの遺伝子は RNA

ウイルスの一種で、外皮をもち、大きさは 200nm

ほどである。PCR 検査は遺伝子 RNA の一部分を酵

素を使って増幅し、ウイルスを検出する。 

コロナウイルスの外皮にはスパイク状のタンパク

質が生えているが、王冠（ギリシャ語でコロナ）

や太陽のコロナに似ていることからその名が付け

られた。このタンパク質は細胞への感染に重要な

役割をはたす。 

新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイ

ルス（SARS-CoV-2）によって発症する肺炎で、

COVID-19 と呼ばれている。中国・武漢市で 2019

年 11月に初めて見つかった。 

21世紀初頭の 2002年から 2003年に中国や東南ア

ジアで重症急性呼吸器症候群（SARS）が流行した。

その原因ウイルスはコロナウイルスと同定され、

SARS-CoV と名づけられた。2012 年から中東で同

じ病気が流行し、中東呼吸器症候群 MERS と呼ば

れた。これもコロナウイルス（MERS-CoV）が原因

であった。 

今回の新型コロナウイルス SARS-CoV-2 は、コ

ウモリとセンザンコウのそれぞれのコロナウイル

スとが組み合わさって新たに誕生したものと考え

ている。 

ウイルスは細胞に感染・侵入して増殖するが、

ウイルスは 1 個から 1000 個にも増える。新型コ

ロナウイルスが感染する標的細胞は気管支や肺、

心臓、腎臓、消化器などにある。新型コロナウイ

ルスの潜伏期間は平均 5 日程度で、ほとんどの人

は感染から 12 日目までに症状を呈すると報告さ

れている。 

 

２． ウイルス感染からからだを護る免疫 

ウイルスが感染すると、体の中の免疫作用が感

染ウイルスを駆逐する。免疫作用を担っている細

胞は白血球である。白血球には、単球、顆粒球

（好中球、好酸球、好塩基球）、リンパ球（B 細

胞、T細胞、NK細胞）がある。 

はじめに自然免疫が働き、次に獲得免疫が働く。

自然免疫は感染ウイルスの種類を問わないが、獲

得免疫は感染したウイルスに特異的である。 

自然免疫  自然免疫に関係する白血球は、単

球、顆粒球、NK（ナチュラルキラー）細胞などで

ある。単球は血管外の組織に入ると異物を食べこ

む食細胞に分化し、感染してきたウイルスなどを

飲み込み分解する。顆粒球や NK 細胞は感染した

細胞を破壊する。 

ウイルス感染防御に関係する自然免疫ではイン

ターフェロンが重要な役割をはたす。ウイルスが

感染すると、細胞はインターフェロンを生産する。

インターフェロンは周囲の細胞に働いてそれらを

ウイルス抵抗状態にする。 

獲得免疫  自然免疫を突破したウイルスは獲

得免疫の標的になる。担当する細胞はリンパ球の

B 細胞と T 細胞である。獲得免疫はウイルスごと

に特異的で、他のウイルスに対する獲得免疫は新

型コロナウイルスには無効である。免疫学では侵

入してきた病原体や異物、あるいはそれらの分解

物を抗原と呼んでいる。 

獲得免疫は、担当するリンパ球の違いにより、

細胞性免疫と体液性免疫とがある。細胞性免疫は

キラーT 細胞が、体液性免疫は B 細胞が担当する。

新型コロナウイルス特異的キラーT が新型コロナ

ウイルスに感染した細胞を攻撃する。そして、新

型コロナウイルス特異的 B細胞が新型コロナウイ

ルスに特異的な抗体を生産する。この二つの免疫
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作用で感染した新型コロナウイルスをからだから

駆逐することができるのである。 

免疫グロブリン  抗体は免疫グロブリンとも

呼ばれ、IgG、IgM、IgAなどがある。 

IgG  血液中に最も多く存在し、抗体の主役をな

す。半減期が 3週から 1 ヵ月と寿命が長く、ウイ

ルスを凝集・不活性化する力が強い。 

IgM  ウイルスの侵入に際して B細胞が最初につ

くる抗体で、次いで IgG が生産される。血液中の

濃度は IgGの 10％程度で、抗原に対する親和性も

IgGに比べて弱い。 

IgA  この抗体は、血液の中だけでなく、涙・唾

液・鼻汁・気管支の粘液・消化管の粘液・尿・精

液・母乳などの粘液に存在する。血液中の抗体を

血清型 IgA、粘液中の抗体を分泌型 IgA と区別し

ている。分泌型 IgA は、外界から粘膜へのウイル

スなど異物の侵入を現場で防除することから「局

所免疫」といわれる。 

 血清型 IgAの濃度は IgGの 20％ほどであるが、

分泌型 IgA は粘液中に大量に存在する。成人の 1

日の生産量は 3〜5g もある。全身の抗体の生産の

主力が粘膜に向けられている。 

コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどは

鼻やのどから感染するが、これらのウイルスに対

して最初に働く抗体が分泌型 IgAである。 

 

３． 新型コロナウイルスの流行を食い止めるに

は 

新型コロナウイルスの流行を食い止めるために

感染予防ワクチンや治療薬の開発が期待されてい

る。しかしながら、ワクチンや薬の効果は限定的

で、これによって新型コロナウイルスの流行を抑

え込むことは難しい。 

コロナウイルスは侵入部である鼻やのどの呼吸

器粘膜上皮に局所感染し、それが発症につながっ

ていく。これらのウイルス感染阻止には、分泌型

IgA を中心とする気道の「局所免疫」が有効であ

る。また、コロナウイルスなどは感染細胞を破壊

せず血液を介して広がらないので、初期の感染防

御には IgGのような体液生抗体は有効でない。 

一方、インフルエンザウイルス感染対策に用い

られている現行の皮下注射ワクチンでは、IgG 抗

体は生産されるが、分泌型 IgA 抗体はできない。

新型コロナウイルスのワクチンも既存のインフル

エンザウイルスワクチンと同じであれば、初期感

染防御には役に立たないということになる。 

現在、新型コロナウイルスに対する DNA や RNA

ワクチンが開発されている。新型コロナウイルス

遺伝子の一部分の情報をもつ DNAや RNAを注射し

て体の中で抗原となるウイルスタンパク質を発現

させようというものである。原理的には従来の皮

下注射ワクチンと同じで、粘膜の IgA の誘導は期

待できない。 

治療薬としてアビガンやレムデシビルのような

抗ウイルス剤が期待されている。これらの薬の有

効性が確かめられたとしても、これをもって新型

コロナウイルスの感染を抑え込むことは無理であ

る。そもそも抗ウイルス薬は、重症化を防ぐ効果

はあっても感染防御には役立たない。 

抗ウイルス薬には、感染したウイルス量を減少さ

せる作用があるが、完全に駆逐することはできな

い。もちろん、ウイルス量が減少すれば免疫作用

にとっては有利ではある。 

新型コロナウイルス感染の拡大をくい止めるた

めには、検査と隔離以外に方法はない。最近は

PCR 検査だけでなく抗原検査や抗体検査も可能に

なった。検査をどんどんやるべきである。新型コ

ロナ専門の病院や施設が用意されるべきである。

スタッフを増員すべきである。感染した人ができ

るだけ他人（ひと）と接触しないですむ環境が用

意されるべきである。 

感染したら病院・施設に入って病状が悪化しな

いように栄養を取り休養しなければならない。重

症化したら人工呼吸器などの治療を受けることに

なる。そして、自身の T細胞や B細胞、免疫グロ

ブリンの力を信じて、新型コロナウイルスがから

だから居なくなるのをじっと待つ。 
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A1-3        コロナ禍が大学にもたらしたもの 

 

前田 耕治、Maeda Kohji（京都工芸繊維大学、京都支部） 
 
１．はじめに 
 2020年2月以降、国内の大学は春休みが延長し

たかのように、キャンパス内に学生が戻ってこな

い状況が続いた。卒業式、入学式の中止が相次ぎ、

4 月に入って緊急事態宣言が発せられると、保留

となっていた対面授業は全面的にオンライン授業

へ転換していった。実験・実習に携わる理工系の

大学院生や学生の一部は 6月ごろからキャンパス

に戻ってきたが、学生の大部分は一度も講義室で

授業を受けないまま前学期を過ごした。1 回生に

いたっては、入学式もガイダンスもないまま、オ

ンラインの世界に閉じ込められた。このコロナ禍

は一体大学に何をもたらしたのか。また、今後、

当分続くウィズコロナあるいはポストコロナで大

学はどう変わるかについて実証的に考える。 

２．オンライン授業への全面転換と大学の弱点の

露呈 
 完全オンライン化が決まってから、授業担当教

員は対面授業からオンライン授業への切り替えに

右往左往し、インターネット学習支援システム

（LMS）や Zoom などの双方向会議ツールが未活

用の大学はその整備に追われた。また、学生側は

インターネット環境やパソコンの確保を強いられ

た。本学でも、入学前のガイダンスすらなくなっ

た新入生は、情報科学センターのアカウントだけ

を受け取り、オンライン授業のための各種サービ

スを利用するまでの一連の作業を自宅にいながら

行わねばならなかった。さらに、各課程のオンラ

インガイダンスにしたがって履修要項を理解して、

受講登録を行い授業情報にアクセスし授業を受け

るプロセスは大変不安であったと思われる。 
 この新学期早々のドタバタ劇は、日本全国の大

学でも見られ、いかに LMS の整備・活用やオン

ライン対応を疎かにしていたか、また、政府・文

科省がその財政的支援を怠っていたかを裏付けて

いる。本学をはじめとする国立大学は継続的な運

営費交付金の削減により、基本的な教育基盤の抜

本的改善は困難であり、競争的予算により政府主

導のプログラムに傾注せざるを得ない状況である。  

３. オンライン授業の実態 

 すべての大学、教員が強制されて始まったオン

ライン授業であったが、その実態を振り返る。 
 まずは、学生と教員の間での授業資料や課題の

共有の場、質問やフィードバックの場としての

LMS の存在がオンライン授業を裏で支えた。全

科目を統一的に扱える LMS があれば、受講生管

理、授業進行、成績評価にかかるすべての情報が

統括される。学生は教務係の掲示板をはるかに上

回る情報を LMS から手に入れて、授業に参加で

きる。LMS の整備は対面授業になっても大きな

武器となりうる。 
 オンライン授業の方法は、３つに大別できる。

第 1 に、Zoom や Microsoft Teams などを用いたラ

イブ授業である。PowerPoint などのスライドを使

えば、通常の講義室が PC 画面内に移動しただけ

であるが、板書中心で授業をしていた数学や物理

系の科目の教員はコンテンツ作りに大変な時間を

費やした。性能のいいカメラやマイクを教室に設

置すれば、通常の授業を配信できる。第 2 は、音

声入りスライドや録画を準備して、クラウドなど

にアップロードするオンデマンド型授業である。

学生にとっては、好きな時間に授業を視聴できる

自由さや復習の容易さがメリットである。第 3 は、

同じオンデマンド型でも教員の肉声が載らない資

料中心の授業である。これは、インターネットへ

の負担は小さいが、双方向性に乏しい点で学生の

疎外感が一層強くなる。図 1 は、小職の大学にお

ける前学期のオンライン授業の実施形態である。

上記の 3 形態がほぼ均等に実施されており、バラ

エティという点ではよいが、教員がみえない第 3
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の形態は、教員の負担、学生の満足度のいずれも

不評であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 オンライン授業で陥りやすい失敗は、学生の理

解度が把握しづらいために、どの教員も課題のや

り取りでコミュニケーションを図ろうとして、学

生にとって課題過多になることであった。小職が

自課程の 2 回生 100 名に聞いたアンケートでは、

「多すぎて課題がこなせない」と「時間がなくて

不十分なまま回答している」を合わせると 77%に

達した。これらの反省から、後学期授業では、対

面授業が 3 割程度復活するとともに、オンライン

授業では、第 1 と第 2 の形態がメインとなった。 

４. オンライン授業への学生の反応 

完全オンライン授業に対する学生の反応として、

「パソコンの前にずっと座っていて精神的にも

身体的にも健康が悪化する」、「課題が多すぎて

時間が足りない」、「先生や友人との会話がない」

など、対面授業を切望する声があったのは確か

である。また、小職がライブ授業中に行ったア

ンケートによれば、ライブ授業かオンデマンド

授業かという問いに対しては、「ライブ授業を

増やしてほしいが、オンデマンド型の授業も歓

迎する」という回答が最多であった。さらに、

学期末の学生の授業評価アンケートででは、問

題点や改善点をあげる学生も多かったが、7 割

以上の学生がオンライン授業のメリットをあげ

た。そこには、教員の創意工夫の発揮はもちろ

んオンライン授業固有の可能性が見えている。

オンライン授業の特長をまとめると、 
１）ライブ授業で教員との距離感が講義室に比

べて近い。チャットなどで質問がしやすい。 
２）オンデマンド型は受講時間や受講環境が自

由に選べる。また、繰り返し復習ができる。た

とえば、発音や難しい話を繰り返し聞ける。 
３）教員からのフィードバックが時間に縛られ

ず、採点、コメント、添削など、多様な形でも

らえる。 
４）多種多様な講義資料を PC で閲覧できて、予

習・復習が充実する。スライドや動画・画像の

導入によりわかりやすい授業が増える。 
５）グループワークや英会話など、学生間の議

論や作業は、講義室よりもやりやすい。 

コロナ禍という大過に見舞われたが、教員と学

生にとっては新たな教育形態が一気に普及したと

いえる。 
５. キャンパスライフの重要性の再認識 

 オンライン授業のメリットが認識されたとはい

え、完全にキャンパス生活を閉ざされた学生にと

っては種々の問題が生じた。 
前学期の成績を集計したところ、例年に比べて

成績は 2 極分化する傾向にあった。パソコン座学

による自学自習を順調に進められた学生と、教員

や友人からのサポートの機会を奪われて授業につ

いていけなかった学生に分かれたものと思われる。

キャンパス内での教育効果が重要であることがわ

かる。 
また、8 月に本学のアクセシビリティ・コミュ

ニケーション支援センター教員が 1 回生に対して

実施したアンケートの結果では、2 割近くがう

つ・不安障害が疑われるという結果が出た。8 月

時点で友人・知人が一人もいない学生が 4 分の 1
という結果と符合している。対人関係を築くこと

が健全な大学生活にとっていかに重要かを示して

いる。同様の事象が全国の大学で生じたことより、

文科省は、10 月になって突然、対面授業の増加

を指示することとなった。 
今後ポストコロナの時代を迎えるにあたって、

オンライン授業のメリットと、対面授業の重要性

の両方を考慮した、新しいキャンパス運営が求め

られる。 

図 1 2020 年度前学期のオンライン授業の 
実施形態（アンケート回答分） 
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A1-4      コロナ禍における教員養成系講義のとりくみ 

 
近藤真理子、Kondo Mariko（太成学院大学、大阪支部） 

 

１．はじめに 

ダイアモンドプリンセス号での集団感染後、新

型コロナウィルスによる感染は世界的な広がりを

見せ、２０２０年２月２８日に、急遽府から休業

要請が出された。大学は当時、卒論の軽微な修正

や新年度の準備等々の時期であったため、小中学

校程の混乱はなかったが、2020 年度は通常通り

のスタートとはならなかった。いったん第 1講の

開始時期を遅らせる、課題を与え自宅学習をさせ

るなどの措置を講じたが、結果として、春学期

15 回分が非対面での講義となった。課題、オン

ライン、オンデマンドなど様々な形での「講義」

を模索することとなった。それはそれぞれの教員

が実感しているところであるが、学生の学びを止

めない中でみえてきた対面での課題、従前の講義

についての課題や展望も見えてきた。一教員の目

線からではなく、皆さんと課題や展望を共有する。 

今年は、小学校における新「学習指導要領」施

行の年であった。予測不可能な未来に向け生きる

力を身につけさせることを目標に掲げた教育課程

の実践を進めたい年の元年であった。しかし学校

現場は混乱した。主体的な学びを子どもとともに

作り出すべく教員の養成ができていなかったので

はないかという問いに立ち、新しい学校教育につ

ながる教員養成課程における教育方法について考

えていきたい。 

 

２．2月末の小中学校での状況から 

 発表者は、大阪府在住であり、大阪府には大阪

市と政令指定都市の堺市が隣接をし、若干休業期

間については当時違いがあったが、ききとりによ

ると、両市とも校長会等で協議、検討、情報交換

がされたのではなく、トップダウンで休業が各教 

育委員会から発表された。28日は金曜で多くの 

 

学校では期末テストの時期であった。期末テスト 

 

最終日を終え、部活動をしていたところ、急に下

校をするように指示が出された学校、期末テスト

の中日で、その後のテストが続行できなかった

（しなかった）学校、分散登校で期末テストを実

施した学校など、即座の対応が求められた。当時

新型コロナウィルスの感染予防についての情報が

不十分であること、先行きが見えないことから、

休業中の課題を出すにもどの程度出す必要がある

のかがわからない中での手探りの対応だった。 

 

３．大学の実践から 

 本学は大阪府堺市の南東に位置する小規模の総

合大学である。看護学部、経営学部、人間学部と

3 学部設置されており、人間学部には、心理カウ

ンセリング学科、健康スポーツ学科、子ども発達

学科があり、1 学年 250 名程度の学生が在籍して

いる。発表者は、健康スポーツ学科、子ども発達

学科の保育士、幼稚園教諭、小学校中学校教員免

許科目を担当している。併せ他大学でも非常勤講

師として、講義の模索をしてきた。新型コロナ感

染症の流行の状況に応じ対応も変わってきたので

様子をここで整理をし、概括する。（発表で講義

内容について報告する。） 

 

第 1 期 2 月初旬～3 月末 

 ダイアモンドプリンセス号の集団感染を経て、

新型コロナウィルス感染症の拡大防止の観点から、

3 月に予定をしていた教員採用試験対策講座は、

中止をするように学部からの指示が出た。大阪市

新任教員研修も ZOOＭでの対応となった。学生

の中でも 4 月以降の講義、採用試験、実習につい

ての不安が聞こえてくる中で、「毎日プリント」

という名前の教員採用試験の対策の小テストを毎

朝 9 時に配信をした。学生は、プリントよりも私

から元気ですか？などというコメントがあること

がうれしかったということであった。 
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 第 2 期 4 月から 5 月 

 多くの大学で入学式も中止または縮小され、本

学は中止をした。本来 4 月 5 日から始講であった

が、まず 4 月中は課題での対応をするように指示

が出された。教員の中には、4 月末ごろには対面

の講義になると考える教員もおり、「自己紹介を

書きましょう」「あなたの印象に残っている先生

を紹介してください」など、学生にも負担感のな

い取り急ぎの課題もあった。 

 発表者は、休校が長引くであろうということを

見越し、音声付きパワーポイントを準備していた。

がまだ動画対応が進まない中であったため、教育

社会学の第 1 回目の課題は、ちょうど自粛期間と

なり、家族が揃う時期だからこそと、「私 親、

祖父母の遊び、学びの年表づくり」をテーマに聞

き取りをさせた。 

 非常勤で関わっていた大学は、始講を 2 週間遅

らせ、オンデマンド等の対応は不可であったため

15 回分課題で対応をした。障害児保育Ⅱの講義

では「コロナ禍において障害のある子どもたちの

場所はどうなっているのか」をテーマにネットや

新聞等から整理をさせた。 

 

第 3 期 ５月から 6 月 

 社会的には不要不急の外出が規制され、休業要

請が政府より出された。アルバイト等で外出をし

ていた学生は、自宅待機が強いられ、中には規則

正しく生活をするように努める学生もいれば、ゲ

ーム等で昼夜逆転をする学生、人と会えず気持ち

がふさぎがちになる学生もいた。 

大学での講義の模索が続く中、facebook などで、

教員たちが議論をし、短期間に多くの書籍も出版

された。研究を精査するというより、実感や警鐘

など、教育学のみならず多様な領域から提案がさ

れた。このスピード感については驚かされた。 

本学では teamsという設備が整い、teams、課題 

動画によるオンデマンドでの対応ができるように

整備がされ、動画撮影、teams など内容に応じて、

講義を行った。環境が整っていないなどという声

が聴かれたのは他の大学と同様であった。teams

（zoom）での顔出し等の課題もある中で、動画

を使った講義の工夫を試みた。オンデマンド配信

をし、裏番組として teams で面接指導をも並行

して行っていた。 

 学生の様子としてオンデマンドであることで日

中バイトをして、指示された課題を貯めてしまい、

動画を視聴して課題を提出する学生、 バイトの

ほうに楽しさを見出す学生、昼夜逆転をする学生

も減少しなかった。逆に積極的に教員採用試験対

策の面接指導の申し出をする学生、小中学生の学

習支援や学童保育など日々、奮闘する学生もいた。 

 

第 4 期 6 月から 7 月  

 小中学校は 学校が再開され、大学は閉校のま

まであった。発表者は、昼夜逆転する学生のため

に、朝の会など、teams を用いた様々な企画を打

ち出した。 

 

第 5 期 9 月～ 

本学では 動画等のオンデマンドと対面の併用の

講義となっている。 

 

４．まとめとして 

発表者は前述したが teams での朝の会、絵本の

読み聞かせ、折り紙の折り方の指導、歌唱指導の

方法なども行った。また、動画で課題を書かせる

際も、一人で仕上げるものではなく、 必ず全体

に対して FB をし、一つ一つの意見から掘り下げ

ていくことを行った。実感でいえば、オンデマン

ド、teams でも十分講義は対応できた。また学生

によってはオンデマンドでの講義参加であるため

通学時間が減少され、その分読書や調査に時間を

使うことのできたという学生の声もあった。アク

ティブラーニングという必要性は高等教育の場に

必要なのか？という疑問を実は私自身は持った。

必要なことはどんなときにも、工夫と創意をもっ

て超えていく力、アクティブになれる心の養成が

求められているのではないかと改めて考えている。 
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A1-5      コロナ禍の克服を転機に新自由主義の政治の一掃を 

米田 貢、Yoneda Mitsugu（中央大学、東京支部） 
 

（１） コロナ危機二つの本質と安倍政権の危機

管理の失敗 

 

①コロナ危機の二つの本質 

１）感染者の約 8 割といわれる無症状あるいは軽

症の感染者が、自覚のないままに日常生活を行い、

それを通じて次々と周囲の人々に感染を拡大させ

ていくのが、新型ウィルスの基本特性。この特性

に着目し、かつ感染拡大の抑制にひとまず成功し

ている地域、諸国の経験をふまえるならば、徹底

した PCR 検査を実施し、無症状者・軽症者も含

めて感染者の早期発見に力を集中し、彼らを適切

に医療的な保護・観察下におき、必要な場合に適

切に隔離することが、感染拡大を抑制する基本対

策である。 

２）「3 密」の回避は、人間の本性に基づく家

族や友人や同僚との自由な交流・接触、現代社会

で多様な形態で発展してきた他者との社会的交流

を制限するものである。そうであるからこそ、政

府は「3 密の回避」を法律や権威的圧力で一時的

に強制することは可能であっても、人類社会はそ

れを持続的に受け入れることはできない。コロナ

危機は、人類社会の本質である社会的交流と社会

的連帯を脅かす新たな社会危機の出現である。 

②安倍政権のコロナ危機管理の２重の失敗 

１）政府は、当初検査要請の殺到による医療崩壊

への懸念や検査体制の不備を理由に、中等症以上

の患者以外の PCR 検査を事実上排除した。検査

体制の拡充がかなり進んだ現在おいても、実際の

検査件数は検査能力を大きく下回る事態が継続し

ている。その結果無症状の患者による感染拡大

（その一部は死に至るざるをえない）を事実上放

置する結果になっている。 

２）「3 密の回避」が実際の社会生活のなかで一

般的に実行された場合に、それが人々の日常生活

をどのように変え、人間社会にどれくらい深刻な

影響を及ぼさざるをえないのかを、科学的根拠に

基づいて具体的に検討することなしに発動された

ことである。その結果、日本政府は、一方では

「3 密の回避」をすべての市民に対して一般的・

抽象的に要請しているにもかかわらず、他方で

Go To トラベルを呼びかけるという明らかに矛盾

した政策提起を行うことによって、社会の不安と

混乱を助長している。 

 

（２） 経済の沈滞の打開のカギは社会的安心感

の回復にある 

 

①「3 密の回避」による「巣ごもり生活」への移

行が現在の経済の沈滞の原因である。それゆえ、

経済の沈滞打開のためには「巣ごもり生活」から

の脱出が求められるが、それには PCR 検査の徹

底的な実施がその絶対的条件でる。その意味では、

感染症対策と経済の再開は矛盾するものではない。

韓国や台湾などの先進的な経験から、「いつでも、

どこでも、誰でも、無料で」検査を受けることが

できることが求められている。自らは感染してい

ない、そして身近に接触する人も感染していない

（感染した人が適切に保護・隔離されるようにな

っていることが前提）、社会全体として接触感染

や飛沫感染を防止するための合理的な行動と処置

がとられていると、市民が確信できる状況が生ま

れてはじめて、経済は活気を取り戻していく。 

②そのために、当面直ちに実施すべき緊急対策は、

①エピセンター（感染震源地）での全構成員を対

象とした検査の実施、②医療、介護、福祉、保育、

学校等濃厚接触が不可避で集団感染の可能性の高

い職場で働く全構成員の定期的な検査の実施であ

る。 

③誰もが感染しうることを前提すれば、もし感染
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が確認されたならば、患者は生活や仕事のことを

気にせずに、安心して適切な施設に一定期間滞在

できるようになっていなければならない。そのよ

うな環境・体制づくりを、自治体任せにするので

はなく、ましてや各家庭・個人任せにするのでは

なく、政府の責任で早急に行う必要がある。感染

者や医療従事者などに対するいわれなき差別・偏

見はこのような環境づくりのなかでこそなくなっ

ていく。 

 

（３） いのちを危険にさらす新自由主義の政治

に終止符を打とう 

 

①2020 東京オリンピックの開催にこだわり、危

機管理に失敗してきた日本政府 

今回のコロナ危機管理の失敗は、市民が次々に

感染しているにもかかわらず、この東京オリンピ

ックを予定通り開催するために安倍首相が専門家

会議のクラスター感染重視の戦略を利用して、

PCR 検査を極端に制限したことに起因するもの

である。平和の祭典であるオリンピックを開催で

きる条件にないことは、現時点でもなおパンデミ

ックが進行中であることを見れば明らかである。

経済成長を最優先するアベノミクス、新自由主義

の政治が、たんに経済格差を拡大するばかりでは

なく、いのちの格差をも生み出していることを直

視しなければならない。 

 

②高度な物質的生産力の土台の上に、社会的共

同性を発揮して、平和で安心して暮らせる日本

社会を実現しよう 

 第 2 次安倍政権が推進してきたアベノミクスは、

新自由主義の立場からの大企業の利益最優先の経

済運営を一貫して推進してきた。時代錯誤のトリ

クルダウン論に基づく「日本型福祉社会」の解体

戦略に基づいて、2000 万人を超える非正規労働

者（労働者全体の約 38％）が政策的に生み出さ

れ、彼らの存在と無言の圧力を利用して正規労働

者の労働条件と賃金の切り下げが進行している。

大企業・金融機関・富裕層の儲けは株高・円安に

よって大きく膨れ上がったが、勤労市民の生活は

破壊されつつある。この安倍政治を全面的に継承

すると宣言した菅首相は、コロナ禍が新たな広が

りが見せつつある状況下にもかかわらず、所信表

明演説で「自助」努力に基づく社会像を提示した。

公衆衛生という最も公共性の高い領域で危機が進

行しているさなかでの発言である。 

 この現状を根本的に打開するのは、まさに主権

者である市民の政権選択である。その客観的条件

は十分に存在している。人権無視の安倍政権です

ら、突発的に起こったコロナ危機に対して、市民

の支持をつなぎとめるために巨額の補正予算（第

1 次補正で 25 兆 6914 億円、第 2 次補正で 31 兆

9114 億円）を組んだ。うち約 12.３兆円が国民一

人につき 10 万円の特定定額給付金として、約 3.8

兆円が中小企業と個人事業者向けの持続化給付金

としてすでに支出されている。先進国では例外的

な経済の長期停滞を経験している日本経済である

が、現時点でも総額 550兆円のGDP、生まればか

りの赤ちゃんから 100 歳のお年寄りまで含めて国

民 1人当たり約 440万円のGDPを維持している。

この経済的基盤のうえに、経済運営の基本方向を

国民生活最優先の方向に転換し、そのために国家

財政の所得再配分機能を全面的に活用すれば、北

欧諸国のように、すべての市民が普通に働くこと

によって普通に暮らすことができる社会の実現は

可能なのである。政府・財界の自己責任論に対抗

して、ヒト本来の社会的共同性を発揮して、平和

で安心して暮らせる日本を実現しよう。 
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A1-６      危機に現れる資本主義国家の根本的弱点 

  大西 広、Onishi Hiroshi (慶應義塾大学、東京支部） 

１．世界の論調は一気に変わった 

今回のコロナ禍への世界の当初の論調は中国

の初動ミスやその「独裁制」への批判が中心で

あったが、今やその論調の中心は大きく変化し

ている。中国批判の急先鋒であったアメリカこ

そが感染拡大の「最大クラスター」となり、小

国の欧州各国でさえそれぞれが中国を大幅に上

回る感染者数・死者数を出すに至っているから

である。この変化には、中国政府が官僚主義に

よる初動のミスを正直に認めたこと、諸外国の

各種のミスも同根であることが認知されるよう

になったことも大きいが、何と言っても「コロ

ナ禍の克服」という現実の実績が大きい。この

ウィルスの起源は武漢であっても、各国それぞ

れはどの国も同じく「1 人」の感染者から始まっ

ている。この「1 人」の他への拡大をどう防ぐか

という闘いで首尾よく対処できた国とそうでな

い国との違いがあまりにも明確となってしまっ

たからである。 

実際、各国政府・地域がこの問題をどれほど

重く受け止め対策したかの違いは大きい。PCR

検査を徹底しているため感染者数は多いものの

死亡率を他の数分の 1まで下げたドイツの例、国

家管理の「公衆保健医」をいち早く全国に配置

して大規模な PCR 検査を行えた韓国の例、昨年

12 月末にはすでにこの対策用の情報システムの

構築を始めた台湾の事例、そして何と言っても

10 日で専用病院を建てて都市閉鎖をし、またス

マホ・アプリを使って徹底した個人情報管理で

乗り切った中国の例がそのことを示している。

政府が迅速で徹底した対策をできたか否かの違

いである。 

２．議論のあり方は正確に 

ただし、こうした政策の相違が「独裁制かど

うか」という問題として世で議論されていると

いう困った問題もある。たとえば、2020 年 4 月

23 日付け『日本経済新聞』が感染対策として行

なわれる個人行動の自由の制限を判断軸に主要

国を 4 つのパターンに分類。行動制限の強いもの

から、中国、仏伊西英、独米、日本の 4種があっ

て、中国は最も個人の自由を制限する悪い国と

いうような議論をしている。そして、例えば台

湾の「成功」も隔離に従わなかった約 460人の住

民を検挙するなどの「独裁」の結果だというよ

うな解説を追加しているのである。中国の成功

をまねて世界が「独裁化」するのをどう阻止す

るか、といった文脈での極めてイデオロギッシ

ュな議論である。 

しかし、こうした見方は事の本質を見誤って

いる。コロナ対策で問われていたのは、渋谷健

WHO 事務局長上級顧問も強調するように感染症

対策の基本は「検査と隔離」であって、これは

東アジアの場合、4 万人の医療隊を送った上での

「武漢封鎖」をした中国政府、PCR 検査を徹底

してやりきれた韓国政府と、感染拡大を隠すた

めに意図的に PCR 検査をして来なかった日本と

の違いとなる。日本の感染者報告数が少ないの

は PCR 検査が意図的に抑えられていたからで、

実際には欧州諸国以上の感染者がいるとも言わ

れており、つまり誰が感染者かわからないまま

に放置されているために「外出自粛」が要請さ

れるということとなっているのである。私の属

する慶應大学病院でも来院者の 6%が感染するな

どすでに医療崩壊状態となっている。 

３．注目すべき企業統制の有無 

こうした対応の違いを「独裁制」と「民主主

義」の対比でまとめようとする西側の議論は荒

唐無稽である。たとえば韓国はその「独裁制」

に最も厳しい「民主主義」的政治勢力によって

この優れた対応がなされている。また、中国・

南京でのコロナ対策をレポートしたある動画に

よると、どの地下鉄のどの車両に何時何分にど

こまで乗ったかを市民が政府に自発的に情報提

供しているということも重要である。これには

スマホと専用アプリの普及がそれを可能とした

という事情があるとはいえ、それ以上に市民が

自発的に個人情報を提供するほど政府を信頼し

ているということが重要である。西側では中国

国民は政府の統制に苦しんでいるとのイメージ

が流布されているが、事実はまったく逆に、市

民の自発的な協力によってそうしたコントロー

ルがなされているのである。 

しかし、こうした政府のコントロールは「市

民」との間だけが重要ではなく、もっと企業と

の関係に関心が向けられなければならない、そ

れこそが中国と日本の最大の違いであったと私

は考えている。というのは、日本の労働者は 4月

初旬まで毎日満員電車での通勤を強要されてお

り、「接触抑制」の号令が出た後も半分の労働者

は同じく電車での通勤を継続している。もちろ

ん、ここでは中国南京市のように乗った車両の

情報収集もまったくされていないのだから、こ
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れで「感染抑止」と言っているというのはどう

いうことなのだろうか。日本国民は「接触抑止」

のために、五月連休の帰省や旅行を自粛させら

れ、かつまた友人や家族との外食も制限させら

れながら、企業活動はかなりな程度に継続され

ている。企業への通勤はありでも、市民の自主

的活動は完全に停止を迫られている。この非対

称性こそが問題とされなければならないと考え

るのである。 

原理的に言った場合、労働者が奴隷と異なる

のは、資本家に売り渡してしまった自分の時間

の他にも手元にはいくばくかの「自由時間」が

残るということである。が、ここに来て、日本

の資本家階級は「ウィークデイは働け、週末は

自宅待機」と叫ぶことによって、自分たちの搾

取活動を自由にしたまま、労働者の自由は剥奪

しようとしている。労働者は週末と退社後にし

か「自分の時間」はないのであるが、その最後

の自由さえ奪おうとしているのである。 

しかし、私の知る限り、中国の対応はまった

く違っている。『日中友好新聞』4 月 25 日付けに

よると、天津開発区の自動車関連企業は、生産

の再開が許可されて以降も、送迎バス、事務所、

工場の消毒、外地からの帰国者の隔離対策、勤

務時の農耕接触の回避、各自の 1.5m の距離確保、

エレベーターの使用禁止、マスク着用、手洗い

励行といった実施規定細目を決めさせられてお

り、かつまた日に 3度の発熱検査などが事業継続

の条件として政府によって指示されている。前

述の南京のレポートでも、企業が非接触型の体

温計を購入して毎日何度かの発熱検査をするこ

とが義務付けられていた。日本では考えられな

いレベルで企業が政府によってコントロールさ

れているのである。 

したがって、日中間の相違について私がより

重視したいのは、企業に対するコントロールの

有無である。中国では企業も個人も同等に責任

を果たすよう呼びかけられているが、日本では

企業活動ではなく個人の活動が集中的にコント

ロールなされている。そして、この差こそが、

「社会主義」と「資本主義」の違いであると考

えるのである。 

なお、日本では現在、感染の疑いがある労働

者は自宅待機せよとなっているが、つい最近ま

では「風邪くらいで仕事を休むな」となってい

た。日本の薬局にはそのための風邪薬が山積み

になっている。が、ここに来て、風邪と区別の

つかない症状の労働者が出勤すると「なぜ出勤

したのだ」と怒られる。日本ではこうした資本

家の自分勝手な言い分がまかり通っている。「資

本家国家」の本質がここに表わされている。 

４．資本主義体制の弱点 

こうして「資本主義」の弱点に目を向けると、

「独裁体制」であるにも関わらず感染者の爆発

を招いているシンガポールや、感染者数が 100 万

人を越えるに至ったアメリカの弱点に言及せざ

るを得なくなる。シンガポールでは「国民」の

間での新規感染者を抑えたものタコ部屋で 10 人

ほどが密集して暮らしている移民労働者に感染

が拡がり、コントロール不能な状態となってい

る。また、アメリカの爆発も医療から排除され、

かつまたこの危険の中も働きに出ざるを得ない

分厚い貧困層が中心となっている。これはまっ

たく「社会体制」が問題の焦点であることを示

している。 

このため、今回のコロナ危機によって「資本

主義・・・は少なくとも一時的に・・・急ごし

らえの「社会主義」に道を譲らざるをえない」

との議論さえ主流派経済学者の中から出始めて

いる１。我々もまた、ここで問い直すべきはあれ

これの政策ではなく、体制自身であることを確

認しなければならない。 

それだけではない。労働者階級もまた、ここ

でもっと自らの階級的利害に目覚め、それを主

張することか求められている。たとえば、外出

自粛要請が全国民に出されているからといって、

そこで払われているコストが階級間で大きく異

なっていることを指摘したい。大きな家と庭を

持っている人の「外出自粛」と小さなアパート

暮らしの労働者階級を一緒にしてもらっては困

る。もっと言うと、働かなくとも不労所得の入

り続ける階級と、仕事を辞めればすぐそのまま

収入を失う非正規労働者も対照的である。ここ

では「自粛要請」自体が「反労働者的」に映り、

実際、ラテンアメリカのポピュリストはそうし

た主張を繰り広げている。「市をシャットダウン

すると一方で人々をコロナから救っても人々は

飢餓で死ぬだろう」とのパキスタン首相の発言

もその文脈にある２。貧困者、貧困国でのコロナ

禍の解決なしに、世界全体としての完全解決が

ないことを知る以上、重い問題提起である。 

 

１ウィレム・ブイター「危機が招く「社会主義」経済」

『日本経済新聞』2020 年 4 月 23 日。 

 ２この発言の後、今度は世界労働機関(ILO)が外出制限

などで世界の労働者人口の約半数 16 億人が職を失うとの

報告書をまとめている。 
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A2-1 国際人権Ａ規約（社会権規約）を国内法化した漸進的無償化立法の提案 

渡部 昭男、Watanabe Akio 

（中等教育及び高等教育の漸進的無償化立法を求める会 事務局長 ／元神戸大学） 

 

１．はじめに 

 国際人権 A 規約（社会権規約）第 13 条「教育へ

の権利」における中等教育及び高等教育の漸進的

無償化条項に係る国会審議のあゆみは大きく３期

に区分される。すなわち、①1978 年第 84 回～

1979年第 87回：国際人権規約の締結（1979年）に

際する留保に関する論議、②それ以降～2012 年

第 180 回：留保撤回に関する論議、③それ以降～

今日：留保撤回（2012 年）後の漸進的無償化の取

組み促進に関する論議、の時期である。本報告で

は、漸進的無償化の取組みを促進するために、ま

ず現状分析を行った上で、国際人権A規約を国内

法化した漸進的無償化立法の提案を行う。 

２．2020 年第 201 回国会における「教育無償化」

論議の特徴 1 

第 201 回国会（2020.1.20-6.17）における「教育無

償化」論議の特徴を、国会会議録検索システム

（https://kokkai.ndl.go.jp/#/）を用いて明らかにした。 

 高等教育の無償化というよりは、消費増税分の

使途変更と連動した少子化対策としての大学等修

学支援法の枠組み設定（消費増税分から 5,274 億円、

全学生数約 350 万人の低所得世帯 51 万人 15％）自体が

問われ、コロナ禍での学生当事者の実態調査や切

実な声・意見の表明と署名運動等が、既存制度の

枠組みを越えて学生支援の規模と対象を広げる結

果となった。 

「コロナ禍」及び「学生支援緊急給付金」は国

会史上はじめて第 201回で登場した用語である。

また、「困窮学生」、「家計急変」も頻出していた。

会期後半には、これまで経験したことのない未曽

有の状況下で、困窮学生をどう支援するかという

ことが大きなテーマとなった。その際に、これま

での政党ルート（政党の青年局など）を越えた学生

当事者の団体、各キャンパスで急速に広がった署

名グループやその全国組織、例えば高等教育無償

化プロジェクト FREE や一律学費半額を求めるア

クションが、学生の実態や声を議員と政党、国会

と内閣・担当省庁に届ける上で少なくない役割を

果たしたことが会議録分析から見て取れた。 

「教育無償化」論議への寄与としては、学生当

事者の団体が掲げたインパクトのある語句「学費

半額／学費半減」が、国会史上はじめて会議録に

登場し記録されたことである。仮に学費が大学等

に籍を置いて授業を受け、施設設備を利用するこ

とへの対価であるとすれば、コロナ禍で登校を禁

じられ、施設設備も利用できず、対面授業が受け

られない下であっても通常の学費をそのまま納め

なければならないのかという、学費の本質にかか

わる問題である。一律の授業料半額免除は野党共

同提案のコロナ困窮学生支援法案の柱の一つにも

位置付けられており、国会で継続して深められる

べき論点が提示された意義は大きい。 

３．高等教育における経済的負担軽減及び学修支

援に係る法・制度・行財政の日韓比較 2 

 JSPS科研費基盤研究(B)（15H03474研究代表者

渡部 2015-17）において 2017年に「漸進的無償化

プログラム（高等教育版）」を試作した（http://ww

w.lib.kobe-u.ac.jp/repository/81010229.pdf）。それは縦軸

に４区分、すなわちA学費、B奨学金・学生ロー

ン等、C 修学支援、D 就労支援・生活保障を置き、

横軸に国、都道府県（広域自治団体）、市区町村

（基礎自治団体）、大学法人・学校法人、民間の５

レベルを設けてクロスさせたもので、漸進的無償

化の促進ないしモニターに寄与するための枠組み

である。渡部によるこれまでの調査で把握済みの

動向に、2020年におけるCOVID-19対応の新動向

などを加味して一覧を作成した（表１）。 

 国際人権A規約の漸進的無償化原則は学費負担

軽減を要請しているが、日韓共に授業料自体の減

額化には踏み切っていない。ただし、韓国におけ
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る大学入学金の廃止（A1）は、学費の一部を構

成する入学金に手を付けたものである。また、ソ

ウル特別市による市立大学の登録金半額化は、学

費の半額相当をソウル市が大学に機関補助する方

式である（A1）。大阪府立大学・市立大学・府大

高専は 2020 年度から授業料等支援（A2減免、大

学院生を含む）を始めたが、出身地を問わず全学

生（大学院生を除く）を対象としたソウル市立大学

（普遍主義）とは異なって、府内在住要件等を満

たす者に限定している（選別主義）。大学法人レベ

ルの対応としては、東京大学が世帯年収 400 万円

以下家庭学生への授業料免除（入学金は含まず／大

学院生を除く）を 2008 年度から実施している。一

方、低所得層限定の大学等修学支援法の 2020 年

度施行に伴い、各大学等で中間層まで含めてきた

従来の減免措置の後退が危惧されている。 

 給付型奨学金（B1）に関しては、2017 年に導

入され対象も低所得層に留まる日本に対して、韓

国では 2012 年から実施され中間層にまで拡大拡

充されている（最大額 2012・年 45 万円→2016-・52 万

円、半額以上対象 2012・基礎生活受給者-第１分位→

2018-・同-第６分位［高所得層の第９-10 分位は給付対象

外］、多子型 2014-・第３子以降→2018-・３子以上世帯の

全学生、他に成績基準の緩和など）。他に韓国では大

学寮の増設・収容人数の拡充（C2）が国家政策

として打ち出されている。 

 両国ともコロナ禍での新たな困難状況に対応す

る必要が生じている。日本では少なくない大学が

独自の学生支援策を打ち出し、国も大学等修学支

援法による家計急変学生の支援、第一次補正予算

による学生支援緊急給付金の支給、第二次補正予

算による独自に学生支援を実施した大学等への助

成などに乗り出した。一方韓国では、コロナ禍で

学習権が侵害されたとして、学生からは授業料返

還訴訟が憲法裁判所に提起されている。 

４．おわりに：漸進的無償化立法の提案 3 

中等教育及び高等教育の漸進的無償化立法を求

める会は 2018 年に京都で結成された。会では 20

19 年に「『漸進的無償化促進法（仮称）』の提案

（討議資料）」を公表している（http://mushou.jinken-

net.org/archives/1127）。また、日本弁護士連合会では、

就学前から高等教育までの全ての教育無償化提言

を含む「若者が未来に希望を抱くことができる社

会の実現を求める決議」（2018.10.5）を出している。

国際人権A規約の漸進的無償化原則を国内法化し

た立法の意義について、参加者とともに討議を深

めたい。 

謝辞：JSPS科研費 19K02864(2019-21)の助成を受けた。 

表１．漸進的無償化プログラム（高等教育版）の枠組みを用いた日韓動向一覧（渡部昭男 2020） 

 

 
1 渡部昭男（2020）「『教育無償化』論議の経緯と特徴：2020 年第 201 回の国会審議から」（日本教育学会第 79 回大会報

告）http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90007498.pdf（2020.11.8 現在では会議録 727 件中 41 件 60 箇所がヒット）。 
2 渡部昭男（2020）「高等教育における経済的負担軽減及び学修支援に係る法・制度・行財政の日韓比較研究(1)」（日本

教育行政学会第 55 回大会報告）http://www.lib.kobe-u.ac.jp/repository/90007500.pdf。 
3 渡部昭男（2019）『能力・貧困から必要・幸福追求へ―若者と社会の未来をひらく教育無償化―』日本標準。 

区分 小区分　／　レベル 国 広域自治団体 基礎自治団体 大学法人・学校法人 民間

Ａ１：学費自体の軽減化
韓：入学金廃止
（国公立2018、私立-2022）

Ａ２：学費減免制の拡充

日：大学等修学支援法・低所得層（2020-）
　　　B1を含む2020国地方予算総額5,274億円51万人
　　＊コロナ家計急変学生への対応拡大（2020）
　　＊コロナ対応減免を独自に行う法人等助成（2020）

日：東大・年収400万円以下家庭への授業料免除（2008-）
　　 一部法人・優秀学生への学費減免
　　 一部法人・コロナ困窮学生特別減免（2020）

Ｂ１：給付型奨学金の拡充

韓：低所得層（2012-）
　　　⇒中間層へ拡大＆金額等拡充
           2019予算約3,600億円94万人
日：先行実施（2017､約15億円2800人）
　　 大学等修学支援法・低所得層（2020-）

日：一部法人・優秀学生への給付型奨学金 日：民間による給付型奨学金

Ｂ２：無利子学生ローンの改善 日：所得連動返還型奨学金（2017-）

Ｂ３：有利子学生ローンの縮減 韓：所得連動返還型奨学金（2010-）利下げ

Ｂ４：学内勤労奨学金等の拡充 日：一部法人・学内勤労奨学金など（SA・TA・RA）

Ｃ１：学習費の支援 日：コロナ困窮学生支援緊急給付金（2020） 日：一部法人・コロナ困窮学生独自支援（2020）

Ｃ２：学生生活費の支援 韓：大学寮の増設・収容人数の拡充 日：一部法人・まかない支援､家賃補助､交通費補助 日：コロナ困窮学生食糧支援

Ｄ１：就労支援 日：地方創生奨学金返還支援制度（2016-） 日：一部法人・インターンシップ補助､資格取得支援

Ｄ２：生活保障
日：生活保護世帯子弟への進学支援
　　　世帯分離の後も住宅扶助継続（2018-）
　　　進学準備給付金（2018-）

Ｂ
奨学金 ・
学生ロー

ン等

Ａ
学　費

Ｄ
就労支援
生活保障

Ｃ
修学支援

日：大阪府/市立大・一部無償化（2020-）

日：同左制度の活用（2016-）
　　　　2019：32府県・355市町村
　　 地元インターンシップ・IJUターン・起業補助
　　 コロナ困窮学生アルバイト雇用（2020）
韓：ソウル特別市・若者手当（2016-）

日：育英会等による奨学金
　　 特定職種への学資金制度・返還免除

日韓：自治体による利子補填事業

日：育英会等による給付型奨学金
韓：江原道・道給付型奨学金（2012-）

日：公立大学入学金の域内者への安価設定
　　 私立の公立移管による学費抑制など
韓：ソウル特別市・市立大学費半額化（2012-）

日：海外派遣・留学費支援など

日：育英会等による学生寮・県人寮

日：民間による学資金制度日：一部法人・学資金制度
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A3-2    試験研究機関と病院の地方独法化 － 現状と今後の課題 

 

              横山 敏郎、Yokoyama Toshiro（東京支部・国公研委員会） 

 

１．はじめに 

地方独立行政法が 2003 年に施行されてから 17

年、地方の公立大学や公立病院、公設試験研究機

関(以下、「公設試」という)などが地方独立行政

法人化(以下、「独法化」という)のターゲットに

されてきた。（表 1） 

表 1 地方独立行政法人の設立状況 2019年 4月現在 
(総務省ホームページより) 公営企業型は病院 

公設試の独法化は 2017 年度までで、その後新

たな独法化は行われていない。しかし、大学や病

院は毎年数カ所が独法化されている。大学は

2006 年がピークで 14 カ所、病院は 2010 年の 11

カ所がピークとなっているが、その後も大学を上

回る数で独法化が進んでいる。 

本報では前段で公設試の現状、とりわけ新型コ

ロナ禍での役割や課題について報告し、同じく新

型コロナ禍で独法化との闘いの最前線にある都立

病院の状況や、反対運動の取り組み等について報

告する。 

 

２．公設試の現状と課題 

 全国の公設試の数は 600を超えており、その中

で独法化された数は 11 機関となっているが、北

海道では 22 の公設試を管理統合する形で、地方

独立行政法人北海道立総合研究機構（2010 年）

がつくられ、青森県では 13 の公設試を統合して

地方独立行政法人青森県産業技術センター（2009

年）となっている。他の府県でも複数の公設試を

統合して独法化したところが多い。 

 近年、公設試では自治体の研究費が削減され、

外部の競争的資金を獲得しなければ研究ができな

いという状況で、独法化されてもほとんど変わら

ない。(表 2) 自治労全国研究職連絡会の調査結

果の一部を紹介する１）。 

表 2 研究資金の獲得先（2015年～2019年） 
自治総研通巻 502号より(回答数 24 複数回答) 
カッコ内は独法化された機関から 

 さらに、研究員の資質向上をはかるための学会

(個人会員)会費や論文掲載料等の補助や、学位取

得の助成なども回答数 24 の半数が「なし」と答

えている。 

地方行革の影響で研究職の定数削減が行われて

きた結果、技術継承ができない、技術指導できる

若手の育成ができないといった声も上がっている。 

独法化された機関では効率化係数がかけられ、

交付金が毎年減額されるため、研究員を減らさな

ければならないという声も出ている。 

 

３．新型コロナ禍での公設試の役割と課題 

 新型コロナ禍で、地域住民の生活に密着してい

る公設試の役割が重要になっている。 

新型コロナの影響で大幅減収となっている中小

企業に対して、全国 18 の産業技術系の公設試が

試験手数料や機器使用料、開発支援料等の減免を

    対象業務 

 

区分 

大学 公営 

企業型 

試験

研究 

社会

福祉 

博物

館 

合計 

都道府県 48 21 10 1 0 80 

指定都市 8 9 1 0 1 19 

市町村 17 29 0 0 0 46 

一部事務組

合・広域連合 
3 2 0 0 0 5 

合     計 76 61 11 1 1 150 

省庁 

省庁に

関係す

る団体 

日本学術

振興会

(科研費) 

大手財

団、民間

ファンド 

地元企

業,公的

団体 

その他 

16（3) 14（3） 9（4) 7（2） 9（3） 0 
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行っている 1）。このうち、独法化された公設試は

5 機関にすぎない。この後、香川県産業技術セン

ターが加わり、19機関となっている。 

新型コロナ感染を特定するため、感染流行当初

から最先端で PCR検査に従事してきた地方衛生研

究所は、保健所や行政と連携しながら疫学的デー

タを蓄積し感染予防対策に生かしている。東京都

における検査体制を示す。(図１) 

 

大阪では 2017 年に大阪府立公衆衛生研究所と

大阪市立環境科学研究所が統合・地方独立行政法

人化され、大阪健康安全基盤研究所となった。組

織形態も異なる研究所を無理やり合併しているた

め、内部は統合しきれていない状態で、旧府立公

衆衛生研究所は、大阪府内の検体の検査を引き続

き行っており、旧市立環境科学研究所は大阪市の

検体の検査を行ってる。統合の理由として「二重

行政」が挙げられたが、地方衛生研究所は都道府

県に１つ、政令市には更に１つ設置されている。

大阪は堺市と東大阪市にも衛生研究所がある３）。    

大阪都構想に先行して行政区を無視して統合・

独法化された大阪健康安全基盤研究所や大阪産業

技術研究所は、都構想が破綻した以上見直すべき

で、一元化の感染リスクは避けるべきである。 

 

４．公立病院の独法化問題と地域の闘い 

 公設試や大学とともに独法化のターゲットにさ

れてきた公立病院だが、全国で独法化が進められ

ている。東京でも都立病院・公社病院の独法化が

進められており、大きな反対運動が起こっている。 

小池都知事は 2019 年 12 月の都議会冒頭で突然、

都立病院と保健医療公社病院を独法化すると表明。

さらに、2020 年 3 月 31 日には「新たな病院運営

改革ビジョン」を発表、1511 のパブコメを無視

して都立・公社病院の独法化を決めた。小池発言

は、所管部署の決済手続きもされていなかった。

しかも、小池知事は委員会の答弁にも立たないと

いう行政手続き無視、議会軽視の態度をとった。 

都立・公社病院の独法化は、「都立病院が都の

一般会計から 400 億円も赤字補填を受けており、

経営改善が必要。そのためには経営形態を見直し、

地方独立行政法人に移行することが最善」との諮

問機関の報告を根拠としている。しかし、「都立

病院の充実を求める連絡会」(以下、「連絡会」)

は、独自にこの 400 億円が赤字ではなく、救急、

災害医療や難病、精神病、周産期など、行政的医

療と言われる不採算医療に必要な予算であること

を確認しており、都側も否定していない。 

新型コロナウイルス感染症対応で、最前線の取

り組みを行ってきた公立病院の役割の重要性明ら

かである。独法化は阻止しなければならない。 

「連絡会」は小池知事宛の要請署名を 5万筆以

上集め、11 月 17 日に提出する。引き続き独法化

の定款審議を止めさせるために、東京地評や東京

医労連、東京自治労連、東京民医連、東京保険医

協会などが参加して都議会請願署名に取り組む。 
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A3-3    憲法 25条に基づく公衆衛生・保健所の大幅な拡充強化を 

髙橋貴志子、Takahashi Kishiko (元東京都保健師、岩手県社会保障推進協議会事務局次長) 

 

１．はじめに 

 新型コロナウイルス感染が世界的規模で拡大し、

日本でも終息の見通しが立たない状況です。 

公衆衛生機能を持つ保健所は、保健所削減によ

る広域化と圧倒的人員不足の中で待ったなしの対

応を迫られ、過労死ラインを超える働きを強いら

れています。 

 効率優先の新自由主義を基本とする行政から、

住民のいのちを守るための保健所・公衆衛生行政

への転換が求められています。 

 

２．保健所の歴史 

 戦後、国は憲法 25 条の具体化として保健所網

の設置に着手しました。保健所は伝染病対策や高

い乳幼児死亡率の対策に活躍し、そのための人員

や施設が拡充強化されました。その後、日米安保

体制樹立に向けて再軍備が着手され、地方自治が

後退されるなど、25 条の具体的施策は圧縮され

るようになりました。保健所の機能強化は 10 年

足らずで挫折しました。 

 1972 年には保健所問題懇談会（厚相の私的諮

問機関)の基調報告が出され、保健所統廃合を合

理化しました。一方で、全国に革新自治体が生ま

れ、「憲法を暮らしに生かす」をスローガンに老

人医療費の無料化や保健所の増設強化がすすめら

れました。1980 年代に入り臨調「行革」が始ま

り、1983 年の「老人保健法」の施行を突破口に、

医療や社会福祉制度の改悪が進められてきました。

「老人保健法」は、受益者負担と「民間活力」の

導入、保健所の形骸化を進めるなど、戦後公衆衛

生の憲法的基盤を崩すものとなりました。 

 

３．保健所法から地域保健法へ 

 厚生省（当時）は、1992 年 8 月から保健所の

統廃合と保健業務を市町村に移行するために保健

所法の全面改正・地域保健法制定を画策してきま

した。その理由として「社会防衛的な伝染病や感

染症の対策は終わった。これからは高齢者・成人

病対策や高齢者福祉が必要。成人病予防などの保

健事業は市町村に任せ、保健所の人材を福祉に活

用する」ことを挙げました。この動きに対し、自

治労連はじめ、医療・公衆衛生関係者、患者・住

民団体は地域保健法反対の声をあげ、75 万人を

超える全国署名を集めました。 

 東京都の多摩地域でも、保健所統廃合に反対す

る住民の会が 16 以上組織され、都知事や市長へ

の請願・陳情、駅頭宣伝、署名活動などを労働組

合の保健所支部と一緒に行い、新聞等で大きく取

り上げられました。しかし、1994 年 6 月、「保健

所法」を全面改悪し「地域保健法」が成立、97

年 4 月本格実施となりました。 

 

４．地域保健法後の保健所の現状 

 地域保健法の成立で、それまで保健所で行って

きた業務は、保健所と市町村保健センターに分け

られ、「保健所は広域的・専門的な保健サービス

(第二次予防)を、市町村保健センターは直接住民

に身近な保健サービス(第一次予防)」を行うこと

とされました。保健所の設置基準は、保健所法で

は人口 10 万人に 1 か所の基準でしたが、地域保

健法では都道府県、政令指定都市、中核市、特別

区など、二次医療圏におおむね１か所の設置とさ

れました。さらに、地方自治体の人員削減や民間

委託等を進める地方行革が、保健所削減に拍車を

かけ、1992 年に全国 852 か所あった保健所は、

2020 年には 469 か所にまで減らされてきました。 

 東京都の保健所も、多摩地域に 17 保健所と 14

保健相談所（保健所の対人部門）がありましたが、

2 度の統廃合で 5 保健所に削減され、多摩府中保

健所のように 6 市 100 万人以上を管轄する保健所

が誕生しました。 

 統廃合される前の保健所は、各市に保健所や保
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健相談所が配置され、住民との距離が近く、母

子・精神・難病・成人などの事業の合間を縫って、

地区担当保健師が訪問活動を行っていました。医

療費申請者には保健師が全数面接を行い、訪問や

事業を通じて出た課題は、難病や精神患者の自主

グループや家族会などの組織づくりと予算化につ

なげました。社会資源が乏しい中、地域の関係者

や親たちと一緒に精神の作業所やグループホーム

づくりなども行いました。  

保健所には、医師をはじめ保健師、歯科衛生士、

環境・食品衛生監視員、薬剤師、診療放射線技師

などの専門集団が対人と対物の両面から様々な健

康問題にあたっています。しかし、統廃合後の保

健所は、広域化と人員削減で限定的な活動に狭め

られ、組織再編や退職不補充によって縮小された

職種もあります。 

 保健所統廃合の一番の問題は、「現地性＝住民

の身近に存在する」ことを奪い、対人と対物を備

えた「総合的機能」をバラバラにされたことです。 

 財政的には、国庫補助金が地方交付税に組み込

まれ、1993 年度に人件費相当分が、2007 年には

保健所業務費がすべて一般財源化されました。不

交付団体では丸ごと負担増になり保健所統廃合へ

の財政的誘導にもなりました。 

 

５．新型コロナに関する保健所業務 

 保健所の業務は、市民からの電話相談、積極的

疫学調査（感染経路の推定、濃厚接触者の割り出

しなど）、PCR 検査対応、検体回収、結果連絡、

入院・宿泊施設調整、陽性者の移送、療養者・軽

症者のフォローアップ、濃厚接触者の健康観察、

他自治体への濃厚接触者の検査依頼、公費負担手

続き、国・自治体への報告書作成など多岐にわた

ります。 

 しかし、保健所の感染症対策にかかわる保健師

等の人員体制は、例えば人口 100 万人を抱える保

健所では医師・保健師含め約 10 人体制です。当

然、他の係の保健師や他の部局からも事務職など

が応援入っていますが、応援職員ができる内容に

は限界があり、負担軽減には程遠い状況です。 

 また、保健所で行っている他の事業や家庭訪問

などの中止・自粛は、受診抑制による病状悪化や

社会で孤立している人々の深刻な問題への対応を

先延ばししている状況にあります。 

 

６．保健所・公衆衛生の拡充強化を 

2009 年から 2010 年にかけて新型インフルエン

ザウイルスが流行しました。2010 年「新型イン

フルエンザ対策総括会議」は報告書を出し、保健

所や衛生研究所の機能強化など具体的な提言を行

っていました。また、東日本大震災後の「地域保

健対策検討会」では、「地域保健法施行後の組織

体制上の諸問題が保健所や市町村の災害対応のハ

ンデになった」として広域化や人員削減、保健所

長の兼務体制などが問題視されました。 

しかし、こうした提言や議論は省みられること

なく、今日の事態を招いています。平時にできな

いことは、パンデミックにも災害時にも対応でき

ません。貧困と格差が広がり自己責任では解決で

きない健康問題が山積しているいまこそ、憲法

25 条に基づく公衆衛生・保健所の機能強化は必

要不可欠です。 

 日本自治体労働組合総連合は、保健所の体制拡

充に向けた当面の提言として 5 つ挙げています。 

① 住民のニーズや不安等に対応できる保健所

の人員を含めた体制強化 

② PCR 検査を的確に実施できる体制づくり 

③ 「積極的疫学調査」実施のための体制強化 

④ 自宅療養者等へのフォロー 

⑤ 住民への情報提供、正しい知識の発信によ

り、感染拡大を防ぎ偏見差別をなくす 

 さらに、保健所・公衆衛生行政の抜本的な対策

強化として、保健所の設置基準を人口 10 万人に

１か所とし、当面 20 万人に１か所を早急に実現

すること。保健所体制の強化として、医師の確保、

専門職の体制の拡充や国が責任をもって予算確保

することなどを要求しています。 

参考）保健所・公衆衛生を考える全国交流集会記 

録集(2019 年)、保健所宣言（案）(1988 年)、自治 

労連公衆衛生部会総会・資料集、住民と自治他 
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A3-4           保健所の財政問題 

国庫負担の実現を求めて 

安達智則、Adachi Tomonori （都留文科大学講師・東京自治問題研究所主任研究員） 

 

１．はじめに 

 コロナショックの始まりの時、保健所の役割に

ついては、世論の十分な理解はなかった。むしろ

ＦＡＸで情報を都道府県に集中するなど、旧態依

然の姿が批判にさらされた。 

 その後、濃厚接触者のフォロー調査やＰＣＲ検

査の適切な行政検査の必要性などで、医療機関だ

けではなく、保健所の機能がマヒする多忙さが、

報じられるになり、保健所の削減、保健師の少な

さ等がようやく知られるようになってきた。 

 ここでは、保健所が削減された要素の一つに国

家財政負担の少なさを取り上げて、その改善の世

論喚起を促す。 

 

２．保健所の数の現状分析 

保健所の数が半減したことは、周知のことにな

っている。東京を事例にすると次のようになる。 

 

    １９７５ １９９７ ２００４  ２０２０ 

多摩地域  １８   １３     ８     ７ 

特別区   ５３   ３９    ２３    ２３ 

（注） 八王子市・町田市は、保健所設置市、この数字から

除いてある。 

 

東京の保健所の場合は、多摩地域と 23 区地域

と区別した考察する必要がある。1975 年、区長

公選が復活した自治権拡充運動の中で、23 区の

東京都保健所は、区に移管された。保健所の労働

運動内では、東京都直営論と地域・自治体に近い

運営が必要という大激論がある中で、将来の地域

公衆衛生行政の最前線をになうためには、区移管

が必要であるという結論になり、結果、1975 年

を結節点として、23 区保健所は公選区長の管理

下に置かれることとなった。多摩地域は、東京都

保健所として残った。 

それから、年月を過ぎて分析すると、どちらも

減少していることが検出される。地方分権改革は、

新自由主義行政政策の一環だったために、社会運

動がない、弱い環には、公的部門の縮小・統廃合

が直撃した。保健所もその一例である。 

1994 年に旧保健所法が改正されて「地域保健

法」になったことが、公衆衛生の質的変化をもた

らした。地域の実態をまるごと把握する保健師か

ら、対象別（精神・こども・高齢者等）の専攻保

健師への変化である。 

 

３．保健所の財政分析 

図表 1は、東京都保健所の国庫負担と東京都負

担の年次別推移である。1980 年には、国庫負担

が 13％あった。それが、１％から２％へと削減

されてきた経緯を読み取ることができる。 

図表２は、２０１８年決算の東京都保健所の財

源内訳である。国庫は３．９％・都支出金は、９

５．８％（一般財源＋繰入金）。 

図表３は、文京区の保健所財源内訳である。文

京区の保健所財政には、国庫と東京都の負担はゼ

ロである。 

図表４は、多摩地域で独自に保健所を設置して

いる八王子市の財源内訳である。地方債が、２６。

８％あるが、これは市の借金。市負担は、９６．

７％を占める。 

このように憲法第 25 条で明記されている公衆

衛生の増進について、事実上、国家財政責任を果

たしていない。これを改革する時が、今である。 
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B1-1       コロナ禍のもとでの非正規教員の現状 

 

衣川 清子、Kinugawa Kiyoko（東京支部） 

 

 コロナ禍のもと、非正規教員はさまざまな苦難

を経験している。 

 緊急事態宣言が解除され、小中高等学校では感

染対策を講じたうえで対面授業（教室で教員と生

徒が向き合う授業）が再開したあとも、ひとり大

学だけはほぼ閉鎖状態が続いている。旅行も外食

も奨励されているのにキャンパスだけは行けない

…少なくない学生が高学費と貧困と孤独に直面し、

「学生の生活も大事だ」が広く共感を呼ぶ中、教

員たち、とくに非正規の教員たちが疲弊している。 

 これは正規教員も同じであるが、今年度、担当

授業がほとんどオンライン形式に切り替わり、教

員は「いかに学生と接触せずに効果的な教育を行

うか」という難題に取り組むことになった。ビデ

オ教材（録音スタジオがなくても、パワーポイン

トやズームの録画機能を使えば動画教材を自分で

作れることを筆者は初めて知った）や課題を教員

が事前に作成して授業支援のポータルサイトに掲

載し、学生に見てもらう形で対応した大学もあれ

ば、ズーム、グーグル・ミートなどといったオン

ライン・プラットフォーム（インターネット上の

テレビ会議システム）を用いて画面を介した「対

面授業」を奨励する大学もあった。 

 いずれにしても、第一にこの新しいスタイルに

対応するためのハードウェアをそろえなければな

らない。場合によってはコンピュータを買い替え

たり、高性能のマイクやカメラを購入したり、通

信環境も整えなければならない。研究室があり、

研究費が支給される専任教員と異なり、非正規教

員はこれらを自費で賄わなければならない。これ

に対して金銭的支援を行う大学はほとんどない。 

オンライン・プラットフォームの使い方につい

てはほとんどの大学で説明会や講習会が開かれ、

マニュアルなどの大部な資料が配布されたが、非

正規教員特有の困難は、大学ごとに指定プラット

フォームが異なり、さまざまな形式に慣れなけれ

ばならないことだった。ふだんなら講師室で情報

交換できるところ、大学が閉鎖されてはこれもで

きない。学生の顔を見て問いかけたりしながら理

解度を確かめることができないことに加え、講師

室での交流がいかに大きなものだったかを思い知

った今年である。大学図書館も徐々に利用できる

ようにはなってきたものの、入館人数や滞在時間

に制限があり、思うように利用できない。専任教

員や学生は自由に利用できる電子資料やオンライ

ン雑誌が登録数の関係で非常勤講師には利用でき

ない、としている大学もあると聞く。 

オンライン授業は対面授業と比べ、準備や採点、

メール返信に費やす時間が格段に増え、負担が増

えた、という声も多い。睡眠時間が削られ、疲労

も大きい。加納寛子氏が行ったアンケートには赤

裸々な声が寄せられている。 

 学会の年次大会や研究会が中止またはオンライ

ン開催となって、旅費や移動にかかる時間が不要

になり、遠隔地で行われる講演や学習会に参加し

やすいといったメリットはあっても、やはり他の

研究者たちと顔を合わせて議論したり交流したり

できる場が大幅に制限されたことで、ふだんから

孤立している非正規教員の孤立感が強まり、研究

が進まず、意欲がそがれることにもなっている。

その他、なるべく現場の声をお届けしたい。 
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加納寛子「コロナ禍における教育と教員の意識に
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B1-2  臨時休校・登園自粛下における家事育児負担と大学業務の加重化 

 

長谷川 千春、HASEGAWA Chiharu（立命館大学・京都支部） 

 

１．はじめに 

 4 年制大・常勤教員で研究者であり、学生相

談・支援にあたる執行部役職（学生主事）にあり、

また家庭では小学校低学年と保育園年長児の二人

の子を抱える母親である私が、前例のないコロナ

禍の中で、各側面において「加重化」を強いられ

た実態と、それを軽減する手立てはなかったのか、

今後への示唆を得たいとの思いで報告する。 

 

２．2020 年 3 月からの小学校・保育園、そして

大学の状況整理 

・2020 年 1 月 30 日 国が新型コロナウィルス感

染症対策本部設置。 

・2020年 2月 3日 京都府及び居住市においても

対策本部設置。保育園より注意喚起メール。 

・2020 年 2 月 27 日 安倍首相（当時）が全国の

小・中・高等学校、特別支援学校に一斉臨時休校

要請を表明。 

・2020 年 2 月 28 日 学校からは、市教育委員会

からの指示を待って、学校情報メール、PTAメー

ル、市ホームページの緊急情報で連絡する。 

 同日中に、市教育委員会から「3 月 2 日は通常

登校、3月 3日から 13日（金）まで休校（延長の

可能性あり）」との連絡。放課後児童会は休校期

間中も開設との連絡。 

・2020年 3月 3日 子ども登校。大量の学習プリ

ントを持ち帰る（特段の指示なし）。 

・2020 年 3 月 11 日 学校から、教育委員会の指

示により、引き続き 3 月 24 日（火）まで休校延

長の連絡。 

・2020 年 3 月 16 日 休校中の課題（大量の学習

プリント）をクラス担任がポスト投函にて配布。 

・2020 年 3 月 23 日 卒業式は、規模を縮小して

予定通り実施。 

・2020 年 3 月 24 日 子ども登校。修了式及び旅

立ちの式、規模を縮小して予定通り実施。 

・2020 年 3 月 30 日 居住市で初めて新型コロナ

感染者が確認される。この時点では、新年度の予

定の変更については何も決まっていないとの連絡

（この時点では、4 月 8 日入学式、4 月 9 日始業

式の予定）。 

・2020 年 4月 6日 市教育委員会から「4月に予

定していた学校再開はせず、引き続き休校。休校

期間は 4 月 8 日～5 月 6日」との連絡。 

ただ、4 月 8、9、10 日の 3日間は登校日。 

4 月 8日入学式（子どもは登校せず） 

4 月 9日始業式（子ども登校、11時半下校） 

4 月 10 日午前中授業（子ども登校。4 月 13~17

日の課題プリントを持ち帰り） 

 休校期間中も放課後児童会は開設。 

＊4 月 7 日 東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・

兵庫・福岡を対象に緊急事態宣言発令 

・2020 年 4月 17日 全国緊急事態宣言が発令。 

 市教育委員会より、4 月 20 日、21 日に予定し

ていた登校日取りやめとの連絡。 

 保育園より、市からの要請として「保護者が業

務継続の必要な業務に従事している場合やどうし

ても家庭保育ができない状況にある場合のみ特別

保育を実施するとの通知があった」との連絡（特

別保育を必要とする申請が必要となり、4月 20日

より子どもの休園開始）。 

・2020年 4 月 21日 4月 22~5月 1日分の課題を

クラス担任がポスト投函にて配布。 

・2020 年 4 月 28 日 市教育委員会から「国内及

び京阪神地域の感染拡大状況などを鑑み、亀岡市

立幼稚園、小・中・義務教育学校を 5 月 7日から

5 月 31 日までの基幹、臨時休校（休園）。終期に

ついては、今後の状況に応じて延長、短縮するこ

とがある。休校延長に伴う学力保障、学習時間確

保の観点から、夏季休暇は短縮する予定」との連
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絡。 

 保育園より、市からの登園自粛要請の特別保育

期間の延長通知があったとの連絡。 

・2020 年 4 月 30 日 クラス担任が健康状態把握

のため家庭訪問（3 分程度。課題のみ受け渡し）。 

・2020 年 5 月 11 日 クラス担任が健康状態把握

のため家庭訪問（3 分程度。課題文書の受け渡

し）。 

 保育園から子どもたちへメッセージ動画配信。 

・2020 年 5 月 19 日 京都府の休業養成の段階的

緩和、府立学校の再開を受け、6 月 1 日より再開

との連絡。夏季休暇は 8 月 1 日から 17 日まで」

との連絡。 

5 月 25～29日の間に、2 日間登校日（グループ

分割・時間差登校。健康観察、保健指導、課題の

受け渡し学習指導等）。給食なしで下校。検温、

マスク、ハンカチ持参の徹底。 

・2020 年 5 月 22 日 緊急事態宣言解除に伴い、

5月 26日より家庭保育協力期間に移行との連絡。 

・2020年 6月 1日 学校再開（給食再開は 1週間

後から。短縮授業（40分授業）） 

・2020 年 6月 29日 通常授業（45分授業）開始。 

 

３．臨時休校・登園自粛下での家事育児負担の加

重化 

休校・特別保育期間中 

➤健康管理（検温） 

➤学習スケジュール（学校からの具体的な時間割

の指示があったのは 5月に入ってから） 

➤〇付けややり直し学習（課題は基本的に保護者

が〇付け、やり直しまで管理） 

➤昼食準備・片付け（テイクアウトの調達も活用） 

➤生活必需品の消耗が激しく、買い出し回数増 

➤「遊び相手」 

 

４．大学業務のオンライン化への対応による加重

化 

授業関係 

➤授業スケジュールや課題などの事前提示 

➤オンデマンド教材の作成（PPT 作成、録音、編

集、アップロード） 

➤提出された課題の管理 

➤メールなどでの学生対応 

➤ZOOM でのライブ授業（ネット環境の悪い学

生などへの LINEなどでの対応を並行して実施） 

➤ライブ授業の録画ファイルを VOD 用に編集、

アップロード 

大学業務関係 

➤学生、とくに新入生が、オンライン授業に対応

できているのか等、学生実態が不明であったため、

それをつかむための方法を模索。 

➤対学生、対教員の困りごと、相談対応 

➤通常以上の丁寧な情報発信方法の模索 

➤学生支援 NEWSや学生面談の実施 

 

５．身体的・精神的負荷とその軽減の試みの失敗 

➤生活リズムの乱れ（昼間に時間が取れず、録音

のためなどで深夜まで教材づくり） 

➤オンラインでの会議・授業時間に子供が乱入

（夫と授業時間が重複している場合、ほぼ私の方

に乱入） 

➤授業準備、研究時間確保のため、双方のタスク

と必要時間を共有して、「一人時間」を確保する

よう夫に要請したが拒否。 

➤昼間の「一人時間」は、オンライン会議やライ

ブ授業時のみ。 

➤研究時間は皆無（研究などは軒並み〆切延期） 

 

６．一応のまとめ 

➤新型コロナウィルス感染拡大、という未知の脅

威に対し、どこまで何を恐れ、どう予防対策をす

ればいいのか、それ自体が高ストレス。 

➤休校・休園でストレスがたまる子どもへの対応

とともに、オンラインで不安の中にある学生への

対応も必要に。 

➤家庭の中で求められる役割と、社会的に果たす

べき（あるいは果たしたいと考える）役割との間

で葛藤。 

➤「研究はあきらめる」が正解なのか？ 

以上 
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B1-4    ダブルマイノリティの在野研究者の困難とコロナ禍 

 

中島 雅登、Nakajima Masato（東京支部・個人会員） 

 

私はトランスジェンダー女性であると同時に精

神障害を持つダブルマイノリティであり、大学院

卒業後に在野で研究活動を続けている。ところが、

コロナ禍以前から就労や研究に著しい困難を抱え

ており、コロナ禍によって特に経済面に大きな打

撃を受けた。本報告では、そういった困難を整理

した上で、その打開策を展望する。 

 

１．コロナ禍以前からの困難 

（１）経済的困難 

 就労移行支援制度１）を利用し、「一般就労」

（障害者雇用）を目指した際の困難は以前報告し

た２）。その後、うつ病の悪化等でそれは叶わず、

今は就労継続支援 B 型事業所１）に通所している。 

 ここでの困難は、第一に収入が非常に少ないこ

とである。2018 年度の B 型事業所の月額平均工

賃は 16,118 円（時給換算で 214 円）３）であり、

一人暮らしは到底不可能な額である。 

 第二に、私の住む自治体では、B 型事業所の利

用中はバイト・副業等が禁止されていることだ

（自治体ごとに判断が異なる）。結果、B 型での

収入と短期バイトや副業の組み合わせで生計を立

てるという「私の将来設計」が崩れてしまった。

もし、私が一般就労できない状態が続き、当面 B

型で働く場合、生活苦が続くことになる。また、

この件は自治体の Web ページ等に明示がなく、

関係者以外には見えづらい問題になっている４）。 

 第三に、障害年金の受給権の不安定さである。

私は今年に「運良く」取得できたが、1 年間の有

期認定であった。また、精神障害においては、日

常生活における困難の度合いが主な認定の基準で

ある５）。そのため、就労に困難があるからといっ

て確実に受給できるわけではない。 

 第四に、障害者雇用・福祉分野全般で、LGBT

理解が浸透していない点である。そのため、私は

B 型事業所を探す際も、LGBT 理解の問題により

選択肢が制限されてしまった。ただし、通所する

ことになった事業所で LGBT学習会や自身のカミ

ングアウトを行い、女性トイレを使える等の配慮

を得られたことは幸いであった。 

 このような経済的困難に直面している私だが、

「運良く」理解のある両親のもとに生まれること

ができたため、生きながらえることができている。 

 

（２）研究上の困難 

 次に、コロナ禍以前からの研究上の困難につい

て述べる。私は、性現象のエスノメソドロジーと、

当事者研究という二つのテーマを軸に、研究活動

を行っている（紙幅の都合上、説明は省く）。 

 在野の研究者としての困難の第一は、学術資料

の入手困難さである。大学に所属していない限り、

そこの図書館は利用できないため、在学中と比較

にならないほど論文が入手できなくなった。また、

居住区の図書館には学術資料は少なく、国会図書

館にも病気や金銭面から行くのが難しい。 

 第二は、研究上の情報や助言の得づらさである。

ただし、これは研究テーマによって異なる。性現

象のエスノメソドロジーの場合、主に大学の指導

教官やゼミ生から情報や助言を得ていた。そのた

め、卒業するとそれらを得ることが難しくなり、

研究の継続が困難になった。一方、当事者研究の

場合、病気や障害を持つ当事者等が主体であり、

集まりは地域の公共施設等で開催されることが多

い。そのため、当事者研究が盛んな地域に根ざし

た方が、研究が捗るという結果になった。 

 上記の問題に加えて、マイノリティ理解の問題

もある。エスノメソドロジーの研究会には、

LGBT や障害への理解がどの程度あるか分からな

かったため、いつも不安を抱きながら参加してい

た。当事者研究の場合、障害への理解は期待でき
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るが、LGBT への理解度が不明であったため、約

4 年間参加できなかった。当事者研究コミュニテ

ィとつながれたのは、今年に入ってからの話だ。 

 

２．コロナ禍での困難 

（１）経済的困難 

 コロナ禍での経済的困難は、直接補償が限定的、

もしくは無いことである。 

 私の就労移行支援の利用期限は今年 7月までで

あったが、特に 4～5 月は緊急事態宣言発令もあ

り、ほとんどの活動を自粛した。しかし、就労移

行支援の期限延長が可能なのは、私の住む自治体

では「具体的に企業見学や面接の予定が立てられ

る場合のみ」とされた。うつ病の悪化等で予定が

立てられなかった私は、自粛に協力したにもかか

わらず、何の補償も得られなかった。 

 B 型事業所では、そもそも利用者は雇用契約を

結ばないため、雇用調整金助成金の対象外である
６）。また、収入が大幅に減った A型・B型事業所

への最大 50 万円の一時金の支払いが決まったが、

これも工賃を直接補填するものではない６）。結局、

10 万円の特別定額給付金を除き、私は直接補償

を何も得られていない。 

 

（２）研究上の困難 

 コロナ禍での研究上の困難は、初期は度重なる

研究会やイベントの中止という形で現れた。ただ

し、現在は研究会等のオンライン化が進んだため、

むしろ参加の負担が軽減された面がある。 

 一方、学術資料の収集については、近隣の図書

館の閉館や開館制限、外出時のコロナ感染リスク

等から、多大な支障を来たした。 

 

（３）ジェンダーに関連する困難 

 加えて、万が一コロナに感染し、入院した場合

のトランスジェンダー特有の困難もある。それは、

病棟が女性・男性用で分けられることに起因する。

もし、私が男性病棟に入れられれば、性別違和が

生じ、ストレスで病状が悪化する恐れがある。女

性病棟に入れられた場合も、周囲に理解が無けれ

ば安心して療養できなくなる。つまり、私にとっ

てはコロナの症状に加えて、そういった社会との

軋轢が感染時の苦しみとして懸念されるのだ。 

 

３．困難の打開策と展望 

 こういった困難の打開策として、経済面では、

①B 型事業所の工賃のアップ、②短期バイト・副

業等の解禁、③障害年金制度の見直し、④障害者

雇用・福祉分野での LGBT理解の促進、そして、

⑤就労移行支援の期限延長への柔軟な対応やB型

事業所の工賃減収分の直接補償が必要だろう。研

究面では、①大学図書館の一般市民への開放、②

誰もが参加しやすい大学・研究者コミュニティづ

くり、そして③学術資料のオンライン化が求めら

れる。また、病院は個室の数を増やし、LGBT の

患者の対応方針を定めていく必要がある。 

 コロナ禍では、在宅ワークや zoom による研究

会等の様々な実践が生まれている。そういった

「知恵」をアフターコロナへ引き継ぎ、より人権

や多様性が尊重される社会が作られることを願う。 

 

参考文献、注釈 

1) 厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/

hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.

html 最終更新日不明(2020.11.07 閲覧). で諸制

度の詳細を確認できる。 

2) 中島雅登(2019)「ダブルマイノリティである私

の研究・就活上の困難と当事者研究」第 20回

東京科学シンポジウム, 中央大学. なお、研

究成果はブログ(https://note.com/nm_diy_2525)

にまとめていく予定だ。 

3) 注釈 1) の厚労省Webページより 

4) 自治体からは口頭で「バイトや副業ができる

なら支援の必要はない」という回答があった。 

5) 日本年金機構(2017)「国民年金・厚生年金保険 

障害認定基準」, p.47. 

6) 弁護士ドットコム(2020)「障害者作業所、8 割

で『コロナ減収』」https://www.bengo4.com/ 

c_5/n_11689/ (2020.11.07 閲覧). 



日本科学者会議第 23 回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

C1-1  幣原喜重郎の戦争放棄思想―根底に原子爆弾への正確な認識― 

 

中野 貞彦、Nakano Sadahiko（東京支部武蔵野通研分会） 

 

１．はじめに 

 日本国憲法草案が作成されたのは、幣原喜重郎

内閣のときであり、憲法九条発案者が、マッカー

サー元帥か幣原喜重郎首相か、という問題がいま

でも研究されている。（１）筆者は、そのことも含

めて、幣原喜重郎と日本国憲法のことについて関

心を寄せてきた。そのなかで、「幣原喜重郎の

“戦争放棄思想”－4 つの特徴」の一つとして、

「原子爆弾による人類絶滅の回避」（２）というこ

とをあげた。ここには、幣原喜重郎が戦後の早い

時期から、原子爆弾に対する認識を深くしていた、

ということを含ませており、「1946 年当時の幣原

の正確な認識と慧眼は研究課題である」（３）（４）と

提起した。なお、戦争放棄は、戦力不保持を含む。 

 本稿では、幣原喜重郎が 1945 年 9 月にはすで

に原子爆弾への正確な認識を持っていたこと、そ

して日本国憲法の制定の過程で、幣原の戦争放棄

思想が憲法第九条に結実していくことを示す。 

２．１５年戦争の期間の幣原喜重郎 

 幣原喜重郎は、1924 年 6 月～1927 年 4 月、加

藤高明内閣、若槻禮次郎内閣で外務大臣を務め、

第一次世界大戦後のワシントン軍縮会議で形成さ

れた体制に対応した対米英協調と中国に対する内

政不干渉の方針をとった。しかし軟弱外交との非

難をあびて退陣した。1929 年 7 月～1931 年 12 月、

浜口雄幸内閣、若槻内閣の外相を務め、日中関税

協定、ロンドン軍縮条約を成立させた。しかし、

1931 年 9 月 18 日、日本の関東軍が満州鉄道を爆

破した柳条湖事件で、不拡大の方針を軍部に崩さ

れ、戦線拡大に追随した。以後軍部は、中国東北

部への侵略を本格化し、15 年に及ぶアジア・太

平洋戦争に突き進んだ。 

 幣原はその後貴族院議員となり、1945 年 8 月

15 日の敗戦を迎える。伝記『幣原喜重郎』（５）は、

幣原のこの間のことを「失意不遇の十四年」と評

している。日記など一切を空襲で失ったが、中学

校の同級生で一生の盟友となった大平駒槌に宛て

た書簡が残されており、幣原の情勢認識や考えを

知ることが出来る。自ら新聞の切り抜きをし、洋

書を丸善で求め、日本クラブに通い、時局の講演

会などを聞き、常に内外の情勢の推移を把握し、

施策を練っていた。貴族院事務局からの翼賛政治

会入会の手紙を断り、憲兵が脅迫に来たのを説得

した、というエピソードもある。 

幣原は、「忘れ去られた人」であったが、外交

界の長老であった。近衛文麿が、太平洋戦争開戦

の要因になった仏印進駐について幣原に秘密に相

談し、また敗戦間際に、ソ連行きの相談を行って

いる。（６）昭和天皇の弟である高松宮（海軍軍令

部）が、戦争をいかに終わらせるかについて、幣

原を呼んで話を聞いている。（７）幣原は 1945 年 7

月には、ドイツの「山河あるのみ」の状態での無

条件降伏について、「我国の殷鑑」とすべし、と

大平宛書簡に書いている。 

３．終戦善後策に見る原子爆弾への認識 

1945年 9月 2日付で大平駒槌に送った「終戦善

後策」（８）に、原子爆弾への認識が書かれている。 

「終戦善後策」は、「･･･国運の前途に容易なら

ざる障碍を来たすことなしとせず、左に終戦善後

策として試案数項を開列す」として 4 項目を挙げ

ている。 

第一、連合国の我国に対する信頼の念を深から

しむること、第二、敗戦より生ずる事態の重大性

を国民一般の胸中に銘記すること、第三に、我国

は国際情勢の機宜を逸せず、我に有利なる新局面

の展開を図ること、第四に、政府は我敗戦の原因

を調査し、其結果を公表すること。 

その第四の項目で、「私かに我敗因を察するに」

として 4 つ（９）をあげた最後に、以下のように原

子爆弾をあげている。 
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「（四） 殊に最近直接の敗因として、米軍の使

用せる原子爆弾の破壊力強烈なること 

 原子爆弾の性能は科学の見地より公平精密なる

検討を加ふべく又従来戦争の目的に有毒瓦斯の使

用を禁ぜられたるに対照し、無辜の老幼婦女に同

様の惨害を及ぼすべき原子爆弾は使用をゆるさる

べきものや、之亦国際法乃至人道の問題として列

国の注意を喚起するの理由あり。」 

 ここで幣原は、原子爆弾の破壊力、無差別の残

虐性、国際法・人道上使用を許されないもの、と

指摘し、国際社会の注意を喚起する必要性を指摘

している。「有毒瓦斯の使用を禁じ」るジュネー

ブ議定書は 1925 年である。 

敗戦後 2 週間ほどの間にしたためた「終戦善後

策」に見られる、この慧眼・先見性は、核兵器廃

絶の理論・倫理として現在に通じるものである。

なお、副題の「正確な認識」の意味は、当時得ら

れた限りのものであり、幣原も、「原子爆弾の性

能は科学の見地より公平精密なる検討を加ふべく」

と述べて、さらなる科学的な調査の必要性を指摘

している。 

ここで注目すべきは、戦力や戦争の論理の面か

らの「人類が破滅するからもう戦争はできない」

という戦争放棄論というだけでなく、原子爆弾に

よる無差別の残虐性に対する人道的な倫理のうえ

からも、「もう戦争はできない」という主張が含

まれていることである。幣原の戦争放棄思想は、

このような二つの側面によって裏づけられている

ことが特徴である。 

４．憲法九条の原点－日本は戦争放棄の道をゆく 

 日本は、ポツダム宣言受諾にあたり、天皇制維

持を最大の眼目にした。連合国軍最高司令官マッ

カーサー元帥は、占領政策の円滑な実施のために、

天皇制を存続させる方針でいた。他方、天皇の戦

争責任を追及する世論は、米国民はじめ連合国の

ソ連、オーストラリアなど強行な意見があった。

戦争犯罪人を裁く東京裁判のための準備も進み、

天皇がどのようになるか、厳しい状況であった。

同時に、ポツダム宣言が要求する民主化のための

憲法制定が政治的課題になっていた。こうした状

況のもと、1946 年 1 月 24 日幣原首相がマッカー

サー元帥と二人だけの会談を行い、幣原は、天皇

制維持を訴え、また世界が戦争をしなくなるよう

に、と戦争放棄の理想を熱く語たり、二人は共鳴

共感した。その後、天皇制維持、戦争放棄・戦力

不保持、封建制廃止というマッカーサー三原則を

基に GHQ 民政局が草案を作り、日本政府がそれ

を受け入れた。日本政府は、帝国憲法改正案を作

成、その後、新憲法案を口語化した。 

幣原は 1946 年 3 月 20 日、枢密院での憲法改正

案の説明で、戦争放棄は正義に基づく正しい道で

あり、日本はその道をゆく、将来原子爆弾以上の

ものができて列国は戦争放棄の大道につき従うで

あろう、と立法者として熱く語った。（１０）ここに、

第九条の精神があり、原点がある。それは、二度

と政府に戦争を起こさせない、という主権者国民

の圧倒的な支持を得て、現在に至っている。 

  

注および文献 
(1)笠原十九司『憲法九条と幣原喜重郎 日本国
憲法の原点の解明』（大月書店、2020 年） 
(2)中野「幣原喜重郎の“戦争放棄思想”－4 つの
特徴」（第 19 回東京科学シンポジウム予稿集 12-
2、2017 年） 
(3)中野「幣原喜重郎の『戦争放棄思想』と天皇」
（JSA第 22回総合学術研究集会予稿集A-2(1)-1、
2018 年） 
(4) 山崎正勝「原子爆弾と戦争廃絶・放棄論 1945
～1946」『科学史研究』第Ⅲ期 Vo.58、No.290、
2019 年 7 月 p.162-177 論文末尾に「この小論は、
古い友人である元 NTT 武蔵野通信研究所の中野
貞彦氏の、『幣原喜重郎は、どの程度、原爆被害
を知っていたのか』という筆者への質問がきっか
けに生まれた。」と記している。 
(5)幣原平和財団、1955 年 
(6)幣原喜重郎『外交五十年』1951 年 
(7)『高松宮日記』第 8 巻（中央公論社、1997 年） 
(8)文献(5)p.548、幣原は 10月に入って終戦善後策
を吉田茂外相に届けた。その直後の 10 月 6 日に
組閣の大命が下る。 
(9)（一）国務と統帥権の分野は事実上屡々混淆
せること、(二)自然科学研究の奨励方法不備なる
こと、(三)空襲は所要資材及運輸施設を破壊し以
て軍需生産を停頓せしめたること 
(10) 「それは説明というよりも、ふかい信念の
吐露といった方が適切なくらい迫力のあるもので
あり、いまでも、それはわたしの脳裡に焼き付い
ていて、その口調までも覚えている」（佐藤達夫
『日本国憲法誕生記』中公文庫、1999 年 p.91-92） 
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C1-2       市民と科学者と政党の共同を模索して 

岡山からの報告 

 

榊原 精、Sakakibara Akira（岡山支部・「おかやまいっぽん」共同代表） 

 

１．本報告の課題 

 菅新政権は、安倍政治を「継承」し更に「前に

進める」ことを掲げて登場した。「安保法制の廃

止と立憲主義の回復をもとめるおかやまいっぽん

の会」（2016年 2月 28日設立、以下「おかやまい

っぽん」）も、「憲法に基づく政治」を求めて「市

民と野党の共闘」をもう一歩前へ進める活動に取

り組んでいる。「おかやまいっぽん」の活動は、

政党との協議、幅広い市民との交流、いっぽんカ

フェや街頭演説会の開催、ポスター制作などの広

報活動、そして政策学習から政策立案等々、多面

的に展開してきている。 

ここでは、「おかやまいっぽん」の政策立案活

動に絞って報告し、その意義と課題、そしてそこ

での市民と科学者と政党の共同について考える。 

 

２．「おかやまいっぽん」政策班のこれまで 

実は、「おかやまいっぽん」は、かつて、政策

班を設置して、岡山における「市民と野党の共闘」

の共通政策づくりに精力的に取り組んだ経験があ

る。弁護士会・NPO 法人・労働組合・九条の会

などのメンバーや大学教員などがいずれも個人と

して参加する開かれた形での政策班を 2016 年秋

に設置した。それから 17 年 5月にかけて計 10回

の政策検討会議を開催し、最終的に『市民によ

る政策提案〔グレードアップ版〕』（2017 年 5 月

27 日）をまとめた。立憲各野党からも好意的に

受け止められた。 

しかしながら、その年 10 月の衆院選での岡山

で採用された共通政策は、さまざまな事情もあり、

中央での「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求

める市民連合」（2015 年 12 月 20 日設立、以下

「市民連合」）と立憲野党のトップが合意した 7

項目の「共通政策」であった。その後、政策班の

活動は休眠状態となり、2019年 7月の参院選も同

じく中央での 13 項目の共通政策が採用された。

菅政権で予想される最初の総選挙も、中央の「市

民連合」が提起している 15 項目の共通政策案

（2020 年 9 月 19 日）を基本に合意されることは

ほぼ確実と思われる。 

 

３．「おかやまいっぽん」政策班の今後 

菅新政権の発足で、あらためて政策班の活動を

再開することになった。しかし、以上のような状

態にあって、政策班の基本課題は何なのかはあら

ためて問われざるを得ない。政策班の再開にあた

って、政策班は、「「おかやまいっぽん」政策班

の基本課題」（11月 7日）をまとめた。 

そこでは、『市民による政策提案〔グレードア

ップ版〕』の、（ⅰ）継承すべき基本認識と、（ⅱ）

残された課題が総括されて、（ⅲ）政策班の検討

課題を、以下のように提起している。 

 

（ⅰ）継承すべき基本認識 

『市民による政策提案〔グレードアップ版〕』

は、A4 版で、全部で 11 頁から成り、「前文」と

もいうべき「わたしたちの思い」と、具体的な政

策提案としての「〈市民と野党の共通政策（案）〉

の提唱」の二本柱で構成されている。 

この過程でもっとも議論を重ねた点は、安倍政

治の根本問題とその克服の基本方向をどう定式化

するのかであった。それは「わたしたちの思い」

に明確にまとめられている。すなわち、安倍政治

の根本問題は、「集団的自衛権行使を認める閣議

決定と安保法制は憲法に違反」しており「それは

つまり日本の政治基盤が壊されている状態」をも

たらしたという点にある。それゆえ、その克服の

基本方向は、「日本の政治基盤を回復させる」こ
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とであり、その「一致点」において、国政選挙に

おける「市民と野党の共闘」を実現することであ

る。 

ここでの要点は、与党であれ野党であれ、また

国会においていかに多数を占めた政党であれ、日

本国憲法はすべての政党が共有すべき「政治基盤」

でなければならないという点にある。すなわち、

「日本国憲法に基づく政治」の実現とは、安倍政

治によって破壊された日本の「政治基盤」＝「日

本国憲法に基づく政治の世界」を構築することで

ある 

それに対して、自民党の「日本国憲法改正草案」

（2012 年、以下「自民党憲法」）を理想視する安

倍政治は、「特定の国家像や価値観を国民に押し

付ける」政治であり、自由な政治を保障する「政

治基盤」を破壊するものである。現代日本政治の

対立軸は、日本国憲法に基づく政治か、それとも

自民党憲法に基づく政治かにある、と捉まえてい

る。 

それゆえ、「おかやまいっぽん」は、「特定の政

党を応援する集まり」でもなく、また、政党に代

わって選挙政策を立案しそれを政党に押し付けよ

うとするものでもない。政党の政策立案の政策原

理は「綱領」や「基本政策」にあるのに対して、

「おかやまいっぽん」の政策原理はストレートに

日本国憲法にある。 

以上の明確に定式化された基本認識は、その後

の「おかやまいっぽん」の活動の基礎に据えられ

ているものであり、「政策班」の政策立案活動も

この基本認識の上に立ってさらに発展させてゆく

ものでなければならない。 

（ⅱ）残された課題 

しかしながら、「日本国憲法に基づく政治」を

実現し「政治基盤」を回復するとは、具体的には

どういうことなのか、この点での議論はこれまで

ほとんど煮詰められてきてはいない。「集団的自

衛権行使容認の閣議決定の撤回と安保関連法の廃

止」は、そのための一義的に明確で非常に重要な

「政策」ではあるが、そこで実現される「政治」

像はかならずしも明確ではない〔この点は、9 月

19 日の「市民連合」の要望書についても「同様

のことが指摘できるようにも思われる」として、

今後の検討課題としている。〕 

（ⅲ）政策班の検討課題 

以上の考察から、政策班が当面する検討課題

は、①「日本国憲法」を共通の「政治基盤」

とする政治像の解明と、②それを「市民連合」

の提示する「共通政策」と関連づけることに

あることは明らかである。 

では、上の①と②を結び付ける結節点は何か。

それも、すでに『市民による政策提案〔アッ

プグレード版〕』「わたしたちの思い」に提示

されている。「国民主権」論である。すなわち、

政治の主人公は主権者である国民である。国

民そして国民を形成する市民一人ひとりが政

治の主人公となる、そのような政治の世界を

「政策」を通じて構想することが基本課題と

なる。「市民連合」が提案する共通「政策」は

市民一人ひとりが主人公となる「政治」の世

界にいかにして連結するのか、こうしたこと

が具体的な検討課題となる。 

今、安倍政治を継承する菅政治は、国民・市

民を単なる支配とコントロールの客体として

しか見ていない。それゆえ、国民・市民が政

治の主人公となる政策と政治は、それと真っ

向から対決することになるはずである。 

 

４．市民と科学者と政党の共同を模索して 

「市民一人ひとりが主人公」となる「政治」

とは何か、そのための「政策」とは何か、そ

の定式化が政策班の今後の基本課題となる。 

しかし、この課題は、市民と科学者と政党の

対等平等な共同作業によってしか推進できな

い。日本科学者会議岡山支部でもこの共同作

業を担うべく、準備を進めてきているところ

である〔『日本の科学者』2020 年 10 月号の

「全国委員会コーナー」の「憲法研究委員会

活動を終えて」（小畑隆資・岡山支部）を参

照〕。 

以上 
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C1-3         自粛はしても、委縮はしない 

コロナ禍のもとでの学習・宣伝・対話の工夫 

 

二橋 元長、Futatsubashi Motonaga（埼玉県平和委員会代表理事） 

 

１．コロナ感染の広がり、緊急事態宣言が出され 

 ２月以降、急速に新型コロナウイルスによる感

染が広がり、４月７日には、新型コロナ特措法に

よる緊急事態宣言が発せられました。 

 その以前から、すでに３月以降、予定されてい

た学習会や集会などの行動が相次いで中止・延期

され、緊急事態宣言が出されて以降は、ほとんど

すべての行事が中止になりました。新宿駅や浦和

駅も閑散とし、公園の遊具などにはテープが張ら

れ、立ち入り禁止とされ、飲食店は軒並みテイク

アウトに切り替え、生き残りを図っていました。 

 

２．このままでは大変なことになる 

 「このままでは大変なことになる」との危機感

から、埼玉県平和委員会では、政府の緊急事態宣

言とは別に、「運動にとっても、組織にとっても

非常事態だ」との認識に立つことの重要性を共有。

目先のことにじたばたせず、やや中・長期的な視

野を持って対処していくことをはじめ、医療関係

者のアドバイスも受けながら、「いのち・安全を

第一に」すえ、事態に対処していくこととしまし

た。そのなかで、「密集、密接、密閉」といわれ

る「３密」を避け、マスク着用、うがい、手洗い、

消毒、換気に注意するなどの「行動スタイル」な

ども学びました。 

 「自粛はしても委縮はしない」という姿勢は、

この過程で打ち出したスローガンで、これは多く

の方々を勇気づけることになりました。 

 とはいえ、リアルに顔を突きつけあわせて会合

をひらくことが、会場との関係で困難をきたした

ため、「学ぶこと」「伝えること」「つながること」

「広げること」「はぐくむこと」などを活動の基

調にすえ、自宅で、一人でもできる活動メニュー

を提起してきました。 

３．具体的には 

 ホームページに各種の情報を集中し、とにかく

ホームページを見てもらう習慣をつくること、会

員相互の連絡を密に取りあうこと、オンラインへ

の挑戦などです。 

地域では、会員に手紙を送り、近況を寄せても

らって、それを地域の平和新聞に掲載して返すこ

とで、会員相互の結びつきを強める努力がおこな

われ、国会行動に代えて自宅からファクスやメー

ルで地元選出の国会議員に要請書などを送る取り

組みも重視しました。 

 

４．憲法に緊急事態条項を盛り込もうとするうご

きに対して 

 コロナ禍の広がりのなかで、「火事場泥棒」的

に、憲法に緊急事態条項を盛り込む改憲のうごき

が広がりました。 

 早速、自民党の改憲案に盛り込まれている緊急

事態条項の部分をプラスターなどにして宣伝行動

を開始しました。 

はじめは条文を網羅したもので宣伝していたの

ですが、「分かりにくい」との声を受け、「こんな

に危険！緊急事態立法」のプラスターをつくりま

した。 

 コロナ感染を恐れて、チラシは受け取らない、

署名はしないという雰囲気が漂うなか、宣伝行動

にも工夫を凝らしました。 

 楽器の演奏やうたごえなどで和やかな雰囲気を

醸し出し、大きなプラスターを掲げて「見せる」

宣伝に徹しました。チラシなどは手配りをやめ、

テーブルの上に置いて自由に持っていってもらう

ようにし、署名のボールペンは、そのつどアルコ

ールで消毒。リレートークの際のマイクも、１回

１回消毒するなど留意してきました。 
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５．米軍内での感染の広がりを受けて 

 米原子力空母「セオドア・ルーズベルト」内で

の感染の広がりが明るみに出て以降、米軍内での

感染が大きな問題になりました。 

米国からの出入国は厳しく制限されているのに、

米軍は沖縄をはじめ、全国の米軍基地に自由に出

入りしていること、しかもその内容を「軍の運用

にかかわること」としていっさい公表しないこと、

その背景に米軍の特権を野放しにしている「日米

地位協定」があることなどが、明るみになってき

ました。 

さっそく「地位協定」を学ぶ学習会を計画し、

９月からスタートさせてきました。 

 

６．オンラインにチャレンジして 

「Zoom」アプリを使ってのオンラインによる

学習会やイベントにもチャレンジしました。 

「Zoom」の実験室という練習会を何度も開催

して、「使える」人を増やすとともに、実践的な

打ち合わせもことあるごとに開催してきました。 

毎年夏におこなってきた「平和のための埼玉の

戦争展」も今年は、コロナ禍のもとデパートでの

開催を見送り、Web上でのバーチャル「戦争展」

にするとともに、オンラインによるピーストーク

に切り替えました。オンラインにしたことで、東

京や宮崎、さらには韓国からも参加があり、遠方

の人や海外の人たちとも気軽につながりあえるこ

とが分かったことは、大きな収穫でした。 

最近は、オンライン参加と、会場に集まるリア

ルな参加を組み合わせて会議や学習会をおこなう

など、形態も「ハイブリッド」化してきています。 

 

７．宣伝行動もバージョンアップして 

「音の出る宣伝」「見せる宣伝」を繰り返すな

かで、宣伝の仕方もバージョンアップしてきまし

た。一つは参加者が増えたこと、二つは楽器が増

えたこと、いまではマンドリン、サンシン、二胡、

ハーモニカ、うたごえなどが加わり、華麗さを増

しています。プラスターも、３月、４月は赤を基

調としていましたが、７月からは緑と水色を基調

にした夏バージョンに切り替えました。 

思い切って昼休みデモもしました。シュプレヒ

コールをおこなわない代わりに宣伝カーでアナウ

ンスをし、手に手に大きなプラスターを持ちまし

た。「３密」を避けるため、２列とし、前後の間

隔も開けたため、人数の割にはものすごく長いデ

モの隊列となり、予想以上に効果的でした。 

 

８．安倍政権から菅政権へ、秋のたたかい 

７年８か月に及ぶ安倍政権に終止符が打たれま

した。しかし、「アベ政治」を継承すると言って

登場した菅政権は、単なる継承者にとどまらず、

警察官僚などを側近に置き、異を唱えるものを排

除するなど、人事と財政を使って強権政治・恐怖

政治をおこなっています。学術会議への人事介入

はその第一歩であり、小手調べだと考えます。 

「初戦が大事」と、プラスターもモミジとイチ

ョウという紅葉イメージの秋バージョンに切り替

え、ひきつづき宣伝行動を強めています。 

 

９．禍転じて、福となす 

コロナ禍は大変ですが、創意工夫すればかなり

のことができるというのが実感です。 

そのうえ、新しい試みにチャレンジすることで、

いままで以上に活動スタイルが豊かになりました。 

さらにはオンラインという新しいコミュニケー

ション・ツールの獲得により、時間と空間を超え

てつながりあうことができるという、技（わざ）

も術（すべ）もモノにしました。 

禍転じて福となすと受け止めています。 

 

10．まとめとして 

コロナ禍は、新自由主義による現代社会の諸矛

盾を一気に墳出させました。その一方で、多くの

人々が矛盾に気がつき、依って立つ場所でできる

ことを始めています。これは希望です。 

安倍前首相や菅首相は、権力者は何でも口出し

できると思い込んでいるようですが、この権力を

縛るのが憲法です。「彼らに憲法を変えさせては

ならない」との決意を新たにしています。 
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C1-4      新型コロナへの対応と社会の変革をともに 

 

 

木下ちがや、Chigaya Kinoshita(明治学院大学国際平和研究所研究員） 

 

１．概要 

  

わが国では 2 月初頭に、横浜大黒埠頭に係留さ

れた英国船籍「ダイヤモンド・プリンセス号」に

おける大量感染者の発生以後、政府主導の対策が

なされてきた。2月 29日には安倍総理が記者会

見で「この一、二週間が瀬戸際」と宣言、さらに

は一斉休校を要請し、多くの学校が臨時休校に入

った。しかしながらその後も感染者は増大しつづ

け、安倍総理は 3月 14日の記者会見で「感染の

ピークを遅らせる」と発言した。つまり当初のコ

ロナウイルスの封じ込めは失敗に終わり、今後予

想される感染爆発を抑制するための対策に切り替

えた。そして政府は、3月 26日に対策本部を設

置した。これは 3月 13日に成立した「新型イン

フルエンザ等対策特別措置法改正法」（以下、改

正特措法）に規定された緊急事態宣言の発令の準

備に入ったということである。この改正特措法

は、民主党政権下の 2012 年に制定された「新型

インフルエンザ等対策措置法」が、コロナウイル

スには適用できないという政府側の主張に基づい

てなされた。野党や専門家からは、法律にはイン

フルエンザ「等」が付いているから適用は可能で

あり、改正の必要ないという主張がなされたが、

報道によれば民主党政権下で制定された法律は使

いたくないと安倍総理の側近がこだわったため、

わざわざ改正がなされたともいわれている。それ

はともかく、この改正にあたっては、弁護士、市

民、また野党の一部から反対の声があがった。こ

の改正特措法に基づいて発令される緊急事態宣言

には、感染抑止を目的とした移動の制限や医療資

源を確保するための措置の指示の権限を都道府県

知事に与えることが含まれており、これが市民的

自由の制約につながるからである。 

 立憲民主党をはじめとする野党統一会派は、国

会のチェック機能を強化するために緊急事態宣言

発令の際の国会への事前報告を盛り込む修正を提

案したものの、与党側と折り合わず、付帯決議に

盛り込むことで合意した。改正法の採決は、政党

としては日本共産党とれいわ新選組が反対し、野

党統一会派の一部の議員が反対あるいは棄権し

た。このように、改正特措法の反対、慎重の意見

があがったのは、世論の反映でもある。2月 14

日～16 日にかけて行われた共同通信の世論調査

では、緊急事態宣言の発令を「慎重にすべきだ」

が 73.5％にのぼっていた。ところが、日本のリ

ベラルが、自由・民主主義の模範とみなしてきた

欧米諸国で、極めて権威主義的で、市民的自由を

著しく制約する措置が軒並み講じられはじめた。

それにもかかわらず、改正特措法が発動されて以

後、今日に至るまで、グローバルな公衆衛生の危

機に対して国家がどのような役割を果たすべきか

についての議論はまったく進捗していない。10

月現在、新型コロナの世界的な広がりが再び深刻

化し、各国でふたたび社会統制強化の動きが強ま

り始めている。本報告では、公衆衛生上の危機に

おける社会統制のあり方と憲法との関係を比較の

視点から論じていきたい。 

〔参考記事〕木下ちがや「コロナ対策 従順なは

ずの日本がなぜ「総力戦」をたたかえないか」ウ

ェブ論座

https://webronza.asahi.com/politics/articles

/2020032600005.html 

https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020032600005.html
https://webronza.asahi.com/politics/articles/2020032600005.html
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C1-5        コロナ禍における立憲主義の危機 

 

植野妙実子、Ueno Mamiko（中央大学名誉教授） 

 

１．はじめに 

 新型コロナウイルスという未知のウイルスの蔓

延を前にして、いかに適切な対策をとるかが政府

には問われる。しかし、実際に日本でとられた政

策は、法的な根拠に基づかないものも多く、一貫

性に欠けるもの、効果の疑われるものもあった。

憲法には個人の尊重が明示され、生存権も定めら

れている。国民の健康、生存を守ることに対して

政府には責任もある。こうした憲法の基本に照ら

して、コロナ禍において政府のとった政策を検証

し、たとえ「緊急事態」であったとしても、守ら

れるべき人権のあり方や権力に対するコントロー

ルのあり方を検討してみたい。 

２．政府への不信感 

 新型コロナウイルスという未知のウイルスの蔓

延に対し、適切な対策はとられたのか。未知であ

るが故に、対策の適切性を図ることは難しい。し

かし、対策の目的、根拠、そして対策の目的に対

して適した手段をとること、それに対する明確な

説明が、少なくとも必要である。またそれ以前に、

この危機的状況において、政府への国民の信頼が、

政府のとる対策を支えることになる。信頼がある

からこそ、納得してしたがう。しかし、日本にお

いてはこの事態を迎える前に、政府に対する不信

感が存在していた。しかも、この危機的事態にあ

ってさらにその不信感を増幅させるようなことが

おきた。それらは、森友・加計問題、桜を見る会

問題、検察官定年延長問題、河合夫妻参院選買収

事件、カジノリゾート贈収賄事件である。 

3．初動態勢の遅れと混乱 

日本で新型コロナウイルスの問題が意識された

のは、ダイヤモンド・プリンセス号が横浜に入港

したことからといえる。横浜港に停泊した大型ク

ルーズ船の船内で新型コロナウイルスの集団感染

が発生したからである。この船には、約 3,700 人

の乗員・乗客がいた。政府は 2 月 5 日に、船外へ

の感染拡大を防ぐために、乗員・乗客を船内に待

機させることを決定したが、その後船内で感染者

が増加の一途をたどった。最終的には、感染者数

723 人、死者数 13 人となった。 

 政府は 1 月 28 日に新型コロナウイルスを指定

感染症とする政令を出し、同日、厚生労働省健康

局長は「新型コロナウイルス感染症を指定感染症

として定める等の政令等の施行について（施行通

知）」を都道府県知事等に出した。いわゆる感染

症法においては、感染症を危険度に応じて 1 類か

ら 5 類に分類しており、類毎に求められる措置が

定められている。指定感染症は、感染症法 6 条 8

項に定められており、措置対応は原則入院であっ

たが、症状がわかるにつれ、変化してきている。 

2月 11日、世界保健機関が新型コロナウイル

スを Covid-19と命名した。そこで 2月 13日に政

府は「新型コロナウイルス感染症を検疫法第 34

条の感染症の種類として指定する等の政令」及び

「検疫法施行令の一部を改正する政令」を閣議決

定、公布し、2月 14日から施行した。これによ

り、検疫法で定められた患者を確認した場合の当

該患者の隔離及び感染したおそれのある者を確認

した場合の当該者の停留を実施することが明らか

となった。また、あらためて疑似症患者及び無症

状病原体保有者も新型コロナウイルスの患者とみ

なすことも示された。 

さらに、3 月 13 日の新型インフルエンザ等対

策特別措置法（以下、特措法）の改正によって、

新型コロナウイルス感染症も暫定的に新型インフ

ルエンザ等とみなされることとなった。 

3 月半ばすぎまで政府の対応は生温かった。そ

の理由は二つあり、一つは中国の習近平国家主席

の日本訪問予定、もう一つはオリンピックの開催

である。前者の訪問中止が決まり、後者の一年延
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期が決まった後、本腰を入れた感がある。 

4．法的根拠のない政策 

2 月 27 日安倍首相は、全国一斉休校要請を行

なった。文部科学省も政府専門家会議も関知しな

い突然の要請であった。文部科学省は 2 月 25 日

に、休校は個々の学校で感染者が出た場合に行う

ことを原則とする趣旨の事務連絡を出していた

が、28 日には安倍首相に追従して、全国一斉休

校を求める事務次官通知を出した。この首相の全

国一斉休校要請には法律上の根拠がないばかりで

なく、科学的知見に基づくものでもなかった。こ

の全国一斉休校は、子どもの成長する権利や学ぶ

権利を奪っただけではなく、働く女性に対しても

多大な影響をもたらした。というのも、一斉休校

を補う手立てを政府が示さなかったからである。

一人親家庭や子どもの貧困状況などに配慮するも

のでもなかった。 

さらに 2 月 28 日には、北海道知事が、北海道

地域に対して、緊急事態宣言を出した。これも法

律上の根拠がなかった。 

5．緊急事態宣言 

3 月 13 日の特措法の改正は、緊急事態宣言を

出すことができるようにするためであったといえ

る。改正当初は、そのつもりはないとしながら

も、改正から 1 ヶ月足らずの 4 月 7 日に緊急事態

宣言が発出された。しかも、その対象区域が 16

日には全国に拡大されたが、根拠が明確でなかっ

た。実際、各都道府県では感染者数の違いから、

対応も同じではなかった。 

特措法のもつ構造は内閣総理大臣を中心とし

て、その下で都道府県知事、またその下に市町村

長をすえて感染症対策をするという権力集中型、

上から下へ下ろす形になっている。また緊急事態

の要件が、「新型インフルエンザ等…が国内で発

生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生

活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はその

おそれがあるものとして政令で定める要件に該当

する事態」とされているが、この規定の仕方は、

どのようにも解釈しうる可能性をもっている。

「全国的かつ急速なまん延」とするが、その客観

的な医学的な根拠は明確でない。例えば、地域の

人口数に対する感染率、コロナ専用ベッド数の使

用率、重症患者数などの基準ははっきりしない。

こうした比率は、検査の十分な体制があってこそ

わりだすことができるものでもあるが、そもそも

検査がどの程度行われているのかわからない。 

さらに、政府の新型コロナウイルス感染症対策

専門家会議（医学的見地から助言等を行うため設

置）が、7 月 3 日に突然廃止された。2 月 14 日に

専門家会議が設置されたが、3 月 13 日の特措法

の改正でこの会議は 18 条 4 項の「基本的対処方

針を定めようとするときは、あらかじめ、感染症

に関する専門的な知識を有する者その他の学識経

験者の意見を聴かなければならない」にあたる存

在であったはずである。内閣官房の新型コロナウ

イルス感染症対策分科会という位置づけのものに

変わったが、その変化の根拠も目的も説明がなか

った。 

6．まとめにかえて 

感染症対策の基本は検査と隔離といわれてい

る。しかし、検査が十分に行われていないように

みえる上に、説明不足、不十分な対応が多い。法

的に権限のないところから規制をされても国民に

したがう義務は生じないが、反対に規制を要求す

る側に責任も発生しない。つまりその責任を追及

することは難しい。他方で、規制が仮に条例など

により強制を伴って行われても、市民がその正否

を訴え、権利を迅速に保護する仕組が日本にはな

い。日本では、裁判所が判断を回避したり、行政

裁量の問題等としてそのまま認めてしまったりす

る。裁判所が三権分立の基本に立って、立法府の

行為や行政府の行為を精査し、統制する役割を果

たすべきである。また国会からの政策評価の仕組

も必要である。目的にふさわしい手段としての政

策が実際にとられたかどうかを評価し、点検でき

るようでなければならない。何よりも政府に憲

法、人権を守るという気概が欲しい。 

参考文献 : 

植野妙実子「フランスの緊急事態における権力の

統制」法と民主主義549号（2020年）21頁以下。 
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C1-6         「平和的福祉国家」の構想 

金子 勝、Kaneko Masaru（立正大学分会） 

 

はじめに 

 新型コロナウイルス感染症（肺炎）の世界的大

流行（パンデミック、世界保健機関［WHO］の

2020 年 3 月 11 日の宣言）を経験して、人類が、

この感染症を終息させ、その再発を抑止するため

には、次のことが必要であることが明らかとなっ

た。 

（１）すべての人間と動植物と地球は、健康であ

ることが必要である。 

新型コロナウイルスが動物から人間へ、人間か

ら人間へ移ることによって、発症する。 

（２）環境破壊があってはいけない。 

その破壊は、野生動物と人間の接触を密接化す

る。 

（３）人間社会の破壊があってはいけない。 

その破壊は、人間一人一人から感染症を阻止す

る力・治癒する力を失わせ、社会から感染症を終

息させる力、その再発を抑止する力を失わせる。 

（４）世界中のすべての国が仲よくしなければな

らない。 

感染拡大を抑止するためには、国際協力が必要

となる。医療体制が脆弱な国への支援が求められ

る。戦争が抑制されなければならない。 

（５）各国の国内のすべての人が仲よくしなけれ

ばならない。 

感染症の拡大を阻止し、感染症を終息させるた

めには、民族・人種・性別・社会的位置・思想・

良心・信仰等に対する差別や暴力が抑制されなけ

ればならない。 

以上のことが可能となるためには、対内的には、

「公助・共助・自助」を実行する国家社会（国家

が統治する社会）、対外的には、万国友好の「反

戦平和主義」を貫く国家社会の建設が理想的とな

る。 

１．菅内閣のデストピア作り 

2020 年 9 月 16 日発足の菅義偉内閣は、新型コ

ロナウイルス感染症の日本パンデミックに直面し 

 

て、日本国をファシズムと侵略戦争を行うデスト

ピア（dystopia 地獄国）にしようとしている。 

菅内閣総理大臣は、2020 年 9 月 16 日の内閣総

理大臣就任の記者会見で、国難（新型コロナウイ

ルス感染症の拡大と戦後最大の経済の落ち込みと

いう事態）を克服するために、「自助・共助・公

助」社会を目指すと述べた。 

「まずは自分でやってみる。そして家族、地域

でお互いに助け合う。その上で政府がセーフティ

ネットで守る」という社会である。 

「自助・共助・公助」の思考は、経済的政治的

肉体的精神的に優れた者（強者）のみが幸福にな

ればいいという「優生主義」の思考である。この

思考は、ドイツのヒットラー政権（1933 年 1 月

30 日成立）がユダヤ人虐殺（700 万人）を行った

思考と同類の思考であり、「ファシズム」の思考

である。 

「ファシズム」（全体主義の意味）は、資本主

義のために、対外的な「侵略（戦争）主義」と対

内的な「優生主義」を実行しようとして、民主政

治を物理的・精神的暴力で破壊して作られる独裁

政治のことであり、国家の政策を虚言と暴力を用

いて独裁的方法で遂行するし、国家に反抗する者

を虚言と暴力を用いて独裁的方法でパージ

（purge 追放）する。 

また、菅内閣総理大臣は、2020年 10月 26日召

集の第二百三回国会における「所信表明演説」で、

「厳しい安全保障環境の中、国民の命と平和な暮

らしを守り抜くことは政府の最も重大な責務です。

イージス・アショアの代替案、抑止力の強化につ

いては、先月公表の談話を踏まえて議論を進め、

あるべき方策を取りまとめいく考えです」と述べ

た。 

先月公表の談話とは、2020 年 9 月 11 日に安倍

晋三内閣総理大臣が発表した「ミサイル阻止に関

する安全保障政策の新たな方法」についての「首

相の談話」のことで、2020 年末までに弾道ミサ
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イル阻止のための「敵基地攻撃能力保有」に関す

る態度を打ち出すことを求めている。 

この「敵基地攻撃能力」とは、相手国がミサイ

ル等での攻撃を始める前に攻撃をすることができ

る侵略能力のことである。この能力を国家が保有

できるとする決定が行われれば、国家は、世界中

で、侵略戦争を起こすことができる。 

菅内閣は、「敵基地攻撃能力」を国家に保有さ

せて、国家の戦争タブー（taboo）をなくそうと

している。 

菅内閣のファシズムと侵略戦争を行うデストピ

ア作りは、新型コロナウイルスを跳梁させること

になる。 

２．「平和的福祉国家」の構想 

 新型コロナウイルスの跳梁を抑止し、新型コロ

ナウイルス感染症を終息させるためには、対内的

には、「公助・共助・自助」体制が構築されなけ

ればならない。国家と自治体が国民を医療面・衛

生面・生活面・教育面で支援する公助が先に立ち、

次いで、地域で、家族で助け合う共助が行われ、

公助・共助の支援を得て個人が行動する自助が実

る体制である。 

対外的には、新型コロナウイルス感染症のパン

デミックを終息させるための国際協力を維持する

「反戦平和主義」の確立である。国際紛争を武力

で解決しないという立場の堅持が行われなければ

ならない。 

「公助・共助・自助」が機能する国家社会、

「反戦平和主義」が実践される国家社会を建設す

るためには、「平和的福祉国家」（peaceful welfare 

state）の建設が不可欠となる。 

「平和的福祉国家」（「第一図」参照）は、20

世紀の「軍事的福祉国家」（軍隊と戦争を認めた

ため、軍隊と戦争によって自己目的の実現を阻ま

れてきた）を克服するもので、日本国憲法「第九

条」（非戦・非武装・対話・永久平和主義）を基

礎とし、日本国憲法に定められている「国民主権

とそれに基づく民主主義」、「基本的人権」、「地方

自治」、「議会権力優越型権力分立制的統治機構」

を活用して創設できるものであり、（１）いかな

る国にも脅威を与えない万国友好を貫き、（２）

戦争と戦力（軍事組織と武器）と原子力と軍事同

盟・経済同盟を放棄し、（３）そのことによって

可能となる国家の暴力と資本主義の横暴を規制し、

（４）人間を幸福にするための「平和」と「地域」

と「環境」と「基本的人権」（「自由」・「平等」・

「福祉」・「能力開発（学習）」・「労働」）と「民主

主義」を尊重する国家である。 

「平和的福祉国家」は、（１）対外的には、万

国友好を貫いて、(a)いかなる国にも脅威を与え

ず、(b)いかなる国とも対等に付き合い、(c)人間

を幸福にするために、世界中から、貧困・病傷

苦・文盲・売春・飢餓・暴虐などを絶滅させる活

動を行う、また、地球環境と民族文化を保護する

活動を行う、(d)世界平和を呼びかける活動を行

う国家である。 

「平和的福祉国家」は、（２）対内的には、人

間を幸福にするために、(a)平和のもとで（戦力

と戦争と原子力と貧困と差別と暴力と強制がない

もとで）、(b)誰にも、(c)必ず、安心して、食べる

こと・着ること・住むことができることを保障す

る、且つ、必要な時に、必ず、働くこと・休むこ

と・学ぶこと・余暇を持つこと・医療を受けるこ

とができることを保障する、更に、結婚の自由を

認め家族への手厚い保護を行い、心と身体と職業

と生活財産が差別され・統制されることがないこ

とを保障する国家である。 

「平和的福祉国家」は、（３）自然に対しては、

(a)動植物が虐げられないこと、(b)地球が虐げら

れないこと、(c)生命を存続させる自然環境が破

壊されないことを保障する国家である。 

「平和的福祉国家」は、日本国憲法が目指して

いる国家である。 

「平和的福祉国家」の国を、私達のユートピア

（utopia 理想国）にしようではありませんか。 

  
第一図「平和的福祉国家」の構造 

平和的福祉国家 

国民主権･基本的人権･地方自治･ 

権力分立制･議会政治･民主主義 

非戦･非武装国民＋非戦･非武装国家＋非戦･非武装自治体 

非戦･非武装･対話･永久平和主義（第九条） 
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C2-A-1    「敵基地攻撃能力」をもつ自衛隊と日米同盟の現段階 

 

亀山統一、KAMEYAMA Norikazu（琉球大学・JSA平和問題研究委員会） 

 

１．核兵器禁止条約の発効 

 核兵器禁止条約が 2021 年 1 月に発効する。同

条約は 2017 年 7 月に 122 カ国・地域の賛成によ

り採択された。同年 8月の JSAの声明「核兵器禁

止・廃絶条約の採択を心から歓迎し、日本政府を

はじめ非締約国が条約を受け入れることを強く要

請する」は、「1946 年 1 月の国際連合総会の決議

第 1号（核兵器および大量破壊が可能なすべての

兵器の廃絶を目指すことを決議）以来、1996 年

の包括的核実験禁止条約（CTBT、未発効）を経

て、遅々として進まなかった核兵器禁止・廃絶の

取り組みがようやく実を結び、「核兵器のない世

界」を国際法規範として確立することを目的とす

る歴史的な条約が成立」したと評価している。 

 しかし、日本政府は米国をはじめとする核保有

国政府とともに、同条約に反対し続けている。

JSA が今年 9 月に発出した大会決議「日本政府は

直ちに「核兵器禁止条約」の署名・批准を行うよ

う強く要求する」では、「核兵器保有国に自主的

な軍縮・廃絶を行えないことは、2000 年・2010

年 NPT 再検討会議の国際約束である「核兵器廃

絶の明確な約束」を核兵器国が反故にしたことか

らも明らかである。核兵器保有国への「橋渡しに

つとめる」と言うのは、核兵器への批判を弱め、

核兵器の違法化を遅らせ、核兵器保有国を助ける

時間稼ぎにほかならない」と指摘している。 

２．米国の核兵器体系への貢献 

 日本政府は、核兵器禁止条約批准に代わる核兵

器廃絶へのアプローチを試みているわけでは全く

ない。「平成 31年度以降に係る防衛計画の大綱」

は、「宇宙・サイバー・電磁波を含む全ての領域

における能力を有機的に融合し、平時から有事ま

でのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的な活動

の常時継続的な実施を可能とする、真に実効的な

防衛力として、多次元統合防衛力を構築してい

く。」「核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心

とする米国の拡大抑止が不可欠であり、我が国は、

その信頼性の維持・強化のために米国と緊密に協

力していくとともに、総合ミサイル防空や国民保

護を含む我が国自身による対処のための取組を強

化する。」「同時に、長期的課題である核兵器のな

い世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡散のための

取組に積極的・能動的な役割を果たしていく」と

しており、これらは完全に米国の戦略を引き写し

てそれに協力するという内容である。しかも、核

軍縮と不拡散には取り組むが核兵器禁止や廃絶に

は取り組まないことを宣言している。 

 日本が与する米国は、今まさに核兵器の近代化

を劇的に進めている[冨塚報告]。21 世紀も核兵器

の世紀とし続けようとする米国への貢献を、私た

ちは日本政府に託してはいない。 

３．ミサイル防衛を強化し、更に敵基地攻撃へ 

 在日米軍と自衛隊の全体が維持強化され、平時

から有事まで一体的に行動していく即応体制の構

築が指向されている。自衛隊基地と米軍基地が重

なる地域として、岩国、佐世保、沖縄での基地・

部隊強化がすでに顕著であり、横田、厚木、座間、

横須賀など首都圏の基地群においてもオスプレイ

の配備に象徴されるように強化が進んでいる。ま

た、米軍経ヶ岬通信所（京都府）でのXバンドレ

ーダー設置に続き、自衛隊が地上型イージスシス

テムを秋田、山口に設置しようとしたが、これも、

米国国家防衛戦略と新たな防衛大綱の反映であっ

た[増山報告]。地上型イージスに代わるシステム

の導入を日本政府は検討中であるが、それは、イ

ージスアショアの断念という政府の「オウンゴー

ル」（増山）を機に、よりよく米国の要求にこた

えようとする軌道修正の試みにも見える。 

 その先に、「敵基地攻撃能力の獲得」がある。

これは日本国憲法の原理を全否定する暴挙である。

しかも、攻撃対象には移動目標だけでなく固定目

標も含まれ、敵国の中枢をも先制攻撃するもので

あるから、局地的一時的な軍事衝突ではなく、中

国、北朝鮮、ロシアという核兵器保有国と全面戦
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争に突入するリスクを冒すことを意味する。日米

同盟の下では、かかる日本の「冒険」は米国本土

の防衛に資するようにしか行使できないであろう。 

 私たち国民はいつ、日本が再び冷戦体制に入っ

ていく決意を固めてそれを政府に求めたのか？ 

国民の同意も自覚もない間に、日本は改憲するま

でもなく、米国の進める新たな「冷戦」態勢に深

く深く組み込まれている。 

４． 被ばく者を見捨てる政府 

 「日本政府は原爆投下時に「黒い雨」が降った

とされた地域の一部のみを被爆者援護法の対象地

域に指定し、域外の被爆者を排除してきた。2020 

年 7 月 29 日、広島地裁は、対象地域外で黒い雨

を浴び健康被害を受けたと主張する原告全員への

被爆者健康手帳の交付を命じる画期的判決を出し

たが、国はこれに従わず控訴した。また、ビキニ

環礁における米国の水爆実験で被ばくした元漁船

員らの健康被害に対する救済措置についても、第

五福竜丸以外の多数の漁船の元乗組員の訴えを、

日本政府は拒み続け、実態調査さえ行おうとしな

い」（上掲 JSA大会決議）。被ばく者の切り捨ては、

低線量被曝、内部被曝の軽視にもつながる問題で

あり、「平和のための原子力」の意味を振り返り、

原発や核燃料サイクルと決別して核廃棄物問題と

向き合うためにも、克服しなければならない。 

 原水爆による明らかな被ばく者の訴えさえも拒

み続ける日本政府の姿勢は、核の傘の代償の重さ、

倫理を捨てた政府の行き着く先を明示している。

私たちは、被害者が存命のうちに、その転換を実

現しなければならない。[岩田報告] 

５． 戦争する国への総動員体制のいま 

 菅政権は、9 月に発足するや日本学術会議の会

員任命拒否事件を起こした。菅首相は 6名の任命

拒否の具体的理由を一切説明せず、事前の調整が

できなかったことを挙げた。さらに、学術会議に

国費が投じられ、国の機関であることを根拠に、

首相の任命拒否を正当化した。河野行革担当大臣

は、学術会議が行革の対象であると表明し、与党

は学術会議のリストラに向けた議論を始めた。 

 6 名の任命拒否は、学問の自由に対する公然た

る政府の攻撃である。そのこととともに、国費が

投じられる機関（あるいは研究課題やプロジェク

トなど）、政府が任命等を行う人事について、そ

の機関、研究課題、プロジェクト、被任命者を国

策に従わしめることを当然とする考えを公然と示

していることこそ、批判されねばならない。 

６． 「国策に従属せねば振興しない」 

 菅首相は首相就任前から基地負担と沖縄振興の

「リンク論」を言明していたが、加藤勝信官房長

官は 9 月 25 日に「全体として総合的に推進すべ

きという意味において、両者はリンクしていると

いう言い方をさせていただいている」と説明した。

沖縄振興特別措置法により定める「沖縄振興基本

方針」は農林水産業、雇用、人材育成、教育、伝

統文化、景観・自然環境、福祉、医療、離島苦⋯

などの振興対策からなるものである。例えば、離

島の小規模校、高齢者施設、障害者施設の維持ま

で辺野古受け入れとリンクすると言っているので

ある。このリンク論を、沖縄から大学や学術にま

で拡張しているのが今の事態だと言えよう。 

 宇宙やサイバー空間など新たな戦域への軍事対

応、経済安全保障といった新概念には、防衛省・

自衛隊と伝統的軍需企業のみでは対応できず、大

学、学術が動員されようとしている。[梶原報告] 

 文科省は 9 月に「国立大学法人の戦略的な経営

実現に向けて～社会変革を駆動する真の経営体へ

～ 中間とりまとめ」を発表、「国は、これまでの

中期目標の在り方を見直し、総体としての国立大

学法人に求める役割や機能に関する基本的事項を

国の方針として提示するべき」「学長選考会議が、

意向投票の結果をそのまま選考結果に反映させ、 

過度に学内の意見に偏るように受け取られること

は避けるべき」などと、国立大学の自治の仕組み

を全破壊する挑戦的な方針を提起した。 

 科学者運動としても、国民的平和運動としても、

まさしく正念場である。現状は危機的であるが、

私たちはただ追い詰められているのではない。埋

立が完成するかも分からない泥沼の辺野古新基地

問題[C2分科会午後のセッション]や上述のイージ

スアショア断念、核兵器禁止条約発効など、被ば

く者、市民、科学者、非同盟国など「弱者」の力

を合わせた運動がついに、まぎれもなく日米同盟

や核兵器国を追い詰めるという歴史的段階に達し

ていることを見逃してはならない。 
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C2-A-2       米国の核兵器近代化と新型核弾頭 W93  

 

冨塚 明、Tomizuka Akira（長崎大学環境科学部） 

 

１．はじめに 

2021年１月 22日、Hibakushaの願いが込められ

た核兵器禁止条約が発効する。核保有国は NPT

体制を危うくするものだとして真っ向から反対す

る一方で「核兵器近代化」−−核弾頭、ミサイルや

航空機などの運搬システム、核兵器関連施設の改

良／開発−−を進めている。それらは単に精度や効

率の向上、運用年数の延長、指揮・統制・通信ネ

ットワークの強化にとどまらず、新たな戦略に基

づく新型核兵器の開発・配備も含まれる。 

本稿では米国の核兵器近代化計画の全体像を明

らかににするとともに、現在進行中の、冷戦後の

米国の核兵器開発方針を大きく転換することにな

る新型核弾頭 W93 について考察する。 

 

２．米国の核兵器近代化計画 

米国は、旧式となった核弾頭の運用延長及び運

搬システムの一新を図って 2080 年代までの抑止

力を維持する計画で、現在はその初期段階にある。

また搭載弾頭の単一化によって予備弾頭を減らし

て保有総数の縮小も図ろうとしている。加えて低

爆発力核弾頭を製造し、地上発射型 INF開発を開

始した。米国が核兵器近代化に投入する費用はこ

の 10年間（FY2019～28）に 4940億ドルであり、

今後 30年間では 1.7兆ドルと見積もられている。 

(1) 運搬システムの近代化 

(a) ICBM（大陸間弾道ミサイル） 

ノースロップ・グラマンが地上配備戦略抑止計

画に基づく次世代型 ICBMの開発を請け負ってい

る。2029 年から現在のミニットマン III の置き換

えが開始され、2080 年代まで運用する。 

(b) SLBM（潜水艦発射弾道ミサイル） 

ロッキード・マーチンが 2084 年までの運用を

想定し、電子戦やサイバー攻撃などへの坑堪性の

付加などの改良を加えたトライデント II D5 LE2

の開発に取りかかっている。またオハイオ級に代

わるコロンビア級戦略原潜 12 隻を計画中で、こ

れに D5 LE2 が搭載される。ジェネラル・ダイナ

ミクスが開発を進めており、42 年間の運用期間

中に一度も核燃料交換を必要としない原子炉が組

み込まれ、2080 年代まで運用する。 

(c) 戦略爆撃機 

戦略爆撃機B-52Hストラトフォートレスは今後、

エンジンや電子機器の換装などを図りながら

2050 年代まで運用を続ける。一方でノースロッ

プ・グラマンが長距離ステルス爆撃機 B-21 レイ

ダーの開発を進めている。運用開始は 2020 年代

後半で、2080 年代まで運用する。 

(d) 巡航ミサイル 

空中発射巡航ミサイル AGM-86B の代替として、

射程が 2,400 km を超える長距離巡航ミサイルを

レイセオンが開発中である。2026 年から製造を

開始し、B-52H 及び開発中の B-21 に搭載され、

2060 年代まで運用する。 

一方、トランプ政権が導入を打ち出した海洋発

射核巡航ミサイルは FY2022 から開発予算を盛り

込み、海軍が開発中の陸上攻撃兵器をベースに製

造し、7 年〜10 年で配備を行う計画である。 

(2) 核弾頭の近代化 

米国は 1993 年に、核爆発実験を行わずに既存

の核兵器の性能と安全性を維持し、さらに改良を

加えた弾頭を製造する「保有核兵器管理計画」を

スタートさせた。 

オバマ政権は当時運用中の 12 種類の核弾頭の

うち10種類を、新設計の5種類の弾頭に統合し、

予備弾頭数を 50％まで減らす計画 1を推し進めた。

特徴的なのは 4 種類の無誘導爆弾を統合して単一

の精密誘導爆弾を製造すること、及び計 5 種類の

ICBM と SLBM 弾頭を 3 種類の共用弾頭（IW: 

Interoperable Warhead）で置き換えることである。
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しかしトランプ政権は共用弾頭計画を取りやめ、

ICBMと SLBM 弾頭をそれぞれ 1 種類に絞って強

化する方向を打ち出した。 

(a) 核爆弾 

現在、無誘導爆弾 B61-4 をベースにして戦略核

となる精密誘導爆弾 B61-12 を開発している。こ

れにより、4 種類の B61（戦術核：B61-3 及び

B61-4、戦略核：B61-7 及び B61-11）は 2025 年ま

でにすべて B61-12 で置き換えられる。 

(b) 巡航ミサイル弾頭 

AGM-86B の弾頭 W80-1 は運用年数の延長を図

った W80-4 につくり替えられ、開発中の長距離

巡航ミサイルに搭載される。この弾頭は開発予定

の海洋発射巡航ミサイルにも転用される。 

(c) 弾道ミサイル弾頭 

ICBM 弾頭は現在 W78 と W87 を運用している。

当初は老朽化した W78 を改良して運用延長を図

ると同時に、SLBM でも運用できる共用弾頭 IW-

1 を製造する予定であった。しかしトランプ政権

では W87 を改良して運用延長を行った W87-1 で

W78を置き換える計画に変更された。W87-1は新

型 ICBMに搭載される。 

一方、SLBM の W88 弾頭をベースに共用弾頭

IW-2 を製造する計画は、「Next Navy Warhead」の

製造に変更された。そしてさらに 2 種類の SLBM

弾頭を代替する「W93 弾頭」へと変更された。 

またトランプ政権は W76-1 の核融合装置を同

重量の金属で置き換えて低爆発力の W76-2 を製

造した。W76-1 をベースとする共用弾頭 IW-3 は、

「Future Strategic Missile Warhead」と変更された。

これは開発中の W87-1 をさらに代替する新型の

ICBM弾頭「W94」となる可能性がある。 

 

３．まったく新しい W93 弾頭 

SLBM に搭載する弾頭として「W93」の識別記

号が初めて登場したのは 2020 年 2 月 10 日に発表

された予算教書 2である。さらに 2月 13日の米上

院軍事委員会では「Mk7/W93」を搭載したシス

テムについての言及があった。 

冷戦終結後の米国の核兵器開発は、既存の核弾

頭をベースに改造を施して「新型弾頭」に置き換

えることで進めてきた。そのため弾頭は W76-1

のように識別名に続くモード番号のみを変更して

きた。そしてこの計画に不可欠なデータを取得す

るために未臨界核実験を続けている。 

米国はこれまで 100 種類の核弾頭／爆弾を設計

してきたが、その最後が W92 である（実用化さ

れた最後のものが W88 で、W89, B90, W91, W92

はキャンセル）。したがって W93 は冷戦終結後初

の本格設計の核弾頭となる。 

弾道ミサイル弾頭は大気圏に再突入する際の高

熱から核爆発装置をエアロシェルというカプセル

によって保護している。米国ではこのシェルに

Mk-の識別記号をつけて弾頭を表記する。現有の

ものは、ICBM 用の Mk12A/W78 及び Mk21/W87、

SLBM 用の Mk4A/W76-1、Mk4A/W76-2 及び

Mk5/W88 である。したがって Mk7/W93 はシェル

も新しくした核弾頭といえる。 

さらに開発方法も冷戦時代に行ってきたプロセ

スに戻して、設計を一から始める方式となる。

「W94」と合わせて弾道ミサイル弾頭を一新して

長期にわたって本格的に運用する狙いと思われる。 

 

４．おわりに 

「核兵器近代化」は、核兵器の性能の向上競争

であると同時に核兵器の長期保有宣言にほかなら

ない。それは NPT 第 6 条がうたう「核軍備の縮

小撤廃に向けた条約交渉義務」に違反するもので

ある。また包括的核実験禁止条約を批准していな

い米国が新型弾頭 W93 の開発のために核爆発実

験を再開する懸念もある。 

2021 年 1 月 20 日に就任するバイデン大統領が

どのような核態勢をとるのか注視する必要がある。 

 

参考文献 
1
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files/2020/03/f72/doe-fy2021-budget-volume-1_2.pdf. 
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C2-A-3  ビキニ核被災者救済の支援活動と核兵器禁止条約発効の意義 

 

岩田 裕、Iwata Hiroshi (高知支部) 

 

１．米国の 1954年の水爆実験の背景 

 1945 年 8月 6日、9日と、広島・長崎に原爆を

投下した米国は、しばらくは原子爆弾の独占は可

能と考えていましたが、1949 年に旧ソ連邦が原

爆を完成した以降、米・露の核兵器開発競争は熾

烈を極めました。1954年 1月、アイゼンハワー政

権は「大量」報復戦略を公式に採択しました。

この戦略を実現する実験が、1954 年 3 月 1 日～5

月 14 日、ビキニ・エニウェトク環礁で行われま

した。6 回のキャッスル作戦の実験での総核威力

は 48.3メガトン（広島原爆の約 3220倍）、放射性

降下物総量は 100 日後で 22.73 メガキュリーとア

メリカエネルギー省公文書は記録しています。 

２．マーシャル諸島等の住民、日本の漁船員の被

ばく 

 この水爆実験で、マーシャル諸島等の住民、及

びビキニ環礁等を航行していた第五福竜丸その他

の漁船の乗組員は、これらの放射性物質により被

ばくしました。第五福竜丸の乗組員は急性放射線

障害と診断されたほか、全乗組員に肝機能異常が

認められて繰り返し増悪し、大多数に肝障害が見

られ、無線長であった乗組員は肝機能障害で死亡

しました。その他の漁船の乗組員についても、急

性放射能症で入院したほか、急性骨髄性白血病で

死亡した者がいたことが知られています。 

３．なぜ第五福竜丸以外の日本の漁船員は救済さ

れなかったか 

(1) 日米合意：政治決着→第 5福竜丸以外の被災

は対象にしない 

 1955年 1月 4日、日米間で取交わされた交換公

文は少し長いページを要するので、山下正寿

(2012)の極秘文書（重光外相から在米井口大使宛）

の解説に従い、公文の意図を記します。「アメリ

カ側はあくまでも法律上の責任を取らない立場を

強調し、今後の「汚染まぐろ放棄」も「更なる死

者」にも責任をとらないこと、公文中に明記する

ことを日本側に求めている」というのです。つま

り、「アメリカ側は第五福竜丸以外の被災は今後

の補償の対象としない立場を強調し」、「事件処理」

を加速化、すなわち、政治決着を図ろうとしたの

です。この極秘文書の趣旨に沿った交換文書が

1955 年 1 月 4 日に、日米両政府間で交わされ、

「慰謝料」として、200万ドル（7億 2000万円）

が支払われ、両政府間で決着が図られました。こ

の 7 億 2000 万円は、第五福竜丸の無線長に 550

万円、他の乗組員 22名に対して総額 4400万円の

慰謝料が支払われました。これを除く慰謝料の多

くは関係漁業者団体などに支払われ、他の漁船の

乗組員に対しては、マグロの廃棄処分等に関する

僅かな補償金の支払いのみで、慰謝料は支払われ

ませんでした。 

(2) 厚生省研究班の核被災の過小評価 

 

４．どうすれば、核被害者らは救済されるか 

 本年7月16日、日本弁護士連合会は「太平洋・

ビキニ環礁における水爆実験で被ばくした元漁船

員らの健康被害に対する救済措置を求める意見書」

を発表し、首相及び国連にも提出したとのことで

す。この意見書は、国に対して、ビキニ事件によ

り被ばくした元漁船員やその遺族ら（以下「被害

者ら」という）の被害救済のため、①ビキニ事件

に関連する資料を保存・開示するとともに、被ば

くした元漁船員らの実態を把握するために調査を

実施する、②被害者らに対し、被ばくによる健康

被害及び精神的損害に対する補償の支払いや生活

補償の支払いや生活支援などの金銭的補償を実施

する、③生存する元漁船員らに対して、専門医に

よる健康相談を実施する、を求めています。 

 市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由

権規約)の第 6 条第 1 項では、生命に対する固有
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の権利を保障しています。現在行われている裁判

でも、この規約の条項の意見は活用されるべきだ

と思います。 

５．核兵器禁止条約発効による核被災者救済の

可能性 

 核兵器禁止条約は 2017 年 7 月 7 日、国連で圧

倒的多数の賛同（賛成 122、反対１、棄権 1）で

採択され、2020年 10月 25日、中米ホンジュラス

の批准手続きで批准国が 50 か国に達し、来年 1

月 22 日発効が決まりました。条約第 6 条「被害

者支援と環境改善」に次のように記されています。  

一、締約各国は自国の管轄下で核兵器の使用や

実験によって影響を受けた者について、適用

可能な国際人道法及び国際人権法に従って、

医療やリハビリテーション、心理療法を含め、

差別することなく、年齢や性別に適した支援

を提供し、これらの者が社会的、経済的に孤

立しないようにする。 

二、締約各国は管轄・管理下の地域が核兵器や

他の核爆発装置の実験や使用に関連する活動

の結果として非常に汚染された場合、環境改

善に向けて必要かつ適当な措置をとる。 

むすびにかえて：核被災者救済実現の方策 

 2016 年に始まった国家賠償訴訟で、高知地

裁・高松高裁では、国の責任は問われませんでし

たが、地裁・高裁とも核実験被災を認め、司法・

立法による救済の検討を求めました。現在、高知

では、核被災者救済のため、全国健康保険協会を

相手に、労災申請を不承認とした行政処分の取り

消しを求めて、2020 年 3 月 30 日、高知地裁に提

訴しました。私たちはこの裁判闘争での勝利のた

めの全国の皆さんの御支援を要請しているところ

です。 

 さらに、上記５で明らかなように、核兵器禁止

条約が発効した場合、日本政府が署名・批准する

ならば、日本は締約国となり、条約第 6条核兵器

被害者支援の義務が生じ、同被災者の救済の可能

性が出てきます。しかし、日本政府の同禁止条約

に対する態度は、常々核保有国と非核保有国の中

立ちができるのは日本が「唯一の被ばく国」であ

るからだと述べつつ、アメリカ一辺倒の思考と行

動を取り続けて、同条約に反対してきましたし、

今のところ、同条約発効後も批准しようとする姿

勢を示していません。 

 日本政府の態度を変えさせるために私たちは何 

ができるでしょうか。被ばく者・被災者の皆さん

ととも核兵器廃絶の世論を高め、日本政府に条約

の批准と締約国会合への参加を求める運動を発展

させること。高知の太平洋被災支援センターが取

組んでいる DVD（日本語・英語・韓国語・ロシ

ア語版）の作成などに取組、核汚染から地球を守

り、被災者救済のために「禁止条約」をわかりや

すく教材化し、世界各地で市民レベル(青年・子

供の参加も重視)の学習・討論を進めること。 

 次に効果的と思われるのは全国の地方議会が結

集して政府に批准を求める意見書を採択すること

です。毎日新聞（11月 5日付け）は、全国の自治

体の 4 分の１を超える 495の地方議会が、日本政

府に署名や批准を求める意見書を採択したと報じ

ました。全国の圧倒的多数の自治体の議会の参加

を促しましょう。 

＜参考・引用文献＞ 

(１) 幡多高校生ゼミナール・高知県ビキニ水爆

実験被災調査団編(1988)『ビキニの海は忘れな

い』、発行：平和文化、発売元：汐文社。 

(２) 山下正寿著(2012)『核の海の証言―ビキニ事

件は終わらない』、新日本出版社。 

(３) 竹峰誠一郎著(2015)『マーシャル諸島 終わ

りなき核被害を生きる』、新泉社。 

(４) ビキニ被災検証会著(2016)『厚労省科研費研

究班、ビキニ水爆関係資料の線量評価に関する

研究「平成 27 年度総括・分担研究報告書(研究

代表者 明石真言)」への見解』。 

(５) 「ビキニ核被災ノート」編集委員会編(2017)

『ビキニ核被災ノート隠された 60年の真実を追

う』、太平洋核被災支援センター。 
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C2-A-4     計画中止に追い込まれたイージス・アショアと 

山口県の地元のたたかい 

増山 博行、Mashiyama Hiroyuki（山口支部） 

１．はじめに 

 防衛省は 2004 年度より弾道ミサイル防衛

(BMD)システムの整備を開始し、イージス艦の建

造と 2006 年に試射が成功した迎撃ミサイル SM-3

ブロックⅠA の配備を進めていた。しかしこの迎

撃ミサイルは短距離および準中距離弾道弾が対象

であり、より高度を飛来する中距離弾道弾や大陸

間弾道弾に対処できるようにと、2006 年から日

米共同開発で SM-3 ブロックⅡA の開発に着手し、

ようやく 2017 年 2 月にイージス艦から発射して

準中距離弾道弾の迎撃に成功したと伝えられた。 

 北朝鮮によるミサイル発射実験が相次ぐ中、

2014 年に防衛省はイージス・アショアを含めた

技術評価を行った上で、2018 年までの中期防で

はイージス艦と航空自衛隊の対空ミサイル PAC3

による防空体制を BMD の柱としていた。 

 ところが 2017 年春にトランプ大統領との会談

で安倍首相は防衛装備品の大幅な購入を約束させ

られ、防衛省は急遽イージス・アショアと終末高

高度防衛 THAAD の比較検討を開始した。そして

どういう議論があったかは定かではないが、米軍

において実績のある THAAD ではなく、技術開発

中の固定式レーダーSPS-7 を装備するイージス・

アショアを検討していることが 2017 年 8 月の日

米 2+2 会議で米側に伝えられ、同年 12 月には秋

田と山口の 2 カ所の自衛隊演習場を設置候補地と

することが閣議決定された。 

 2019 年、防衛省による立地調査に不手際が発

覚し地元は硬化した。加えて SM-3 の初期推進装

置ブースターが周辺に降ってくることを避けるた

めには、10 年の歳月と、2 千億円以上の追加経費

が発生すると米側から通告されるにおよび、2020

年 6 月に防衛相が計画の凍結・撤回を表明するに

至った。国を守るというミサイル基地には住民の

安全・安心という視点がなかったのである。 

２．イージス・アショア計画とその問題点 

弾道ミサイルの飛行経路と迎撃態勢を図 1 に模

式的に示す。通常軌道のミサイルは打上げ加速後、

宇宙空間では楕円軌道を慣性で飛び、目標地点の

手前で大気圏に突入する。打ち上げ直後は速度が

出ていないので撃墜しやすいとはいえ、それは敵

地先制攻撃であり、国際法上も出来るものではな

い。目標地点付近から正面に迎え撃つように迎撃

するのが THAAD や PAC3 で、撃墜率も高いとい

う。しかし、多数の迎撃部隊を配備しないといけ

ないし、破壊した破片が落下する。これに対して、

水平飛行に近い高空域で撃ち落とすのがイージ

ス・システムの SM-3 である。 

ところで、探知レーダー電波には死角がある。

むつみ演習場の場合は北側の高台のため、電波の

仰角は 9 度以上に制限される。そうすると、図２

のように迎撃出来る条件が限定されることが分か

る。平壌 Pから東京 Tに発射される準中距離ミサ

イルが 38 度線付近の Y 点で高度 126km 以上で日

本海上空に出るとき、むつみ M のイージス・ア

ショアのレーダーで探知され、直ちに SM-3 を発

射して、日本海上の会合点Xで軌道が交差すると

きに撃墜するチャンスがあることになる。 

 しかし、高度 1000km 以上のロフテッド軌道に

発射点 目標 

イージス・

アショア 

図１ 弾道ミサイルの軌道とレーダー死角 
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対しては追いつけないかも知れない。もっと困る

のは高度 50km 以下のディプレスト軌道であり、

むつみ M からは会合点 X では高度 77km 以上し

か見えないからである 1)。要するにグアムやハワ

イに向かう中距離弾道ミサイルには有効かも知れ

ないが、極超音速兵器が登場すると自らの基地を

守ることすら難しい。 

 強力なレーダー電波による電子機器への影響は

基地周辺で時として起こっている。地元萩市が設

置した有識者会議でもずいぶん議論されたが、結

局専門家の意見は無視され、防衛省の息の掛かっ

た座長が｢概ね妥当｣という答申を 6 月下旬の計画

撤回後にまとめた。専門家会議を隠れ蓑にする行

政の姿勢が問われよう。 

３．周辺住民に理解されない陸上ミサイル基地 

 むつみ演習場の裾野からは豊富な地下水が周辺

地区の農業用水、生活用水となっている。水量や

水質に農民は極めて敏感であり、強力な電波の影

響を払拭する説明がなされないことと併せて、北

側に隣接する阿武町の有権者の 55％以上が反対

運動に立ち上がった。過疎化を食い止める独自の

行政を選んで萩市と合併しなかった阿武町では U

ターン、I ターンでようやく町再生の兆しが出て

きていた。ミサイル基地は逆に若者を地元から離

れさせ、町には何のメリットもないと花田町長は

首尾一貫して反対の意思を示していた 2)。 

 さらに深刻な問題は SM-3 が発射されるとブー

スターが基地周辺の居住地、農地に落下する危険

があることである。敵から守るためと言っ

ても住民は後ろから鉄砲を撃たれる状態で

ある。イージス・アショアの導入を政府が

決めた前後も、地元に説明に来るまでブー

スター落下は検討事項になかったようだ。 

住民説明会で質問され、自治体からの文

書照会があってから回答を用意している。

最初はあらかじめ決めた落下地点に落ちる

ようにブースター切り離しのときに向きを

変えると言い、風や空気抵抗の影響を指摘

されると、上空の風速風向を計測しあらか

じめシミュレーションしておくから大丈夫

と、首長宛の大臣印の押された回答書で約束した。 

このような安易な対処は出来ないとアメリカ側か

ら法外な改造費用と年月を吹っ掛けられ、わが国

の陸上にイージスを設置することの断念に追いや

られた。住民と市民・科学者運動の力が生んだオ

ウンゴールといえよう。 

４．ミサイル基地は何を守る 

 図 2 の説明で述べたように、秋田と萩のイージ

ス・アショアは太平洋上の米軍基地を防衛するに

は有効かも知れない。加えて、レーダー機種選定

にも疑念が述べられている 3)。ロッキード・マー

ティン社製の SPY-7が採用となったが、これは米

本土防衛用に太平洋域に設置をめざして開発中の

レーダーである。一方、採用されなかった SP-6

は海軍のイージス・システムとして実戦配備が先

行している完成品である。SPY-7 の開発費を分担

することが期待されているのかも知れない。 

 国家同士が相手を信頼せず、軍事増強を進めて

も、必ずそれを上回る武器が現れる。核ミサイル

防衛は相手にミサイルを発射させる動機をもたせ

ない国際関係の確立こそが確実な道である。 

引用文献 

1) 山口の科学者：「レーダー・ミサイル基地設置

の影響と問題点」JSA 山口支部(2020.6) 

2) 外山英昭：「住民・市民の熱き思いと科学の力

でイージス・アショア配備計画を撤回させた」

『季刊人権問題』62、1-28 (2020.11) 

3) 時事ドットコム：「レーダー選定、くすぶる異

論」(2020.11.2)  

図２ ミサイル飛来経路とレーダー探知範囲 
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C2-A-5             日米安保 60 年と学問研究 

 

梶原 渉、KAJIHARA Wataru（一橋大学大学院社会学研究科修士課程） 

 

１．はじめに 

 本報告の狙いは、日米安全保障条約改定 60 年

という節目の年に、安保体制の推進・拡大を狙う

勢力の側からコロナ禍への対応を口実に、学問研

究も含んだあらゆる知的資源の国家動員を図ろ

うとする兆候を把握し、これに警鐘を鳴らすこと

である。特に、宇宙やサイバー空間、経済といっ

た安全保障領域の拡大と言われる現象に焦点を

当ててそれらと学問研究との関係を検討したい。

社会運動の専従者を辞めて学究生活に入った、そ

れも戦後日米関係史を専攻する筆者個人にとっ

て、極めてアクチュアルな問題であるが、問題の

性質に鑑みると大学や学問研究に携わる者にと

って避けては通れない課題でもあると判断し、報

告テーマとした。 

 

２．日米安保体制の正当化根拠の現在 

 2020 年は、第二次世界大戦終結 75 年、朝鮮戦

争 50 年など、世界や日本の平和や安全を振り返

るにふさわしい節目の年であった。これに新型コ

ロナウイルス感染拡大が襲ったから、世界資本主

義のあり方、国際的な衛生確保・医療供給体制の

あり方についても議論や模索が必要であった。し

かし現状は、米中対立に顕著にみられるように、

必要な国際協力がされているとは決して言えな

い。改定 60年を迎えた日米安保体制も、強化の方

向性が打ち出されている。 

 政府の動向や主流メディアの動向を見る限り、

日米安保体制の正統化を図るイデオロギーには

以下の 3 つの柱があるように思われる。第一は、

中国脅威論である。米国の世界秩序への関与低下

もあいまって、日本など米国の同盟国が自らの軍

事力を強化すべき根拠の一つとなっている。 

 第二は、宇宙やサイバー空間など、安全保障領

域の拡大に応じるべきというものである。ただ、

これら自体はそこまで新しい現象ではない。宇宙

基本法は 2008 年にできているし、これらの領域

での日米協力は 2015 年に再改定された日米ガイ

ドラインで定められた。 

 そこで、第二の点と同様に安全保障領域の拡大

ではあるが、新しく出てきた点として経済安全保

障をあげることができる。国家安全保障会議（NSC）

を支える国家安全保障局に今年 4月 6日、経済班

が設置され、自民党内部で来年通常国会に向けて

経済安全保障推進法案が策定されていることな

どが具体的動きである。 

 

３．経済安全保障とはなにか？学問研究や大学は

どう動員させられようとしているのか？ 

 現在出されている経済安全保障がいかなるも

のか見る前に、冷戦終焉後に顕著になったとされ

る安全保障の深化・拡大と称される現象について

確認しておきたい。東西冷戦時代には安全保障の

焦点が、核戦争といった脅威から国家の戦略的軍

事的安全を軍事的手段によって守ることだった

のが、冷戦終焉後、脅威のあり方が多様化（テロ

リズム、環境問題、貧困、国際金融・経済）した

結果、安全保障の客体が国家だけでなく人間にも

拡大し、その手段も軍事的な手段にとどまらなく

なったというものである（赤根谷・落合 2007；遠

藤乾・遠藤誠治 2014-2015）。 

 これらの中でも経済安全保障は、比較的新しい

領域ということができ、政策概念としては未熟で

あることが指摘されている（中村 2020）。ただ、

この推進体制は急ピッチで進んでいるといえる。

第一に、官邸主導による体制づくりである。外務

省と経済産業省に経済安全保障を扱う部署が設

置されたのが昨年であり、それらを統合しこれら

二つの省にとどまらない省庁横断的な行政組織

として、20 人体制で国家安全保障局経済班が今年
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4 月に設置された。任務は、①技術保全（輸出管

理、対日直接投資の規制）、②サイバー防衛（5G

の安全性確保、官民の情報共有）、③国際協調（日

米の経済安保協力、円のデジタル化）、④新型コ

ロナ対応（水際対策、アビガン国外供与、医療機

器のサプライチェーン強化）である（日経新聞

2020 年 6 月 3 日）。 

 官邸の動きだけでは、経済安全保障の何が新し

い点なのか見えづらい。そこで第二に見るべきは、

自民党の動きである。今年 6 月 4 日、自民党政務

調査会の中に、政調会長直轄の「新国際秩序創造

戦略本部」が立ち上げられ、本部長に岸田文雄、

座長に甘利明が就任し、菅義偉が新総裁になり政

調会長が下村博文になってからも動いている。10

月中旬に出された「中間とりまとめ」では、①経

済安全保一括推進法案の制定、②地域別、分野別

の経済安保戦略の立案、③「ファイブ・アイズ」

への参画を含む国際連携の強化、④国際機関の幹

部ポスト獲得による日本の影響力確保、④重要施

設周辺における土地取引の規制がポイントとし

て挙げられ、年内に最終提言が取りまとめられる

とされる（読売新聞 2020 年 10 月 13 日）。 

 今回重視したいのは、上記③に関する点である。

「ファイブ・アイズ」とは、米国・英国・カナダ・

オーストラリア・ニュージーランドのアングロサ

クソン五か国による安全保障に関する情報共有

の枠組みである。共有されるのは通信傍受などで

得たものであり、五か国政府が長らく公式に存在

を認めてこなかったもので知られる。これに日本

が参加すると問題となるのが、民間人も含めた機

密保護の体制整備（クリアランス制度の本格導入）

と対外情報機関の拡充といった情報収集の強化、

である。 

 経済安全保障において、国家が保護すべき機密

は、外交や安全保障に直接かかわるものにとどま

らない。軍事技術にも転用可能な科学技術（「機

微技術」と称される）に関する情報も国家による

厳格な管理が必要とされる。残念ながら東京大学

先端技術研究センターが「経済安全保障研究プロ

グラム」を立ち上げ学内に情報管理の徹底を促す

など政府の動きに沿っているが（日経 2020 年 10

月 25 日）、これを政策化して学術研究一般に拡大

することが主張されている。日本にはないとされ

るクリアランス制度をつくり、政府による統制を

強化するものである。これを議論する自民党「ル

ール形成戦略議員連盟」の会長が甘利明である。

彼が日本学術会議への攻撃の先頭に立っている

のは、これまで学術会議が軍事研究に否定的だっ

たからであるのみならず、今後の政策展開におい

て上記の観点から桎梏となることを踏まえての

ものだろう。 

 

４．おわりに 

 東大の経済安保プログラムの中心は知財法が

専門の玉井克也だが、自然科学だけでなく人文社

会科学の政治への本格的な動員も目指されてい

ると見るべきだろう。「リベラル」な研究者も安

全保障の深化・拡大に沿った構想を既に出してい

ることも懸念される（梶原 2016）。戦前の日本だ

けでなく、米国を中心とする安全保障の展開の歴

史において、大学や学問研究がどのように利用さ

れいかなる問題点を抱えてきたのかの検証が急

務である。少なくともそれなしに、アカデミアと

して政府の動きに首肯することがあってはなら

ないと考える。 
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C2-B-2   辺野古新基地反対運動・裁判が問う国家と法のあり方 

 

徳田 博人、Tokuda Hiroto（琉球大学） 

 

はじめに 

 国家や法は、誰のため、何のために存在するの

か。また、日本は民主的法治国家なのか。そのよ

うな問いを立てざるを得ない現実が、沖縄（辺野

古）にある。 

 辺野古の海を埋立てて新たな米軍飛行場が完成

し、米軍による供用が開始された後に当該供用施

設の瑕疵（騒音、その他安全上の問題など）が明

白となったと仮定しよう。これを理由に、周辺住

民たちが差止請求訴訟を米軍や日本政府を相手に

提起したとしても、現在の判例法理からすると、

主権（裁判）免責の法理や第三者行為論などを理

由として却下される（横田基地訴訟上告審判決）。

つまり、辺野古新基地建設は、事後的司法救済が

機能しない無法空間を作り出す。仮に、辺野古新

基地建設の是非をひとまず問わないとしても、少

なくとも、辺野古の埋立段階で、地域住民の安全

性が確保されているのか、環境保全上問題がない

のか、さらには民主的法治国家の原則に照らして、

地域住民を納得させるだけの説得的材料を提供し

（秘密主義の排除と公開の原則）、地域住民に基

地を受容してもらう民主的な法運営（住民・県民

との対話と承認の原則）が国に求められてくる。

しかし、辺野古では、かかる法原則から著しく乖

離した国の法運営がなされている。 

 

１．埋立承認の際の条件に違反する埋立工事 

 沖縄防衛局は、埋立て申請の際に、辺野古の埋

め立てが海底地形の異なる広範囲に及ぶ大規模の

埋立工事であることから、３つの区域に分けて埋

立工事を進める内容の申請をした。沖縄県は、沖

縄防衛局の土質調査が４箇所のみであったことか

ら、承認後の調査の継続と、３つ全ての区域の安

全性が確認された後に埋立工事に着手するという

条件を附した（なお、安全性の確認の方法として

実施設計の審査があり、全ての区域の事前の沖縄

県による実施設計審査をパスした後に、工事の着

手が許されることになる）。 

 このような条件が埋立承認の際に附されたのは、

仮に、仕切られた区域のうち、後日、一つの区域

でも埋立てに適さない地盤であることが判明した

場合には、当該埋立ての目的（飛行場としての利

用など）を実現するための広さの埋立地を提供す

ることができないからであり、仮に、埋立てに適

さない区域の設計変更が可能であった場合でも、

他の区域の設計変更も生じ得るからである。実施

設計審査による全区域の安全性の確保と工事の実

現可能性の審査を経た後に埋立工事を進めること

は、これまでの行政解釈・法運用であり、沖縄県

もこれに従ってきた。それにもかかわらず、沖縄

防衛局は、これまでの行政実務の解釈・法運用を

変更し、安全性が確認されている区域と、今後の

調査がなおも必要である区域（安全が確認されて

いない区域）を線引きして、埋立て区域全体の安

全性が沖縄県によって確認・審査されることなく、

また、沖縄県による数度にわたる工事中止の行政

指導にも関わらず、沖縄防衛局が安全と判断した

区域の埋立て工事を強行し続けた。 

 このような状況の中、2018年 3月に、沖縄防衛

局による 2016 年 3 月付の地質調査結果報告書が

マスコミで公表され、同報告書にも「活断層の疑

い」が明記されおり、加えて、辺野古海底で、地

質調査が成立しないほど柔らかい地盤（軟弱地盤）

が続いていて、それが多数見つかったことが明ら

かとなった。沖縄防衛局は、計画変更を余儀なく

されていることを知りながら、県の行政指導を無

視して工事を強行し続けたのである。このような

事実を踏まえて、沖縄県は、埋立承認の撤回に至

るのである。 

 

２．沖縄防衛局の制度的濫用と法治主義・地方自

治の侵害 

 沖縄防衛局は私人になりすまして同じ国の機

関・身内の国土交通大臣に私人の権利救済を目的
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とした行政不服審査法に基づく不服申立てをし、

同大臣はこれを受け入れた。これは、沖縄県が自

主的に判断した埋立承認撤回という決定に対して、

裁判手続きを経ることのない国の違法な関与であ

り、不服審査制度の濫用による法治主義と地方自

治の侵害といえる。この問題を扱った最高裁判決

は 2020 年 3 月 26日、本件紛争の本質・性質（自

治体の自治権保障の問題）を直視することなく、

国の主張を受け入れた。司法の自己否定ともいえ

る判決である（詳細は前田定孝氏の予稿参照）。 

 

3．沖縄の民意に反する埋立工事の強行 

 日本国憲法は、権威主義的法運用こそが、人々

を分断し、住民をして相互に監視させ、戦争（全

体主義）を引き起こしたという反省の下で、戦争

放棄の章（第 2章）と地方自治の章（第 8章）を

新たに設けた。地域の連帯（住民自治）に支えら

れた地方自治の実現こそが民主的国家の基盤であ

り、国の政策運営も自治体やその地域の人々との

対話（説明責任）を真摯に果たし承認をえること

が、国の進める政策の公共性確保の前提条件であ

る。以上の規範的要請から、国の安全保障政策や

民主主義の名の下であっても一地域の人々に不利

益を及ぼす承認なき法運用を否定している（憲法

95 条参照）。沖縄は、国政選挙や知事選挙、さら

には県民投票において、辺野古新基地建設不承認

の民意を繰り返し表明してきた。2019 年 2 月 24

日、「辺野古米軍基地建設のための埋立ての賛否

を問う県民投票条例」（以下「県民投票」という。）

に基づく県民投票は沖縄の民意をより明確にする

こととなった。 

 県民投票の結果は、投票率が 52.48%で、その

うち、辺野古の埋め立てに「反対」が 72.15%、

「賛成」19.10%、「どちらでもない」8.75%だっ

た。反対票は、昨年の知事選で玉城知事が獲得し

た過去最多の得票数 39 万票余を大きく上回る 43

万票余に上った。県民投票は、「辺野古が唯一の

解決策」として新基地建設を強行し続ける安倍政

権の高圧的な政権運営に対して、新基地建設とい

う一つの問題だけに絞って実施されたものである

ことから、その投票の結果は、沖縄県民が辺野古

ノーを突きつけたものと言える。辺野古埋立工事

の正当性が問われている。 

 

4．変更承認申請後も埋立工事を強行することの

問題点 

 国であれ、それ以外であれ、埋立事業者は、埋

立免許・承認により埋立の内容の特定された範囲

内で埋立を実施する地位（権限）を有する。沖縄

防衛局は、軟弱地盤が広範囲に分布することが明

らかになったことから、変更承認申請をした。変

更承認をしたということは、沖縄防衛局自身が埋

立の内容を特定できない状態にあることを自認し

たことを意味する。つまり、沖縄防衛局の工事を

実施する権限が消滅または停止するという理解が

常識的理解である。しかし、国は埋立変更承認申

請をした区域以外の工事をすることができると主

張し、埋立工事を進めたり、サンゴ移植許可をめ

ぐって紛争となっている。埋立区域全体の安全性

が問われている中での国の埋立工事の強行姿勢の

法的問題点を指摘する予定である。 

 

おわりに 今後の課題と展望 

 辺野古新基地阻止の闘いは、沖縄県と国の間に

ある埋めることのできない溝があり、その溝を埋

めようとすればするほど、平和・人権・地方自治

の基本原則を重視する日本国憲法と安保条約・地

位協定との矛盾・対立を顕在化することになる。

日本の政治行政や法の運営を、いかにして民主

化・科学化するのか、そのような実践的理論的課

題に直面している。 

 このような状況にあって、辺野古新基地建設を

めぐって、沖縄県や住民による訴訟提起、米国で

のジュゴン訴訟などの裁判闘争において、あるい

は、県民投票や日常的な住民による辺野古反対運

動や学習会を通して、日本政府の主張や最高裁判

所の論理の虚偽性を法的にも科学的にも暴露し、

同時に、政府の重視する価値と対極にある普遍的

価値（武器によらない平和や環境の持続性など）

を実現するために、非暴力の抵抗という実践を通

して、日本の国民や世界の人々一人ひとりの良心

に訴え、連帯の輪を世界に広げていく不断の努力

をしてきた。そこに辺野古新基地建設阻止の展望

があるといえよう。 
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C2-B-3    「沖縄の自治」という〝神話〟、「法治国家」という〝神話〟 

 

前田 定孝、Maeda Sadataka（三重大学人文学部） 

 

１．はじめに 

 辺野古新基地建設問題は、日本の国家権力濫用

の森羅万象である。本報告では、その典型２事例

を検討する。その第１は、県知事による公有水面

埋立承認の撤回（2018 年８月）に対して、沖縄防

衛局が、あたかも基本的人権の享有主体である国

民と同等であるかのように、行政不服審査法に基

づく救済を申立てた例である。その第２は、沖縄

防衛局が県知事に申請していたサンゴの移植許

可申請に対して知事が許可処分をしなかったの

に対して、農林水産大臣が「許可せよ」と是正の

指示をした件である。 

 工事を「粛々と」強行する菅内閣の強権的姿勢

は、これらの法解釈によって支えられている。 

 

２．国家権力は〝権利〟を主張しうるか？ 

 第１の例である。沖縄県・謝花喜一郎副知事に

よる 2018年８月 31 日付けの公有水面埋立撤回処

分に対して沖縄防衛局長が国土交通大臣に対し

て行政不服審査請求をしていた件につき、同大臣

がした取消裁決が「国の関与」にあたるとして、

2019 年７月に玉城デニー・沖縄県知事は、同大臣

を相手取って地方自治法に基づく「関与取消訴訟」

を提起した。福岡高裁那覇支部は 2019 年 10 月 23

日、以下の理由で請求却下した。 

 「国の機関がその『固有の資格』において相手

方となった処分については、一般私人の救済のた

めの法律である行審法を適用する前提を欠」き、

「そうであるにもかかわらず、当該処分を受けた

国の機関から同法を根拠に審査請求がされ、同じ

く国の機関である審査庁の裁決により当該処分

の取消しなどがされた場合には、当該裁決は法律

上の根拠を欠くものとして有効な裁決とはいい

難」いものの、「処分の性質・効果や要件などに

照らし、当該処分が、一般私人に対する処分と本

質的に異なるものではないのであれば、国の機関

等であるからこそ立ち得る特有の立場、すなわち

『固有の資格』において相手方となるものには当

たら」ない。「埋立承認と埋立免許は、……土地

を造成すべき権限を付与する処分という点で共

通している」ことから「国の機関等に対する埋立

承認は、一般私人等に対する埋立免許と本質的に

異なら」ない。 

 上告審である最１小判 2020 年３月 26 日は、一

歩踏み込んで、「国の機関等が一般私人に優先す

るなど特別に取り扱われてい」ないかぎり、国の

機関（防衛省沖縄防衛局）も私人（民間企業など）

と「実質的に異ならない」とした。 

 沖縄県知事が国の機関である沖縄防衛局長に

対してした処分に不服があるからといって、同局

長が閣僚の一員である国土交通大臣に対して審

査請求した場合に、同大臣は、逆に「国」として、

都道府県の判断に介入することになる。行政不服

審査法に基づく裁決の制度は、今回のように承認

処分の相手方の上級機関が審査庁と同一の内閣

の構成員であるような場合には、閣議決定等によ

る拘束を通じて、結果的に地方自治法でいう「関

与」以上の地方自治権への介入が可能となる。国

は、ある地方公共団体の域内での国策を強行する

ために、それが地方公共団体の長の処分によって

事業の実施が左右される場合は、むしろ積極的に

大臣に不服審査請求した方が国の方針を貫徹し

やすくなる。 

 本判決は、公有水面埋立法における私的事業者

（私人）に対する「免許」と国の行政機関に対す

る「承認」という２つの処分が外見的に共通して

いることに着目して、「本質的に異ならない」と

し、「固有の資格」該当性を否定した。 

 行政処分とは、判例上「公権力の主体たる国ま

たは公共団体が行う行為のうち、その行為によつ
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て、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲

を確定することが法律上認められているもの」を

いう。しかしながら、行政処分には、それが行政

機関にその「権限」を付与するものも含まれる。

沖縄防衛局が主張するものは、決して「国民・住

民の権利」ではない。そこに権利の救済を必要と

する〈国民〉は存在しない。もっぱら存在するの

は、特定の国の事業について公有水面埋立法とい

う個別法によって都道府県知事から埋立の承認

を受ける公共事業の主体であり、そこで確保され

るものは、国家が事業をなす権限そのものである。 

 

３．環境保護という法目的を、開発を目的とした

法律の基準で解釈・運用できるか？ 

 第２の例は、現在進行中の事案である。農林水

産大臣は、2020 年２月 28 日付けで、沖縄防衛局

が 2019 年４月および７月に知事に対してしてい

た沖縄県漁業調整規則に基づく造礁サンゴ類特

別採捕許可申請に対して、同知事が処分をしなか

ったことについて、その許可処分をしない審査申

出人の事務処理が「法令の規定に違反し、また、

著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害する」

として、本件申請について許可処分をするよう是

正の指示をした。これを受けて沖縄県知事は、

2020 年３月末、国地方係争処理委員会に審査申し

出をした。同６月、国地方係争処理委員会は、以

下のように判断した。 

 「沖縄防衛局長から提示された移植の実施方法

等の内容が環境監視等委員会の助言を受けて決

定されたものである場合には、同委員会の調査審

議の過程に看過し難い過誤や欠落があったこと

などによりその助言が不適切であるといえる合

理的な理由がない限り、審査申出人は、その内容

に基づいて裁量審査をすることが相当」であって、

「沖縄防衛局長から提示された移植の実施方法

等の内容が環境監視等委員会の助言を受けて決

定されたものである場合には、同委員会の調査審

議の過程に看過し難い過誤や欠落があったこと

などによりその助言が不適切であるといえる合

理的な理由がない限り、審査申出人は、その内容

に基づいて裁量審査をすることが……相当であ

った」。 

 この是正の指示において国地方係争処理委員

会は、辺野古・大浦湾という豊かな海域の保護に

おける沖縄県知事による水産資源保護行政の遂

行に対して、公共事業の推進という権限を融合さ

せ、かつ優先させることを、沖縄県知事に強制し

ようとしたのである。 

 

４．おわりに 

 翁長雄志知事（当時）は 2015 年４月に菅義偉官

房長官（当時）との初会談後の記者会見で、「『粛々』

という言葉を何度も使う官房長官の姿が、米軍軍

政下に『沖縄の自治は神話だ』と言った最高権力

者キャラウェイ高等弁務官の姿と重なると批判

した。キャラウェイとは、1963 年３月５日、ハー

バービュー・クラブでの金門クラブの定例夕食会

で、「現時点での〈沖縄住民の〉自治は、神話で

しかなく、存在しないものだ」という発言をした

人物である。 

 本報告の第１例である国の「固有の資格」によ

る行政不服審査請求は、実はすでに 2015 年 10 月

13 日の翁長雄志知事による公有水面埋立取消処

分の際にもなされた。本来基本的人権の担い手で

はない、国民の基本的人権を守るためにのみ設立

された国家の組織が、自らの基本的人権を主張す

るという、奇妙な関係が、ここに出現した。これ

に対して、この間の造礁サンゴ類特別採補許可を

めぐる国の姿勢は、環境保全側の制度の解釈･運

用基準として、公共事業の推進（すなわち環境破

壊である）のための解釈･運用基準の利活用を強

制するというものである。〈設計変更承認に要す

る環境保全措置は、沖縄防衛局内に設置された環

境問題に詳しい専門家による環境監視等委員会

の指導･助言に示されている。環境の素人である

沖縄県は口を出すな〉――この理屈は、公有水面

埋立変更申請に対する承認を沖縄県知事が拒否

した場合の訴訟等において、国が主張すると予想

される。 
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C2-B-4   米軍新基地建設反対の「オール沖縄」の闘いに学んで 

 

        杉浦公昭、Sugiura Kosho（元東洋大学・JSA 埼玉支部・幹事） 

 

１．はじめに 

私は、命が尊ばれる地球を求め 2007 年から、

「米軍再編強化のための辺野古の環境アセスメン

トと闘って」をテーマとして研究を始め、毎年春

秋各 1 週間ずつ辺野古や高江の米軍新基地建設反

対の座込みに参加してきました。 

以下は、その体験を通じて学んだことを記しま

す。 

２．辺野古の海岸での闘い 

辺野古の海岸では、改憲を企む政府が「戦争す

る国造り」の最前線として中国を仮想敵国として

米軍のための新要塞建設を進めており、一方、座

込みのオジイ、オバア達は、沖縄戦で辛うじて生

き残り、「命育む辺野古の美ら海、人殺しの基地

に変えないで、もうこれ以上加害者にさせないで」

と命懸けで闘っています。 

この工事で、世界遺産になるべき多様な希少生

物の宝庫が破壊されています。 

2007 年、辺野古で最初に学んだのは、反戦地

主の阿波根昌鴻さんの「暴力の完全否定が平和へ

の道」との教えによる非暴力直接行動でした。 

座込みの参加条件は、「相手を罵倒しない、手

を耳より上に挙げない、相手に非暴力抵抗する、

約束は守る、市民への道徳的配慮をする」事です。 

この「非暴力の座りこみ」は国民の意志表示の

重要な「表現方法の一つ」と学びました。 

３．土地強奪反対の「島ぐるみ闘争」 

1955年 4月、伊江島真謝に上陸した 300人の武

装米兵の銃剣とブルドーザーによる土地強奪で生

きる術を失った農民が、皆で基地に入り集団的な

農耕(積極的非暴力抵抗と言う)を始めたのが米軍

の土地強奪に反対する組織的な闘争の源流であり

ました。 

1956 年 7 月、沖縄全住民は四原則(軍用地料一

括払い反対、適正補償、損害賠償、新規接収反

対)貫徹を掲げて、島民 80 万人の内 50 万人の参

加を得て、「島ぐるみ大会」を成功させました。 

その後、1970年代の安田の 150ミリ砲の実弾射

撃訓練を阻止した闘い、1972 年の恩納村の都市

型戦闘訓練、そして闘争小屋を焼かれても頑張っ

た昆布(地名)の闘い等がありました。 

1972 年に沖縄は「核抜き本土並み」の触れ込

みで、祖国復帰しましたが、核隠し、日米軍事同

盟再編強化の一環に過ぎませんでした。 

４．住民運動の大波のような高まり 

県民は「命」に関わる重大事項に関して「島ぐ

るみ」で闘う良き伝統を築いてきました。 

沖縄県民は、2010 年の基地の県内移設反対や、

2012 年の翁長雄志氏を共同代表とするオスプレ

イ配備反対などの 10 万人規模の県民大会を開き、

保革を超え民意を結集して『建白書』(「オスプ

レイの配備撤回」「米軍普天間基地を閉鎖・撤去、

県内移設の断念」)を政府に提出しました。 

他方、仲井眞知事は公約を裏切り「辺野古埋め

立てを承認」。県民は、この侭では沖縄は『自発

的隷従(土地提供)』になると反発しました。 

５．「オール沖縄」の誕生 

2014 年３月、保革を越えた政党や労働、経済

界関係者、研究者ら約 90 人が名を連ね、「沖縄

『建白書』を実現し未来を拓く島ぐるみ会議」を

開き、7 月に正式発足させました。  

この新「島ぐるみ会議」への結集が「オール沖

縄」となり、翁長知事を誕生させ、地方自治を守

る砦の役割を担っています。 

６．沖縄の将来展望と周辺国の情勢 

翁長元知事は、「沖縄県民は、米軍が占領時代

に銃剣とブルドーザーで土地を取り上げて造った

基地を押し付けられ、民意を対立分断させられ、

苦しんできたと告発し、今や米軍基地は沖縄経済

発展の最大の阻害要因となっている」と指摘しま

した。 

そこで、翁長元知事は、「『イデオロギーよりア

イデンティティー』の考え方を打ち出し、民意を

まとめて、『オール沖縄』に結集し、万国津梁の

精神で世界の平和の懸け橋になり、観光と IT 産

業を伸ばして経済を発展させ、他の国々と摩擦が

起きないような努力の中に、誇りある沖縄を置く

べきだと思う」と述べていました。 

玉城知事も「日本の最南端の一地方の沖縄が、

世界中から人や物の集まるハブ国際都市へ。古来

からの琉球文化が花開く、平和を希求する島へ。

ウチナーンチュの伝統と文化を継承し、多様な個

性が輝く、新時代の都市へ。 

県民一人ひとりの可能性を引き出すことで、一
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人も取り残さず、すべての人が輝く、誇りある豊

かな沖縄の今と未来を一緒につくっていきましょ

う！」と呼びかけています。 

沖縄３区選出の衆院議員の屋良朝博氏は、「名

護市辺野古に新たな米軍施設を造らなくても、普

天間飛行場を返還させることは可能です。現代ア

ジアのうねりを取り込み、文化、伝統、そして経

済を再復興させる」と言いました。 

沖縄選挙区選出の参議員候補の高良鉄美氏は、

「選挙戦最大の争点は、安倍政権が目指す９条改

憲を阻止すること、それと共に辺野古新基地建設

反対の民意を参院選でも示し工事を止めること」

と述べ、「また、東アジアにおける地理的優位性

を生かして『アジア経済戦略構想』を実現するた

めに玉城デニー県政と連携し頑張ります。」と訴

え、当選しました。 

両知事や国会議員らが目を向ける東南アジア諸

国は、既にASEANとして域内の諸問題を平和的

な対話で解決する東南アジア友好協力条約（TAC）

を実践し、善隣友好・平等互恵の外交を進めてい

ます。 

他方、北東アジアでは、韓朝対話や朝米対話が

一定程度進み、朝鮮戦争終結も明記され、在沖海

兵隊の駐留理由が無くなろうとする情勢を迎えて

います。 

７．対話こそ民主主義と平和の基 

世界は今、立場の違いを超えた「対話」こそ、

重視される時代を迎えています。 

沖縄県内でも県民投票のリーダー元山仁志郎氏

が、「県民投票は、市民・若者主導の政治・社会

的実績を残した」と強調し、「沖縄の若者の間に

違いや分断や対立を乗り越えた『対話』の空気が

できつつあるのは成功だった」と喜びました。 

確かに、違いを越えた「対話」なしに、健全な

民主主義は育たないし、平和な世界も成り立たな

いのですから、その芽が育ち始めたのは「大成功」

と考えます。 

国連では、核兵器禁止条約賛成が多数を占め、

時恰も批准国が 50 か国に達し来年 1 月発効しま

す。「核抑止」の考え方は破綻しました。国際社

会は、核兵器も戦争もない世界に向かって、確か

な歩みを始めています。 

こうした情勢下で、対話否定・武力抑止一辺倒

の「安倍-菅」外交路線はことごとく失敗し、例

えば、対朝外交も孤立し、今や前提条件無しの対

話路線への転換を迫られつつあります。 

８．「オール沖縄」の闘いから垣間見える日本の

展望 

この世界情勢下で、翁長知事が全国知事会で提

案した日米地位協定の抜本的改善案が全会一致で

決議され建議されました。 

これを手掛かりとして、日米安保条約(軍事同

盟)を止め平和的な日米友好条約に切替える展望

が開けて来ています。 

それにも拘わらず、日米同盟機軸外交にしがみ

つく対米追従政府は米国との協議さえ提案したと

は聞いていません。 

私たちは、米軍基地を沖縄や本土に存在させ、

米軍に勝手気ままに使用させている構造・日米安

保体制こそを問わなければなりません。 

今こそ、日米地位協定、日米防衛協力の指針等

を含めて、日米安保体制を日本国憲法から見直し

て、非軍事的な日米友好条約に換えていく最大の

チャンスを迎えていると考えます。 

本土の我々が、オール沖縄の闘いに学んで、沖

縄と連帯し、市民と野党の共闘を強め野党連合政

府を樹立すれば、「戦争する国造り」を止め、平

和で豊かな誇りある日本を切り開く展望が持てま

す。 

共に力を合わせ頑張りましょう！ 

(参考: http://rentai21.com/?p=2328) 
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C2-B-5      沖縄の新たな新基地問題「浦添新軍港」 

 

亀山統一、KAMEYAMA Norikazu（琉球大学・JSA 平和問題研究委員会） 

 

１．辺野古埋立の無法と、屈しない沖縄県民 

 日本政府は辺野古埋立を「粛々と」進めている

が、その工期は遅れている。しかも、沖縄防衛局

が計画変更申請を沖縄県知事が承認しないであろ

うこと、活断層、軟弱地盤、採取土砂、周辺生態

系への影響などの問題を乗り越えるのは容易なら

ざることから、本来、完成は不可能である。それ

にもかかわらず辺野古埋立が完工するとするなら

ば、それは、政府が日本国憲法に基づく日本の法

体系を崩壊させたことを意味する。 

 立石報告「沖縄辺野古埋立計画の非科学性」は

辺野古新基地建設を絶対に推進するために、いか

に「安全」が無視されているかを浮き彫りにする。 

埋立だけでも 12 年 9300 億円を費やしてなお、完

成する見込さえ立たず、中途に重大事故・人的犠

牲が生じる可能性もある。完成施設の安定運用も

危ういのだから本末転倒であるが、米軍にとって

は安全が確保されなければ普天間から移動しなけ

れば良いことなので、日米同盟内部で問題が先鋭

化していないのであろう。「国の予算をコロナ対

策に使え、今辺野古を埋め立てるときか」という

市民の主張は痛切である。 

 徳田報告「辺野古新基地反対運動・裁判が問う

国家と法のあり方」と前田報告「「沖縄の自治」

という〝神話〟、「法治国家」という〝神話〟」

は、政府が埋立事業を「合法」に進めるために、

地方自治の原理や諸制度、また諸法令を回復不能

なまでにねじ曲げて、裁判所もそれを追認してき

たことを明らかにしている。日本の民主主義、法

治主義の汚点となる歴史が刻まれ続けている。こ

うした無法にもかかわらず、沖縄県民は屈せず新

基地建設を拒んでいる。杉浦報告「米軍新基地建

設反対の「オール沖縄」の闘いに学んで」から、

その歴史背景を知ることができる。 

 こうした沖縄県民と沖縄県の壮大なたたかいの

到達点が「オール沖縄」である。 

２．オール沖縄の一致点と立脚点 

 沖縄の基地問題は、(1)戦後処理・復帰に伴う

処理がともに未解決なこと、（2）冷戦後の世界的

な軍縮が在日米軍にだけは及ばなかったこと、

(3)日米地位協定・密約などの不当な取り決めが

あることが原因である。すなわち、沖縄の基地問

題解決への賛否は日米安保条約への賛否に必ずリ

ンクするものではない。日米安保体制下でも、沖

縄の基地問題解決は住民として当然の要求、政府

として解決して当然の責務にほかならない。 

 だからこそ、辺野古新基地の当初案である「海

上ヘリポート」計画（1997）に対する名護市住民

投票において、防衛施設庁は、「政府の安保・防

衛政策への支持」を意味する「賛成」の選択肢で

はなく、「安保・防衛政策に不支持だとしても、

振興策なしには沖縄の経済社会は立ちゆかないか

ら従うしかない」という判断を意味する「振興策

が期待できるから賛成」の選択肢に○をつけるよ

う訴えて回った。沖縄県内の保守勢力は、「海上

ヘリポート」は 15 年後には解体されるし振興策

もあるから受け入れたし、その後の「軍民共用空

港」は辺野古の海をすっかり埋め立てるが、軍民

共用でしかもその後返還されて民間空港にできる

から受け入れた。 

 日米両政府は、2006 年の日米安全保障協議委

員会で「再編の実施のための日米ロードマップ」

を発表し、2011 年に現行案を正式決定した。こ

れは、純粋な軍事施設で、埋立で造成された土地

は国有地となり、そこに 70 年使用 200 年耐用と

される基地が建設される。そして、オスプレイが

普天間基地に強行配備された。県内の保守がつい

に離反して、「オール沖縄」が生まれた。 

 「オール沖縄」の一致点は、新基地建設反対、

オスプレイ配備反対、日米地位協定抜本改定であ
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り、日米安保条約廃棄や県内の全基地撤去は求め

ていない。 

 辺野古新基地を建設すれば、沖縄駐留米軍の多

数を占める海兵隊の駐留は固定化され、「基地の

島」の状態が永久化する。「孫・子の世代に戦

争・軍隊を引き継がない」「沖縄戦を決して再び

味わわせない」という強い思いを持つ地上戦体験

者達にとって、日米安保条約容認の保守層であっ

ても、それは一線を越える政策であった。 

３．展望せざるを得ない「基地のない沖縄」 

 こうして、保革を超えた県民（特に沖縄戦や米

軍占領時代を経験した世代）の上述のような思い

は、当然にも辺野古やオスプレイだけでなく、

「基地がない沖縄」と結びつかざるを得ない。 

 うるま市の 20 歳の女性が殺害された事件に追

悼・抗議して開催された 2016 年 6 月 19 日の沖縄

県民大会に際して、オール沖縄会議は、全国に向

けて次のようなメッセージを出して、海兵隊の撤

退までも要求した。「基地があるが故に繰り返さ

れる残忍な事件はこれで終わりにしなくてはなり

ません。」「凶悪事件の再発を防止するためには、

⋯県民が強く求める日米地位協定の抜本的改定や

海兵隊の撤退こそが残された道なのです。」「この

ような不条理に決して屈せず、基地のない平和な

沖縄を創り続けます。」 

４．浦添新軍港：那覇軍港を那覇港内部へ 

 那覇空港と都心の間に位置する米軍那覇軍港は、

返還されないまま、低頻度の使用が続いている。

沖縄島東海岸には、大型の強襲揚陸艦も着岸可能

なホワイトビーチ軍港があり、浅い埠頭しかない

那覇軍港の価値は大きくない。1996 年の SACO

報告で移設対象の基地の 1 つとなった。 

 移設先は那覇港である。那覇港は那覇市と北隣

の浦添市に広がり、政府が重要港湾に指定してい

る民港で、両市と沖縄県が管理組合をつくってい

る。那覇港は、取扱貨物量が激増するとの予測か

ら、浦添市側地域の開発が計画されていた。米軍

キャンプキンザーの地先の浅海を埋め立てて新た

な埠頭地区をつくり、その一角を那覇軍港移設先

とする計画であった。米軍は大深度の長い埠頭を

手に入れ、陸側には巨大な兵たん基地が隣接する

ことから、紛れもない新基地建設であり、米軍基

地強化・固定化の一環と批判されてきた。沖縄

県・那覇市は那覇軍港撤去を求め、浦添市は軍港

移設に反対してきたので、港湾計画はまとまらず、

20 年以上塩漬けになってきた。 

 ところが、今年 8 月、浦添市長が主張し、那覇

市と沖縄県が反対する移設案は米軍が受入困難だ

と沖縄防衛局が県に突然通知し、大きく報道され

た。これを受けて、浦添市長が、国も沖縄県・那

覇市も（過去には）受け入れ可能であった案を受

け入れると報道された。浦添市長は反オール沖縄

であるから、辺野古に反対するが、浦添新軍港に

ついては保守首長時代の判断を継承して反対しな

い沖縄県知事と那覇市長の矛盾をつき、オール沖

縄を一気に瓦解させることを狙う勢力が動いたも

のと、地元では考えられている。 

 那覇港管理組合も移設協議会も、これまで基本

的合意のない状況であったので、那覇港浦添市西

海岸開発地区の開発計画は全く白紙である。基本

案の策定や環境アセスメントなどすべてこれから

のことである。 

５．住民自治が自治体自治を動かす 

 こうした中で、浦添市の女性達が中心になって

「浦添西海岸の未来を考える会」が立ち上げられ、

浦添・那覇両市内での学習会やスタンディングな

どの宣伝活動が始まった。地元に強固な世論と運

動があれば、それに耳を傾けるのは、民主的な自

治体として当然のことである。「浦添新軍港は許

さない」の声を一つにして、市民がオール沖縄の

城間那覇市長・玉城県知事の背中を押して新基地

反対を表明させようとしている。軍港の可否は来

る 2 月の浦添市長・市議選挙の争点となろう。 

 こうして、オール沖縄は瓦解でなく、進化する

ことが期待される。再開発地は那覇周辺の唯一の

自然海岸で、良好なサンゴ礁や藻場の生態系を誇

る。辺野古や泡瀬干潟埋立に対する県民や研究者

の取り組みの経験が活かされよう。政府に抗して、

民主主義が沖縄ではまさに実践されている。 
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C3-3            韓国における「親日派」とは 

 

峰尾 菜生子、Mineo Naoko（東京支部） 

 

１．はじめに 

 本報告では、韓国における「親日派」とは何か

について発表する。発表者は日本と韓国の歴史や

イデオロギー状況に関する専門家ではないため詳

細な報告はできないが、韓国フィールドワークで

関心をもった「親日派」という観点から、日本と

韓国の関係について改めて考えてみたい。 

なぜ、「親日派」という観点から考えてみるの

か。その理由は大きく分けて 2 つある。第一に、

韓国フィールドワークで学んだなかで、韓国にお

ける「親日派」の扱いが気になったためである。

フィールドワークで訪れた植民地歴史博物館では、

「同じ時代 違う人生 親日と抗日」というコーナ

ーが設けられていた。日本の植民地支配に対する

抵抗運動だけではなく、日本の植民地支配に対し

て協力的であった「親日」の人々についても取り

上げられているのが興味深いと感じた。 

第二に、日本の右翼や保守層と韓国の「親日派」 

との関係に関心をもったためである。日本の右

翼・保守層の主張のなかには、「日本のおかげで

韓国は発展した」というものがある。さらに「親

日派」による著作などによって、「韓国人もこう

言っている」「朝鮮人自身が望んだこと」と強調

する動きもある。韓国の「親日派」は、近年では

日本の「新しい歴史教科書をつくる会」と同様の

歴史修正主義の動きなどにかかわっているとされ

る（金、2020）。現在にいたるまでの日韓関係を

とらえる上で、「親日派」は重要な要素の一つで

はないかと考えられる。以上の理由により、本報

告では韓国における「親日派」という観点から、

日韓の関係やイデオロギー状況を考え、議論する

ことを主な目的とする。 

「親日派」という観点から日韓の歴史、関係、

イデオロギー状況などを学び、考え、議論してみ

ることで、どのように連帯していけるかを考える

契機にもなると考えられる。 

 

２．韓国における「親日派」の存在 

 韓国では、日本の統治に積極的に協力してきた

人物たちを「親日派」と呼ぶ（日中韓 3国共通歴

史教材委員会、2006、p.146）。アジア太平洋戦争

後、多くの人々は「親日派」の処罰を求めた。 

しかし、米国による占領期は朝鮮総督府の官僚

や警察官がそのまま任用されたため、処罰は行わ

れずに終わった。1948 年に大韓民国が建国され

ると、「反民族行為処理法（処罰法）」が公布され、

反民族行為特別調査委員会ができた。しかし、初

代大統領の李承晩は「親日派」を保護したため、

調査や処分は不十分に終わった。調査対象 7000

件のうち、実際に調査されたのは 10%に満たない

682 件であり、うち起訴されたのは 221 件のみで

あったという（植民地歴史博物館ガイドブック、

p.60）。その後も「親日派」問題の処理は、南北

分断、軍事政権などさまざまな困難のもとで十分

に行われてこなかった。 

2000 年代に入ると、「親日派」の問題をきちん

と調査、処理しようという大きな動きが韓国の政

府からも市民からも出てくる。2004 年、「親日反

民族行為真相糾明特別法」が制定され、調査が行

われるようになった。2009 年、市民の力によっ

て『親日人名事典』が刊行された。この事典は、

林鍾国（イム・ジョングク）が新聞や雑誌、官報、

裁判記録などから作成した 1万 3千枚にも及ぶ人

名カードをもとに編纂された（植民地歴史博物館

ガイドブック、pp.62-63）。 

 その一方で、2000 年代以降、新たな「親日派」

の動きも活発になってきている。韓国における新

右翼の政治思想グループ、ニューライトである。

ニューライトのなかには、日本の「新しい歴史教

科書をつくる会」と同様に教科書を作り替えよう
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とする動きもある。2007年 3月に、ニューライト

系列の教科書フォーラムが「代案教科書―韓国

近・現代史」を発行した。2008 年 11 月には、保

守団体が教科書会社前で「親北左傾歴史教科書の

出版中止」デモを行うなどしている。2019 年、

李栄薫（イ・ヨンフン）らが書いた『反日種族主

義』が日本で累計発行部数 20 万部、韓国でも 11

万部のベストセラーになった。金（2020）によれ

ば、韓国で「親日派」と見なされることは一種の

侮辱とされるが、李栄薫らは公に「親日派」を宣

言している。公の「親日派」の登場は、1905 年

前後の日本の朝鮮併合を請願した一進会、1930

年代以降の太平洋戦争を支えた親日協力勢力に続

いて 3度目だという。 

日本のメディアなどでは韓国政府が「反日」教

育を行っているというような報道ばかりされてい

るが、韓国国内をみると「親日派」の動きもかな

り活発に見える。そのような「親日派」を支える

論理はどのようなものなのだろうか。 

 

3．「親日派」の論理 

 「親日派」の背景にある論理の一つが、植民地

近代化論である。「韓国の近代化、資本主義化を、

日本帝国主義が韓国にもたらしてくれた恩恵的な

贈り物とみる」（朱、2010、p.15）理論である。

日本は交通手段や学校の整備、耕地の整理、農産

物の品種改良、工場建設、貿易などをして経済を

発展させ、韓国を近代化に導いたというとらえ方

である。統計的な分析を用いているため、一見

「科学的」で「学問的」に見えるとされる。 

朱（2010）によれば、ニューライトは、感情的

にのみ反共を主張するオールドライトとは異なる。

ニューライトは、「社会科学の名を借りて、韓国

の自主的近代化の可能性を否定する『従属史観』

を伝播させることにより、朝鮮半島の南北民族の

平和的統一を指向するよりは、旧来の米・韓・日

三国軍事同盟による反共戦線の強化により、力ず

くで北朝鮮を崩壊させるべきだという、きわめて

好戦的な思想を裏づけようとするもの」（朱、

2010、p.4）とされている。 

金（2020）によれば、現在のニューライトの論

理は、植民地近代化論を超えて、植民地支配の強

圧性すら否定するとしている。さらに、民主化以

降に危機に陥った旧冷戦・親独裁勢力が、新自由

主義の論理と結合して攻勢をかけているという。

ニューライトの論理は、伝統的な極右論理（国家

主義、権威主義、人種主義、家父長制など）に、

新自由主義の論理（小さな政府、市場万能主義な

ど）が足されたものといえる（金、2020）。 

 以上のように概観すると、韓国の現在の「親日

派」は、伝統的な論理や歴史修正主義に加えて、

新自由主義の論理も組み込まれており、日本の現

在の右翼・保守層とも親和性があると考えられる。 

  

4．おわりに 

 本報告では、韓国における「親日派」について

述べてきた。概観してみると、韓国と日本のさま

ざまな共通点が浮かび上がってくる。日本での戦

争責任の問題と韓国における「親日派」の清算の

不十分さ、その背景にある米国との関係、歴史修

正主義の動きと歴史教科書問題、新自由主義との

結びつきなどである。もちろんこれらの点につい

ては、日本や韓国だけではなく世界的な潮流とも

いえるかもしれない。当日の分科会では、参加者

の皆さんとともに日韓の関係や現状、連帯につい

て議論していきたい。 
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C3-4       韓国における女性運動と反貧困運動 

 

吉村 さくら、Yoshimura Sakura（中央大学院生分会） 

 

はじめに 

韓国 FW では、女性活動家の話を聞く機会に恵

まれた。そこで印象的だったのは、「連帯」を強

く呼びかける活動家の姿であった。 

報告者が関心を寄せる女性の労働問題や貧困問

題は、長らく存在してきたが、いつか結婚して労

働問題や暫定的な貧困状態から解放されるという

暗黙の前提から不可視化されてきた（申 2015：

34）。これは、日本に限らず、強い世帯主義をも

つ韓国にも言えることである（呉 2014：14）。 

「女性活躍」をうたい経済成長のための女性動

員を目指す日本に対し、韓国では、ソウル市の朴

元淳市政に見られたように、女性の労働問題や貧

困問題について、女性支援の視点から様々な政策

が打たれた。この背景には、韓国の女性運動が広

く連帯し、下から突き上げ、自らの要求を政治に

反映してきた歴史がある（竹信 2018：20）。 

本報告は、女性の労働問題や貧困問題に対する

政策が、女性支援の立場から行われるに至った経

緯を概括的に描くことを目的とする。 

以下では、まず、韓国の女性運動の流れについ

て触れ、次に韓国の反貧困運動の概略を俯瞰し、

そして、女性運動と反貧困運動が直接的なつなが

りを持ったと考えられる 1997 年 IMF 危機で見出

された公的対策の方針を捉える。 

 

1．韓国における女性運動 

朝鮮における女性運動は、その思想的萌芽をす

でに 19 世紀に見られ、植民地期にも脱植民地と

女性解放を求める槿友会、植民地解放により建国

婦女同盟が結成されたが、朝鮮戦争勃発で誕生し

た独裁政権下、1960年の 4月革命後誕生した軍事

政権下では、知識人女性中心の家族法改正運動以

外は、国家政策を代行する体制運動のみが存在す

る状態であった。しかし、1970 年代、開発独裁

の下で低賃金、非人間的待遇にあえぐ女性が生存

権を求め立ち上がったことで、民主化の火口が切

られた（宋 2013：6）。 

 

2. 韓国の反貧困運動 

まず、韓国の貧困問題は、①貧困が国民全体に

とって問題であった朝鮮戦争時（1950～60 年代）、

②貧困が「減少」した 1970～90 年代初頭、③

1980 年代の格差拡大の時期、④1997 年 IMF 経済

危機以降の貧困そのものが増加し、格差もさらに

拡大した時期の 4 つに区分できる（呉 2014：12）。 

そして、韓国の反貧困運動の誕生は、1960 年

代にさかのぼることができる。当時、急速な産業

化と都市化で、多くの農民が都市に移動すること

で住宅が不足（1966 年時点で住宅不足率は 50％）

した。都市に流入した農民は、郊外地域で無認可

の住宅を建て、定着した。1960 年代は、政府が

黙認したこともあり、大量の無認可定着地が構造

的につくりだされた。仕事不足かつ住宅不足の二

重苦という問題を背景に、韓国の貧困運動は、居

住権運動から始まったといえる（呉 2014：15）。 

1970 年代に入ると、政府が民間建築会社と提

携し、都市再開発政策を推進する一方で、無認可

住宅の撤去を開始した。これに対する抵抗運動と

して、都市貧民運動が生まれた（同上）。 

都市貧民運動は、住居のみならず、低所得住民

が密集している地域を土台に、住民が抱える教育

や福祉、失業の問題を、住民主体で解決する社会

運動でもあった（呉 2014：16）。 

1970 年代初期、貧困地域の人びとは一般的に

不安定な労働に従事している場合が多いことから、

より安定的な仕事を求め、生産共同体と呼ばれる

自主的組織が作られた。1990 年代に本格的に始

動し、特に建設や縫製分野で組織されたものの、

専門技術や人材不足、労働者の意識不足などが原
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因で失敗が続いた。しかし、貧困階層の自主的脱

貧困運動モデルとしての研究をきっかけに政府も

動き出し、1996年には全国 5か所に自活支援セン

ターが設置され、そこで自営創業支援や教育訓練

などが行われることになった（呉 2014：17）。 

 

3. 女性運動と反貧困運動 

「はじめに」でも述べた通り、女性の労働問題

や貧困は、長らく存在してきた問題であるが、不

可視化されてきた。第 1 節、第 2 節で見た女性運

動と反貧困運動がつながりを見せたのは、1997

年 IMF 経済危機であると考えられる。 

IMF経済危機克服のため、金大中政権は財閥改

革、金融改革、公企業改革のほか、整理解雇制と

派遣法制定の代わりに、労働勢力を政策決定過程

に参入させるため労使政委員会という三者協議会

を設置する労使関係改革を進めた。しかし、労使

関係改革は、結果として労使関係に市場原理を持

ち込み、新自由主義の立場をとらせ、サムスン財

閥の躍進のような独占強化と、整理解雇制、派遣

法による非正規雇用の増大をもたらした（宋

2013：14）。 

第 2 節で述べた韓国の貧困問題の第 4 期では、

格差拡大の進行と並んで、非正規雇用の増大によ

るワーキングプアの社会問題化が指摘される（呉

2014：13）。非正規雇用は男女ともに増大したが、

女性労働者に関しては「夫がいるから問題ない」

という前提から解雇され、非正規化されるという

ジェンダー的要因を看過してはならない（竹信

2018：20）。 

紙幅の関係で非正規雇用の解雇撤回をめぐる闘

いを詳細に述べることはできないが、ここでは、

女性運動で目指された方針が、反貧困運動と結び

つく事例として社団法人女性と分かち合い・社会

的企業保育コールの事例を紹介する。 

社会的企業保育コールは、2007 年成立の社会

的企業育成法をもとに釜山で設立された。主な事

業内容は、ベビーシッターの派遣である。 

団体代表である손정은（ソン・ジョンウン）氏

は、約 20 年間、女性運動に携わった経験を踏ま

え、女性の政治参加、社会参加、経済的参加の保

障など社会的な使命をもって社会的企業を運営し

ていると話す（손 2014：25）。 

ここには、例えば、「労働解放が女性解放も実

現する」という既存労組への疑問を出発点に

1999 年に成立した韓国女性労働者会（KWWA）

が提唱した、職場と家庭の両方で担わされてきた

女性を解放するためには、保育所づくりなど、家

庭からの解放が必要であるという方針が実践され

ている。すなわち、ベビーシッターが低待遇に置

かれている理由が、保育や子供をケアすることを

「労働」と認識する歴史が浅いことにあるとし、

保育コールの取り組みを通じて、これが社会的労

働であると認めさせる試みである（同上）。 
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D1-1         日本の異常気象と気候変動 

 

河野 仁、Kono Hitoshi（元兵庫県立大学、大阪支部、JSA-ACT） 

 

１．はじめに 

 最近、集中豪雨、洪水・土砂崩れ、夏季の異常

高温、暖冬などの異常気象が増えている。気象庁

は、気温や降水量などの異常を判断する場合、

「ある場所・ある時期において 30 年に１回以下

で発生する現象」を異常気象と定義している。 

本稿は日本の気候変化、異常気象とそのメカニ

ズムについて解説する 1)。 

２．日本における気温の変化 

日本における地球温暖化による気温上昇は

1881 年から 2017 年の 137 年間に 1.0 ℃であり、

世界平均の気温上昇と同じ値である。気温変動の

中には大気と海洋の固有振動、火山噴火のエアロ

ゾルの影響などの自然変動が含まれているが、自

然変動による変動幅は 5 年間移動平均気温で±

0.5 ℃以内である。日本で 30 年に 1回の頻度で定

義される異常気象の増加が顕在化したのは、産業

化前からの地球の平均気温上昇が自然の変動幅

0.5℃を上回った 1980年から 2019年までの期間で

ある（3 章）。 

2001 年の IPCC 第 3 次評価報告書では、過去

100 年間に、全球平均地上気温は 0.6±0.2 ℃上昇

したとあり、温暖化による気候影響が観測されて

いることに初めて言及している。異常気象に関し

ては、1950 年以降、極端な低温の発現頻度は減

少し、極端な高温の発現頻度は若干増加した可能

性がかなり高いと述べている。 

2014 年の IPCC 第 5 次評価報告書では、1850

年から気温は 0.85℃上昇し、気候に対する人為的

影響は、大気と海洋の温暖化、世界の水循環の変

化、雪氷の減少、世界平均海面水位の上昇、及び

いくつかの気候の極端現象の変化が既に検出され

ていると述べている。 

３．異常気象と偏西風波動，ジェット気流 

(1)日本における異常気象 

気象庁によると、日本では 2005 年以降ほぼ毎

年、異常気象が発生している。2005 年～2019 年

の 15 年間の内、太平洋高気圧が強く、異常高温

の夏は 6 回、太平洋高気圧が弱く、日照不足など

不順な天候であった夏は 4 回、太平洋高気圧の張

り出す位置が南に偏り、北・東日本太平洋側で日

照不足、沖縄・奄美が高温だった夏が 1 回ある。

冬については、シベリア高気圧が強く、寒い冬が

6 回、シベリア高気圧が弱く、暖冬が 2 回である。 

異常気象は全て、偏西風やジェット気流の蛇行に

従来にない大きな変化を伴っているが、蛇行の経

路や日本のどこを流れるか、その位置によって、

異常気象の現れ方が逆になったりする。 

(2) 偏西風・ジェット気流の蛇行－地球の大気大

循環 

中緯度では偏西風波動が存在し、これが中緯度

の大気の南北方向の熱輸送の主役を果たしている。 

偏西風波動は南北の温度差によって、波動の形や

その南北の位置を変える事が室内実験や観測で知

られている。また、海上と陸上の表面温度差やヒ

マラヤやロッキーのような大きな山脈の影響も受

ける。北半球では冬は偏西風の南端が台湾辺りの

低緯度まで南下するが、夏は北上し北海道以北が

偏西風の範囲となる。夏の本州は中緯度の高気圧

（太平洋高気圧）に覆われる。偏西風波動は①極

を中心に同心円状に流れる、②南北に大きくヒト

デ状に波打つ（蛇行）、③ヒトデの先の渦がちぎ

れる、の 3 つのパターンがある。①の場合は南北

の熱交換が小さくなる。②、③の場合は南北の熱

交換が大きくなる。 

世界中で異常気象が頻発している原因は、偏西

風波動の蛇行位置に、従来なかったパターンが生

まれるためである。地球温暖化によって、赤道と

極の温度差が減少していることや、海域と比べて

陸域の温度上昇が大きい事が偏西風の蛇行変化を
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起こしている、と筆者は考えている。気象モデル

を使った数値シミュレーションによる研究は行わ

れているが、 初期条件の少しの差が時間経過と

ともに拡大するカオス現象が関係しており、偏西

風波動の異常を再現できるところまでは実現でき

ていない 2)。現在のところは、観測データを解析

し、統計的に異常性を検出している段階である。 

観測によると偏西風・ジェット気流は従来にな

い蛇行が生じており、その影響で、夏は非常に暑

い年と日照時間の少ない夏の年が共に現れる。さ

らに、冬はシベリア高気圧が強まる寒い冬の年と

シベリア高気圧が弱まる暖冬の年の両方の極端が

生じている。異常気象は、エルニーニョ/ ラニー

ニャや北極振動等の大気と海洋の両方の固有振動

と連動している。地球温暖化によって集中豪雨、

異常気象は更に強まると予想されている。 

 

４．海面水温・気温上昇による豪雨・大雨の増加

と洪水の発生 

1980 年頃からの 34 年間に、１時間降水量 50 

mm 以上の滝のように降る豪雨の発生回数は 1.4

倍に増えた（気象庁）。豪雨の影響で、全国的に

土砂災害が約 2倍に増えた。さらに、2010年代に

入り、集中豪雨による河川水量が河川の

計画規模を上回る量に達し、その結果、

洪水が急増している（国土交通省）。 

豪雨が増加している原因は大気中の水

蒸気量の増加にある。日本の夏季（6 月

～8月）の水蒸気量は 1981年から 2018年

の 38 年間に 10%増加している。その原因

は、気温が上昇したことによる。気温と

海面水温はほぼ同じように変化してお

り、大気と海洋が結合して、気候に影響

している。 

 

文献 

1)日本の科学者 vol. 55, 2020 年 9 月

pp.11-18. 

2)地球温暖化そのメカニズムと不確実

性、日本気象学会地球環境問題委員会

編、pp.82-95, 朝倉書店、2014. 
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図 1 異常気象をもたらす偏西風蛇行例：

2018 年寒冬と 2020 年暖冬の日本上空を流れ

るジェット気流の経路 (背景の地図は Google 

Earth) 



日本科学者会議第 23 回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

D1-2       縄文時代海進で見える地球温暖化の検討 

  ―植物が主体である低エントロピー社会の模索― 

 

後藤 隆雄、Goto Takao（元神戸大学）・松下 まり子、Matusita Mariko（元神戸大学） 

 

１．はじめに  

腹水盆に帰らずの諺は、現実には息づいていな

い。ここでは縄文時代の海進や海退の歴史を見つ

めて、近代工業化社会を速く脱出すべく思考に歩

み出すことが重要であろうと思われる。 

筆者が特に強調したいのは、化石燃料と称する

石炭、石油、天然ガス等は何億年もの地球活動の

結果として出現したものであり、それを 100年足

らずの人間の生産活動で焼出して良い筈もないま

して大量の二酸化炭素を排出して、地球温暖化で

地球の前途を暗くすることは許されない。 

 

２．気候変化と縄文時代 

 人類生誕後の地球の歴史は温暖期と寒冷期が

10 万年周期で交互に繰り返すという変化をした。 

すでに現在、図 1のように、1 万年以上が過ぎ氷

期に向かう筈であるが、図中の三角形地点で 10

万年周期の変化地点である。このような 10 万年

周期の変換点になり、この変動は主に地球の公転

軌道や地球の地軸の傾きなどの周期的な変化によ

るものである。最終氷河期の最寒冷期には現在よ

りも 120~130ｍの海水準が低下したとされる。 

 

３．ホモ・サピエンスが日本列島の各地に 

日本列島に現生人が住み始めた時期は、寒冷な

最終氷河期の時期で、６万年前頃です。この中で

1 万５000 年前の急激な環境変化については、世

界各地に拡散した人類が初めて経験する、非常に

温暖な非常に安定した時期の始りでもあった。こ

の時期は世界各地で色んなことが起こり、その一

つが縄文時代の到来と言えます。 

 

４．縄文時代に何を確立したのか？ 

 大型動物はすでに絶滅していたことから、①槍

や弓が挙げられ、次に定住地として②竪穴式住居

が確立し、食糧供給改善道具としての③縄文土器

の進歩も、これと並んで重要であったと思われる

のがこの時代の制度であったでしょう。この時代

の 1万年間が上記での 3本柱を大切にして、原始

共産主義社会を実行したことであるでしょう。 

 

５．縄文人はこの大きな気候変化をどう克服 

 グリーンランド周辺では、50 年間で年平均気

温が７~８℃、それ以上上昇する気温変化が起こ

ったと推測されている。また寒冷な氷期に戻るこ

ともあり、気候変化の激しい時期であった。 

 このような気候の変化はそこでの植生の変化に

も反映されている。松下友人の中川氏の発表によ

ると、福井県の水月湖の花粉分析（図 3）では、

1 万 5000 年前頃に植生に大きな変化が起こって

いたことが明にされている。これまで多かったツ

ガル属とかマツ属の冷温帯性、亜寒帯性の針葉樹

は１万 5000 年を過ぎるとほとんどなくなって、

それからブナやコナラといった針葉広葉樹主体の

森林へと変化して行った。またこのような変化は

日本列島の各地で起こっていた。 

 最後に、縄文人の地域人口密度をまとめた表か

ら整理すると、図４は関東地区の人口ピーク時期

が温暖化ピークで、初期の 25 倍に、倍率第 2 位

の中部地方でも 20 倍以上に達している。これら

の地域は巨大平野部分を有する地域で、大きな河

川が小さな多数河川と連なっている。現行海岸線

地下 100ｍからの水面上昇にはこれらの中小河川

も関与させられ、腐葉土下の農作物や果樹園等豊

となり、多数人口がその喫水域で生活出来た。し

かし、更なる温暖化と乾燥は被害をもたらし、時

代終末期には初期人口より関東だけでなく落下。 
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D1-3       気温上昇 1.5℃にむけた地域の削減対策 

 

歌川 学、Utagawa Manabu（産総研） 

 

１．はじめに 

 気候変動の悪影響を回避低減するため、温室効

果ガス排出量の大幅な削減が求められている。

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)は 1.5℃上

昇抑制の排出経路の代表例として、世界のCO2排

出量を 2030 年までに 45%削減、2050 年排出ゼロ

を示した。これを意識し世界 120 カ国以上が

「2050 年 CO2 排出実質ゼロ」を宣言した。日本

でも首相が 2050 年温室効果ガス排出実質ゼロを

宣言、170 を超える自治体が「2050 年 CO2排出実

質ゼロを宣言した。これは地域の脱炭素にむけた

大きな一歩である。自治体にはゼロ宣言後の課題

がある。第一に自治体は地域の排出量、エネルギ

ー需給の把握が必要である1。第二に自治体計画

に 2050 年目標を位置づけ、2030 年までの中間目

標などを定めることが必要である。第三に 2050

年までのロードマップ(排出削減の道筋)が必要で

ある。これまで長野県がロードマップを示した。

第四にその実現のための政策導入である。これら

の上で地域で専門的知見を活かし、対策実施、進

捗評価し、確実に目標を達成していく。 

 本報告ではロードマップの基礎になる 2050 年

にむけた CO2排出削減シナリオの検討を行う。 

 

２．自治体の排出実態と対策 

 自治体のエネルギー消費構造には地域により大

きな違いがある。一部の県は工業地域をかかえ、

「工業県」と分類できる。市町村でも素材工場が

立地、特定の素材製造工場が排出の多くを占める

ところがある。「大都市型」は、産業部門と運輸

部門の割合が小さい。「田園型」も産業部門の割

合が小さい。「中間型」に位置する、産業部門の

割合が中程度のところがある。 

 自治体はこれら特徴より、対策の重点を把握し、

地域の排出量、エネルギー需給を把握し、対策を

考え、政策を立案することが必要である。 

 

３．自治体の排出削減シナリオ 

 次に自治体の 2050 年にむけた CO2 排出削減シ

ナリオの検討を行う。対象は工業県の岡山県、中

間型の長野県と京都府、神奈川県小田原市である。 

(1)活動量想定 

 活動量は今後人口比で推移、家庭のみ自治体世

帯数比と想定、詳細は表１の通りとする。 

表 1 活動量 

部門 活動量 予測 

産業 生産量・生産指数 全国人口に比例 

業務 延床面積 自治体人口に比例 

家庭 世帯数 自治体世帯数 

運輸旅客 旅客輸送量 自治体人口に比例 

運輸貨物 旅客輸送量 全国人口に比例 

(2)省エネ、再エネ想定 

 既に商業化済みの技術を想定、新技術利用は基

本的に想定しない。電気自動車のみ商業化目前の

技術も想定する。対策想定は表 2、表 3 の通りで

ある。原子力、CCS、CCU は想定しない。 

表 2 省エネ・電化想定 

 2030 2050 

省

エ

ネ 

更新時に省エネ機器普及。 

新築・建てかえ時に断熱建築(ゼロエミッショ

ン住宅、ビル)普及。 

自動車更新時に燃費のよ

い車を選択 

 

電

化 

鉄鋼で電炉割合 50% 

乗用車の 20%、バス・ト

ラック 3%電気自動車化 

産業:低・中温熱電化 

鉄鋼で電炉割合 70% 

100%電気自動車化 

表 3 再エネ・燃料転換想定 

 2030 2050 

電力 石炭石油停止 

再エネ 44% 

再エネ転換 

低温熱利用 一部電化または再

エネ熱 

電化または再エ

ネ熱 

中温熱利用、

自動車燃料 

 電化のうえ再エ

ネ電力に転換 

高温熱 石炭石油は不可欠用途以外ガス転換 
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(3)結果 

 2030 年と 2050 年の最終エネルギー消費、電力

消費、CO2 排出量は以下の通り。素材製造業の多

い工業県の岡山県を含め最終エネルギー消費は

2050 年度に 2010 年度比で 3 分の 1 かそれ以下へ

の削減が技術的に可能である。2050 年度の CO2

排出量は 1990 年度比で岡山県で約 90%削減、他

はさらに削減することが技術的に可能である。 

残る CO2排出は産業の高温熱利用である2。 

表 4 試算結果 

 2030年度削減率 2050年度削減率 

最終

エネ 

電力

消費 

エネ起

源 CO2 

最終

エネ 

電力

消費 

エネ起

源 CO2 

岡山県 44% 17% 55% 71% 18% 89% 

長野県 43% 30% 62% 69% 30% 99% 

京都府 43% 35% 60% 65% 34% 99% 
小田原市 41% 28%  69% 30% 95% 
注：最終エネルギー、電力消費は 2010 年度比(小田原市

は 2015 年度比)、エネルギー起源 CO2排出量は 1990 年度

比(小田原市は 2015 年度比) 

４．地域カーボンバジェットとの関係 

 次に地域のカーボンバジェット（地域の排出許

容量）を求め、表 4 の結果と比較する。 

 地域のカーボンバジェットは以下のように求め

る。IPCC の示した世界のカーボンバジェットを、

人口比で日本に配分(近江ら,2018)。次にこれを人

口比、および排出構造を考慮し配分する。人口比

配分では自治体人口の日本全体比でバジェットを

配分する。排出構造考慮の場合は、日本のバジェ

ットをまず各部門、産業部門はさらに業種に配分

し、これを各部門の活動量あるいはそれに近い指

標で各自治体に配分する（歌川ら,2020）。 

 岡山県の 2018 年度以降の CO2 累積排出量は、

気温上昇 1.5℃未満抑制、2℃未満抑制のカーボン

バジェットを大幅に超過する。バジェット内にお

さめるには対策の前倒しが必要である。長野県、

京都府、小田原市は排出構造考慮、気温上昇 2℃

未満抑制のカーボンバジェットにおさまるが、

 
1 現在多くの自治体で温室効果ガス排出量、CO2排出

量、エネルギー供給量、消費量が把握されていない。仮

の値として環境省や他の機関が自治体ごとに試算した値

1.5℃未満抑制のカーボンバジェットを超過する。

1.5℃未満抑制のバジェットを達成するには、

2030 年度までの対策強化あるいは 2-3 年の対策前

倒しが必要である3。 

 

５．まとめ 

 自治体の 2050 年排出実質ゼロ宣言が続いてお

り、これは地域の脱炭素への第一歩である。次の

ステップとしてのロードマップ策定のための排出

削減シナリオを検討した。シナリオでは省エネは

設備機器更新、建築物更新時に省エネ型を導入と

し、電化と再エネ転換なども想定した。 

 工業県および中間型府県・市の試算の結果、

2050 年には最終エネルギー消費は 2010 年度比(市

では 2015 年度比)で 3 分の 2 又はそれ以上の削減、

エネルギー起源 CO2 排出量は工業県で 1990 年度

比約 90%削減、中間型では 1990 年度比(市では

2015 年度比)95-99%削減が技術的に可能であった。 

 産業革命前からの気温上昇 1.5℃、2℃未満抑制

のための地域カーボンバジェットと累積排出量を

比較した。工業県では 2℃未満抑制のバジェット

も超過、対策前倒しが必要になった。中間型自治

体では排出構造を考慮した 2℃未満抑制のバジェ

ットを満たすが 1.5℃未満抑制バジェットを超過

した。達成には数年の対策前倒しが必要である。 

 各自治体はこうした考慮のもとにロードマップ

を作成、計画を策定し目標を確実に実現していく

ことが求められる。 

引用文献 

近江・上園・歌川:「地域カーボンバジェットの

算出〜手法開発と課題・展望」,日本環境学会全

国大会予稿集，2018. 

歌川・上園・氏川・近江・林・塩飽「気温上昇 

1.5°C 未満地域カーボンバジェットを考慮した 

CO2 排出実質ゼロにむけた地域の対策」日本環

境学会全国大会報告，2020. 

などを使うことが出来る。 
2 地域の排出想定なので船舶航空燃料は含んでいない。 
3 植林などの人為的 CO2吸収対策は考慮していない。 
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D1-4      複雑化する電力市場は脱炭素化に寄与するか？ 

 

佐川 清隆、Sagawa Kiyotaka（名古屋大学） 

 

１．はじめに 

 2020年 4月の発送電分離により、電力会社の送

送電・配電を担う部門は法的には別会社（一般送

配電事業者）となった。一般に、発送電が分離さ

れた下では一般送配電事業者は電源を持てないた

め、各種の市場を介して電力の安定供給を実現す

る。発送電分離を契機に、様々な電力市場が作ら

れているが、本稿ではそれらが脱炭素化や電力シ

ステムの革新につながるのかを考える。 

 なお、本稿が取り扱う「電力市場」とは、日本

卸電力取引所（JEPX）ないし一般送配電事業者

が運営し、発電事業者・小売事業者・一般送配電

事業者間での取引を指すものである。例えば、顧

客の獲得競争といった小売事業者と電力需要家の

契約については、本稿の「電力市場」には含まな

い。 

 

２．多数の電力市場の形成 

 表 1 に日本における各種電力市場の開設と、関

連する動きを示す。2003年の JEPXの設立以来、

2000 年代にも電力市場の運用は行われてきた。

しかしそれが加速する契機となったのは、東日本

大震災とその後の原発事故である。民主党政権の

下での議論を経て、2013 年には安倍政権のもと

で「電力システムに関する改革方針」が定められ

る。その第１段階としての電力広域的運営推進機

関（OCCTO）の創設、第２段階としての電力小

売全面自由化を経て、第３段階として発送電分離

が実施された。 

 表 1 に示すように、とりわけ 2018 年以降、非

化石価値取引市場、ベースロード市場、電力先物

市場、容量市場、需給調整市場と矢継ぎ早に電力

市場が形成されていることがわかる。このうち非

化石価値取引市場は、二酸化炭素を排出しないと

いう環境価値を取り引きするものだが、再エネと

原発の電力を同列に扱う点が批判されている。ベ

ースロード市場は、「ベースロード電源」とされ

ている石炭火力・原発の電力を新電力も購入可能

にするためのものである。 

容量市場は将来にわたり電力需要のピーク時に

も十分な電源を確保するための市場だが、後述す

るようにその大半は石炭を含む火力発電と原発が

占めている。2021 年度から順次運開予定の需給

調整市場は電力の需給バランスを維持するために

発電量を調整できる能力を売買する市場だが、こ

れも当面はその大半を火力発電が占めることが予

想される。 

 

表 1. 日本における電力市場関連の動き 

（市場名のみのものは、取引開始年月） 

年/月 できごと 

(2000/3 電力小売の部分的な自由化) 

2003/11 日本卸電力取引所の設立 

2005/4 卸電力市場 

2009/4 先渡取引市場 

(2011/3 東日本大震災) 

(2012/7 再エネ固定価格買取制度(FIT)施行) 

2013/4 「電力システムに関する改革方針」 

閣議決定 

(2012/12 第二次安倍政権の発足) 

(2015/4 OCCTOの創設) 

(2016/4 電力小売全面自由化) 

2016/4 1 時間前市場 

2018/5 非化石価値取引市場 

2019/8 ベースロード市場 

2019/9 電力先物市場 

2020/4 発送電分離 

2020/7 容量市場 

2021~ 需給調整市場が順次運開予定 
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このように、2018 年以降に設立の電力市場は、

その多くにおいて石炭を含む火力発電と原発が主

要な取引対象となっている。 

 

３．容量市場で 1.6 兆円の 75%が火力発電へ 

 2020 年に実施された容量市場の約定結果は驚

くべきものだった。約定総額は 1 兆 5987 億円に

のぼった。これは小売事業者の送売上の 1割近く

にあたり、高い高いと批判されている FITによる

再エネ賦課金 2.4兆円/年の三分の二にもなる。 

約定された電源のうち、火力発電が 75％を占

めた（石炭等：24.6%、LNG（液化天然ガス）：

42.3%、石油その他：8.0%）。残りは揚水 12.8%、

一般水力 7.9%、原発 4.2%と続き、その他の再エ

ネはわずか 0.2%に過ぎなかった。 

容量市場はシングルプライスオークションであ

るため、入札した電源の中で最も高い価格が約定

価格となり、全ての電源に適用される。設備利用

率が低く、卸電力市場からの収入が得にくい比較

的低効率な LNG 火力や石油火力が必要とした単

価が、高い設備利用率で卸電力市場からもおおく

の収入を得る石炭火力・原発にも適用されてしま

う。このことが、約定総額が約 1.6 兆円にもなっ

た一因である。 

現在の容量市場は多くの問題を抱えている。第

一に、政府は 2030 年までに石炭火力発電を 100

基休廃止するとしているが、今回の容量市場では

そのうちの多くが入札したと考えられる。近々廃

止予定の電源に、わざわざ新制度によって追加の

収入を与える必要性には疑問がある。第二に、容

量市場は十分な電源を将来にわたり確保するため

の唯一の手段ではない。容量を確保するための特

別な枠組みを持たない地域や、ピーク時ないし緊

急時にのみ運転し、卸電力市場では十分な収入が

得られない電源のみに収入を与える「戦略的予備

力」を採用する国・地域もある。前述の通り、全

電源にシングルプライスで支払いを行う容量市場

はコスト高になりやすいが、日本での議論は「容

量市場ありき」で進んだ節があり、その他の選択

肢に関して詳細に検討した形跡は見当たらない。

第三に、入札した電源はその多くを大手電力グル

ープが保有していると考えられるが、容量市場へ

の支払いは新電力も含めた全ての小売事業者に課

される。そのため、特に火力発電・原発を持たな

い中小の新電力が不利になるということである。 

 

４．需給調整市場も火力発電中心か  

 2021 年からは順次需給調整市場が始まるが、

需給調整市場は容量市場以上に火力発電と水力・

揚水発電以外の電源による参入は当面容易ではな

いと考えられる。したがって、需給調整市場によ

り火力発電を持つ事業者が更に多くの収入を得る

ことが危惧される。 

 

５．おわりに  

 2018 年以降に創設された電力市場は、その多

くが石炭火力を含む火力発電や原発に大きな収入

をもたらすものである。これらの多くは脱炭素化

に資するとは言い難く、むしろ石炭火力の強力な

延命につながるものが少なくない。一つの本質的

な問題は、非化石価値取引市場を除くあらゆる市

場で、温室効果ガス排出に対する規制が行われて

いないことである。その根底には、エネルギー基

本計画と長期エネルギー需給見通しによる政府の

2030 年の電源構成の目標が、いまだに石炭火力

発電を 26%と温存し、原発を 20～22%と現状より

飛躍的に高めるものになっていることにある。 

2021 年はエネルギー基本計画の見直しの年とな

っており、策定の議論が開始されている。エネル

ギー基本計画で原発と石炭火力を速やかに廃止す

る目標を設定し、過度に火力発電や原発を支援す

る電力市場設計をやめ、再エネや蓄電池、デマン

ドレスポンス、バーチャルパワープラントなどの

革新的技術がより活躍できる電力市場設計に方向

転換する必要がある。 

 

引用文献 

[1] OCCTO：「容量市場メインオークション約定

結果（対象実需給年度：2024年度）」（2020） 
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D1-5        持続可能な社会の建設（その６） 

― 水素社会 CO2フリー社会 脱原発社会 洋上太陽光発電基地 ―   

 

草野 清信、Kusano Kiyonobu（宮城支部） 

 

１．はじめに 

 2020 年 8 月、熱中症で亡くなった人は都内で

187 人に上った。ひと月の死者数は、統計開始以

来最多であるという。朝日新聞デジタル版(2020

年 6 月 6 日）によると、世界気象機関（WMO）

は 2020 年 6 月 5 日、今年 5 月の大気中の CO2 濃

度が過去最高の 417.1ppm を記録したと報じてい

る。台風の大型化なども加わって生物が生存でき

る環境が急速に失われつつあるようだ。早急の抜

本的な対策が必要である。 

２．循環型社会の提唱 

 大気中のCO2濃度増加に伴う地球環境悪化に心

を痛める研究者は多く、環境改善の提案もなされ

ている。エアロトレインの発明者小濱泰明氏（東

北大学名誉教授）はマグネシウム燃料電池による

循環型社会を提唱している 1)。これはマグネシウ

ムと海水を反応させることによって直接発電する。

使用後のマグネシウムは太陽光を集光して高温を

作り出して触媒とともに真空中で約 2200℃に加

熱することにより還元して循環使用する。 

 橋本功二氏（東北大学名誉教授）はメタンの燃

焼によって火力発電し、排気ガスの二酸化炭素と

海水の電気分解で得た水素とを化合させてメタン

に戻して循環使用する、「グローバル二酸化炭素

リサイクル」を提唱している 2)。水の電気分解に

は太陽光発電を採用する。 

３．洋上太陽光発電基地と燃料電池を 

物理基盤とする水素社会の提唱 

 著者は、東日本大震災前年の 2010 年に、洋上

太陽光発電基地と燃料電池を物理基盤とする未来

社会建設構想の練り上げに着手した 3)-4)。前提は

定常発電電力 1 億 kW そして太陽電池のエネルギ

ー変換効率は 12(%)である。計算結果は約

13,000km2 の洋上太陽光発電基地を、日本の最東

端の南鳥島近海の排他的経済水域に建設すればよ

い、というものだ。建設費用と建設期間は、それ

ぞれ、約 100 兆円および約 35 年である。 

 本構想では水の電気分解と発生する水素の液化

が前提になっている。液化した水素をタンカーで

陸上に運ぶ。ここに設置されている燃料電池発電

所で水素エネルギーを電気エネルギーに変換して、 

送電網を介して消費者に届ける。 

 参考文献 5)～9)で示した考察を基にしてまと

めたシステムが図 1である。日本の定常発電電力

1 億 kW を生むには 1 日当たり 12 万トンの水素

が必要になる。これを洋上太陽光発電基地で発生

させて液化する。そしてタンカーを使って日本各

地 30 カ所に配置された燃料電池発電所に運び、

電力を発生させる。排気ガスとしての水が 1 日

108 万トン発生するが、これを集めて同じタンカ

ーを使って南鳥島近海の発電基地に運び再び水素

を生産する。 

 これで一巡するが、二酸化炭素を発生させるこ

となく 1 億 kW の電力を継続的に生産できること

が分かる。本システムは排気ガスである水を循環

使用していることがミソである。 

また、生産した水素を用いて、タンカーの運航、

海流によって流される洋上太陽光発電基地の位置

修正そして水素の液化を行う。そのために消費さ

れる水素の割合は一段予冷では生産量の 30%程度

であること 7),8)、2 段予冷では 25%であることも

明らかにしている 9)。これら数値は「石油社会」

の維持に使われる石油の割合が 25(%)程度である

ことを考えると「水素社会」が現実味を帯びてく

る。  

日本の全消費エネルギーを電力に換算すると 3

億 kW であるが、その 1/3 である１億 kW の電力

を発生させる洋上太陽王発電基地の解析を行った。
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不足の２億 kW の電力を発生させるためには、①

エネルギー変換効率が 12%から 24%である太陽電

池に変更する、さらに②36%のものに変更すれば

よい。24%の太陽電池はすでに実用化されており、

36％のものも実用化に近づいている。 

４．今後の課題 

 構想はまとまったが、いくつかの課題が残って

いる。それらは①太陽電池間の結線法、②電解漕

間の結線法、③洋上太陽光発電基地内の送電法の

検討などである。実用に耐えるまでに詰める作業

が続く。 
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図 1  脱原発・CO2フリー社会を可能とするシステム 
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D1-6   九州電力管内における太陽光／風力発電の抑制の現状と課題 

 

                 冨塚 明、Tomizuka Akira（長崎大学環境科学部） 

 

１．はじめに 

九州電力管内では４基の原発（計 4,140 MW）

がフル稼働した 2018年秋以降、現在（20年 10月

末）まで太陽光発電の抑制が実に 142 回も実施さ

れた（うち 41 回は風力発電も合わせて抑制）。電

力需要の少ない時期に好天に恵まれた結果、太陽

光発電による供給量が過剰となり、抑制されたの

である。この抑制は「輪番」的に行われるが損失

保障は行われないため発電事業者、とくに今後の

新規の事業者の意欲をそぐものとなる。 

本稿ではなぜ九州電力だけが、しかも頻繁に抑

制される事態となっているのか、公表されている

資料をもとにその実態を把握し、抑制回避の方向

性を探る。 

  

２．九州電力管内の電源構成 

九州電力管内（以下、離島を除く）の発電設備

の容量を図１に示す。太陽光発電、風力発電、バ

イオマス発電はそのほとんどが九州電力以外の事

業者の所有である。特徴的なのは太陽光発電所の

設備が原子力発電所の２倍以上あり、しかも火力

発電所と同規模となっていることである。なお、

九州電力はＪパワーなどの発電事業者から電力の

供給を受けている。一方で風力発電所は太陽光発

電所の 6%の規模でしかない。 

 

図 1. 九州本土の発電設備容量 

３．優先給電ルールに基づく抑制・調整 

九州電力が定めている余剰電力に対する出力抑

制・調整の手順を以下に示す。 

①火力・バイオマス電源の出力抑制 

②揚水動力・蓄電池充電による調整 

③関門連系線を活用した域外送電 

④太陽光・風力の出力抑制 

⑤原子力・水力・地熱電源の抑制 

これまでで抑制量が最大となったのは 20 年 2

月 23日で、太陽光 16,860 MWh（発電量の34.4%）、

風力 550 MWh（同 22.6%）であった。この日の発

電状況を図 2 に示す。正の電力分が供給実績で、

点線が需要曲線である。この点線より上の部分が

余剰電力で、同じ量をマイナス側に描いている。 

 

図 2. 抑制日の電力供給の時間変化 

抑制が必要と予想される際は①を最低出力とし

た上で②を最大出力で行い、さらに③で契約の上

乗せが可能か追求する。それでも過剰となりそう

な場合に④に移行する。結果的に図の赤い領域が

送電線に接続されずに無駄になった電力量である。 

この図からは、太陽光発電はピーク時にほぼ需

要をまかなえており、原子力が不要であることが

わかる。大きな発電割合を占める原子力の出力調

整ができないことが抑制の要因でもある。 
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４．原発の稼働と太陽光発電の抑制 

原発は 13 か月以内に 1 度の定期点検を義務づ

けられている。定期点検は数か月を要するので原

発 4基がフル稼働となるのはそれほど多くはない。

しかもその期間が需要の少ない時期と重なること

は少ないので、過去の実績からも抑制は控えられ

ると思われた。図 3 にこの間の原発の稼働状況と

月ごとの抑制日数を示す。 

 

図 3. 原発の稼働状況と抑制日数 

確かに 19年 5月以降、フル稼働したのは 19 年

12 月〜20 年 3 月で、需要が比較的多い時期であ

る。ところが 19 年 10 月〜11 月には計 12 回の抑

制が実施された（18 年は計 4回）。 

また特定重大事故等対処施設が法定期限内に完

成しなかったため、川内１号機が 20 年 3月 15日

に停止した。同じ理由で川内２号機が 20 年 5 月

20 日に停止するまでの間、計 41 回の抑制が行わ

れた。フル稼働していた前年同時期は計 46 回で

あったので不可解な状況だったといえる。 

さらに 5 月 20 日以降 8 月までに計 5 回の抑制

が行われた。ついには原発の稼働が 1 基のみとな

った 9 月と 10 月にも規模は小さいものの各 1 回

抑制されたのである。 

 

５．火力の最低出力値も抑制に影響 

抑制時の電源構成のデータを前年と比較して、

これらが主に火力の最低出力値の増大によるもの

であることが判明した。電力の余剰が見込まれる

際は最初に火力とバイオマスの出力抑制が行われ

るが、そもそもこの最低出力値がかなり大きい。 

抑制ピーク時にあっても夜間に向けて供給力確

保のため石炭火力 1 基を最低出力で稼働させてい

る。LNG 火力は緊急時対応のために予想需要の

2%分を確保し、補助蒸気確保に最低限必要な発

電機を最低出力で維持しており、これらが 600 

MW程度となる。さらに九州電力と火力発電業者

との間で契約した最低出力を維持する必要があり、

それは 1,000 MWを優に超える。 

19 年 10 月〜11月の抑制は新設の松浦火力 2 号

機（1,000 MW）の試運転による、火力最低出力

値の大幅な増大（約 700 MW）が原因である。加

えて揚水動力 1基のオーバーホールと系統作業に

よる停止で前年に比べ約 550 MWが消費できなか

ったことによる。20年 4月の抑制は太陽光発電量

が前年より大幅に増大したことが原因である。20

年 6月の抑制は、煤煙測定などの作業期間にあた

り、火力を最低出力にまで下げることができなか

ったためである。 

 

６．おわりに 

九州で太陽光発電の抑制が多いのは、需要に対

する原子力と太陽光の割合が高いことが主因であ

る。原発や火力の定期点検の時期の調整だけでも

抑制はかなり押さえられる。また風力の大規模設

置で原発への依存度を下げるとともに、夜間の火

力の割合を減らすことも重要である。 

最終的には「９電力体制」の枠を越えて、全国

の送電網を一元管理する送配電会社の設立によっ

て電力の過不足を調整するしか道はないのではな

いだろうか。電力量の 20%を風力でまかなってい

るスペインではレッド・エレクトリカ・デ・エス

パーニャ社がこの一元管理を行っている。 
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D1-7      メガソーラーの山林・山間への設置と自然保護 

 

河野 仁、Kono Hitoshi（元兵庫県立大学、大阪支部・JSA-ACT） 

 

１．はじめに 

 気候変動対策を進めるためには、化石燃料や原

発に代わる風力、太陽光、水力、地熱、バイオマ

ス等の自然エネルギーの本格的な導入が必要であ

る。日本の自然エネルギー導入量はヨーロッパ諸

国と比べると大きく立ち遅れている。また、事業

用太陽光発電メガソーラーだけが突出するいびつ

な現象が生じており、それによる深刻な景観問題、

土砂災害、水の濁り、自然環境破壊が生じている
1)2)。 

２．メガソーラーが急増した理由 

(1)太陽光優遇政策 

日本の自然エネルギーの中で、太陽光発電の伸

びが突出している。太陽光発電は設置場所を確保

すれば高度な技術がなくても比較的容易に発電で

きることが急速な増加理由の一つであるが、エネ

ルギー政策の中で、非住宅の太陽光発電が風力発

電など他の自然エネルギーと比べて過大な優遇的

政策位置づけがなされていることがもう一つの理

由である、と著者は考えてい

る。例えば、長期エネルギー

需給見通し（経済産業省）の

2030 年度の自然エネルギー電

源構成は太陽光発電が 7.0%と

他の自然エネルギーと比べて

突出しており、風力発電の

4.1倍を見込んでいる。 

風力発電と太陽光発電に関

して、発電可能量と発電単価

を比べると、両方とも風力が

有利である。日本の発電可能

電力量は、陸上風力が太陽光

の 2 倍、陸上風力と洋上風力

を合わせると風力は太陽光の

15 倍もある（環境省調査

(2016)をもとに計算）。筆者は、日本各地の自然

条件に合わせて、地域ごとに、風力、太陽光、地

熱、小水力、バイオマスなどそれぞれ適したもの

の導入が望ましいと考えているが、日本では政策

誘導によって、自然エネルギーの中でも太陽光発

電だけが急増した。太陽光発電は建物の屋根の上

が一番適切である。林地、山岳には自然保護と自

然景観保全から一定の制約が必要である。 

(2)固定価格買取制度 FIT と投機対象としてのメ

ガソーラー 

 図 1 に示すように、FIT が始まってから、非住

宅事業用太陽光が大幅に伸び、2012 年度～2018

年度末までに導入された太陽光発電累積導入量は、

非住宅用が住宅用の 6.4 倍に達した。また、非住

宅事業用太陽光発電の林地への設置が急速に伸び、

2016 年度に設置許可総面積 2587（ha/年）、許可

件数 274（件/ 年）共にピークに達した。その後、

2017 年度に 2MW 以上の発電設備は入札制に代わ

り、2019年度には 0.5MW以上の発電設備まで入札

 

図 1 林地への事業用太陽光発電導入量と固定買取価格 1) 
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制が拡大された。入札の影響で 2017 年度には前

年度よりも林地開発許可面積が少し減少した。こ

こで太陽光発電は投機の対象となっていると著者

は考えている。 

３．法規制の現状 

 メガソーラーの山林・山間への設置は新しい問

題であり、それに対する法規制は遅れている。該

当する法は森林法である。森林法では①災害防止、

②水害防止、③水の確保、④環境保全に関しては

一定の規制がある。しかし、景観、自然保護の観

点からの規制は極めて不十分である。森林率 25%

（残置森林率 15%）以上の基準が設けられたが、

この規制では弱く、様々な問題が出ている。また、

環境影響評価法の対象にメガソーラーが加えられ

たのは、2020年4月からであり、対象規模は40MW

以上(30～40MW 個別判断)であるが、現実には基

準を少しだけ下回る規模で設置申請が行われる事

によって、環境アセスメントをすり抜けている。

法規制が不十分なために、自治体が条例を作って、

独自に規制を行っている。条例の中には、森林法

で欠けている景観や自然環境保護の立場からの規

制が加わり、富士宮市では富士山景観保護、上田

市では土砂災害防止のためにそれぞれ市域の広い

範囲をメガソーラー抑制区域に指定している。兵

庫県では事業面積 50ha以上は残置森林率を 60%以

上とする森林法の上乗せ基準を作っている。和歌

山市は太陽光発電に関する条例を使って、和泉山

脈の平井地区のメガソーラー計画を不許可にして

いる。 

４．自然エネルギーと自然景観、歴史的建築物景

観との対立－ヨーロッパにおける研究－ 

太陽光発電、風力発電は分散型エネルギーであ

り、火力発電等の集中型エネルギーと比べると、

景観に与える影響が大きい。ヨーロッパは伝統的

に景観に対する意識が高く、都市では中世の建物

とその景観の保存に力を入れていることで知られ

ている。EU28 ヵ国の自然エネルギー導入量は

2018年に発電電力量の 33%であり、日本の 1.9倍

であるが、EU28 ヵ国の単位面積当たりの太陽光

発電導入量では日本の 16%である(EC, 2018) 1)。

この数字は、如何に日本の自然エネルギー政策が

太陽光発電に偏っているかを示している。 

スイスで行われた調査(Michel et al., 2015) 

1) によると、太陽光発電に適した設置場所に関す

る問いに対して、近代的なビルや、事業所、物置

の屋根は適しているとみなす回答者が多いが、歴

史的建造物、古い町の屋根、教会の屋根に対して

は否定的な意見の方が多く、アルプの牧草地や自

然のオープンスペースに対しては圧倒的に否定的

意見が多い。Kienast ら(2017) 1)は、スイス全土

を対象に風力発電、太陽光発電、バイオマス発電

の３種の再生可能エネルギーと風景に関連する６

つのサービス(1)農業、森林、(2)美観、(3) 自然

との触れ合い、アウトドアスポーツ、(4)歴史的

建物、(5)飲料水、(6)生態系、との競合マップを

作成し、この競合要素を計算に加えてスイス全土

の太陽光、風力、バイオマスのエネルギーのポテ

ンシャルを計算している。日本でもこのようなバ

ランスを配慮した総合的観点から評価検討が必要

だと筆者は考える。 

５．自然エネルギーは誰のものか－地方自治体や

地元住民が参加することの意義－ 

 電気、ガス、水道は本来公共性があり、営利

対象とは性質が異なる。その料金も政府や地方自

治体が決めている（財政法第 3 条）。公共性を前

提にすれば、ローカルエネルギーの所有権は地元

にあることが望ましい。そのためには、地方自治

体が推進を図るとともに、地元に利益が入るよう

な法的な仕組みが必要である。 

６．おわりに 

 メガソーラーに関しては災害防止、景観、自然

保護の観点から設置可能な場所と規制する場所の

仕分けが必要である。この問題は自然エネルギー

を増やす政策と環境保護政策の 2つをセットにし

て進める必要があることを教えている。 
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2.森田沙世、太陽光発電事業に掛る環境影響評価
について、環境技術 49(4), 38-42,2020. 
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D1-8     デンマークにおける地域温水供給システムについて 

 

 「SRA Denmark、風のがっこう主宰」  ケンジ ステファン スズキ 

 

はじめに： 

 デンマークで地域温水供給制度を導入したのは、

今から 100 年以上前の 1903 年 9 月である。コペ

ンハーゲン市に隣接するフレデリックベアー市が

廃棄物焼却場の建設に伴い廃棄物を熱源とし、市

内の病院や市の施設に温水を供給し始めた。これ

に続きコペンハーゲン市においても 1925 年に廃

棄物焼却場が地域に温水を供給し始めた。そして

その後ユトランド半島西部の町エスビア 1927 年、

オーフス 1928 年で地域温水供給が始まった。デ

ンマークにおいてコージェネ発電（熱電供給）が

始まったのは 1942 年のことである。1970 年代の

石油供給危機（オイルショック）を受け、発電所

は燃料を石油から石炭に替え、北海油田からの天

然ガス、そして廃棄物・ウッド・チップ、麦藁な

どのバイオマス燃料としたコージェネ発電所に切

り替え、住宅、施設などの暖房は個別の石油ボイ

ラーから地域暖房に移行させた。 

 

2018年 1月現在、デンマークの暖房設備量 280万

箇所の暖房の状況は下記の通りです。 

 

 

１．地域暖房の導入目的と熱源について 

デンマークが地域暖房を推進しているのは、燃

料の効率化と地球温暖化ガス特にメタンや二酸化

炭素の削減である。 

地域暖房の熱源の多くは再生可能エネルギー（太

陽熱、風力、バイオマス、バイオガス、地熱）で

ある。その他の熱源は天然ガス、石炭そして産業

界からの排熱となっている。 

バイオマスとは麦藁、ウッドチップ、廃棄物の

ことで、デンマークでは年間約 300万トンの廃棄

物を焼却し、それによって、電力消費量の約 4％、

暖房と給湯の約 23％賄っていた（2015年）。地域

暖房（給湯）の熱源としては他に農家から出る液

肥をベースとして生産しているバイオガスがある。 

2020 年 8 月現在バイオガスプラントが約 46 カ所

あり、そこから供給されるバイオガスは地域暖房

（給湯）の燃料として使われている。 

廃棄物利用に関し例を挙げるならば、 

・コペンハーゲン市内から 10 ㎞程離れた西部コ

ージェネ発電所では年間に 55 万トンの廃棄物を

焼却し、それによって 8万世帯の電力と 7万 5千

世帯分の熱を供給している。 

・約 480世帯に地域暖房（給湯）している事業で

は、熱源の約 76％は麦藁で残りは太陽熱 21％で、

天然ガスは無し、灯油 3％（2019年）となってい

た。 

これら地域暖房導入政策の結果などで今日、デ

ンマークの灯油の消費量は 1972 年の 450 万トン

から 50 万トンに減らしたと言われ、このことで

二酸化炭素削減* に貢献していることが解る。* 

灯油 1 リットルの燃焼による二酸化炭素排出量約

2.51㎏。 

 

２. 地域暖房の仕組みについて 

 地域暖房の熱供給の仕組みは、基本的に、水の

供給と同じである。水道との違いは配管が断熱さ

れていること、熱供給先がコージェネ発電所であ

り、またバイオガスプラントでありそして独自に

熱源を確保していることである。そのことで、コ
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ージェネ発電所からの熱供給は発電所から直接需

要家に供給し、バイオガスプラントの多くはバイ

オガス（メタンガスと二酸化炭素混合ガス）を地

域暖房会社に供給し,そこでコージェネ発電をし

需要家に熱を供給している。また地域暖房会社の

場合の多くはバイオマスや太陽熱、そして天然ガ

スなどを熱源としてお湯を生産しそれを需要家に

供給する。そういうことから、需要家に供給され

る温水の仕組みに多少の違いがあるが、コージェ

ネ発電にせよ、地域暖房会社にせよ、需要家に供

給する温水の温度は約 70 度で３気圧程度で送ら

れている。主管となるお湯パイプは鉄材を使い、

送りと戻りの２本のパイプが１本の断熱配管に収

められ、お湯漏れが探知できるよう断熱材の中に

センサーが埋め込んである。主管となるお湯管は

車道や歩道下に埋め、その主管から需要家に配管

されるパイプは曲げることが出来る断熱プラスチ

ック管使っている。需要家は供給された 70 度前

後のお湯を熱源とし水道の水を温める。そのため

の熱交換器が各需要家に取り付けられそれによっ

て、風呂場や台所などの給湯用のお湯を作ってい

る。室内暖房は供給された温水そのまま暖房器具

（温水ラジエーター）や床下暖房のお湯として使

っている。室内温度はラジエターに取り付けてあ

るセンサーで調整し、床下暖房はその場所毎に付

けた温度センサーがお湯の取口に取り付けた制御

装置で調整されるようなっている。例えば風呂場

の室内温度計を 25 度にセットすると床下に配管

してあるお湯パイプのお湯がそれに合わせ流れ、

また止まる仕組みになっている。 

 

３．暖房費について 

デンマークのコージェネ発電所や熱供給会社の

殆どは非営利の独立採算制の事業体をとっている。

設備投資は銀行からの融資を受け、返済は売電や

熱代収入で賄うようにし利益を出さない一方で倒

産しないような運営管理をしている。そのために

熱供給会社は需要家の代表による理事会メンバー

を選出し年 1 回総会を開き会計報告書を基に需要

家からの承認を得ることにしている。熱量の値段

は各地域暖房事業団体で異なるが、筆者の熱代の

明細書の項目を見ると、年間熱消費量、年間計測

器代、契約料金、住宅の面積（ｍ２×単価）料金、

それに消費税 25％が加算されている。筆者の

2019年における消費税を加えた住宅面積130m2の

熱代は約 11,000 クローネ（約 18 万円）となって

いた*。熱代の支払いは見込み消費量での概算払

として 10 回に分け、年に一度清算することにな

っている。需要家には無線による熱供給メーター

が取り付けされているため、検針という制度は無

い。* 灯油を使った場合は約 2 トンの熱量となる

が地域暖房の場合は熱代が半分となっている。 

 

４．地域暖房導入による経済効果について 

地域暖房の導入のよる経済効果は、国内資源の

活用と化石燃料の削減、断熱パイプや熱制御装置

など技術開発を通した新たな雇用を確保し、輸出

産業として外貨獲得の手段になっている。2018

年の数値で見ると地域暖房事業団の売上高は 610

億クローネ（約 1.1兆円）で輸出額 67億クローネ

（約 1,300 億円）となっていた。また、地域暖房

会社（2018年現在 1921社）の雇者数 1700人であ

るが、地域暖房業界全体の雇用者数10,400人と言

われている。 

 

おわりに： 

デンマークの地域暖房は廃棄物、バイオガス、

太陽熱を最大に利用し、石炭や石油の消費を減ら

し、地球温暖化ガスの削減に繋げ、さらに断熱パ

イプの製造技術開発や熱供給システムのノウハウ

を通し雇用の確保と外貨獲得に繋げている。さら

にお湯を供給する地域暖房によって国民の健康管

理にも役立っているように思える*。（了） 

 

*体に優しい室内温度と室内空気の汚れが出な 

いため 

 

引用文献：Energistatistik 2019 及び「風のがっこ

う」研修資料 
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D3-4      3.11福島 10年と「新潟での原発事故の 3検証」 

 

小林 昭三、Kobayashi Akizo（新潟大学・新潟支部・原子力問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

 福島原発事故から 10 年を迎えるが、原発事故

の本格的収束を見通せず、原発事故の本質解明か

らはほど遠い。更に、東日本大震災で 2019 年度

になお困難な避難生活を続けている避難者は約４

万８千人～6 万６千人（2 月 10 日現在復興庁、市

町村 HP・各報道機関）である。葛藤の末に避難

指示解除をした市町村での居住率は、28％の低い

率である。特に、避難解除 2 年後の居住率は富岡

町 8.2％、浪江町 6.2％、飯館村 20％(福島県部局

調べ 19 年 7 月 29 日)という深刻な実態である。 

震災関連死： 2020 年２月 8 日までの復興庁や

福島県公表資料から原発事故関連死者総計 2304

人の内訳は次の様だ。原発事故関連死かどうかは

遺族からの申請に基づいて、福島第一原発に近い

双葉郡 8 町村では「双葉地方町村会」が審査する。

福島県の原発事故関連死者は総計 2304 人で，宮

城県 928 人、岩手県 469 人，1 都 9 県合計（3757

人）中，6 割が福島県の原発事故関連死であった。 

こうした原発事故が健康と生活に及ぼす影響の

検証や、福島原発事故の検証、原発事故が起こっ

た場合の安全な避難方法の検証などが新潟県では

「新潟県原子力発電所事故に関する 3つの事故検

証委員会、検証総括委員会」を設け鋭意取り組ま

れてきた。本来は国家レベルで本格的な事故検証

が行われ、事故の真相・教訓・課題を基に原発政

策の抜本的反省・転換に至るのが当然であった。 

 

２. 菅政権は安倍政権の原発推進政策を継承中 

安倍政権・菅政権は、3.11 福島原発事故から何も

学ばず方向も変えず、原子力ムラ復活に至るという本

性を露わにして、原発再稼働・原発固執路線を継

続して来ている。原発輸出トップセール（死の商

人）戦略を取り組んだが、リトアニア・ベトナ

ム・トルコ・米国・台湾・英国（日立英国原発）

断念で、政府の全原発成長戦略が破綻・瓦解した。 

安倍政権（一心同体的菅官房長官）の原発推進

時代を経て、安倍退陣後の禅譲的な菅政権に至る。

即ち、3.11 原発事故の反省と教訓に基づく脱原

発への転換を全くせずに、安倍政権の原発推進策

（2018 年度電源計画）を引き継いだ。「安全が確

認できたものは再稼働する」とし、即ち、2030

年度目標の原発比率 20～22％という驚異的高さ

を維持させた。他方、2030 年度目標の再エネ比

率は 22～24％という極低目標に据え置いた。今

年 1～6 月の国内の電源別発電量の速報値では、

再エネは前年より２割も増えた。コロナ禍で経済

低迷・総発電量が減少して、比率 23％へと、実

は 30年度目標の範囲に到達した。他方、原発 6％

なのに 2030年度目標を未だ変えようとしない。 

2050 年までに、二酸化炭素排出の実質ゼロの

達成に賛同した国・地域は 120 を超えた。日本政

府は、今春 5年前にまとめた温室効果ガスの削減

目標（2030年度に 13年度比 26％減）を据え置く

目標を国連に提出して、国際的な猛批判を浴びた。 

菅首相は 10月 26日の所信表明演説で「50年に

温室効果ガス実質ゼロ」の目標を掲げたが、経済

合理性を欠く原子力（死活的に重要と）を含む全

選択肢を追求との姿勢だ。脱炭素・脱原発への意

思を欠き、原発ゼロへの転換には程遠い菅政権だ。 

その現政権に対峙して、原発・石炭に依存せず

如何に再エネ主力の省エネ社会を実現するか・新

潟県の 3検証の現状と課題、等の概要報告を技術

委員会最新報告書を主に紙幅の範囲で以下に記す。 

 

3. 技術委員会における議論の現状と課題 

2020 年 10 月 26日には、次の様な「福島第一原子

力発電所事故の検証～福島第一原子力発電所事故

を踏まえた課題・教訓～」の報告書を取り纏めた。

http://npdas.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/5f929385aae61.pdf を参照。 

http://npdas.pref.niigata.lg.jp/genshiryoku/5f929385aae61.pdf
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特記事項：「新潟県原子力発電所の安全管理に

関する技術委員会」(以下「技術委員会」)は、平

成 24 年３月、新潟県知事から要請を受け、東京

電力柏崎刈羽原子力発電所（以下「柏崎刈羽原

発」）の安全に資する目的で福島第一原発事故検

証を開始した。事故検証のために、技術委員会は

福島第一原発サイトの視察調査を計３回実施。単

に原子炉施設の安全管理という技術面の問題のみ

ならず、関係機関との情報の共有や外部への情報

発信の在り方、意思決定の方法といったマネジメ

ントの問題、さらには、高線量下での作業者の被

ばく管理といった問題が明らかになった。技術委

員会ではこれらを含めた福島第一原発事故の検証

をした。発生の可能性が否定できない事象につい

ては、全て検証の対象として取り上げた。 

福島第一原発は柏崎刈羽原発に比べて運転開始

時期が 15年から 20年程度早いことから、その設

計は旧式のものとなっており、柏崎刈羽原発とは

設備等が大きく異なる。柏崎刈羽原発の安全対策

の確認を行うにあたっては、この違いを考慮する

ことが必要である。これまでの検証作業で得られ

た成果を取りまとめ、今後の柏崎刈羽原発の安全

対策の確認を行う。福島第一原発の事故原因の検

証及び、柏崎刈羽原発の安全対策の確認に関する

これまでの主な活動と現状、今後の進め方を、以

下のように整理した。（以後の下線は筆者による） 

序文：平成 23 年３月に発生した東京電力福島

第一原子力発電所（以下、「福島第一原発」とい

う。）の事故では、大地震とそれに引き続く大津

波により冷却機能を喪失し、運転中であった３基

の原子炉において燃料溶融が起きました。この過

程で閉じ込め機能も喪失し、環境中に大量の放射

性物質が放出されました。その結果、10 万人を

超える住民が避難する事態となり、現在もなお多

くの方が避難生活を余儀なくされています。この

事故は、国際原子力事象評価尺度(INES)において

最悪のレベル７（深刻な事故）に分類されていま

す。今後、このような事故を二度と引き起こさな

いためには、事故の背景を含む原因や過程を検証

するとともに、その検証結果を踏まえた安全対策

の強化が必要と考えます。・・・平成 24 年度は、

民間・国会・政府・東電の４つの事故調査委員会

の報告書について説明を受け、原子力災害の原因

と事故対応における課題を抽出しました。平成 

25 年度からは、多様な意見がある重要項目につ

いて議論を行うとともに、様々な機関の事故検証

報告書の内容について説明を受け確認しました。 

２ 福島第一原発の事故原因の検証について  

（１）検証の目的     

技術委員会の任務は、検証から得られた課題・教

訓を柏崎刈羽原子力発電所の安全性の向上につな 

げること。本報告は、これまで行ってきた原発事

故の検証から柏崎刈羽原子力発電所の安全に 資

する課題・教訓を中心に抽出してとりまとめた。

今後、本報告で上げた課題・教訓に対する事業者 

等の対応状況を確認していくことが重要と考える。 

（２）検証の経緯 技術委員会における原発事故

の検証の主な経緯は次のとおりである。なお、検

証の経緯の詳細については参考資料１「原発事故

の検証の経緯、視察調査の概要」、検証の経緯の

概念図については参考資料２「原発事故の検証の

流れ」に整理した。以下にその目次のみ示し、他

の2検証、等はZOOM報告にて触れることにする。 

1.序文/2.福島第一原子力発電所事故の検証について(1)検証の目

的(2)検証の経緯)/3 福島第一原発事故を踏まえた課題・教訓等（検

証結果）（１）地震対策【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（２）津波対

策【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（３）発電所内の事故対応【概括】

【課題・教訓】【議論の内容】（４）原子力災害時の重大事項の意思決

定【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（５）シビアアクシデント対策 . 

【概括】【課題・教訓】【議論の内容】 （６）過酷な環境下での現場対応

【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（７）放射線監視設備、SPEEDI シ

ステム等の在り方【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（８）原子力災害

時の情報伝達,情報発信【概括】【課題・教訓】【議論の内容】（９）新た

に判明したリスク(10)原子力安全の取り組みや考え方＜ 防災対策に

係る事項 ＞【課題・教訓】/４確認した事故検証報告書（参考）/５検

証体制 /６結び   以上。 

更に、「福島第一原発の事故原因の検証」、「原発事故が健康と生

活に及ぼす影響の検証」、「安全な避難方法の検証」の、最新の取り

組み内容等の詳細については、次の新潟県ウェブ頁を参照されたい。 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/kensyo.html 

https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/genshiryoku/kensyo.html
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D3-5        原発問題を総合的な視点で考える 

 

花島 進、Hanashima Susumu（茨城支部） 

 

１．はじめに 

 東京電力福島第一発電所の事故は、地域社会、

そして日本に大きな被害を与えた。福島事故以前

に流布していたいわゆる安全神話は、多くの人に

とっては消えたが、既存の原発の周辺では、依然

として容認と反対の意見がある。その中、科学

者・技術者として、あるいは社会の選択に深くか

かわる者として自らの考えを表明することになる

が、その際には政策選択の総合的な視点を持ちた

いと考える。 

 

２．力比べではなく選択の問題として 

 人は態度を決めると、自分の考えの肯定につな

がることしか述べないことが多い。しかし、多く

の決定は、総合的な判断のもとに下されるもので

あって、なぜそのような判断に至ったかを率直に

示すことが望ましい。 

 茨城県の東海第 2 原発については、日本原電は、

再稼働に必要な工事を進めており、再稼働が必要

な使用前検査を 2022 年末に行う計画を規制官庁

に提出している。一方、種々のアンケート結果で

は、東海第 2 の周辺住民の多くが再稼働に反対で

あると報告されているが、圧倒的多数が明確に反

対と言うわけではない。その中では、より多くの

人に考えてもらうことが特に必要と考える。 

 

３．論点のずれをなくす、すり替えをしない・さ

せない 

 原発運転の可否には様々な検討項目があるが、

それらの議論には、反対派、容認派の間で同じよ

うな言葉を使っても実質的な意味が違う使い方が

されることが多い。時には、単なるすれ違いでは

なく、ごまかしの技術として使われる。原発論議

を綱引きではなく、論争にするためには、注意す

べき点である。以下いくつかの例を挙げよう。 

 3.1 発電コスト 

 原発の発電単価は、他の発電手段に比べて高い

のか安いのかという議論があった。発電所の建設

から、使用済みの燃料や原発の処理処分も含める

と、現時点では原発が安いとは主張できる人は稀

であろう。英国での原発建設を日立製作所が断念

したことはその状況を端的に示唆している。まし

て、大事故のリスクも含めると細かい積算をする

までのことではない。しかし、我が国の当面のコ

スト問題は、新規建設を含む全体のコスト問題と

言うよりは、既存の原発を動かすかどうかのコス

ト比較である。原発は、火力発電などとは異なり、

燃料費よりは建設費の割合が高い。そのため、運

転することによる燃料費は少なく、設備につぎ込

んだ金を回収する割合は高い。これを無視して、

原発の発電コストが高いからやめろと反対派が言

い、容認派は、運転しなければ石油や石炭を＊＊

だけ買わなければならないと言い続けるのがよく

みられる光景である。それぞれ、一定の切り分け

をして議論すべきである。 

 3.2 事故が起きる確率の見通し 

 原発問題を考えるとき、周辺に大きな被害を与

えるような事故が起きる確率が問題になる。原発

は人や社会が扱うものだから、数学的な計算で事

故の確率を正確に求めることはできない。しかし、

事故を恐れる反対派が、特定の原発の特定の期間

において「必ず事故が起きる」と言っても、根拠

のある話に聞こえない。一方、確率論的な研究が

行われているが、福島事故の経緯のように、思わ

ぬことが次々と起きたことを見ても、すべてのシ

ナリオを計算に含めることが出来る現状にはない。

原発開発の初期、大きな事故の確率を天文学的な

低い値に見積もった研究があった。意図的であっ

たかどうかは知れないが、稚拙な研究だったと言

える。 
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 3.3 小さなトラブルと大きな事故 

 トラブルの発生割合について、ハインリッヒの

法則を信奉し、多くの小さなトラブルを未然に防

いでいけば、大きなトラブルを防げるという立場

に立つ者がいる。小さなトラブルを防げば、それ

らの重なりによって起きる大きなトラブルのある

ものは防げるだろうが、大きなトラブルを防ぎき

れるものではない。例えば、福島事故の根源は地

震の想定の誤りであるが、プラントのネジの錆を

取り除いても地震の想定を変更することはできな

い。事故の構造を考えずに、小さなトラブルを防

ぐことで大事故のほとんどを回避できるとの思い

は排除されるべき。 

 3.4 稼働しなくとも原発の仕事は残るか 

 原発を動かさないことにしたい人で、「運転し

なくとも原発の仕事は残る」と言う人がいる。表

面的には事実だが、運転に必要なすべての仕事が

同じ量で残るということはあり得ない。特定の関

係者にとっては仕事がなくなるのは間違いない。

このように実質的に嘘になることは語るべきでな

い。 

 同様の言で、「運転しなくとも避難計画は必要」

も言われることがある。間違ってはいないが、必

要な避難の規模は全く異なるものであることを言

わなければ実質的には嘘になる。 

 3.5 将来のエネルギー源として必要か 

 エネルギー資源が少ない日本の中で、石油や石

炭に依存しない、あるいは依存を少なくする手段

として期待し、現在の原発を認めさせようとする

人がいる。だが、石油や石炭の多くの代わりを務

めるには、過去の最大の発電量どころかその数倍

が必要である。そのようにたくさん運転すれば、

いつかどこかで大きな事故が起きる可能性が大き

く高まる。もともと、我が国のエネルギー利用の

内に占める電力の割合は約 30%で、さらに電力の

うちに占める原子力の割合は約 30%であった。エ

ネルギー供給に原発の占める割合が最も高かった

年度でも、エネルギー利用全体の約 8分の一だっ

た。 電力の 3 分の一をエネルギー利用全体の 3

分の一かのように語らせてはいけない。 

 3.6 地振動の想定と科学性 

 原発にとってどのような地震動が起こりうるか

は非常に重要である。しかし、我々は地震につい

てよく理解しているとは言えない。少なくとも、

大きな被害を社会に与える可能性がある原発の安

全を考えるために必要な理解は、十分とは言えな

い。ところが原発会社などは、今ある知識の中で、

起こりそうな地震を想定し、見かけ上だけ緻密に、

揺れを計算し、良しとしている。あろうことか、

そのような計算値に対してぎりぎりの耐力で良し

としたりする。これを批判する意見に対して、電

力会社などは、「科学的でない」などと言う。 

 しかし本当の科学的態度とは、わかっていない

ことをわかっていないと認識することである。研

究でわかっていることをつなげ、あれこれのこと

が起こりうると評価することは良いとしても、そ

れ以上のことが起こらないと考えることはむしろ

非科学である。 地震について云えば、近代的な

地震研究の歴史は、地殻現象の時間スケールから

見ればはるかに短く、大きな地震が起きるたびに

新たな知見が生じているのが現状である。 

 3.7リスクマネジメントとしての選択 

 原発の難しさは、一つの原発について考える限

り、大きな事故が起きる頻度ではまれであること。

しかし稀ではあっても、非常に大きな損害を与え

る可能性があることである。稀であるが故に、個

人的な感覚からの発想では問題が見えにくい。社

会はこの難点に向き合わなければならない。事故

時の対応手腕を磨いておくことは必要だが、それ

以上に起りそうなことを事前に筋道を立てて検討

評価し、放棄すべきものは放棄すべきである。 

 

４．まとめ 

 原発を考える論点について、原発反対論と容認

論間で率直な議論の障害になる論法について述べ

た。原発をどうするかは、政策選択の問題である。

論議の結果として、原発の扱いを決めようとする

なら、総合的な視点を持ち、言葉の意味のすり替

えなどを避ける議論が必要である。 
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D3-6      原発安全神話崩壊のための科学的世論形成 

 

山本 富士夫、YAMAMOTO, Fujio（福井支部） 

 

１．はじめに ― 背景と目的 

日本科学者会議は, 1965 年創立以来, 原発推

進を批判してきた. その基本的視座は, 原子力平

和利用の三原則「民主・自主・公開」および科学

者会議（以下,JSA）会則「２．目的：第 2 条

（１）」の「日本の科学の自主的・民主的発展に

つとめ, その普及をはかること」に基づいてきた. 

しかし, 私たちの批判が受け容れられることはな

かった. 

  そのような中で, 2011 年 3 月 11日に東日本大

震災（超巨大地震と大津波）と福島原発災害が同

時発生した. JSAは, 2011年５月 29 日第 42 回定

期大会で, 決議「東電福島第一原発事故を教訓に

原発に依存しない社会をめざそう」, 「東日本大

震災, 原子力災害からの復興と日本社会の再生に

向けて」などを発表した. 2012 年 5 月 27日第 43

回定期大会でも決議 「原発のない社会を実現す

るために国民的共同を進めよう」を発表した.  

  JSAの機関誌『日本の科学者』の 2012年 1月号

から毎号に「討論のひろば 原発を考える」を掲

載し, 各登場者が原発に対する見解を述べ討論を

展開した. それらを整理すると, 次の二つの見解

に分けられる.  

ひとつは, ①外向きには政府・財界による原発

推進政策を批判しているものの, 内向きにはいつ

かは実用上十分安全な原発が作れると考え, 今後

とも原子力は必要なエネルギーであるとする見解, 

もうひとつは, ②原発は, 平常運転中でも危険で

あるが, 地震などが原因で一旦福島のような災害

が発生すると原子炉の制御が不能となり極めて危

険であるとして, すべての原発を停止・廃炉とす

べきであるとする見解である.  

2011 年に, JSA の中に 4 人の委員(筆者はその

一人)から成る「原発問題 WG」が設置された. そ

こでは, 上記②の意見を JSAの基本的立場とする

のが妥当であろうとなった. その WG において, 

「原発安全神話の形成から崩壊まで」の調査研究

が始まった. 筆者はその研究を継続してきた. 成

果として, 安全神話を崩壊させ科学的世論を形成

することの緊要性に気づいた. 本稿はその成果報

告とすることを目的とする.  

本稿では,政治権力者たちが過去の科学的事実

を隠蔽・捏造し,神話を形成しつつ,嘘とわかる未

来を語ってきたことを批判し, 証拠に基づいた科

学的世論を形成すべきだという見解を述べる. 

２．安全神話に関わる問題点 

（１）原発と核兵器の一体関係 

アイゼンハワーの国連での演説”Atoms for 

Peace”（1953年）を受けて, 1955年に原子力平

和利用 3原則（民主・自主・公開）の名のもとで, 

原発推進へと突き進んだ. また, 核兵器を①持た

ず, ②作らず, ③持ち込ませず, という非核三原

則を設けたが,佐藤政権は③を破っていた（2011

公知）. このように, 核兵器と原発とが常に一体

で危険であることが問題視されてきた. 

（２）中曽根康弘の「原子力政策の変更」演説

（1954 年）と日本学術会議の抗議声明 

中曽根康弘は, 1954年に 235百万円の予算案を

通した.これに対して, 日本学術会議（以下, SCJ）

第 39 委員会委員長・藤岡良夫氏らは, （１）原

子炉製造の中止, （２）この予算を東大の原子

核研究所の完成にまわすこと, （３）科研に補

助金を出すことを提言したが, 無視された.     

そのような政治的強行に対して, 日本学術会議

は抗議声明を出した. しかし, 政府は重ねて学術

会議を無視した. 

政府は, 批判派の排除を強行し, 推進派の拡大

へと進み, 安全神話形成の根源となった. 

（３）三つの安全機能「止める・冷やす・閉じ

込める」 
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ＴＭＩ事故（1979 年）でもチェルブイリ事故

（1986 年）でも安全機能が三つとも破綻した. 

当時の原発推進者たちは,日本では炉型が違うと

か, 原子力安全文化の先進国日本ではそのような

人為ミスが起きないなどとして,それらの事故か

らの教訓を学ぼうとせず, 批判科学者の意見をこ

とごとく無視してきた. 

福島原発災害の結果, 三つの安全機能「止め

る・冷やす・閉じ込める」という安全神話は, 崩

壊したことが明らかになったはずである. 

（４）五重の壁,多重防護,確率論的安全評価  

五重の壁とは,(a)燃料を焼き固めたペレット, 

(b)それを収めた燃料棒被覆管, (c)圧力容器, 

(d)格納容器, (e)原子炉建屋の 5 つの障壁である.

はことごとく破られたことが明らかになった. ま

た, IAEA による多重防護は, ①異常の発生防止

→Interlock, ②異常の拡大及び事故への発展の

防止→Fail Safe,③周辺環境への放射性物質の異

常放出の防止→非常時停止 Emergency Trip と

ECCSを指す. TMI 事故やチェルノブイリ, フクシ

マ事故により,五重の壁も多重防護も完全に破綻

したことは, 上述（３）と同様である. 

さらに, 確率論的安全評価 (Probabilistic 

Safety Assessment, PSA)という安全神話の論拠

がある. この論拠が成り立たないことも福島原発

災害によって明らかになった. 

（５）電源三法交付金 

電源三法とは, ①電源開発促進税法, ②電源開

発促進対策特区別会計法, ③発電用施設周辺地域

整備法を指す. それは 1974年に成立した.  

原発立地自治体と周辺の安全協定自治体は, 電

源三法交付金制度を良しとし, 「交付金なしでは

自治体はやっていけない」などと,安全神話に没

入しただけでなく,病的依存症に陥っている.  

2020 年 11 月 12 日に福井県高浜町議会は,声の

出せない町民を無視して,「原発再稼働の陳情要

請」を賛成多数で採択した. 恐ろしいことだ.  

(６)教科書検閲 （割愛） 

(７)原子力安全文化は本来ないのだ（割愛） 

(8)レッドパージと原子力ムラの形成 

筆者の手元に「源流 レッドパージ五十年のた

たかい 二一世紀への継承」（電産東京八・二八

会五十年誌刊行会, 光陽出版社, 2000年 8 月 26

日初版）がある. 同書にレッドパージを戦った鈴

木章治の記事がある. 彼は, 「相次ぐ原発事故―

『安全神話』の崩壊」と題して, 東電福島第二発

電所での事故例をあげながら, 経済性優先,安全

軽視の経営姿勢を指摘し,「日本の原子力行政の

欠陥とつくられた安全神話」を批判した.  

３．全国原発シンポに見られる安全神話と原子

力ムラに関する議論のレビュー（割愛） 

４．まとめ 

福島原発災害を踏まえたにも関わらず, 安全神話

と原子力ムラは生き続けている現実を述べ, それ

らを崩壊させるためには, 私たちは科学的世論を

形成し,利権者・権力者とのたたかう国民運動を

強める緊要性がある. 

文献（拙著 2件だけ. 他は講演時に紹介する） 

山本富士夫「「3.11 福島原発災害」を踏まえて 

すべての原発を廃炉に！」『日本の科学者』

47(7) (2012年 7 月号) pp.42-45. 

山本富士夫 「原発安全神話と原子力ムラを批判し

崩壊させよう」JSA eマガジン No.8(2012) 

（福井大学名誉教授, 流体力学） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kotobank.jp/word/%E8%A2%AB%E8%A6%86
http://kotobank.jp/word/%E5%BB%BA%E5%B1%8B
http://kotobank.jp/word/%E9%9A%9C%E5%A3%81
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D3-7      破たんした核燃料サイクルは即刻やめるべき 

 

岩井 孝、Iwai Takashi（茨城支部 原子力問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

 政府は、これまで一貫して、軽水炉の使用済燃

料を全量再処理し、回収されるプルトニウムを高

速増殖炉の燃料に回すという核燃料サイクルを基

本方針にしてきました。理論的には、高速増殖炉

に装荷したプルトニウム量に比べて、その使用済

燃料及びウランブランケット（炉心の周囲に配置

するウラン：中性子を吸収してプルトニウムに転

換）の再処理で回収されるプルトニウム量が多く

なります（増殖という）。これが実現すれば、ウ

ラン資源を高い効率で利用できるはずでした。核

燃料サイクルの要である高速増殖炉の実用化まで

は、軽水炉の使用済燃料から回収されたプルトニ

ウムを再び軽水炉燃料とするプルサーマルを「つ

なぎ」として実施するとしてきました。 

高速増殖炉の開発は、実験炉⇒原型炉⇒実証炉

⇒商用炉という段階で進められます。茨城県にあ

る「常陽」は実験炉、福井県にある「もんじゅ」

は原型炉です。このもんじゅの廃炉が決定しまし

た。それにもかかわらず、政府は高速炉開発に名

前を変えて核燃料サイクルも続ける方針を決定し

ました。それは欺瞞に満ちた大変愚かな政策であ

り、即刻やめるべきです。 

 

２．もんじゅの廃炉が決定される 

 もんじゅは高速増殖原型炉の位置付けであり、

熱出力 71 万 4000kW、電気出力 28 万 kW です。

もんじゅは 1980 年から安全審査を受け、1985 年

から６年をかけて建設されました。94 年に臨界

となり、95 年８月 29 日に発電を開始しましたが、

同年 12 月８日にナトリウム漏洩火災事故を起こ

し停止しました。2010 年に 15 年ぶりに運転を開

始してからも様々なトラブルを起こし、廃炉が決

定されました。 

政府の高速炉開発会議の第 1 回会合が 2016 年

10月７日に開催され、同年 12月 19日の第４回会

合で、もんじゅ廃炉と今後の高速炉開発について

の考え方をまとめました。そして、同年 12 月 21

日に開かれた原子力関係閣僚会議において、もん

じゅ廃炉は政府としての正式な方針となりました。 

 

３．いつの間にか消えていた「増殖」  

 核燃料サイクルとしての要は、使った以上のプ

ルトニウムが生み出される「夢の原子炉」と称さ

れた高速増殖炉です。ところが、いつの間にか、

世界的に「増殖」の 2文字が消えて「高速炉」に

なっていました。理論上の計算では、燃料として

装荷したプルトニウムは「増殖」して、その余剰

プルトニウムで新たな高速増殖炉のプルトニウム

燃料が製造できるはずでした。しかし実際には、

再処理工程や燃料製造工程に費やされる期間や工

程でのロスも考慮すると、「増殖」によって得ら

れる「余剰プルトニウム」で新たな高速増殖炉の

燃料を確保するには、非常に長い年月がかかるこ

とが明白になりました。「増殖」とはほど遠いた

め、この 2文字を消して「高速炉」としたのです。

国際的には、名称変更してから 20 年以上経過し

ています。 

 高速炉は、ウラン使用済燃料の再処理で取り出

されるプルトニウムを「消費」するだけです。要

である高速増殖炉をあきらめた時点で、核燃料サ

イクルから撤退すべきでした。 

 

４．もんじゅ廃炉でも、うたい文句変更で「高速

実証炉開発」という欺瞞 

 2016年 12月 21日の原子力関係閣僚会議で「高

速炉開発の方針」を決定しました。高速炉が発電

炉として軽水炉より経済的優位に立てないことは

明白です。そこで、高速炉は「核変換により長寿

命の放射性廃棄物の減容化・有害度低減に使用す
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る」という新たなうたい文句を持ち出したのです。 

筆者は、「核変換による長寿命の放射性廃棄物の

減容化・有害度低減」というお題目そのものが必

要ないと考えます。「減容化・有害度提言」は、

核燃料サイクルを大前提として、使用済燃料の再

処理で発生する高レベル放射性廃棄物中の長寿命

核種を処理して処分場をコンパクトにしようとい

う考えに基づきます。この構想は、原理的には有

望のように見えますが、実用規模で実現できる見

通しは全くありません。なによりも、そのような

理由のために核燃料サイクルを継続することは非

常に愚かな政策です。核燃料サイクルをやめ、使

用済燃料は直接処分することを選択して金属容器

に収納して長期保管、という政策に転換すれば、

全く必要のない研究開発です。 

 

５．プルサーマルによる核燃料サイクルの破たん

が一層明確に 

プルサーマルの計画当初、国の方針は、「プル

サーマル使用済燃料は再処理し、取り出したプル

トニウムを MOX 燃料に加工して再びプルサーマ

ルでリサイクルする」でした。しかし、筆者は、

プルサーマル使用済燃料中のプルトニウムは、核

分裂しにくいプルトニウムの割合が増え（高次化

という）、再びプルサーマル用の燃料に利用する

ことはできないと指摘してきました。 

国は方針変更し「プルサーマル使用済燃料の再

処理で取り出したプルトニウムは高速増殖炉燃料

に使用する。それまで、使用済燃料のままで保管

する。六ヶ所再処理工場では、許認可上、プルサ

ーマル使用済燃料の再処理はできないので、プル

サーマル使用済燃料の再処理のために第２再処理

工場を建設する」としました。筆者は、高速増殖

炉燃料としても、高次化したプルトニウムは敬遠

されるので、使用されることはない。プルサーマ

ル使用済燃料は長期保管のあと直接処分されるこ

とになると指摘してきました。 

 国は、使用済燃料の処分方法として、直接処分

も検討するといいながら、実際には、全量再処理

路線に固執してきました。しかし、プルサーマル

使用済燃料については、2018 年７月３日に閣議

決定された第 5次エネルギー基本計画の中で「使

用済 MOX 燃料の処理・処分の方策について、使

用済ＭＯＸ燃料の発生状況とその保管状況、再処

理技術の動向、関係自治体の意向などを踏まえな

がら、引き続き研究開発に取り組みつつ、検討を

進める」と記載されました。ＭＯＸ燃料について

「処分」という選択肢を明記したのです。 

さらに、2018 年９月初めには「電力 10 社、プ

ルサーマル燃料の再処理断念、費用計上せず」と

いう報道がされました。表向きの理由は、プルサ

ーマル使用済燃料のための第２再処理工場の建設

費が巨額であること、とされています。 

プルサーマルは科学的（プルトニウムが高次化

して再利用できず、使用済燃料を直接処分するし

かない）にも経済的（プルサーマル用ＭＯＸ燃料

はウラン燃料の数倍から 10 倍の価格）にもデメ

リットしかありません。経済的な理由を口実にし

て、プルサーマルによる核燃料サイクルから撤退

したいというのが電力会社の本音でしょう。 

 プルサーマル使用済燃料は再処理せず直接処分

へ、という方向が明確になりました。処分までの

間、原発サイトに長期保管されることについて、

地元の反発が予想され、これまで以上に、プルサ

ーマルへの批判は強まることが予想されます。 

 使用済燃料を直接処分する場合に、プルサーマ

ル使用済燃料には大量のアメリシウムが含まれて

おり、その高い発熱量から大きな困難をもたらし

ます。その１つは、プールでの水冷却を長期間続

けたあとでなければ金属容器に収納できまないこ

と、もう１つは、広い処分場が必要になることで

す。 

百害あって一利無しのプルサーマルによる核燃

料サイクルから、即刻撤退すべきです。 
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D4-1        銅山硫煙被害の拡がりを見直す 

 

木下 紀正、Kinoshita Kisei（鹿児島支部・前鹿児島大学） 

 

１．はじめに 

 原発事故での放射性物質の拡散や火山爆発によ

る灰煙・有毒ガス拡散などの事態に備えるには、

大気拡散現象の概要をつかむ必要がある。銅山の

硫煙による被害は排煙脱硫技術の完成で解決した

が、それまでに起こした煙害の様相の理解は、歴

史的記録として共有されるべきである。ここでは

日本の四大銅山（足尾・小坂・日立・別子）の製

錬所排煙による森林・農地の被害を煙害地図とし

て整理し、地形・気象条件と高煙突の効果につい

て比較検討する。 

２．煙害地図と地形条件 

 銅山の鉱害研究 1) のうち、煙害に絞って論文

書籍や Web 資料を検討し、煙害地図を求め、気

象条件がどう理解されているかを整理した。 

PC による地形図などの画像処理・表現が容易

になったことで、煙害地図を新しい目で見直すこ

と が で きる 。そ れ には 地 理院 地図 2) や

GoogleEarth3)などあるが、ここでは特に Landsat-

TM 衛星画像の可視・近赤外画像と SiPSE-3D 表

示 4) を利用した。近赤外画像は南東からの日射

による陰影で立体感がつかめ、3D 表示で確認で

きるとともに、植生状態が分かり、河川や湖沼が

黒く鮮明に表示される利点がある。5)  

 中禅寺湖の南縁の山越しにある足尾の谷は、西

-北-東を標高 2000mから 1500mの稜線に囲まれた

深い谷で(3D 表示は 4) p.53 参照)、谷底の製錬所

の排煙は谷に閉じ込められて森林を裸地化した。

なお、足尾山地の森林被害については多くの調査

報告・論文・解説があるが、6) 7) 主な川筋や稜

線・湖の形など一目で分かるようなズレが見られ

る場合が多く、背景地図の正確なものが非常に少

ないのは残念である。 

 小坂鉱山も、十和田湖縁の山越しの米代川上流

にある。この谷は東部の県境をなす稜線が 900m

程度あるほかは深い谷ではなく、森林・農地の被

害は西側の 600m 足らずの稜線を越えて 35km ほ

ど遠方に及んでいる 8)。 

 日立鉱山の周辺は多賀山地の低山で、７km 東

は太平洋岸という立地条件である。製錬所裏の山

上に建設された 156mの大煙突の頂部は海抜481m

で、排煙はさらに上昇して流れるので、遠くへの

拡散に効果的であった 9)。なお、大煙突建設の前

からの煙害について、社史 9)では旧村名による文

章記述であり、詳しい年表が論文 10) にあるが、

これらの情報の地図化が必要だった。 

 四国吉野川支流の山中にあった別子銅山では、

山を越えて新居浜に製錬所を建設したが、近くの

四村で深刻な農業被害が出た。製錬所を四阪島に

移転した結果、煙害が四国本土の東予四郡の穀倉

地帯に広がった 1) 11) 12)。この煙害地域は島の南東

-南-西に当たり、被害は島から約 30km に及んだ。

西-北にある越智郡の島々も被害範囲である。 

３．気象条件と高煙突 

 煙突の高さとともに、地形と気象条件によって

煙害の程度と広がりは様々である。さらに超高煙

突とも言える桜島(昭和火口約800m、南岳1054m)

や三宅島(山頂火口 775m)では、SO2を大量に含む

火山ガスが平地に達することがあり、その機構は

重要な手がかりである。13) 14) 

 安定成層をなしている大気中を高煙突の排煙や

火山噴煙が流れる場合、煙は周りの大気とバラン

スした高さで風に乗って遠くに流れるので、煙の

下の地上にはほとんど影響しない。他方、好天の

日中など地表の大気は不安定になり活発な対流が

上空へ発達するので、それが流れてきた濃煙の高

度に達すると有毒ガスが地表にまで引き下ろされ

る(対流混合の機構)。これが四阪島高煙突(頂部は

海抜 100～108m)の風下で「煙害日和」とされた

条件である。好天に限らず、煙流高度以下の大気
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が安定でなければ、四阪島から陸地に達するまで

に上下に拡散し地表に影響したと考えられる。 

 強風のもとでは煙はあまり上昇せず、水平に流

されようとするが、地形や地表の障害物のために

様々なスケールの渦などがあり、煙を取り込んで

地表に影響する。桜島や三宅島では、噴煙と火山

ガスが風下の山麓に吹き降ろされて SO2高濃度事

象が起こった。これは山の地形が強風に立ちはだ

かるために起こる大気の波打ち現象で、山岳波と

呼ばれる。日立大煙突の場合、低気圧が襲来して

悪天となり、風が一定方向に連吹するような時、

山越えの下降気流に乗って下流に被害を与えると

ある 9)。これは強風による吹き降ろしである。日

立鉱山の南-西にかけて約 20kmまでのタバコ耕作

地帯の被害が深刻だったので、気象条件によって

製錬を控えめにする制限溶鉱によって農作物被害

を軽減した 9) 15)。日立鉱山では近くの山頂や農業

被害が大きい所に観測所を設けて気象状況をつか

み、創業時からの煙害調査と併せて制限溶鉱の資

料とした。太平洋に近いという立地条件は、制限

溶鉱の実施を容易にした。四阪島では春から夏の

稲の開花期など季節・気象によって製錬を控える

制限溶鉱が、農民運動の強力な要求で一部実現し

た。なお、日立鉱山周辺でも好天の日中に対流混

合による農業被害が想定されるが、報告 9) には

記されていない。 

 山に囲まれた谷底に立地している足尾銅山・小

坂鉱山では、高煙突(46m と 61m)は濃煙を製錬所

周辺から遠ざけても、大部分は谷の中に留められ

たであろう。どちらも南に下る谷にあるので、好

天では日が昇ると共に谷風が西斜面を吹き上がり、

やがて北・東斜面にも吹き、夜には山風が斜面を

吹き降ろし、川に沿っても吹き下る。排煙はこの

ような山谷風に巻き込まれて谷全体を一巡して煙

害を与える。上空が強風の場合、谷の中は風が渦

巻いて排煙を巻き込む。南からの強風は谷に吹き

込んで排煙を北へ吹き上げるので、深い谷の足尾

でも「中禅寺湖北岸の御料林まで煙害が及んだ」

16)という結果であろう。小坂鉱山でも北の稜線を

越えて青森県の碇ヶ関村に煙害が及んだこともあ

る。小坂川の谷を含む鹿角郡と西隣の北秋田郡

(現在の大館市など) が煙害の主要範囲であり、

さらに東の山本郡の西部にも及んでいる。 
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D4-2         日本の建設残土問題を考える 

 

畑 明郎、Hata Akio（元大阪市立大学・滋賀支部） 

 

１．三重県紀北町・尾鷲市の建設残土捨場 

  2016 年から 17 年にかけての紀北町汚染土壌

処理施設建設問題 1)以来、筆者は紀北町住民の依

頼を受けて、紀北町の建設残土捨場問題に係わっ

てきた。2018 年６月に三重大学で日本環境学会

が開催され、汚染土壌処理施設建設問題を発表し
2）、住民の案内で紀北町の紀伊長島地区の５か所

の建設残土捨場を現地調査した。さらに、10 月

に前回の５か所に２か所を加えた７か所と、残土

を荷揚げしている名倉港と尾鷲港の現地調査し、

12 月には尾鷲市の３か所の建設残土捨場と尾鷲

港を調査した 3) 4)。これらの調査地点を次に示す。

①～⑩が残土捨場、⑪～⑫が残土荷揚げ港である。 

① 紀北町名倉地区国道 260号峠 

② 紀北町紀勢自動車道紀伊長島インター付近の

田山地区田山坂 

③ 紀北町国道 42号近くの片上地区荷坂峠登り口 

④ 紀北町加田地区一国峠登り口（熊野古道付近） 

⑤ 紀北町三浦地区鹿焼 

⑥ 紀北町小名倉地区の町廃棄物処分場横 

⑦ 紀北町荷坂峠の町火葬場横 

⑧ 尾鷲市三重県総合庁舎横 

⑨ 尾鷲市三木里谷の山 

⑩ 尾鷲市南浦祖父小屋谷 

⑪ 紀北町名倉港の残土仮置き場 

⑫ 尾鷲市尾鷲港の残土仮置き場 

これらの残土捨場と残土荷揚げ港の特徴点は、

次の６点が挙げられる。 

(1) これだけ集中している所は珍しい。 

(2) 山林を伐採しており、自然を破壊している。 

(3) 残土の搬入・埋立を規制する条例（以下土砂

条例）がないために無秩序に堆積されたものが

多く、豪雨で土砂崩れしやすく、現に２か所で 

 

 

土砂崩れを起こしている。 

(4) コンクリート片、レンガくず、鉄筋、陶磁器

くず、廃プラスチックなどの建設がれき類の産

業廃棄物が混入し、廃棄物処理法違反である。 

(5) 残土捨場からは排水が流出している所が多く、

水に溶け込んでいる汚染物質量を示す電導度が

高く、ｐＨやヒ素が環境基準を超えたところも

あり、水質汚濁のおそれがある。 

(6) 残土荷揚げ港には、関東や関西から大量の残

土が残土運搬船で毎日のように搬入され、年間

約 26 万トンに達している。搬出港は、関東が

神奈川県の横浜港と横須賀港からが目立ち、関

西が岸和田港や堺港などである 5）。 

 

写真１ 三重県紀北町名倉地区国道 260 号峠の残土
捨場（2018 年６月 24 日、筆者撮影） 

２．全国の建設残土問題と土砂条例制定状況 

国土交通省の「平成 30年度建設副産物実態調査 

結果」6）によると、建設発生土場外搬出の約 1.3 

億㎥のうち約 70％の約９千万㎥が内陸受入地に 

搬入されている。さらに今後、リニア中央新幹線 

工事で約６千万㎥、北海道新幹線延伸工事で約２ 

千万㎥、北陸新幹線延伸工事で約１千万㎥の合計 

約９千万㎥が発生する。 
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このために全国的に建設残土捨場が不足し、各 

地で不法投棄などの問題を起こしてきた。建設残

土は、安全な土木資材であり、産業廃棄物ではな

いとされ、規制する法律がない。 

1990 年代後半から、土砂条例を制定する自治

体が相次ぎ、2006 年時点で茨城県、栃木県、埼

玉県、千葉県、兵庫県、和歌山県、香川県、徳島

県、愛媛県、大分県の 10 県と 163 市町村となっ

た 7）。 

首都圏から始まったこの動きは、全国に波及し、

2018 年現在、神奈川県、東京都、群馬県、山梨

県、岐阜県、京都府、大阪府、広島県、高知県、

福岡県を加えて 20 都府県に及ぶ。政令市でも大

阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、

福岡市、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、

相模原市の 12政令市に及び、全 67の都道府県・

政令市のうち 47％に当たる 32 自治体が、土砂条

例を制定・適用している 8）。 

三重県周辺では、京都府、京都市、和歌山県、

大阪府、岐阜県、滋賀県大津市などが土砂条例を

制定しているが、いずれも残土問題が契機となっ

た。2001 年以降でも残土崩落事故が、大阪府、

広島県、山梨県で２件、滋賀県、奈良県、千葉県、

茨城県、埼玉県、岡山県で１件の９府県で 12 件

起こった。 

３．全国の土砂条例の制定内容 

全国の都道府県における土砂条例（土砂の埋め 

立て等の規制に関する条例）の制定内容を検討す

る。条例の目的は、土砂崩れなどの災害防止と生

活環境保全であり、埋め立て面積は 3000 平方メ

ートル以上の許可制が多い。埋め立てを実施する

事業者に対しては、地元説明会開催、周辺住民へ

の周知等、搬入の届出（土砂の発生場所等）、搬

入時の土壌等の調査・結果報告、定期的な施工状

況報告、搬入後の土壌等の検査・結果報告などを

求めるものが多い。埋め立て行為地の土地所有者

に対しても、施工状況の把握、報告等を求めるも

のが多い。罰則は、懲役２年以下、罰金 100万円

以下が多い 8）。 

４．紀北町・尾鷲市・三重県土砂条例の制定 

土砂条例のない地域は残土投棄場所として狙わ

れる。三重県伊賀市は産廃混じりの大量の残土不

法投棄事件を契機として 2018 年 7 月に土砂条例

を施行した。住民運動やメディア報道を受けて紀

北町も土砂規制を内容とする生活環境保全条例を

2019 年３月に制定して、７月から施行した。こ

の動きを受けて、尾鷲市と土砂条例を不要として

いた三重県も 2019年 12月に土砂条例を制定し、

2020 年４月から施行した。これらの条例施行後

は、紀北町や尾鷲市に搬入される残土は減少した。 

三重県紀北町・尾鷲市や滋賀県大津市などに限

らず、全国的に建設残土捨場は、土砂崩落事故、

自然破壊、水質汚濁などを起こしており、もはや

自治体の条例だけでは対応できなくなっている。

都道府県・政令市の 41％は残土の法規制が必要

としており、国が法律を制定して対応する時期が

きている。その際、建設残土が逆有償の場合は、

建設汚泥と同様に産業廃棄物として扱い、廃棄物

処理法の対象にするべきである。 

注:本稿は、畑明郎「日本の建設残土問題を考える」 

『日本の科学者』55(4)、52-53(2020)を改稿した。 
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D4-3          アセスメントの到達点 

名古屋市アセス事業を国アセス事業と比較して 

 

中川 武夫、Nakagawa Takeo（中京大学名誉教授・愛知支部） 

 

１．はじめに 

名古屋市は 1979 年 2 月に環境影響評価指導要

綱を制定、1981 年 2 月には国事業の名古屋環状 2

号線に準用という全国初の実績をあげた。 

1993 年 11 月制定の環境基本法に基づき、1997

年 6 月に環境影響評価法が制定された。名古屋市

は規模要件を拡大するなどの改良を加え、1998

年 12 月に環境影響評価条例を制定した。 

私が代表をしている研究会は、名古屋市のアセ

ス事業には必ず意見書を提出し 20 年以上のやり

とりの中で様々な成果を得てきた。それを最新の

南陽工場設備更新事業準備書(2019,11)＊1を中心に、

国のアセス事業と対比してアセスメントの到達点

をまとめ、今後の課題を検討する。 

２．環境影響評価の評価基準が定まってきた 

◎ 道路騒音評価  

 準備書では環境基準だけだが、評価書では「環

境基準から 5dB減じた値と対比した結果を追記す

る。」通常 55dB(B 地域の場合・昼間)＜道路に面

する地域 65＜幹線交通を担う道路に近接する空

間 70（アセス対象事業のほとんど、環境基準の

告示ではなく、環境省の通知で高速道路、国道、

県道、4 車線以上の市道と定義)。 

◎ 低周波音の評価 

方法書への意見をとり入れ、準備書からは環境

省の「低周波音問題対応の手引書」2004.6 の参照

値で評価している。（環境省は「参照値は…苦情

…低周波音によるものかを判断する目安…環境ア

セスメントの環境保全目標値…として策定したも

のではありません。」と記載。） 

◎ 振動感覚閾値 

 今回事業でも、施設稼働、車両走行の振動の評

価に「振動感覚閾値」55dB を用いている。 

◎ 特定建設作業以外のその他の作業 

従来から、その他の作業についても特定建設作

業の規制に関する基準(基準値 85dB のほかに、夜

間禁止、週 6 日以内、日・休日禁止など)を遵守

するとしてきた。 

３．意見には個別に丁寧に見解が示された 

◎ 配慮書、方法書、準備書への意見については、

個別に丁寧に紹介し、素直な見解であり、行政の

あるべき姿を模索している。 

国交省は名岐道路の配慮書(2020.4)＊2 で、半年

前の案（2019.9）に対する意見への見解は全て

“今後…調査、予測及び評価を行い、必要に応じ

て環境保全措置等の配慮を行います。”だけ。 

４．保全措置の追加、説明不備を評価書に追記 

〇 環境保全措置を追加 

搬出入車両の低公害車導入方針、低振動型建設

機械採用を工事仕様書に明記、ごみ質の均一化・

燃焼温度・ガス滞留時間、管理票の交付等・汚染

土壌に仮置きシート、山留壁先端はディープウェ

ルより深い不浸透層まで、など 

〇 説明不備だった点を評価書に追記 

騒音予測の建設機械出力、騒音予測の仮囲いの

位置・高さ、施設稼働の廃棄物推計根拠、・要請

限度の用語解説修正など。 

〇 環境保全措置の分類 

予測の前提措置と予測評価の結果取ることにし

た措置で分類した。 

５．残された問題 

準備書への見解で「今後設計を進める中で更に

検討する」項目が多く、評価書までには結論を出

すべきと批判したところ、コロナ感染対策で中止

された公聴会意見に「工事受注業者が設計を進め

る中で検討する…評価書を遵守するよう求める。」

と再見解があった。国のアセス制度にはない公聴

会を、市条例は、事業者の見解書への意見を聞く
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公聴会と規定している。そして「事業者は、陳述

された意見についての見解を述べることができる」

の運営は、公述への再見解を述べることが確立さ

れている。 

 緑地率、脱臭装置の構造・位置、有害物質等保

管場所の浸水防止措置などの基本方針・位置など

は市が決定し、工事受注業者に指定すべきである。

内容が記載されていなければ評価書遵守を求めて

も意味がない。また、山留壁の貫入深さは、リニ

ア中央新幹線工事の名城非常口で 50ｍ深さから

出水し工事中断した事件もあり、市が不浸透水層

深さから貫入深さの工事条件を示すべきである。 

 こうしたことは、準備書で排ガス濃度を定め、

工事受注業者に発注することと同様であり、市が

決めておくことである。それができないなら、詳

細設計が決まった段階で、改めて住民意見を求め

る手続きを追加すべきである。 

 現に中部横断道方法書で山梨県知事は 2020 年

5 月 1 日に「計画が決定する前の段階で、位置や

構造が分かる図面等…県に報告し、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等で

情報公開すること。」＊3 と厳しい意見を通知した。 

中部空港沖埋立の評価書(2020.3)＊4 では、国交

省の事業内容はほとんど「実施段階までに精査す

る」で、埋立申請に必要な将来の土地利用（第２

滑走路）、地盤改良の範囲、護岸法面勾配、環境

監視方法などは最終評価書でも未定である。 

リニア中央新幹線のように発生土運搬先さえ決

めずに事後調査報告書で済ませるのなら「まだ詳

細が決まらない、決まったら事後調査報告書に記

載する」と言えばアセス手続きが済んでしまう。 

６．道路環境影響評価の技術手法の問題点  

➀ 大気予測手法の出典のﾌﾟﾙｰﾑ･ﾊﾟﾌ式の「予測手

法の適用性の目安」は、道路環境影響評価の技術

手法(2012 年度版)＊5 にあるが、そもそも、この

技術手法が古すぎるのが問題である。 

横浜環状南線では 2017年 2 月 20日に「環境影

響評価の大気汚染…科学的知見に基づき最適な 

予測手法を用いるものとする。」で公害調停合意

した。複雑な地形では予測手法を３次元流体ﾓﾃﾞﾙ

など最適方法に変更し、技術手法も改訂すべきで

ある。見解書の「周辺の建物の立地状況等が異な

るため、風配図の傾向に差が生まれた」というな

ら、その個別原因を検討すべき。ﾌﾟﾙｰﾑ式・ﾊﾟﾌ式

の前提(周囲が平坦)が異なるのではないか。 

②予測条件の走行速度について、技術手法引用文

の後に（一部省略）とあるのは問題である。（一

部省略）の部分には「ただし、この場合、沿道環

境の保全の観点から適切な値を用いることができ

る。」とあり、「信号交差点により走行速度が低下

し、排出係数が増加する場合もあることから…表

…の平均走行速度…これを目安に、一般道路の走

行速度を設定することができる。」とあり、規制

速度が 50km/h では、40km/h のもっと大きな排出

係数を設定することができるのである。意識して

隠したかと思われる行為である。 

③排出ガス諸元値のもとの建設機械等損料表に、

排出ガス対策型の記載がないものについては、

「未対策」としたと見解があるが、道路環境影響

評価の技術手法が2013年3月にできた時点では、

「3 次基準値」の排出ガス対策型機械の指定が始

まっており、2019 年 12 月時点で、一般工事用で

は小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 138 機種、ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ 31 機種など

が指定されている。この動きに道路環境影響評価

の技術手法が対応していないだけである。 

７．その他の問題 

△「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する

規程」に基づく測定方法では、使用予定のﾊﾞｯｸﾎｳ､

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車は動的運転状態で測定するので、

低騒音型建設機械の基準値を用いるべき。 

 現に、辺野古埋立変更申請（2020.4)＊6 では、

この基準値を騒音予測条件としている。 

×水銀の排出濃度 30μg/m3N は、法施行(2018 年

4 月)から間もないことから排出基準とした。 
引用文献 
＊1 名古屋市南陽工場設備更新事業に係る環境影響評価準備書

（2019 年 11 月）、同見解書（2020 年 2 月） 
＊2 名岐道路（一宮~一宮木曽川）計画段階環境配慮書（国交省

2020 年 4 月）愛知国道事務所 WEB 
＊3（仮称）韮崎都市計画道路１・４・１号 双葉・韮崎・清里

幹線  環境影響評価方法書に対する知事意見（山梨県 
2020 年 5 月 1 日） 

＊4 中部国際空港沖公有水面埋立事業環境影響評価書（国交省
2020 年 3 月） 
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D4-4        低周波音被害をなくすために（2） 

 

小林 芳正、Kobayashi Yoshimasa（京都支部） 

 

１．低周波音被害とのかかわり 

 筆者が低周波音問題に初めてかかわったのは、

1972 年 12 月、奈良県香芝町周辺の西名阪自動車

道の高架橋から出る低周波音被害である。この自

動車道の開業により、沿線住民が頭痛、めまい、

吐き気、イライラ、不眠、耳鳴り、胸への圧迫感、

鼻出血等の苦痛を訴えるようになった。   こ

の原因調査のために結成された理系の調査団に縁

あって加わった。この調査団とは別に、現地には

「西名阪公害追放上中・今泉被害者同盟」も結成

されており、それを支援する医師、技術者らによ

り疫学調査に類する調査も行われていた。この時、

わが国でおそらく初めての「低周波音被害調査」

が行われたのであろう。調査団の一人、汐見医師

は以後、この問題のほとんど唯一の識者として全

国的に活躍した。 

２．低周波音被害のわかりにくさ 

 低周波音被害は 2020 年現在でもあまり知られ

ていない。筆者は 22 総学においても同じ趣旨の

発表をしたが、その後も世に理解は広まったとは

いえない。 

 前出の汐見が低周波音被害に最初に気づいたの

は 1974 年、和歌山市のメリヤス工場の隣家の被

害（16Hz,50dB 程度）だった。同氏のまとめによ

ると、被害者の訴える不定愁訴様の症状は、よく

誤解されるように、気のせいや、神経質のためで

はなく、原因である低周波音が除かれれば消える

ことから、明らかに外因性疾患であった。そし

て、その原因である低周波音の周波数帯は、ほぼ

10～40Hz ぐらいで、可聴音の周波数範囲のごく

低い帯域およびさらに低い方に外れた帯域である。

もっともこれは汐見が経験した被害者から推定さ

れた帯域であって、筆者の 22 総学の論文では、

風車発電からの 2～8Hz の超低周波音に悩まされ

ている被害者が紹介されている。わが国の低周波

音被害は、汐見らにより、町工場の機械から出る

低周波音や前記の道路橋から出る低周波音のよる

ものだったが、海外で注目されたのは、風力発電

により発生する超低周波音被害であった（たとえ

ば、Pierpont, 2009）。彼女は、著書の冒頭に

「2004 年から（風力発電による害について）た

くさん Eメールや電話が来はじめ、私と夫は工業

用風力タービンについて調べ始めた」と述べてい

るので、日本で低周波音被害が気づかれた 1974

年より 30年も後のことである。 

 低周波音被害が一般に理解されにくい重要な理

由は、低周波音敏感者が少数だということである。

筆者自身も、低周波音敏感者ではないが、多くの

被害者と面談し、内外文献を調べるうち、これが

実在することに確信を持った。 

３．環境省の低周波音政策 

 低周波音被害は環境省によっても「公害」と知

されていない。2019 年現在、環境省の低周波音

政策は依然として従来と変わっていない。したが

って環境省の参照値（下図、2017）の扱いについ

ても従来通りである。すなわち、 

１.参照値は、固定発生源（ある時間連続的に低

周波音を発生する固定された音源）から発生する

低周波音について苦情の申し立てが発生した際に、

低周波音によるものかを判断するための目安とし

て示したものである。 

２．参照値は、低周波音についての対策目標値、

環境アセスメントの環境保全目標値、作業環境の

ガイドラインなどとして策定したものではない。 

３.心身に係る苦情に関する参照値は、低周波音

に関する感覚については個人差が大きいことを考

慮し、大部分の被験者が許容できる音圧レベルを

設定したものである。 

 なお、参照値は低周波音の聴感特性に関する実

験の集積結果であるが、低周波音に関する感覚に
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ついては個人差が大きく、参照値以下であっても、

低周波音を許容できないレベルである可能性が

10％程度ではあるが残されているので、個人差が

あることも考慮し判断することが極めて重要であ

ると述べられている。 

 

環境省の参照値と低周波音被害の生じた実測値

プロット．Ａ：物的苦情に対する関する参照値、

Ｂ：心身にかかわる苦情の参照値 

 

４．一般に理解されにくい低周波音被害の特徴 

 低周波音被害の特徴について、汐見の「低周波

音症候群」を概括しておく。 

＊低周波音被害を受けるのは少数の低周波音敏

感者だけである。低周波「音」といっても、可聴

周波数帯域の音ではなく、普通の人には聞こえな

い低周波の空気振動なので、低周波音敏感者は

同一家族にさえ、そのつらさを理解してもらえな

いことがしばしば起こりうる。この事実が、低周

波音被害の理解を一般に広めるうえで大きな障害

になっている。＊被害者の訴えるつらさは多様

であり、頭痛、不眠、イライラ、頭重、肩こり、

動悸、胸の圧迫感、息切れ、めまい、吐き気、食

欲不振、胃やおなかの痛み、耳なり、耳の圧迫

感、目や耳の痛み、腰痛、手足の痛みやしびれ、

だるさ、疲労感、微熱等々いろいろである。＊

潜伏期間がある。上記のいろんな症状は、低周波

音環境にさらされれば、直ちに発生するのではな

く、一定の潜伏時間ののちに発生する。その長さ

は、数週間か数か月というのが多いが、低周波音

にますます敏感になっていく。特別な場合、数年

後という場合もあった。＊学習効果がある。上

の潜伏期間と関係があるが、ある時、低周波音に

気づいたら、それから苦しみが始まるのである。

そしてその後は、暴露低周波音にますます敏感に

なっていく。まったく別の場所に行くと、症状は

治まっているのだが、そこにたまたま、日ごろ暴

露されている周波数の低周波音が伝わってくると

すぐにわかり、そこにいたたまれなくなる。＊

（可聴音による）マスキング効果がある。低周波

音でつらい時、あるレベルの可聴音を流してやる

と、つらさが低下する。つまり、低周波音敏感者

は、可聴音でやかましい環境の方が低周波音の苦

しさを耐えやすい。＊低周波音敏感者は、低周

波音を耳で聞いているのではなく（つまり、空気

振動を外耳－中耳－内耳－内耳神経という経路を

たどって認知するのではなく）、低周波空気振動

を身体全体で受け、骨伝導等を通じて聴覚中枢が

認知するものと思われる。したがって、耳を覆っ

ても遮断することはできない。 

５．まとめ 

 この厄介な低周波音被害だが、メカニズムにつ

いても、数少ながら、内外の医学者、音響学者ら

の研究もあるし、外国では政治的影響力の大きい

裁定も行われている。 
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D4-5           都市低周波音問題 

隣家のヒートポンプ音による健康被害 

 

山田 大邦、Yamada Hirokuni（北海道支部・大規模風力発電問題研究会） 

 

１．はじめに 

 ヒートポンプ式熱供給機の累積出荷台数は、

2020 年６月末で 700 万台を超え全国的には 10 世

帯に 1.4 台となる。札幌市内でも同じ割合で灯油

暖房からヒートポンプ式に置き換わってきた。こ

れを設置し無落雪構造で駐車スペースを確保する

戸建て増加の住宅環境は隣家と接近しすぎている。 

これまで石狩湾岸部風力発電所からの低周波音

のフーリエ変換(FFT)法による周波数分析を行な

ってきたが１）、手狭な住宅環境下で夜間電力によ

る省エネ冷暖房器から、風車音と同様の長時間・

連続的な低周波音被曝の拡がりが市民の健康被害
２）に与える深刻な影響を検討する必要がある。 

前回３）隣家室外機から 12ｍの筆者の入眠被害

を報告したが、新たな被害者の要請が深刻で、そ

ちらを優先した。2017 年４月新築の隣家の室外

機４機は床暖機２機・エアコン・給湯機で、すべ

て家族４人の被害者宅寝室に面している。室外機

稼働直後から１人が被害を訴え、寝室まで 7ｍで、

入眠障害・途中覚醒、睡眠薬の常用、自律神経失

調症となった。被害者の室外機稼働調査から、給

湯機の夜間稼働停止を隣家に要請し、床暖機が焦

点となる。睡眠障害が激化する冬の 2019 年 1 月

末の深夜０時半～３時半に３日間(D1、D2、D3)、

被害者が稼働を確認し、床暖機室外機から 2ｍと

寝室で同時測定した。以下の図は D1 のみを示す。 

 

２．結果と考察 

・室外機近傍 

室外機近傍の音(図１)は車通過音を除き、音圧

(Pa パスカル)別に 0.05Pa、0.1Pa、0.15Pa の３種

(それぞれ R①、R②、R③の領域)があった。被害

者の動画撮影から R①は全機停止、R②は床暖機

１機のみ、R③は２機のみ稼働を確認している。 

 

 

 

FFT の時間経過(TFFT：図２)で、別の大きさに

変わると別の周波数の構成となることが分かった。

R①は主に 100、200Hz である。R②と R③は、

20Hz 以上に、各々に固有の周波数の組で構成さ

れ、構成するピークの音圧は R③が大きい。 

夜冷える D1 と D2 は測定中で R③割合が 40％

ほどであり、夜温かい D3 の R③は 10％であった。 

R②は基本音 33.8Hzの倍音系列から成り、この

倍音列が音圧巾 0.1Pa を決めており、R③は、更

に周波数の高い基本音 46.5Hzの倍音系と 62Hzの

倍音系列とからなり、音圧の大きな 46.5Hz 倍音

列が音圧巾 0.15Pa を決めている。R②と R③は、

その領域内に、基本音が短時間に階段状に変化す

る倍音系が含まれ、ある時刻では領域を決めるも

のよりも音圧大の場合がある。 

・屋内に及んでいるか 

寝室での TFFT 図から屋内外で共通の周波数が

あり、音源確認でのFFT法の利点が発揮できた。

また、屋内にのみ存在するピークがあり、同時測
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定の必要性を確認できた。 

R②内の任意の R2 時刻(図３)について、FFT と

環境音評価で使われる(1/3)Oct を比較する。FFT

法では、室外機傍で 33.8Hz 音の２倍音 67.2Hz と、

階段状周波数変化の一部を構成する 59Hz の倍音

が、両側周波数よりも 20dB 以上の大きな卓越性

を示し、屋内でも 67.2Hz と 59Hz で 10dB 以上の

卓越性を示している。一方、(1/3)Oct 法では、音

源特有の周波数とその構成を特定できない。当被

害宅は、寝室で健常者の９割が我慢できる値とし

ての心身の参照値４）を超えない。この値は聞こ

える単一音に対し数分間での調査であり、長時間

被曝した結果ではない。安全調査委員会２）では、

健常者の半数が聞こえる限界である聴覚閾値５）

に近い場合、FFT の結果も検討し、ピーク値が両

側の周波数に比べ 10dB 以上大の場合は卓越性が

あり、6dB の調整値を加えるべきとした。健常者

の 10 人に１人が聞こえる限界を基準(聴覚閾値の

P10値６))とすると R2 でもその基準に該当する。 

R③では FFT 法から寝室での複数ピークが卓越

性を示し、R31 時刻(図４)で、寝室での 76.8Hz 音

は、両側周波数よりも 30dB 卓越し、(1/3)Oct 法

で 6dB付加されれば参照値に届く。測定量のまま

でも聴覚閾値を超え安全調査委が扱う場合には、

問題を指摘される。先進例として聴覚閾値より

5dB 低い値のオランダ７）では基準を上回り、日

本でどこまでを救済するかが問われている。被害

者は睡眠中に R②領域で振動を感受し途中覚醒し

ており、R②＋R③の割合は３日間について 74、

66、68％を占め、睡眠障害の原因と考えられる。 

灯油ストーブからヒートポンプ式全室床暖房の

室外機２台の体制は、寒冷地の冬季では低周波音

の増大となる。都市住宅間の狭い環境下では、当

面、もっと被害実態に即した聴覚閾値の P10値な

どの基準に変えるべきである。 

ヒートポンプ暖房は、循環する冷媒の圧縮液化

放熱と気化吸熱で効率良く屋内を暖房する方式で、

室外機内の圧縮機とファンからの音が問題となる
２）。使われている床暖機は三菱製で、他社品と動

作調整が同じであるかは不明だが、寒冷時には圧

縮機とファンの回転数を上げて(音の周波数が上

がる)放熱量を上げ、適温となるように調整する

機構が組み込まれていると考えられる。当床暖機

で階段状に音が変化するのが、圧縮機かファンか

の回転数の変動があるはずだが、条件設定できる

機器環境がないので確認できていない。 
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D4-6       小型風力発電の騒音による健康被害 

－北海道稚内市におけるヒアリング調査－ 

 

佐々木 邦夫、Sasaki Kunio（北海道支部・大規模風力発電問題研究会） 

 

１．はじめに 

北海道稚内市は 2017年 12月 13日（2018年 12

月改正）に全国初となる「稚内市小型風力発電設

備等の設置及び運用の基準に関する条例」を制定

した。条例では５kW 以上 50kW 未満の小型風力

発電は住居等から 100m 以上の離隔距離をとらな

ければならないが、条例制定前に経済産業省に事

業計画認定を受けた発電事業は、条例の適用外と

なるため、わずか約 84ｍの場所で稼働している

ものもある。それが、今回のヒアリング調査を行

なった小型風力発電(以下、設備)である。2017 年

秋頃、拙宅から約 230m 離れた海岸近くに、気づ

いたときには既に建設されており、すぐに稼働が

始まった。稼働直後から、拙宅では聴いたことの

ない、室内を震わすように響く重低音が聴こえ始

めたため、この設備より半径 300m に範囲を定め、

住民を対象にヒアリング調査を行なった。 

２．小型風力発電が与える周辺への影響 

まず、設備の稼働開始から間もない、2017 年

10 月に近隣４軒の住民から話を伺った。設備か

ら約 90m 離れた方からは「風向きに関係なく窓

を閉めた状態でも風車の低い音が聞こえてくる。

風除室などの狭い空間ではより聴こえやすい」、

約 95m 離れた方からは「窓を閉めていても頻繁

に低い音が聞こえてくる」、約 110ｍ離れた方か

らは「家の陰になっているため、窓を閉めた状態

だと音は気にならない」、約 130m 離れた方から

は「風速が 10m を超えると、窓を閉めテレビが

ついていても風車の高い音や低い音が聞こえ、朝

晩の静かな時には頻繁に音が聞こえてくる」との

回答があった（写真１）。さらに、稼働開始から

約１年が経過した 2018 年 10月に半径 300m圏内

の 81 世帯中、在宅していた 63 世帯でヒアリ 

ング調査を行なった。そのうちの 12 世帯（19%）

から「窓を閉めていても低い音が聞こえる。明け

方に音が気になり目が覚め、その後再び寝付けな

い。朝日が差すと、日が遮られフラッシュの光を

浴びるようでイライラする。ほぼ毎日音や振動が

ありイライラする。事業者は説明会で音は聴こえ

ないと説明していたが騙された」など、設備稼働

に伴う率直な悩みを伺うことができ、稼働によっ

て何らかの影響が生じていることを確認できた。

しかし、住民の中には、「事業者は信用できない

から話をしたくない。苦情を言うことでトラブル

になりたくない」など、大半の方が問題はあって

も諦めるしかないと感じているようであった。 

今回の結果で最も設備から離れて音を感じた住

宅は、約 280ｍであった。この結果を受け、事業

者や自治体を動かしていくには、小さな町特有の

しがらみや、被害を受けている本人が実態を訴え

なければならないなど、多くの課題がある。しか

し、19％の住民に何らかの影響が出ていることか

ら、まずはこれが小型風力発電からの騒音の影響

であるかという科学的実証が急がれた。その後、

筆者はこのヒアリング調査結果をもって風車騒音

に知見の深い北海道大学院工学部松井利仁教授を

訪ね、ご協力を仰ぎ、現地での低周波騒音測定調

査へとつながった。この調査結果については、ま

た別の機会に改めて報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 住宅からわずか 90ｍの場所で稼働する 

小型風力発電（北海道稚内市） 
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３．法の網を抜ける小型風力発電の問題 

小型風力発電は、2014 年４月１日付けで建築

基準法の規制対象から除外され、電気事業法での

安全規制に一本化された。風力発電に係る主な法

規制は、消防法・電波法・騒音規制法・振動規制

法・国土利用計画法・自然環境保全法・海岸法・

景観法・自然環境保全法・環境基本法ほかあるが、

小型風力発電については法の網にかからないため

に、建設中止や撤去命令などの法規制が取れない。 

たとえば、「電波法」についてである。2018 年 

稚内市西浜地区に建設され稼働した、最大高

26.55m の小型風力発電がある。ここよりわずか

39m の位置に西稚内テレビ中継局（民放）、58m 

の位置に西稚内テレビ中継局（NHK）があり、

稚内周辺地域へ電波を発射している。中継電波な

どへの影響を北海道総合通信局へ問い合わせると、

電波法上全く規制がないとの回答が返ってきた。  

また、ここは土砂災害警戒区域内で、道道 254 

号より 20m も離れていないため、土砂災害時の

危険を宗谷総合振興局に照会すると、ここでも構

造物に対する制限や規制はないとの回答であった。 

最も懸念される「騒音」について環境省は「こ

れまでに国内外で得られた研究結果を踏まえると、

風力発電施設から発生する騒音が人の健康に直接

的に影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。ま

た、風力発電施設から発生する超低周波音・低周

波音と健康影響については、明らかな関連を示す

知見は確認できない」1)としているが、稚内市で

は風力発電の騒音による苦情が出た時のために、

2018 年にリオン株式会社製の精密騒音計(NL-62)

を購入している。測定は苦情が出た時点で職員が

事業者立ち会いのもとに行い、騒音基準について

は国に準拠するとのことだった。様々な問題が想

定されても、事業者はコスト面を優先し「工事用

車両が出入りしやすい道路がある場所や電柱が近

くまで来ている場所」を建設地として計画するた

め、住宅等が近隣にある地域にしぼられることで、

住民への影響リスクは高まっている。 

４．今後の課題 

 環境省は「風車騒音については、風力発電施設

を主観的にどのようにとらえているかにより、わ

ずらわしさ（アノイアンス）が変化することが、

多くの研究により報告されている。たとえば、風

力発電施設により景観が損なわれたと感じる場合

にわずらわしさの度合いが大きくなるとの知見や、

風力発電施設により経済的利益が得られる場合に

はわずらわしさの度合いが小さくなるとする知見、

さらに、風車騒音には悪影響があるのではないか

という思い込みによって、わずらわしさや他の健

康影響を訴える可能性があるとする知見等が報告

されており、このようなバイアスや交絡要因をど

のように評価するかは今後の課題である」2)とい

う言わば「気のせい」という見解であり、そのこ

とに強く憤りを覚える。一方で、小型風力発電に

よると思われる健康影響が稚内市だけではなく、

愛知県田原市(写真２)でも報道されていることも

事実である 3)。現在北海道で、20kW 以下の小型

風力発電は約 2,027 事業がすでに認定されている。

被害が拡大する前に、制度を変えなければならな

い。そのためには、低周波騒音や疫学調査など、

研究者と共に科学的根拠を伴う力強い市民運動と

して広げていくことを希望している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 2 朝日新聞 2009年１月 18日 
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D4-7  風力発電施設から発生する電磁波の影響と環境アセスの必要性 

 

加藤やすこ、Yasuko Kato（北海道支部大規模風力発電問題研究会、環境ジャーナリスト） 

 

１．はじめに 

洋上風力発電所では、風力発電機で作られた交

流電流を洋上変電所で昇圧後、直流に変換し、陸

上の変電所で交流に戻してから送電系統に接続す

る（図１）。送電ケーブルから発生する超低周波

電磁場が海洋生物に影響を与えることが報告され

ており、陸上の送電線周辺では、周辺住民に影響

を与える可能性がある。 

 

図１．洋上風力発電の構成要素 

 

出典：ＮＥＤＯ『再生可能エネルギー技術白書』

（2014 年）。 

 

２．海底電力ケーブルから発生する電磁場 

 風力発電では、風速が早くなるほど発電する電

力量が増えて電磁場も増えるが、磁場強度は埋設

深度やケーブル設計によっても異なる。海底電力

ケーブルは金属皮膜によって遮蔽されているが、

磁場は遮蔽されないので海中に漏洩している。 

地磁場は赤道で約 250ｍＧ、極で約 600ｍＧだ。

洋上風車が多数あるバルト海の地磁場は約 500ｍ

Ｇで、海底にある高圧直流ケーブからは、最大出

力で 1600Ａの電流が流れ、最大 53〜64ｍＧの静

磁場を発生させている 1)。また、アメリカ内務省

海洋エネルギー管理局（ＢＯＥＭ）は、海底の交

流三相電力ケーブルから発生する典型的な交流磁

場強度は約１ｍで最大 165ｍＧと報告している 2）。 

 

３．低周波磁場と海洋生物への影響 

魚は地磁場を利用し移動しており、とくに電磁

場に敏感な魚種として、サケ、ウナギ、チョウザ

メ、マグロ、スズキ、ヒラメ、サメ、エイ、エビ、

カニなどがある 2)。磁場や電場に敏感な種は、ケ

ーブルから発生する電磁場を検出できる可能性が

高いため、ケーブル近傍の電磁場が回遊魚の移動

を妨げる可能性があり、貝類や甲殻類などの底生

生物は、より大きな曝露を受けると考えられてい

るが、無脊椎動物に関する研究は少ない*1。 

静磁場または交流磁場を用いた曝露実験では、

魚類の精子運動、受精効果、胚発生、心筋のや呼

吸の運動機能に影響与えることが報告されてきた。

しかし、このような研究は限られており、風力発

電のケーブルによって海洋生物がどのような影響

を受けるのかは、まだ明らかになっていない。 

 

４．電磁波の影響 

洋上・陸上風力発電を設置する際、環境アセス

メントで検討されるのは、風車から発生する低周

波音や騒音、バードストライクなどの項目で、電

磁波の影響は評価対象になっていない。しかし、

高圧送電線を設置する自治体の住民に対して、事

業者が住民説明会を開いた例がある。 

2017 年、日本海に面した北海道瀬棚町では、

沿岸部に定格出力 3.2ＭＷの風車を 16基設置する

風力発電所の設置が計画され、事業者は隣接する

今金町の連携変電所に送るために、約 50ｋｍの

送電線を整備することになった。事業者は今金町

で住民説明会を開き、歩道の地下 0.6ｍまたは車

道の地下 1.2ｍに送電線を埋設し、歩道ではケー

ブルの真上で磁界強度は 8.58ｍＧ、車道では

0.86ｍＧになるという推計値を示した（いずれも

地上高 0.6ｍでの値）。 

風速によって発電量は変化するが、この値を予
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測した前提条件は示されず、工事方法の詳細も説

明されなかった。送電線は、役場や商店、小学校

があり、住宅も集中する町の中心部を通る計画だ

ったので、電磁波の健康影響を懸念した地域住民

が反対し、送電ルートが変更になった。 

経済産業省は、変電所や高圧送電線など電力設

備から発生する超低周波磁場が平均で 2000ｍＧ

以下になるよう求めており、この値は国際非電離

放射線防護委員会（ＩＣＮＩＲＰ）の国際指針値

と同じだ（図２）。超低周波磁場３〜４ｍＧへ曝

露することは、白血病のリスクを高めるという報

告が各国で発表され、2002 年には世界保健機関

（ＷＨＯ）の国際がん研究機関（ＩＡＲＣ）も

2002 年に超低周波電磁場（０〜300Ｈｚ）を「グ

ループ２Ｂ：ヒトに対して発がん性の可能性があ

る」と認め、多くの国がＩＣＮＩＲＰ指針値より

も低い値を採用するようになった。 

 

図２．電力設備を対象にした超低周波磁場の規制 

 
（参考：環境省『身の回りの電磁界について』2017） 

 

欧州連合は 1000ｍＧ、スイスでは住宅や学校、

病院周辺などがあるエリアでは 10ｍＧ、イタリ

アは新規設備の磁場を３ｍＧに制限し、ベルギー

は行政区域によって規制が異なり、フランデレン

地域は２ｍＧだ。オランダ政府は４ｍＧを超える

高圧送電線周辺に、子どもが長時間過ごす施設や

住宅を設置しないよう勧告している 3)。最近の研

究では、環境中の超低周波電磁場やマイクロ波に

よって細胞膜の電位依存性イオンチャネルが活性

化し、神経伝達などに関わるカルシウムイオンの

流入、酸化ストレスの発生、ＤＮＡ損傷や神経系、

内分泌系に影響が出ることが報告されている 4)。 

 

５．環境アセスメントの課題 

日本では 1万ｋＷ以上の風力発電所を設置する

際、環境アセスメントを行うことになっているが、

風力発電設備から発生する電磁場は評価項目に含

まれていない。国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、洋上風力

発電所を設置する際は海の生態系への影響も調査

するよう求めているが、具体的な調査手法は確立

していない。 

そのため、調査方法が確立していないことを理

由に、海洋生態系への影響を評価しない事業者も

いる。電力ケーブルから発生する電磁場が海洋生

物に与える影響を調査し、発電所による環境影響

を適切に評価できるようにするための調査方法を

確立することが必要ではないか。 

送電線から発生する磁場の影響もアセスの対象

外になっているが、送電線が住宅地や市街地を通

過することを考えると、送電線のルートや予測さ

れる磁場強度も環境アセスで評価すべきだろう。 
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E1-1           感染症と食料・農業 

 

立石 昌義、Tateishi Masayoshi（食料問題研究委員会委員・埼玉農民連会長） 

 

１．はじめに 

 感染症と食料・農業の問題ついては、2019 年

12 月 1 日中央大学多摩キャンパスで行われた

【第 20 回東京科学シンポジウム】に於いて「豚

熱」「アフリカ豚熱」から日本の養豚業を守る－

日本の養豚数の 25%を占める関東各県への対応に

ついて－で報告した。 

この中では、2018 年 9 月 13 日に岐阜県恵那市

で外来性の「豚熱」が発生し、近畿圏から長野県

の 8県に感染が広がり 2019年 9 月 13 日には関東

圏の埼玉県秩父市で感畜が発見され関東圏養豚業

者を震撼させ早急に対応が求められた。埼玉農民

連は、それまで頑なにワクチン接種を拒んできた

国に対して 9 月 17 日には『日本の養豚業守るた

めの要請』を大野元裕埼玉県知事に行い、次いで

農林水産大臣に『関東圏を豚熱・アフリカ豚熱か

ら守るための要請』を行った結果ワクチン接種が

解禁された。しかし、国内養豚数 1000 万頭に対

して感染源となっている 100万頭を越える野生イ

ノシシは駆逐されておらず、2020 年に入っても

沖縄で豚熱が発生し９月 26 日には埼玉県に隣接

する群馬県南部で感畜が見出され発生農場での全

頭殺処分が行われた。養豚農家は国の飼養衛生管

理指導に従い防御柵や防鳥・虫ネットを備えてい

るが、ネズミの侵入など防ぎきれない豚熱感染に

不安を募らせている。 

 さて本稿では、2020 年初頭から市中に「新型

コロナウイルス感染症」が広がり今日では感染の

第 3波で過去最大の感染者数を日々更新し人命と

人命を支える食料・農業への影響増大が危惧され

ている。そこで、埼玉県でも農業生産が最も盛ん

な北部地域での聞き取りをした 1 月から 11 月ま

での農業への影響を報告し、国の「新型コロナウ

イルス感染症」への対応についての問題点を指摘

し抜本的改善を提案したい。 

 

２．「新型コロナウイルス感染症」の農業生産へ

の影響と対策について 

 日本での新型コロナウイルス感染が報告された

1 月から 3 月まで埼玉北部・本庄市のキュウリ生

産団地では例年にない安値が続き、国のコロナ対

策のための持続化給付金（個人農家へ昨年の月平

均売上の５０%以下の月が今年１ヶ月でもあれば

最高 100万円支給）では損失を賄えない事態が生

じている。深谷ネギの産地でも、長雨による生育

障害で安値となった。 

 また、2020 年産の出来秋の米は給食や外食な

ど業務用米の消滅で 1 俵（60 ㌔）2000 円も安値

となり、しかも 2019年産米が国内に 20万トンも

余っていて農民連が申し入れている隔離して備蓄

や輸出用にするよう国への求めに耳を貸さず卸売

業者も米の置き場に困り新米を受け入れる余地が

ない状態となっている。埼玉県の奨励品種米＜彩

のかがやき＞は収量不足で減収となる等、気候危

機の影響も毎年深刻になっている。この様に国の

米政策はコロナ対策を行わないばかりか、来年の

米生産の目標を 693 万トンとし生産調整は３０万

トンとしました。  

なお問題なのは、国は米生産農家の窮状にはい

っこうに目を向けず輸入しないでも済む外米（ミ

ニマムアクセス米）77 万トンは許容しているこ

とである。コロナ禍と気候危機の影響を受けてい

る米農家・野菜・果樹・畜産物生産農家の持続化

には、今進められている持続化給付金制度を広く

農家に知らせて離農する農家を一軒でも出さない

ことが求められている。 

 

３．新たな感染症の増大に於ける食料の確保と農

業の持続化、人の健康・命を守る課題について 

 豚熱も新型コロナも RNAウイルスで、食料・農
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業・人の健康と命を脅かす。埼玉県では 2016 年

にさいたま市の幼稚園で病原性大腸菌 0-157の発

生があり死者を出し、今年 7月には八潮市の小中

学校の給食で０－７による集団食中毒を出した。 

 この 11 月には、香川県で 4 件の高病原性鳥イ

ンフルエンザＨ５亜科が連続発生して全鶏殺処分

となった。病原性細菌もウイルスもグローバル社

会のスピードに乗って一気に広域に瞬時にして広

がり、制御することが極めて難しい。食料・農

業・人の命を脅かす感染症や気候危機に対する危

機管理をどうするかを考える時、日本学術会議の

役割をあらためて確認するものである。 

 日本学術会議は日本での新型コロナウイルス感

染症発生後の 3月 6 日には「新型コロナウイルス

感染症対策に関するみなさまへのお願いと、今後

の日本学術会議の対応」との声明を出し、これを

受けて 2020 年 7 月 3 日に【提言 感染症の予防

と制御を目指した常設組織の創設について・第二

部大規模感染症予防・制圧体制検討分科会】を発

表した。この中で、国と地方自治体に平時から常

設の危機管理を担う確固とした組織の確立と具体

的中身を示した。これに対して、安倍・菅政権は

コロナ対策の様々な専門委員会を立ち上げ充分な

情報開示を行わないばかりか日本学術会議の人事

に介入する一方で依然としてコロナ対策は国民の

納得したものになっておらず非科学的態度に終始

していると思う。自公政権には、学者・研究者の

英知を結集した日本学術会議がコロナ危機を乗り

切るため出した「提言」を尊重しコロナ対策に当

たって貰いたいと強く思う。 

なお、日本学術会議は戦前・戦中に学問・研究

が軍事利用（★戦前・戦中のペスト研究論文批判

紹介）された苦い経験から再び軍事利用されない

よう戦後発足したものであり、戦前・戦中のＡＢ

Ｃ兵器開発を批判・拒否したものである。日本学

術会議への政権の介入は、軍事研究拒否に攻撃を

加えるものであり、コロナ対策に重要な役割を果

たす学術会議の役割を否定するものに他ならない。 

 

４．新型コロナウイルス用ワクチンについて 

世界中で開発が進められている「新型コロナウ

イルス用ワクチン」の中で、ファイザー社が開発

に成功し国内外で期待が高まっている。我が国は

来年前半には「新型コロナウイルス用ワクチン」

を国民全てに無償で提供することを表明し、国会

審議を急いでいる。しかし、このワクチンにはい

くつかの問題点があり慎重に対処することが求め

られる。ファイザー社の＜ｍ－RNA＞ワクチンは、

新型コロナウイルスの遺伝情報を体内に注射で注

入しコロナウイルス蛋白の抗体産生により新型コ

ロナウイルスからの感染防御をするものです。こ

れは、これまでの生ワクチン・不活化ワクチンと

違い人間に使われたことがない故に慎重さが求め

られる。加えて、未解明の抗体依存性感染増強

（ＡＤＥ）の危険がないか、国がワクチン接種を

急ぐあまり「品質確認」を書類審査のみにして

「国家検定」を省略するなど拙速な対応に歯止め

かけなければならない。最も重要なのは、ワクチ

ン接種を受けるかどうかは国民一人一人の自己決

定権に委ねることである。 

 

５．新型コロナウイルス感染症から国民の健康と

命を守るには食料・農業が大事！ 

 今年、ノーベル平和賞を受賞した国連の WFP

（世界食糧計画）は新型コロナウイルス用ワクチ

ンがない中では〝食べ物が最良のワクチン〞だと

強調している。人間は、細菌を始めとする微生

物・植物・動物が進化の過程で獲得した自然免疫

機構を引き継いでいる。現状では、WFP が言うよ

うにバランスの取れた多様な食事で体に備わった

自然免疫をフル稼働させることが重要で、食料・

農業の役割が最も大事となっている。それには新

たな感染症を引き起こさないために、農業・食料

をアグリビジネスに委ねず環境に優しい世界の 8

割を占める家族農業を守り発展させることこそ重

要である。 

★15 年戦争と日本の医学医療研究会誌第 19 巻・

第 2号 35-40（2019 年 5月） 

「戦争と科学－15 年戦争時の病原ウイルス・細

菌学研究者たち－」立石昌義（元・北里研究所） 
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E1-2   被災地宮城における第一次産業の復興の現状と課題 PartⅡ 

～農業復興を中心に～ 

 

小川 静治、Ogawa Seiji（ 東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター事務局長） 

 

１．はじめに 

 震災前の宮城県の第一次産業は「担い手の減

少・高齢化・低収益性・耕作放棄地増・人口減」

という日本全体の問題が集中的に現れていたが、

震災はそうした状況を前提に「これからの将来像

をどう描き実現するか」ということが問われた。

一昨年の沖縄総学において、その問いとの関連か

ら復旧・復興の現状を報告した。本報告は前回報

告内容から２年後到達点はどのような状況にある

のか、定点観測的に復興の現状とこれからの課題

を考えたい。 

 

２．東日本大震災の被害と政府の復興計画 

 宮城県の一次産業の総被害額は１兆３０００億

円とされ、そのうち農業関係は約５，４５４億円

で、その９３％は津波被害によるものであった。

県内耕地面積の１０％が被害を受けた。また、水

産業は約６，８０４億円もの壊滅的被害を受けた

（県調査）。政府は２０１１年７月２９日、「東日

本大震災からの復興基本方針」を決定し、同年８

月２６日「農業・農村の復興マスタープラン」を

決定した。それは農地を地域の中心になる農家へ

集約、一枚の面積を拡大し、効率の高い低コスト

農業や植物工場などを使った高付加価値農業へ転

換し、加工など加えた農業の「６次化」を内容と

するものであった。これは被災地を日本の農業モ

デル、実験の場として位置づけたものと言える。

これを具体化するため、「農地の復旧・整備」・

「生産施設・付加価値」・「コミュニティの再生」

の３分野で事業が計画された。宮城県でそれらの

事業には今までで約５０００億円の補助金・交付

金が投入された。概要は以下の通りである。 

① 農地・農業用施設災害復旧事業 ２１５３

億円（県営・国営分計） 

② 直轄特定災害復旧事業等・直轄災害関連区

画整理事業 １３６０億円 

③ 東日本大震災復興交付金事業（Ｃ―１・C

―４事業計） １２５０億円 

④ 被災農家経営再開支援事業 １５５億円

（予算ベース） 

⑤ 東日本大震災農業生産対策交付金 ２９５

億円（注：東北全体） 

これらの資金投入により、農地・農業用施設

の復旧は２０１９年度で完了し、県内農業生産

の回復に向けたハードは概ね本年度中に完了す

る。 

 

３．宮城県の復興計画 

 宮城県村井嘉浩知事は、第一回東日本大震災復

興構想会議（１１年４月２３日）において復興の

方向性と施策について発言し、その中で農業につ

いては「復旧困難な農地の国による買い上げ」と

ともに、「大規模土地利用型農業の展開、稲作か

ら施策（〔ママ〕）園芸への転換や畜産の生産拡大

→大規模化＋農業産出額の向上、斬新なアグリビ

ジネスの展開（民間投資による活性化）」を提案

した。村井知事の発言内容は、その他の施策提案

とともに「単なる復興でなく、創造的復興を目指

す」とする復興構想会議基本方針として具体化さ

れることとなり、前述の「農業・農村の復興マス

タープラン」にも反映されることとなった。１１

年１０月に決定された「みやぎの農業・農村復興

計画」の中心は、この時の知事の発言内容を全面

的に反映したものである。岩手県の復興計画では、

「沿岸の地域特性や地域づくりの方向性を踏まえ

…園芸産地の形成や農業基盤、海岸保全施設等の

復旧・整備を進める」施策が組み立てられている

ことと比較すると好対照をなす。 
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４．宮城県の復旧・復興の現状 

 （１）営農再開状況 

営農再開可能面積は震災前の９９％まで回復し

たi（農地転用を除く）。しかし、営農を再開した

経営体のうち、販売収入が震災前水準を回復した

経営体は 44％で、33％は回復できていないii。こ

の調査は調査対象経営体が 102 とサンプルが少な

いが、２５７０農業集落を対象とした聞き取り及

び２０１０年世界農林業センサスの結果に乗じて

集計した調査（農林水産省）によれば、震災被害

のあった経営体の営農再開割合は 70.4％、そのう

ち津波被害のあった経営体の営農再開割合は

64.5％であったことから示されるように、津波被

害を受けた経営体の営農再開は遅れた。しかし、

それ以降の実態調査は行われておらず、未解明で

ある。 

 １７年の作物統計調査（農水省）によれば、宮

城県の耕地面積は１０年比で 94％となっている

が、南三陸町（73％）、亘理町（86％）、岩沼市

（83％）などの津波被害を受けた沿岸市町での営

農再開遅れが目立つ。 

 

（２）農業生産状況 

村井知事は農業に関して、生産の指標として食

糧自給率目標から農業産出額向上の目標に変える

とした。１８年の宮城県の農業産出額は１，９３

９億円であったが、これを震災前（２０１０年）

の１６７９億円と比較するとその伸長率は１５．

５％増であった。しかし、東北全体（福島除く）

が１９．８％増であったから、宮城県の産出額が

伸び悩んでいることがわかる。同様に生産農業所

得でみると、宮城は７．７％増だったが東北全体

（福島除く）は２７．６増と大きな解離があるiii。 

農業産出額を市町村別にみると、構図がさらに

明確になる。１８年の農業産出額を１２年前の０

６年と比較ivすると、宮城県全体の伸長率は２％。

沿岸１０市町は▲１４％なのに対し、津波被害の

なかった内陸部は５％増と大きな差がある。その

中でも中南部の岩沼市（▲２９％）、亘理町（▲

山元町（▲１９％）、北部の気仙沼市（▲１９％）、

南三陸町（▲２７％）が大きく産出額を減らして

いる。 

 

（３）減少する家族経営体、進む大規模化 

宮城県全体では１０年に比べ家族経営体は１．

２万戸減少し減少率は 24.1％だったが、沿岸部は

34％も減少したv。反面、経営耕地面積は特に沿

岸部で大規模化が進み、１０年比で２０～３０ｈ

ａ農地は県全体では 42％増加したが、沿岸部で

は 120％と突出している。 

 

（４）農業復興の課題 

震災からの復興は単に生産を再開する（した）

ことで終わるものではない。営農再開が持続的軌

道に乗って初めて復興の入り口に入ったと言える。

その意味で、直面している復興の課題はどのよう

なものか。 

① 新たに設立された組織経営体の経営安定化

支援の強化 

② 新たな農村コミュニティをどう構築するか 

（担い手不足のなかでの労働力確保） 

③ 販売環境変化にどう対応するか 

という点に集約されると考える。 

 

５.おわりに 

被災者の暮らし・地域社会・地域経済再建のた

めには、一体的な課題解決は単なる施設復旧や大

規模化や民間資本の導入という「創造的復興」路

線で解決できないことを露わにしつつあるのが宮

城県農業復興の現状ではないかと考える。ただで

さえ体力が弱っていた被災地を、「創造的復興」

という名で、効くか効かないかわからない劇薬の

実験場にするべきではない。                                                                                 

 
i 「農業・農村の復興・再生にむけた取組と動き」2020

年 1 月 東北農政局 
ii 「東日本大震災による津波被災地における農業・漁業

経営体の経営状況について」２０１６年７月農水省 
iii 「平成３０年農林水産統計東北」東北農政局 
iv 「市町村別農業産出額（推計）」農水省 
v 「２０１５年農林業センサス結果の概要」農水省 
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E1-3         食をめぐる消費者行政の今 

食品表示を例として 

 

原 英二、Hara Eiji（食糧問題研究委員会、日本消費者連盟） 

 

１．はじめに 

ケネディの挙げた「消費者 4 つの権利」、すな

わち①安全である権利②知らされる権利③選択で

きる権利④意見を反映させる権利、にはじまり、

消費者基本法にも定められている消費者の権利で

ある「知る権利」「選択する権利」は、具体的に

は商品の表示によって実現される。 

食品に含まれる食品添加物や農薬、遺伝子組み

換え原料などについて食品安全委員会が安全性を

審査しているが、安全性の評価には限界がある。 

その中で消費者は自ら学習して商品を選ぶこと

を強いられているが、学習して何を避けるべきか

を知ったとしても、商品の表示がこれを困難にし

ている状況がある。 

食品行政の後退ぶりについては、これまで科学

者会議の場で何回か報告しているが、今回は食品

表示について論じたい。 

 

２．食品表示をめぐる動向 

(1)食品表示法と食品表示基準 

食品表示についての法律が一元化されて 2013

年に食品表示法が制定された(施行は 2015 年)。

その下に制定された「食品表示基準」の原料原産

地、遺伝子組み換え、食品添加物などについて規

定は、食品表示一元化の前からの規定を引き継い

だものであり、順次見直しが進められている。 

 

(2)原料原産地表示 

2016 年に開催された「加工食品の原料原産地

表示制度に関する検討会」では、JAS 法の対象範

囲を大幅に拡大して原則すべての加工食品につい

て原料の原産地を表示することとされた。問題は

その内容である。 

消費者団体などからは、表示対象の原料を広く、

かつ具体的にわかりやすい表示が要求されたが、

業界側は表示面積を理由にできるだけ狭い範囲で、

原材料が変更されることがある等を理由に曖昧な

表示を要求した。結局決められた原料原産地表示

の方法は、例として北米と豪州から輸入される小

麦を原料とする小麦粉を使ったパンの場合、次の

表示が可能である。 

① 小麦粉(米国、カナダ、オーストラリア) 

② 小麦粉(米国、カナダ、その他) 

③ 小麦粉(輸入) 

④ 小麦粉(国内製造) 

このうち、「大括り表示」と呼ばれる③につい

ては、もし部分的に少しでも国産小麦を使えば、

「小麦粉(輸入又は国産)」という表示が可能であ

る。④の「中間加工原材料の製造地表示」は、原

料原産地表示の大きな欠陥の１つである。この表

示を見て、消費者が輸入小麦であることを直感的

に認識できるであろうか。 

検討会の報告書は「輸入又は国産」表示につい

て「実行可能な表示方法として、最大限消費者に

情報を提供できる」、「中間加工原材料の製造地表

示」についても「どの地域、国で製造されたかの

情報は、消費者の選択にとって有用な情報であ

る」と自画自賛しているが、全く消費者の知る権

利、選択する権利に応えないものと言わざるを得

ない。 

 

(3)遺伝子組み換え表示 

遺伝子組み換え表示制度が 2000 年に作られた

際も、消費者団体などの運動に対して、推進側、

業界側とのせめぎあいがあった。その時決められ

た制度を欧州などと比較すると、大きく立ち遅れ

たものとなっている。(下線部分) 

2017 年度に開催された「遺伝子組換え表示制
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度に関する検討会」では、海外との比較も事務局

から示されていたので、消費者側も前進を期待し

た。しかし、業界側の強い主張で、現行制度をそ

のまま継続することが決定されたのである。 

 日本 ＥＵ 豪州 

表示対象 

5%以上かつ上

位 3位までの

組み換え原料 

0.9%以上の

組み換え作

物を含む食

品及び飼料 

1%以上の組

み換え作物

を含む食品 

食用油、

醤油等 
表示対象外 表示対象 表示対象外 

表示方法 

「遺伝子組換

え」または

「遺伝子組換

え不分別」 

「遺伝子組

み換え」
(Genetically 

Modified) 

「遺伝子組

み換え」
(Genetically 

Modified) 

そればかりではない。それまで 5%までの混入で

許容されていた「遺伝子組み換えでない」という

Non-GMO 表示を、EU 並みに 1%を混入許容値とする

のでなく、検出されない場合に限定されたのである。

これによって、輸入の非遺伝子組み換え原料を使用

した場合、Non-GMO表示が困難となった。 

検討会報告書には「遺伝子組換えに関する情報

がより実態を反映した誤認の余地の少ないものと

なり、消費者の選択の幅が広がる」とあった。 

 

(4)食品添加物表示 

食品添加物規制は 1985 年に大改正が行われ、

いわゆる「天然添加物」も食品添加物に編入され

るとともに、すべての添加物が表示対象とされた。

しかし、この際、一括名や類別名という、添加物

をまとめて表示したり、グループ名で表示したり

する方法が認められ、実際に使われた添加物が分

からないものがあった。一括名と類別名には、ミ

ョウバンやカラギナンなど、安全性が懸念される

添加物が多数含まれる。 

2019 年度に開催された「食品添加物表示制度

に関する検討会」に提出された国際比較表を見て

も、日本に一括名が多いことは一目瞭然である。 

しかし、食品添加物表示でも業界系委員の強い

主張で表示は現行のままとされた。しかも、食品

添加物表示でも、「無添加」「不使用」表示が問題

とされ、ガイドライン設定が決められた。 

 日本 ＥＵ 米国 
コーデッ

クス 

表示方法 
一般名 
(物質名) 

一般名 
(物質名) 一般名 

一般名 
(具体名) 

Ｅ番号 国際番号 

用途名併記 8種類 24種類 5種類 25種類 

一括名 14種類 2種類 1種類 3種類 

加工助剤 表示免除 表示免除 表示免除 表示免除 

キャリーオ

ーバー 
表示免除 表示免除 表示免除 表示免除 

 

３．食品行政後退の原因と解決策 

これら食品表示基準の見直しがことごとく業界

側の言いなりで、消費者の要求が退けられている

のは、検討会において「実行可能性」が行政から

強調されるからである。業界が実行可能と言わな

い限り決められないのである。原料原産地表示検

討会の報告書に「日本再興戦略 2016」が「実行

可能な方策について検討を進める」という部分に

下線を引いて引用されている。「再興戦略」とは

安倍内閣の成長戦略報告であり、政治的圧力で食

品行政が歪められていることがうかがわれる。政

治を変えない限り、行政も変わらないのである。 

そして消費者団体の力量の問題もある。業界側

の主張に消費者側は有効に反論できなかった。遺

伝子組み換え表示では、誘導に乗ってしまったし、

食品添加物表示でも「無添加」「不使用」表示批

判にほとんど反論できなかった。Non-GMO 表示

や「無添加」「不使用」表示は、現行表示制度の

欠陥を補い、消費者の選択に役立つ表示である。

消費者団体はもっと力を結集する必要がある。 

遺伝子組み換えや食品添加物などについて、行

政が「国が認めたものだから安全」との立場をと

っていることが、表示を簡略化、省略させる根拠

のひとつとされている。消費者の立場からはそう

は認められない。遺伝子組み換え食品の「実質的

同等性」の評価は杜撰極まりないし、食品添加物

の安全性評価も限界がある。そのことを行政に認

めさせ、予防原則をとらせる必要がある。このこ

とも消費者側委員に望みたい。 



日本科学者会議第 23 回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

E1-4         近郊農業の在り方を考える 

船橋農産物供給センターの調査から 

 

西村 一郎、Nishimura Ichiro（東京支部・食糧問題研究委員会） 

 

１．はじめに 

 船橋農産物供給センターと日本科学者会議食糧

問題研究委員会が協力し、現状を理解したうえで

近郊農業や同センターの今後を考えることにした。 

 同センターの正組合員 89 人に対し、2020 年 2

月にアンケート用紙を渡し、3 月に 45 人から回

収した。 

 

２．アンケート結果 

①年齢 

37 歳から 74 歳までの幅があり、平均は 57 歳。

農林水産省の調査によれば、2019 年の平均年齢

は 66.8 歳で、それに比べると若い生産者が多い。 

②雇用 

 家族労働だけで足りず、16 軒で計 47 人を雇用

している。人数は１人～５人が大半で、1 軒だけ

12 人を雇っている。実習生の外国人は、４軒で

６人いて、その農家では不可欠の労働力となって

いる。 

 外国人を含めた雇用は、今後さらに増え、時給

や休憩時間や休日など労働環境を改善し、若者や

障がい者や高齢者の雇用を図ることが課題である。 

③後継者 

 後継者がいる 9 人（20％）、いない 30 人

（67%）、相談中 6人（13％）であり、もし相談中

が全て後継者となっても、3 分の１人しか後継者

がなく、農業を継続させるためには大きな課題で

ある。 

④働く時間と休日 

 働く時間と休日については、改善しなければと

の問題意識を持ちつつも、自然が相手の農作業で

試行錯誤を続けている意見が多かった。農業の特

殊性から予定を組みにくいが、若者が継続して働

く職場にするためには、収入と同じかそれ以上に

働く時間と休日は重要な課題である。 

⑤ゴミ処理 

 野菜とビニールなど廃プラのゴミ処理で対応は

異なるが、費用や手間もかかるのでいろいろな工

夫をしており課題が多い。 

⑥人材確保 

 シルバー人材・実習生・近所や知人などを利用

しているが、年間で大きく変動する仕事の量に人

材を合わせることで苦労している。 

⑦人材育成 

 専門学校への就学や正社員としての採用を考え

ている人もいるが、特になしが多い。 

⑧農業でのやりがい 

 ある 29 人（67%）、ない 4 人（9%）、不明 10 人

（24%）で 7 割もの人がやりがいを感じている。

「作物の栽培の楽しさ、収穫の喜び」「自分だけ

の野菜を作れる事」などが理由となっている。 

⑨船橋農産物供給センター加入の動機 

 32 人から回答があり、友人や知人の紹介や父

からの引継ぎが多かった。農業経営を安定させる

為と仲間が欲しかったや、農業のことをいろいろ

勉強したくてなどと期待は高い。 

⑩船橋農産物供給センター以外の出荷先 

 40 軒からの回答で、市場 14 軒（35％）、スー

パー7 軒（18％）、その他 23 軒（58% JA 7、直

販所 10、学校給食 2、道の駅・庭先販売・農総

研・業者各 1）がある。 

⑪センターの参加部会 

 33 軒から回答があり、0 は 3 人、1 は 7 人、2

は 6人、3は 5人、4は 5人、5は 2人、6は 4人、

7と 8は 0、9は 1人で平均は 2.9部会に参加。 

⑫部会を含めたセンターの評価 

 評価する・評価しない・評価しつつ問題提起の

各意見があった。 

https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/index.html
https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukou/index.html
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⑬生協組合員や消費者との交流 

 交流の頻度の回答は 42軒からあり、ない 28人

(67％)、年に 1 回 5 人（12％）、年に数回 9 人

（21％）である。 

 今後は、現状維持 22 人（67%）、増加 10 人

（30%）、減少 1(3%)であり、交流会によって時間

や労力も取られるが、拡大と現状維持で 9割を超

え期待していることがうかがえる。 

⑭自身の農業の今後 

 「希望」や「子どもしだい」を含め 14 軒

（31％）が、「現状で後継者につなげる」として

いる。 

 耕作地は、拡大 12 人（29％）、現状維持 26 人

（64％）、縮小 3 人（7％）となっていて、規   

模拡大を希望する人がそれなりにいる。 

 「近く農業を辞める」のは 9 人（20%）いて、

その時期は 5 年から 20 年の幅がある。理由は

「機械や設備が使えなくなったとき」2 人（4％）、

「体力に自信がなくなったとき」17人（38％） 

をあげているし、重複して答えているのは 2人い

る。その他では 1人が「気力」をあげている。。 

⑮自らの農業への自由記入 

 「周りの農家が辞めたり、元気がなくなって危

機的状況である。人間が生きる為に必要な食べ物

だが、無意識の中で生きている。作る人も食べる

人も、もっともっと意識して行動おこさないとい

けない時代にある。産直運動の初心にかえり構築

することが必要かも」 

 「地元地域の耕作放棄地を極力なくせるよう、

未来に持続できる農業を実現し地域環境にも貢献

できるようにしたい」 

⑯船橋農産物供給センターについての自由記入 

 「農業で食べられる経営とそのシステム作りに

努力してきた。大きな壁に何度もぶつかり、協同

組合の精神である相互扶助で、独自の価格保障制

度・契約の在り方・農薬問題・栽培履歴導入・消

費者との交流・農業を守る運動等々をしてきた」 

 「産直活動のリーダーシップ的な役割を果し続

けることで、未来を切り開く力を持ち続けていく

ことを大きな課題にすることが、生き残りと発展

に繋がる」 

 

３． 考察： 

 アンケートから見えてきたことを共通認

識とし、これからの生産者や同センターに

少しでも活かすことが重要である。   

①理事会：原点回帰と動向把握 

 まずは、ありたいセンターと組合員の姿

を示す。そのうえで同センターの強さであ

る、組合員と地域生協との協同をさらに活

かすことである。 

 そのためビジョンに向かうマネジメン

ト・サイクル（計画→実行→点検→対策：

PDCA）を、具体的に理事会として廻す。 

②青年部：チャレンジ 

 新しい感性で若者が動かないと、歴史の

ある組織は活性化しない。これまでの農業

にとどまらず、観光農業や体験農業や学校

給食との連携など、農村業として未来志向

のチャレンジをすることが求められている。

そのためにもネットワークを拡大し、研究

し可能性を探る。 

③品目部会：研究、交流 

 地球温暖化による気象変動や生産者の高

齢化などにより、どのような農作物をいつ

どのように育てるか、いつも工夫が必要で

ある。また作物の育成だけでなく、農業経

営や交流などでもさらなる役割発揮が求め

られている。 

④匠の会：生きがい 

 経験豊かな熟年世代として、農業の知識

や技術だけでなく、さらには伝統文化やコ

ミュニティーの維持などにおいても、次世

代に何を伝えるのか明らかにする。そこに

は生活者である女性の目線も重要である。 

⑤従業員：実践 

 総会・理事会の方針に沿って経営する実

践の主体として重要で、理事、組合員、従

業員、消費者・生協などとの協同が大切。 
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E2-1       アメリカ大統領選挙の結果をめぐって 

 

 

本田 浩邦、Honda Hirokuni（獨協大学） 

 

１．はじめに 

 11 月 15 日現在、アメリカ大統領選挙は選挙人

獲得数がすべて決まり、民主党のバイデン候補が

306、共和党のトランプ候補が 232 となった（過

半数は 270）。同時に行われた上下院の選挙では、

上院は民主党 48議席、共和党 50議席で、ジョー

ジア州の 2議席が来年 1 月 5日の決選投票にもつ

れ込んでいる。下院では民主党は過半数を維持し

たものの、議席数を減らす見込みである。 

 現時点において、トランプは大統領選の結果を

受け入れていない。11 月 14 日にもワシントンで

トランプ支持者の大規模な集会があったが、政権

の平和的移行には重たい壁が立ちはだかる。 

 本報告では、大統領選挙の結果からみえるアメ

リカの現状と今後の行方について考えてみたい。 

 

２．民主党の勝因は女性とマイノリティと若者 

 ニューヨーク・タイムズの出口調査の結果をみ

ると、今回の選挙でバイデン候補を押し上げた要

因は 3 つある。第 1 は、女性の多くがバイデンを

支持したことである。調査によると、バイデン支

持は男性 45％に対し、女性 57％であった。 

第 2に、人種的マイノリティ票の多くがバイデ

ンに流れた。バイデン支持は白人 41％に対し、

黒人 87％、ヒスパニック 65％、アジア系 61％、

その他 55％となった。非白人の 71％がバイデン

を支持した。ちなみに接戦となったアリゾナ州で

はネイティブ・アメリカンの居留地とバイデン支

持とがピッタリと重なっている。 

第 3に、若者がバイデンを支持した。年齢区分

でみたバイデン支持は、18～29 歳 60％、30～44

歳 52％、45～64歳 49％、65歳以上 47％と、若い

層ほどバイデン支持が多い。 

今回の選挙は、人種対立やコロナ対策など、全

米を揺るがす危機的な事態のなかで、空前の高い

投票数となったが、今回はじめて投票したと答え

た人の割合が 14％もあり、その 64％がバイデン

を支持した。にもかかわらず両者の得票数が僅差

であったことは、新規投票者の多くがバイデンに

向かったものの、従来の投票者がトランプに傾い

たことでその幾分かが相殺されたと考えられる。 

 

３．経済と人種  

 こうした投票行動の背景には、経済と人種の問

題がある。トランプのような虚言癖の白人至上主

義者を多くの白人が選択するのはなぜか。経済的

に追い詰められ、人種的に少数派となりつつある

白人中間層の危機感、焦燥感か、それとも逆に現

状の経済に対する満足か。 

先程の出口調査では、様々な政策争点のうち経

済問題を最も重視した投票者は全体の 35％と最

も多く、うち 83％がトランプに投票した。年収

が高いほどトランプ支持者が多いが、年収 5 万ド

ル以下の低所得層も 4割がトランプ支持で、所得

と支持率の相関は強くない。ところが、「4 年前

と比較して家計の現状はどうか？」との問には、

「よい」と答えた 41％のうち 72％がトランプを

支持し、「悪い」「ほぼ同じ」と答えた 59％のう

ち、その 7割はバイデンを支持した。つまり有権

者は所得の絶対額よりもその変化に感応的であり、

傾向的には家計の現状が上向きであれば現職を支

持し、逆は逆である。トランプ支持者はラストベ

ルトの失業など雇用不安としばしば結びつけられ

て語られる。それは間違いではないが、この調査

結果からは、同時に、高所得者層の支持と景気拡

大のなかで短期的に浮かび上がった層が合わさっ

てトランプを支持した可能性が伺える。 

出口調査は人種問題についても興味深い質問を
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している。「アメリカで人種差別は大きな問題

か？」という質問に対して 69％が「はい」と答

え、うち 68％がバイデンを支持した。「大きな問

題ではない」と答えた人は 28％で、そのうちの

84％がトランプを支持した。 

こうした投票結果からは、経済的な選択と人種

的選択とがほぼ一致しており、人種問題はトラン

プにとって不利に働いたようにはみえない。民主

党に白人共和党支持層の硬い岩盤を切り崩す代替

的な経済政策がないため、経済的な利害が人種的

アイデンティティと結びつき、伝統的な政党の配

置に従って分断が煽られているのである。 

 

４．アメリカ政治の歴史的パースペクティブ 

歴史的にみると、第二次世界大戦終結までは、

民主党は奴隷制度擁護の党で、南部を牙城とし、

戦後まで人種差別の意識が強かった。これに対し

て、共和党は奴隷解放のリンカーンの党であり、

北東部と西部を支持基盤としていた。しかし

1930 年代のニューディール政策の時代に民主党

は変貌を遂げる。保守派はローズヴェルトの民主

党を「ニューディール労働党」と呼んだ。戦後も

民主党は 1960 年代に社会保障など所得再分配政

策で支持を伸ばし、さらにそれを黒人にまで及ぼ

そうとした。民主党が後押しする公民権運動の高

まりについていけない南部の保守派は共和党へと

鞍替えし民主党と対抗するようになる。こうして

人種と政党の関係は数十年で入れ替わった。これ

が鮮明になるのが 1966 年の中間選挙以降の時期

である。その後今日に至るも、その構図は基本的

に変わっていない。人種問題を軸にした国民内部

の亀裂は政党間の対立に反映し、この力関係の平

衡が維持され、わずかな票差が保たれてきた。 

民主党の所得再分配政策に対して、共和党は

1970 年代において新自由主義、つまり反福祉を

掲げ対抗した。ここには人種的な意味あいが微妙

に含まれている。福祉に依存した貧しい黒人に白

人の税金を使うのはけしからんという含意がそこ

にはあり、そうした怠惰なマイノリティを擁護す

るものだとして民主党を攻撃した。 

 しかしその民主党も 1990 年代のクリントン政

権の時代から新自由主義に擦り寄り、福祉制度改

革と称して貧困層を切り捨て始めた。こうして新

自由主義という点では、民主・共和両党に大きな

差がなくなった。そのため共和党は銃規制、人工

中絶問題、移民規制など文化的問題を新たな争点

にし始めた。こうして両党間の政策争点は表面的

にはますます非経済的な領域においやられ、結果、

経済問題は後景に追いやられた。 

この間の民主党左派の政策はこうした不明瞭と

なった政策争点を明確にするくさびを打ち込んだ

ものといえる。バーニー・サンダースやアレクサ

ンドリア・オカシオ＝コルテスらは、大幅な賃金

の引き上げ、包括的医療保障、教育ローン債務の

免除などを主張してきた。国民の分断状況を考え

たとき、所得再分配と福祉国家の再建こそが人種

的分断を克服するカギであり、民主党が共和党と

の対抗的な緊張を打ち破るためには、こうした左

派の経済要求を組み込むことが不可欠である。 

 

５．展 望 

今後の行方は、１月のジョージア州の上院補欠

選挙の結果次第である。そこで 2議席を民主党が

確保し上院で過半数を取れば、政策的裁量は大い

に広がる。あらゆる法案や人事の任命は上院の採

決によるため、上院での過半数がなければ政策は

共和党と合意可能な範囲に制限される。したがっ

て上院の主導権を回復することは決定的といえる。 

トランプ時代が明らかにしたことのひとつは、

保守派にも新自由主義に次ぐ政策準備がないとい

うことである。こうした政策の貧困は、必然的に

盲目的な憎悪と政治的カオスを生み出す。冒頭で

述べたように、現在、トランプ大統領は政権の平

和的移譲を拒んでいる。彼自身には 4 億 2千万ド

ル以上の債務があり、うち 3億ドルはこの 4 年間

に支払期限がくるといわれる。再選されなければ、

様々な訴訟で窮地に立たされる。トランプが起こ

すかもしれない軽挙盲動は政治的カオスを期待す

る一部保守層の思惑と合致する。その意味で、現

在の政治は極めて危機的な局面である。 
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E2-2          「米中経済摩擦」の背景 

ハイテク覇権と半導体産業の世界的エコ・システム 

 

小林 哲也、Kobayashi Tetsuya（獨協大学） 

 

１．はじめに 

 

米中の経済対立は、鉄鋼・アルミや工作機械等

に対する制裁関税の段階から、2018年 8月の国防

権限法制定以来、「安全保障」を理由とするファ

ーウェイ（華為技術）等中国企業の排除に向かっ

ている。その背景の一つが、次世代通信規格であ

る 5G の普及を巡る覇権争いである。国防総省の

イノベーション委員会報告「The 5G Ecosystem：

Risks & Opportunities for DoD」（2019 年 4 月）は、

アメリカの 5G 関連技術と世界標準の確立とで中

国に遅れをとっていることを認めた。その後アメ

リカは、5G の通信インフラ最強のファーウェイ

に、米国技術を使った半導体の供給を禁止するな

ど、「中国製造 2025」を牽制する政策を取りはじ

めた。 

この「紛争」は、米中対立の背景にある、通信

や半導体の世界的なサプライチェーンの現状と、

そこでの中国の台頭を見せつけた。中国のハイテ

ク産業はどこまで発展しているのか。世界の通信

および半導体業界に、米中摩擦はどのような影響

があるのか。このような問題の検討を通じて、グ

ローバリゼーションの行方に関する議論を深めて

いきたい。 

 

２．グローバリゼーションの現段階 

 

 1990 年代以降、世界経済はグローバル化の新

しい段階を迎えた。製造工程のロボット化による

Micro Electronics 革命、情報通信技術の飛躍的発

展にともなう ICT革命を通じて、新興国の工業化

が進展した。先進国の工場が、コストの低廉な新

興国にその生産工程を移転し始めたのである。工

程が分散することからフラグメンテーションとも

いわれるこの新しい国際分業は、世界的な設計－

製造－組み立てのサプライチェーン形成過程でも

あった。部品や装置に体化された先進国の技術や

生産ノウハウも新興国に移転していった。かつて

のような低賃金の組み立て工程だけでなく、最新

鋭の資本集約的な工程も陸続と新興国に登場した。

いわば G7 のノウハウと新興国の労働力を組み合

わせるスタイル（R.Baldwin）が登場したのであ

る。世界に占める工業製品の輸出シェアでも

GDP シェアでも、新興国が躍進し、世界経済は

新たな「大収斂」の時代を迎えつつあるとも言わ

れるようになった。その最大の受益者が中国であ

ることは間違いない。 

 

３． 中国のハイテク産業の現状 

 

しかし先進国が新しい知識や技術を生み出した

としても、生産工程が自国にとどまるとは限らな

い。投資は、国際生産ネットワークでの最適立地

に向かう。半導体や通信機器をめぐる国際分業は、

先進国で設計や部品の製造を行い、新興国でそれ

らが組み立てられ、販売やメンテナンス等のサー

ビス過程は先進国が担当するという流れで行われ

る。大雑把にいってこのプロセスは、付加価値も

高－低－高という流れの「スマイルカーブ」をた

どる。Appleの iPhone11proでも、その組み立ては

鴻海科技集団（台湾）が中国各地で受託生産して

いるが、部品などの総コスト 370 ドルに占める組

み立て工程のコストは、約 21 ドル程度に過ぎず、

鴻海の ROE6％(2019 年)は、Apple の 70％（2020

年 Q2）に比べるべくもない。設計 

や基幹部品を他社に依存している限り、高付加価

値は望めないのである。もちろん、ファーウェイ

は独自プロセッサの Kirin シリーズを開発済みで、 
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最新モデルに実装している。ところが、このプロ

セッサのコア部分は、最近 NVIDIA（米国）に買

収された ARM 社設計になるもので、製造も台湾

半導体製造（TSMC）が受託している。Kirinシリ

ーズの性能は、Qualcomm が開発しているプロセ

ッサに近いとも言われるが、設計も製造もオリジ

ナルでまかなっているわけではない。米国政府調

達の Entitylist に載っていることから、TSMC も、

もはやファーウェイの製品を受託することは出来

ず、新しい工場は米国に建設することになった。 

ファーウェイはこうした事態を見込んで

Hisilicon という半導体設計・製造の子会社を設立

し、売り上げの 13％（2019 年）にもなる巨額の

研究開発費をつぎ込んでいる。しかし自社開発の

プロセス・ルールは 2－3 世代遅れであり、最先

端の製品には使えない。 

世界の半導体関連産業は、いままでムーアの法

則とも呼ばれる集積度向上の道を順調に歩んでき

た。しかし、半導体製造の微細加工が極限に近づ

くにつれ、日本の露光装置メーカーが脱落し、設

計製造の最先端を牽引してきた Intel 社も、ここ

数年トップを切っているとはいえない状況にある

など、勢力図が書きかえられつつある。PC のプ

ロセッサ製造で 10nm 加工の壁を越えられず、す

でに 5nmルールで最先端のプロセッサRyzenを投

入している AMD 社に、シェアで急速に追いつか

れているのである。 

 

４．「中国製造 2025」の行方 

  

 半導体の設計ツールは、アメリカの 2 社が独占

しており、このツールなしには複雑な半導体の設

計は行えない。半導体製造工程は、500－700 も

のプロセスを経る複雑な工程であるが、この工程

も先進国企業による寡占状態にある（図 1 参照）。 

また各工程で使われる溶剤・洗浄材などのレシ

ピも複雑で、少数の先進国企業に独占されている。

中国の半導体自給率がここ数年 15％程度にとど

まっている理由には、技術的な理由が大きい。 

 

本報告では、技術の覇権をめぐる米中の争点を

中心に、今後のグローバリゼーションがどう変貌

していくのかについて議論する予定である。 

 

引用文献 

Defense Innovation Board, THE 5G ECOSYSTEM: 

RISKS & OPPORTUNITIES FOR DoD  

 

 

図 1. 「湯之上隆のナ

ノフォーカス」 

EETimes 2020 年 7 月

27 日より 
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E2-3       アメリカのグローバル蓄積体制と中国 

 

平野 健、HIRANO, Ken（中央大学） 

 

１．はじめに 

アメリカ大統領選挙2020は民主党のバイデン候

補の勝利で終わった（政権移行にはまだ時間がか

かるかも知れないが）。そこで特に注目されるの

はスウィング・ステート（ラスト・ベルト）の一

部がトランプ支持からバイデン支持に移動したこ

とである。投票者の態度変化にどのような理由が

あったのかは、きちんとした調査を見てみないと

なんとも言えないが、製造業のグローバル展開を

トランプ政権が押し留めてくれるという期待にト

ランプが正面からは応えてこなかったことが要因

としてあるのではないだろうか。というのもトラ

ンプはNAFTAを縮小しはしなかったし、TPPから

離脱した上で日米FTAを結んでおり、多国籍企業

の自由貿易・自由投資推進という要求には応えて

きたからである。また中国に対する強気の攻撃も

、その目標は、中国からの輸入を削減してアメリ

カ国内製造業を立て直すことではなく、中国の独

自勢力圏追及と技術覇権狙い（すなわち部分的で

あれ覇権国家化を目指すこと）に対する対抗であ

ったことは多くの人が指摘する通りである。 

本報告では民主党・共和党の両党に共通するグ

ローバライゼーション推進という通商政策（経済

政策路線）とその中での中国の成長・大国化の様

子を概観する。（注：本報告の基本的な内容は平

野(2020a), (2020b)で既に発表している。） 

 

２．報告論旨 

 近年の米国経済が、実体経済における生産資本

投資の停滞とそれによる成長抑制効果、金融経済

におけるバブルの頻発とそれによる景気浮揚効果

という二層構造を持っている。この二層構造は、

製造業、金融業、IT産業の３部門の主導によっ

て生み出されたものであるが、1990年代、とり

わけ 1995年を出発点として、今日まで続いてい

る。 

 この二層構造は、そのそれぞれにヨーロッパ、

アジア、北米地域を主要要素としたグローバルな

構造を持っている。ひとつは製造業のオフショア

リングであり、その帰結が雇用減少と生産資本投

資停滞である。もうひとつは経常収支黒字国（特

に東アジア）による財務省証券購入とヨーロッパ

の金融機関による対米ポートフォリオ投資であ

り、これが金融経済のバブルを支えてきた。 

 こうしたグローバルな蓄積体制の中で特に中国

に焦点を当て、アメリカ企業の海外直接投資、付

加価値貿易ネットワーク、国際金融取引の推移を

見ていくと、中国の担ってきた役割に変化がおき

ていることがわかる。その変化の基礎にあるの

は、中国の製造業のアップグレード（産業部門的

な高度化と下請けにおける地位の上昇）である。 

 このような二層構造の実体経済の階層こそ、長

期停滞と貧困問題を生み出し、ラストベルトの労

働者たちの反グローバリゼーション世論を作り、

トランプ政権を生み出したのであるが、アメリカ

経済はオバマと政権トランプ政権をもってしても

このような二層構造とそのグローバル蓄積体制を

放棄することはできなかった。近年、民主党が掲

げるリベラルな積極財政政策もその効果は部分的

なものに留まるだろう。 

 

引用文献 

平野健 (2020a) 「 現代アメリカのグローバル蓄積

体制と中国」経済理論学会『季刊 経済理論』56

巻 4号、2020年 1月 

平野健 (2020b) 「アメリカ経済の産業循環とグロ

ーバル蓄積体制」『経済』No.299、2020年 8月号 
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E2-4      新型コロナへの対応と社会の変革をともに 

 

 

増田 正人、Masuda Masato（法政大学） 

 

１．はじめに 

この報告では、まず、コロナ禍の拡大によるグ

ローバル経済への深刻な影響について、統計等に

基づいて概観する。感染拡大を抑制するために導

入されたロックダウン等の施策によって、経済活

動は大幅に縮小して深刻な経済危機と呼べる状況

を招いた。世界の GDP でみれば、リーマンショ

ック時をはるかに超える減少となっている。しか

し、その影響のあり方はリーマンショック時とは

異なっており、それと比較することによって現在

の特徴を示すことにする。つぎに、両者の差を生

み出したものが公的債務の拡大によるものである

ことを指摘したうえで、コロナ禍による経済的影

響の発現が繰り延べられているにすぎないこと示

す。最後に、公的債務拡大への対応も含めて、今

後のグローバル経済の再建の問題を検討したい。 

あらためて指摘するまでもないが、1990 年代

以降、グローバル経済化が急速に進み、各国国民

経済はグローバル経済にますます深く組み込まれ

てきた。世界の国際分業のあり方が根本的に変わ

り、多国籍企業を中心にして、製造業におけるグ

ローバルなサプライチェーンが世界各国に張り巡

らされ、国民経済のあり方も大きく変容してきて

いる。グローバル経済は急激な成長と富を生み出

すと同時に、その恩恵はグローバル経済における

各国の地位によって著しく異なり、世界における

経済格差を拡大させてもいる。この報告では、ア

メリカ経済を例にして示していきたい。 

 

２．コロナ感染症の拡大とロックダウン、人の移

動の減少 

米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によれば、

2020 年 11 月８日現在、新型コロナ感染症の感染

者総数は 5000 万人を超え、死者数も 125 万 5185

人に上っている。地域別の特徴では、３～４月に

かけてはアメリカと欧州で急速に拡大し、それを

受けての厳しいロックダウンによって、両地域で

はいったんは減少に向かうことになる。しかし、

欧州では、９月以降また増加し始め、現在も急速

に拡大しつづけている。アフリカでは７月に、ア

ジアでは９月をピークにして減少し始めるが、世

界全体でみれば、増加のペースは変化しているが

感染者数は増加し続けている。 

 こうした感染拡大に対して、各国は人の移動を

制限するという対応をとり、その結果、国境を越

えた移動は急激に減少する。航空機による旅客輸

送量を対前年比でみると、２月は 14.1％減、３月

は 52.9％減、４月には 94.3％減となっている。そ

の後、やや回復に向かうことになるが、８月でも

75.3％減という水準にとどまっている。旅行者に

限ってみると、４月が最低で 98.4％、8 月でも

88.3％減のままである。欧州を中心にして再びロ

ックダウンが取られ始めており、以前のような状

況には簡単に戻らないと思われる。 

  

３．国内総生産の急減と「経済危機」 

 先進諸国で行われたロックダウンや世界各国で

実施された外出禁止措置によって、各国の経済活

動は急速に縮小し、一時は全面的にストップする

こととなった。ILO によれば、世界の総労働時間

は、今年の第１四半期で 5.6％、第２四半期で

17.3％の減少と推計されている。第１四半期は、

中国での減少が多くを占めているが、３月からは

それ以外の国に広がることとなった。総労働時間

の減少は、経済活動に基づく国内総生産（GDP）

の減少に直結する。 

GDP の推移をみると、厳しい制限が課された

第２四半期に大きく減少している。第３四半期に
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は一定の回復を経験するが、それでも 2020 年の

GDP 成長率は、世界全体で-4.4％（先進国で-

5.8％、発展途上国で-3.3％）と見込まれている。

この減少幅は、リーマンショック後の 2009 年の

GDP 成長率-0.1％（先進国で-3.3％、発展途上国

で 2.8％）をはるかに凌駕している。リーマンシ

ョック時には、中国経済を中心にした発展途上国

の経済成長によって世界経済全体の減速を押しと

どめることができたが、今回の減少はほぼすべて

の国で生じている点が異なっている。 

 

４．世界貿易への影響：アメリカを例にして 

 WTO によれば、世界貿易は、対前期比で第１

四半期で 2.7％、第２四半期で 14.3％という大幅

な減少となり、一年前と比べると 21％減となっ

ている。大きく減少した第２四半期の減少幅を地

域別でみると、北米（輸出 24.5％、輸入 14.5％

減）、中南米（5.3％、13.7％）、欧州（21.8％、

19.3％）、アジア（6,1％、7.1％）、その他（2.6％、

9.1％）で、地域ごとに減少幅は異なっているこ

とがわかる。これは経済活動の低下の下でも先進

国の輸入（発展途上国からの輸出）が相対的に維

持されていることの反映である。 

 報告では、アメリカの貿易を例にして、貿易の

変化を示していきたい。また、この変化をリーマ

ンショック時の場合と比較することで、現在の特

徴を指摘する。 

 

５．債務拡大と国家債務への依存 

経済危機への対応という問題を、アメリカを例

にして概観してみよう。アメリカの４月の失業者

は 2050 万人にのぼり、失業率も大恐慌以来の

14.7％へと高まった。２月の失業率は 3.5％であ

り、わずか２か月での大幅な増加となった。５月

第一週までの失業保険申請者数の合計は 3300 万

人に達しており、リーマンショックをはるかに超

える失業者の発生である。その結果、コロナ禍の

中で、雇用者報酬は、2019Q４の 11 兆 5648 億ド

ルから 2020 年 Q2 の 10 兆 8803 億ドルへと 6845

億ドルへと大きく減少している。 

しかし、驚くべきことであるが、アメリカの個

人所得は減少していない。四半期ごとの推移をみ

ると、2019Q４の 18 兆 7608 億円から、Q１の 18

兆 9510億円、Q2 の 20兆 3966 億円へと増加して

いることがわかる。主な理由は、政府分からの移

転が、３兆 1552億ドルから５兆 6780 億ドルへと、

雇用者報酬の減少よりも多い２兆 5228 億ドルも

増加しているからである。 

アメリカの個人消費支出の推移をみると、年率

換算で 2019Q４の 14兆 7592億ドルから、2020Q1

の 14兆 5455億円、Q２の 13兆 973億円へと 1兆

6619 億ドル減少している。個人消費の大幅な減

少は耐久消費財等の輸入の減少につながっている

が、先に指摘した通り、アメリカの輸入の減少幅

は他国に比して少なくなっている。  

先に指摘したように、この強い個人消費を支え

ている主な要因は、失業保険をはじめとして、政

府からの様々な給付や補助によるものである。そ

の結果、アメリカの国家債務は急激に増大してい

る。ある意味で、この債務の膨張がアメリカ経済

の消費を支え、それへの輸出に依存する各国経済

を支えている。報告では、その点を統計に基づい

て示していく。 

 

６．おわりに 

 コロナ禍の下での労働時間の減少はそれによっ

て生産される富の減少をもたらし、リーマンショ

ックを超える GDP の低下と人々の所得の減少を

招いている。本来であれば、この大幅な富の減少

は、より深刻な経済危機をもたらすと予想された

が、現在までは、公的債務の拡大によって対処す

るということで経済危機の発現が繰り延べられて

いるといえる。現時点でも巨額の債務の累積は未

曽有の規模に至っているが、今後のコロナ禍の拡

大の下でさらに拡大することが予想され、持続可

能性が問題になっている。また、今後、経済危機

への対処は公的債務の償還の問題として再び顕在

化してくると思われる。これらの問題についても

論じていきたい。 
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注 1967年に幾つかの VLBI 実験が同時に行われたそうだが、詳細は教科書[1]を参考にされたし。 

F1-1     電波干渉計の発展に見る科学と国際交流の進展 

天文学分野に見る国際協力の実践 

 

今井 裕、Imai Hiroshi（鹿児島大学総合教育研究機構共通教育センター・鹿児島支部） 

 

１．はじめに 

2019 年 4 月に人類初の「ブラックホールの影」

直接撮像成功に関する報道が世間を賑わした[1]。

この撮像は、「超長基線電波干渉法」(VLBI)技術

をはじめとした、様々なハード上・ソフト上の技

術革新だけでなく、研究者間の国際協力によって

可能となったのである。VLBI 技術は初実験注か

ら 50 年を迎え、国家や地域を越えて研究者同士

が協力して平和的に進めてきた科学分野となった。

学際的、そして持続的な取り組みによって、

VLBI が究極的な性能を発揮するに至った。本論

では、これらについての概略を述べる。 

 

２．VLBIとは 

 複数の電波望遠鏡（パラボラアンテナなど）を

使って、同一の天体を完全同時に観測する手法を

「電波干渉法」と呼ぶ。天体からやって来る電波

（雑音信号）の電圧波形を時系列データとして扱

い、複数望遠鏡で取得したそれらデータ同士の相

関（相互相関係数）を得る。電圧波形同士をこの

様にして干渉させることから、これら一連の手法

を電波干渉法と呼ぶのであろう。 

これら電波望遠鏡が数 100 km 以上も隔てて配

置されていると、望遠鏡から相関処理装置（相関

器）に受信信号を実時間で伝送できず相関も取れ

ない状況になる。この場合、受信した信号を一旦

メディアに記録し、後日それらメディアを相関局

に持ち寄って相関処理を行う手順をとる。これが

VLBI (very long baseline interferometry)である。 

 VLBI 観測が成立する為には、幾つかの条件を

クリアする必要がある。 

0) VLBI 観測に参加する研究機関と研究者集団

が仲良くなければいけない。これは大前提である。

その為には、観測参加機関や研究者がその研究成

果に基づいて等しく評価されなければならない。

お互いの機関・研究者を讃え合い、それぞれが共

存できる様に、国内外に働き掛けることも必要と

なる。1970年代の冷戦時代においてもVLBI観測

が米ソで行われていたことは、特筆に値するだろ

う（例えば文献[3]）。 

1) 同じ天体を完全同時に観測する為の段取り

を事前に確認する必要がある。約束した時刻から

観測を開始することはもちろん、受信信号データ

を取得する方式や記録する書式を統一しておく必

要がある。観測機器の製造メーカーが異なっても、

この規格化だけは外せない。 

  2) 高い感度を持った望遠鏡が数多くVLBI観測

に参加することよって、検出困難な天体を検出し

天体の細かい構造を解像することができる。より

高性能な観測を実現する為には当然技術開発が必

要であるが、それを観測局間で共有しなければ

VLBI 観測システムが成立しない。 

VLBI の世界では、米国初の技術が導入される

ことが多い。しかしそれだけでは、国内のモノづ

くりの技術や研究者が育たない。日本では、望遠

鏡から信号伝送装置、さらに相関器に至るまで、

VLBI 観測に必要な装置を自前で開発してきたと

いう自負がある。それが自信となり、世界から注

目され、日本が主導する多彩な VLBI 観測に基づ

く研究を可能としている。また、こうして蓄積し

た技術を国内外で持ち寄って、より大きな VLBI

ネットワークを構築する原動力となっている。 

この様なハードウェアの開発は、取得データを

分析する手法やそれを手がけるソフトウェアの開

発にも繋がる。ハードウェアの輸出だけでなく、

研究人材育成に繋がる日本への留学も行われてい

る。 
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注２残念ながら、この解像度で２次元画像を取得できる条件は整っていなかった[7]。 
注 3二次元画像ではなく天体放射の強度変化だけを追跡する場合もある。重力波などがその例である。 

3．VLBIコミュニティーの近況 

 同時に何台もの大中口径電波望遠鏡を大掛かり

に動員し、天体像を取得するのに必要なデータ処

理も依然大変な VLBI 観測ではある。しかし最近

は、研究者のアクセスはより容易になり、国際

VLBI 実験を大学院生が提案する時代となってい

る。以下、幾つかの技術革新や国際連携に関する

近年のトピックスを取り上げていきたい。 

A) 主要国独自のVLBI観測網から国際VLBI観測

網連携の構築へ：  

2000 年代までは国際 VLBI 観測は散発的にし

か行うことができなかった。信号記録メディアの

輸送などにコストと時間が掛かる為である。米国

や日本はまず、自国内に独自の VLBI 観測網を構

築した。日本の VERA (VLBI Exploration for Radio 

Astrometry、和名は「天文広域精測望遠鏡」) [4]が

それである。 

 しかし、今やインターネットが世界中に張り巡

らされ、高速データ通信が可能となっている。

2009 年の「国際天文年」では、12,000 km も隔て

た望遠鏡間の信号の伝送と相関を実時間で実現し

た[5]。これを皮切りに、国際 VLBI 観測を実施す

る機会が大幅に増えたと言える。 

 また、日本とは別に韓国や中国でも独自の

VLBI 観測網が構築されただけでなく、それらを

有機的に結合させるに至っている。これが東アジ

ア VLBI観測網(EAVN) [6]である。EAVNでは２週

間に一度の頻度で合同観測が実施されている。 

B) 究極の角分解能の実現： 

 ２点を１点ではなく２点と見分けられる視力を

角分解能（解像度）と呼び、観測する電波の波長

÷最長基線長（望遠鏡間隔）がその目安となる。   

解像度を上げる為の最長基線長延伸は、望遠鏡

の１台を宇宙空間へ持っていけば実現する。日本

の「はるか」衛星が実現した VSOP (VLBI Space 

Observatory Programme, 1997—2005)やロシア主導

の RadioAstron (2011—2019)がそれである。後者

で実現した角分解能は 8マイクロ秒角だった注 2。 

観測波長を短くする方向では、Event Horizon 

Telescope (EHT)が大気による影響を大きく受ける

波長 1.3 mmで観測を成功させ、解像度 30マイク

ロ秒角を実現した。これにより、今まで輝点でし

か見えなかった部分を解像し、その中央にぽっか

りと空いた「暗い穴」を発見したのである[1]。 

C) 時間領域天文学観測との連携： 

 天体を静止画像としてではなく動画として捉え
注 3、その時系列データを分析する研究手法を

「時間領域天文学」と呼ぶ。何の前触れもなく出

現して１秒も経たずに消滅してしまう現象もあれ

ば、何年も要してゆっくり変化する現象まで、実

に多彩な現象が対象となる。それら天体の正体や

時間変化の原因・起源が興味深く、宇宙の構造や

歴史の解明にも関わる事も期待されている。 

近年は、非常に多くのコマ送り画像を瞬時に自

動分析して目標天体を発見したり、発見した天体

の情報をインターネットで全世界に配信したり、

天体出現のアラートを受け取って瞬時に追跡観測

を実行に移す仕組みが構築されつつある。 

VLBIでもこの仕組みの導入に向けて、克服し

なければいけない技術的課題を見つけ出しそれを

解決する手段について、国際的な議論が進んでい

るところである。また、欧米とアジア／豪州の

VLBI観測網を使えば、同一天体を 24時間監視で

きることさえ可能となる事だろう。「全地球的

VLBI 連携」という構想に日本の研究者が乗るこ

とができるかどうか、昨今の研究環境の変貌の中

で頑張りどころとなっている。 
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F1-2         ゲノム編集時代の生命科学 

 

久米 鏡花、Kyoka Kume（広島支部） 

 

 

１. はじめに 

 2020 年のノーベル化学賞は、ゲノム編集技術

を開発したエマニュエル・シャルパンティエ博士

とジェニファー・ダウドナ博士に贈られた。彼女

たちは、簡便にゲノムの狙った領域を正確に切断

し、切断した領域を改変したり、他の遺伝子配列

を組み込むことができる、CRISPR/Cas9 法と呼ば

れる画期的なゲノム編集技術を確立した。

CRISPR/Cas9 法は基礎生物学の分野だけでなく、

医療、農業など様々な分野に革命的な変化を起こ

している。本発表では、ゲノム編集技術とは何か

その原理から、今後どのように活用されていくの

か、また問題点等を議論したい。 

 

２. ゲノム編集技術とは？ 

 ゲノム編集技術とは、遺伝情報であるゲノムを

自由自在に操作する方法のことである。ゲノムは

一つの個体がもつすべての遺伝情報の総体を指す。

生物はデオキシリボ核酸(DNA)を遺伝情報の担い

手として利用している。DNA はアデニン(A)、グ

アニン（G）、シトシン（C）、チミン（T）の 4種

類が存在し、このAGCTの並びが遺伝情報を決定

している。細胞は DNA からメッセンジャーRNA 

(mRNA)を転写する。mRNA からタンパク質を翻

訳し、細胞の維持や増殖など、生命の維持に不可

欠なタンパク質を合成している。遺伝情報である

DNA 配列（AGCT の並び）をゲノム編集技術に

より変化させると、正常なタンパク質が合成され

なかったり、外来のタンパク質を発現させたりす

ることが可能になる。 

 DNA 配列の改変を誘導するために、これまで

にもX線や化学物質などが利用されてきたが、ゲ

ノム上の特定の配列を指定することはできず、ラ

ンダムに変異が入ってしまっていた。しかし、今

回紹介するCRISPR/Cas9法は、ゲノムの特定の配

列を、特異的に改変させることができ注目を浴び

ている。ではCRISPR/Cas9法とはどのような方法

なのだろうか。 

 

３. CRISPR/Cas9法 

 2012 年に発表された CRISPR/Cas9 法は細菌の

獲得免疫機構を活用した方法である。(CRISPRと

は clustered regularly interspaced short palindromic 

repeatsの略称である。) DNAを改変するためには、

二本鎖を形成している DNA を切断することが必

要である。CRISPR/Cas9 法は DNA 切断酵素であ

る Cas9 とガイド RNA (gRNA)とよばれる案内役

の短いRNAの複合体によって構成される。gRNA

は 20塩基のゲノムDNAと結合するガイド配列を

持つ。Cas9 と gRNA の複合体はゲノム上にある

PAM 配列（Cas9 の場合は NGG、Nはどの塩基で

もよい。）を認識し、その上流 20塩基が gRNAと

塩基対を形成できた場合に、Cas9 によって DNA

二本鎖は切断される。すなわち、PAM 配列

(NGG)さえあれば、ゲノム上のどの配列でも標的

とすることができる。gRNA は実験室で合成した

り、合成されたものを購入することが可能であり、

簡単かつ安価にゲノム上の特定の配列を標的とし、

DNAの切断を誘導することが可能となった。 

 切断された二本鎖 DNA は細胞の DNA 修復機

構によって速やかに修復される。大きく分けて３

種類の修復システム(非相同末端結合修復（NHEJ

修復）、マイクロホモロジー媒介末端結合

（MMEJ 修復）、相同組換え修復（HR 修復）)が

存在する。ここではそれぞれの詳細は述べないが、

DNA が修復される過程において、DNA に欠失や

挿入などの自然突然変異が入ることがある。これ

を用いることで、特定の遺伝子を破壊することが
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可能である（ノックアウト）。また修復の際に用

いられる修復用の鋳型DNAを Cas9や gRNAと一

緒に導入することで、外来遺伝子を、ゲノム上の

特定の配列に挿入することも可能である（ノック

イン）。どのDNA修復機構が優先されるかは、生

物種や細胞種によって異なるため、使用する生物

や細胞によっては、効率的にゲノム編集を行うこ

とができるとは限らない。 

 

４. 基礎研究におけるゲノム編集 

 筆者は基礎生物学の研究に従事しているが、ゲ

ノム編集技術は学部 4年生が卒業研究で扱えるほ

ど、一般的なものになっている。基礎研究分野で

は、特定の遺伝子の機能を明らかにするために、

CRISPR/Cas9 法による遺伝子ノックアウトや蛍光

タンパク質などのノックインなどが行われている。

従来はマウスやショウジョウバエなど一部の生物

種でしか実現していなかった遺伝子の解析が、

様々な生物種によって実現可能となった。ゲノム

配列の解読が安価に行われるようになり、今後ま

すます多くの生物種においてゲノム編集が行われ

ると考えられる。再生能が著しく高いイモリや、

極限環境にも耐えられるクマムシなど、様々な特

性を持っている生物の遺伝子を調べることによっ

て、生物が獲得した“特殊能力”がどのように制

御されているのか明らかにすることが可能となる。 

 

５. ゲノム編集の医療における応用 

 ゲノム編集技術は医療分野でも活用され始めて

いる。ゲノム配列の解読が安価になり、患者のゲ

ノム情報を得ることが可能となった。遺伝子配列

を比較することで、疾患の原因となりうる遺伝子

変異を同定することができる。その遺伝子変異を

ゲノム編集によって培養細胞や、モデル動物に導

入することで、実際に疾患を模倣することができ

るか検証することが容易に可能となった。 

 また遺伝性疾患は治療法が確立されていない場

合が多く、遺伝性疾患をゲノム編集によって治療

することができるのではないかと期待されている。

一つは患者の体内においてゲノム編集を行い、正

常な細胞へと改変することである。もう一つは、

患者の細胞を採取し、実験室でゲノム編集を行っ

て培養し、再度体内に戻す方法である。これらの

方法は技術的な問題点も多いが、今後大きく発展

していく可能性を秘めている。 

 

６. ゲノム編集技術の問題点 

 CRISPR/Cas9 法によるゲノム編集技術は 2012

年に発表されたばかりであり、まだまだ課題も多

い。一つは、オフターゲット作用である。gRNA

は 20 塩基のガイド配列によって標的配列を指定

しているが、ゲノム上には標的配列と同じ配列や

類似した配列が存在し、その配列においてゲノム

編集が行われる可能性がある。ゲノム配列の解読

によってオフターゲット作用が起こりにくい標的

配列の選択が可能となったが、更なる改善が求め

られる。 

 また標的配列においても DNA の修復機構によ

り、どのような修復が行われるか分からず、狙っ

た配列が導入された細胞や系統を選別する必要が

ある。特に相同組換え修復による修復機構の効率

は低く、ノックインを行うことが難しい場合もあ

る。 

 さらに倫理的問題も存在する。2018 年にゲノ

ム編集を行った受精卵から双子が誕生したと中国

の研究者が発表し、世界中から批判があがった。

現状では、上記のような技術的問題があり安全性

が担保されていないことや、ヒト受精卵を遺伝子

操作することに対する倫理的問題もある。欧米の

多くの国では、法律によってヒト受精卵を使った

臨床研究は禁止されている。技術の進歩に対し、

国際的なルールの確立は遅れている。今後安全面、

倫理面の問題を解決しながら、ヒトにおける臨床

応用を慎重に検討するべきだと考える。 

 

引用文献 
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F1-3  メルト包有物の研究から見えてきた噴火前マグマプロセス 

Pre-eruptive magmatic processes revealed by melt inclusion studies 

 

浜田 盛久、HAMADA Morihisa（神奈川支部） 

 

１．はじめに 

 火山噴火によって噴出したマグマの中には何種

類かの鉱物が含まれており、その鉱物中にはしば

しば「メルト包有物（melt inclusion）」と呼ばれ

る直径数十マイクロメートル程度の液滴が含まれ

ている。メルト包有物とは、マグマ中で鉱物が不

均質に成長した際に、鉱物中に取り込まれたマグ

マの液体部分（メルト）が急冷されてガラス化し

たものであり、噴火前に鉱物が晶出した時のメル

トの化学組成や揮発性成分の情報を、言わば「缶

詰」として地表にもたらすものである（図１）。 

 

図１ 伊豆大島火山のカンラン石に包有された 

メルト包有物（MI と記されている，写真の出

典：Ikehata et al., 2010） 

 

メルト包有物の分析に基づく火山研究が盛んに

行われるようになったのは、数十マイクロメート

ル程度の微小領域を高精度に分析するための技術

が発展し、分析装置が大学・研究機関に普及し始

めた 1990 年頃からである。メルト包有物を分析

することにより、噴火前にマグマが深部から上昇

する過程でどのように揮発性成分が抜けて噴火に

至ったのか、またマグマ溜まりの中でどのように

マグマが分化したのかについての理解が進んだ。 

本講演では、30 年間のメルト包有物の研究か

ら明らかになってきた噴火前マグマプロセスを概

説し、今後の研究発展の方向性を展望する。 

２．メルト包有物のガス成分の分析から明らかに

なった噴火前のマグマの脱ガス過程 

 メルトの中には、主成分である H2O に加え、

CO2、SO2、Cl、Fなどの揮発性成分が溶け込んで

いる。メルトに飽和してしまい溶け込めなくなっ

た揮発性成分は、マグマ中に気相として存在し、

火口からは火山ガスとして大気中に放出されてい

る。揮発性成分のメルトへの溶け込みやすさは温

度や圧力に依存しており、例えば圧力が高いほど

揮発性成分はメルト中に多く溶け込む。また、揮

発性成分のメルトへの溶け込みやすさは揮発性成

分の種類によっても異なり、例えば H2O はメル

ト中に数 wt.%溶け込むが、CO2 は数千 ppm しか

溶け込まない。 

 図２は、岩手火山 1686 年噴火の噴出物中のカ

ンラン石メルト包有物の H2O と CO2 の含有量を

二次イオン質量分析法によって分析した結果を示

す（Rose-Koga et al., 2014）。図中の圧力（50, 100, 

200, 400 MPa）は等圧線である。図２より、岩手

火山のマグマ供給系においては H2O ≈ 約 3 wt.%、 

 

図２ 岩手火山のカンラン石に包有されたメル

ト包有物の H2O（横軸）と CO2（縦軸）の含有量の

分析結果（図の出典：Rose-Koga et al., 2014） 
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CO2 >6000 ppmの未分化メルトが深部（圧力は約

1000 MPa，地下約 30 km の地殻-マントル境界に

相当）から脱ガスしながら上昇し、地下約 20 km、

地下約 4～8 km（100～200 MPa）、地下約 1~2 km

（<50 MPa）という３つの深度に停滞して、それ

ぞれの深度のマグマ溜まりに於いて結晶分化作用

が同時進行したことが読み取れる。そして 1686

年噴火時に、複数深度に停滞していたそれらのマ

グマが交じり合って一緒に地表に噴出したことも

読み取れる。 

一つの火山の直下に深度の異なるマグマ溜まり

がいくつか存在し、それぞれの深度のマグマ溜ま

りに於いて揮発性成分に飽和したマグマの結晶分

化作用が同時進行していることは、日本列島のよ

うな「島弧」の火山では一般的な傾向であること

が、メルト包有物の揮発性成分の分析によって明

らかになってきた。 

 

３．微小なメルト包有物から多変量の化学組成デ

ータを抽出・解析する新しい試み 

 メルト包有物に限らず、マグマや岩石は多くの

元素から成り立っており、それらの含有量や性質

に応じて、主成分元素、微量元素、揮発性元素に

分類されている。主成分元素、微量元素、揮発性

元素は、含有量や性質に違いがあるだけでなく、

分析装置や分析手法も異なっている。このため、

主成分元素、微量元素、揮発性元素の化学組成デ

ータを全て揃えることは容易ではなく、多くの研

究者との共同研究を必要とする。このような事情

により従来は、Rose-Koga et al. (2014)の研究例が

示すように、H2OとCO2といったある特定の成分

に注目して噴火前マグマプロセスを解明する試み

が広く行われてきた。しかし今後は、微小なメル

ト包有物から、より簡便に、できるだけ多くの化

学組成データを高精度に抽出するための技術開発

に加え、得られた多変量の化学組成データをフル

に活かすことによって、従来よりも解像度を上げ

て噴火前マグマプロセスを明らかする研究が盛ん

に行われるようになることが展望される。 

本講演では、そのような先駆けの研究例として、

 

図３ 奄美三角海盆内の海底掘削地点 U1438サイ

トと九州パラオ海嶺（古伊豆-小笠原-マリアナ弧）

（図の出典：Hamada et al., 2020） 

 

2014 年に日本近海の「奄美三角海盆」（図３）の

海底を掘削して得られた古伊豆-小笠原-マリアナ

弧（年代は 4000万年前から 3000万年前までの約

1000万年間）のメルト包有物を約 300個分析し、

分析データを多変量解析することによって 1000

万年間の古伊豆-小笠原-マリアナ弧におけるマグ

マ活動の変遷を明らかにした講演者の研究

（Hamada et al., 2020）を紹介する。 
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F2-1      第 8回複雑系科学シンポジウムへの序論 

―複雑系科学の 30年 

 

粟野 宏、Awano Hiroshi（JSA山形支部） 

 

１．本分科会の目的 

 本年 5月に本分科会の「設置趣旨」に書いたよ

うに、「いま私たち人類は、新型コロナウィルス

感染症という重大な挑戦状を突きつけられている

のをはじめ、過酷さを増す自然災害や気候変動、

世界的規模で進む貧富の格差拡大や覇権主義・排

外主義の強まりなど、困難な課題に直面してい」

る。しかし、その後の世界は興味深い展開を見せ

ている。 

のちに人口に膾炙するようになったことだが、

英国ジョンソン首相がコロナウィルスに感染して、

「コロナウィルス危機は、社会のようなものがま

さに存在することを証明した」と述べたことが話

題となった。これは、かつて 1987 年に同じ保守

党のサッチャー首相（当時）が語った「社会のよ

うなものは存在しない」という新自由主義推進の

発言と対比させて、新自由主義への懐疑を表明し

たものであった 1)（その後首相は一時集中治療室

に入るほど症状が悪化した）。 

また、11 月の米国大統領選挙では、「ポスト真

実」の名のもとに妄想・妄言を重ねてきた共和党

の現職トランプ大統領が、民主党のバイデン候補

に大敗した。米国の《核のボタン》がトランプの

ような危険人物に 4 年間ゆだねられていたとは、

なんとも冷や汗ものであった。 

コロナ危機を契機に、これまでの新自由主義の

害悪への反省・批判的見解がかつてない規模で語

られ、人間社会のあり方、および人間の自然との

関係のもち方について新たな模索の動きも見られ

る。 

複雑系科学シンポジウムとしては事実上初回と

なった「複雑系科学と現代唯物論」分科会が 18

総学で開催されてから、今年で 10 年がたつ。爾

来、総学での分科会を含め、2017 年および 2019

年を除く毎年シンポジウムは回を重ねてきた 2)。

本分科会では、2020 年代を迎えた現時点におけ

るこれらの諸課題を念頭におき、今日求められて

いる世界観、すなわち自然観および社会観、人間

観を複雑系科学の視点から探究することを目的と

する。 

 

２．イリヤ・プリゴジンと「複雑性の科学」 

 本稿の副題に「複雑系科学の 30 年」と記した

のは、イリヤ・プリゴジン（1917－2003）らが著

書『複雑性の探究』3)を著わしたのが 1989年だっ

たことによる。 

もちろん、複雑系科学の生まれた時期をいつに

するかは、評者によってさまざまであろう。 

 プリゴジン自身は、スタンジェールとの共著

『混沌からの秩序』（1984）第Ⅱ部「複雑性の科

学」冒頭で、「『複雑性の科学』の誕生した日付を、

筆者はイゼール県知事ジャン=ジョセフ・フーリ

エ男爵が固体中の熱伝導の数学的記述によってフ

ランス科学アカデミーの賞を得た 1811 年とする

ことを提案したい」と書いている 4)。熱の流れが

温度勾配に比例するというフーリエの法則は、あ

らゆる物質について成り立つ法則で、比例係数

（熱伝導率）だけが物質に固有な値を有するとい

う単純なものである。しかし、不可逆過程を記述

する熱学的な世界観は、ニュートンによって基礎

づけられた可逆過程を記述する力学的な世界観と

は異質なものとして、近年の複雑系科学に通じる

画期的な世界観だったといえるだろう。 

 菅野礼司は、20 世紀後半に始まった「発展・

進化の科学」誕生を特徴とする「第三科学革命」

が、複雑系科学に包括されるとする 5)。17世紀の

ニュートン力学など近代科学の成立に特徴づけら

れる第一科学革命、20世紀の第 1四半世紀に成立
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した相対論および量子力学によって特徴づけられ

る第二科学革命に続くものである。菅野によれば、

第三科学革命の画期は、プリゴジンの『存在から

発展へ』6)（1980）である。 

なお、プリゴジンが「複雑系」ではなく「複雑

性」の語を用いていることに触れておこう。彼は

『複雑性の探究』（1989）の第 1 章第 1 節「複雑

性とは何か？」で、同じ 1立方センチメートルの

水からなる系について、分子的混沌にある「単純

さ」と、長距離秩序をもつ樹枝状雪片の「複雑さ」

とを対比させている。その上で、「複雑な系につ

いて語るよりも複雑な振舞いについて語る方がよ

り自然であり、少なくともあいまいさがより少な

い」と述べている 7)。 

 

３．プリゴジン賞にみる近年の複雑系科学 

プリゴジンが 2003 年に 86 歳で没したあと、

2004 年にイタリアのシエナ大学および英国のウ

ェセックス工科大学（WIT）によって彼を記念し

た「プリゴジン賞」が創設され、2020 年までに

17 人の複雑系科学分野の研究者に「プリゴジン

メダル」が授与されている。それらの詳細につい

ては、WITのウェブサイト 8)を参照されたい。 

 17 人の受賞者のうち、ここではロバート・ウ

ラノヴィッツ（2007 年受賞）およびスチュアー

ト・カウフマン（2018年受賞）を紹介したい。 

 ウラノヴィッツ（1943－）は、米国メリーラン

ド州生まれ、ジョンズホプキンズ大学出身の理論

生態学者・哲学者である。メリーランド大学チェ

サピーク生物学研究所の教授を務めていた。代表

的な著作に『成長と開発：生態系の現象論』9)

（1986）などがある。 

 カウフマン（1939－）は、英国オックスフォー

ド大学、米国カリフォルニア大学サンフランシス

コ校出身の理論生物学者・複雑系研究者である。

かつて米国ニューメキシコ州のサンタフェ研究所

に在籍したことでよく広く知られている。代表的

な著作には『自己組織化と進化の論理』10)（1995）

などがある。 
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F2-2   改めて、地球ガイア構成階層の多様性、複雑性を考える 

― とくに、災害に関する調査・研究の盲点と想定外事態の発生問題を中心に 

 

志岐常正、Shiki Tsunemasa（京都支部） 

 

はじめに 

  地球ガイアは、とくに多様性、複雑性が卓越

する階層である。ヒトはそこでの自己組織化の結

果として生まれながら、その鬼っ子となりつつあ

る（志岐：2014 第１図参照）。 

 

地球ガイア研究史にみる漸進説と激変説 

地質学の発生期における、いわゆる激変説とラ

イエルの漸進説との対立は、天文学におけるコペ

ルニクス変換以上にも、当時のインテリ社会の関

心事であった。それは、キリスト教の教条の理解

や人びとの世界観に深刻な影響を与え、その後の

地質学の発展は、資本主義発展の必須の要因、条

件となった （小林:1952ほか）。 

19 世紀から 20 世紀において、自然界に起る激

変、漸進として論じられたテーマは造山運動であ

った。その初期には、当時、多くの人びとに好ま

れた輪廻観が投影され、造山輪廻という概念が生

まれたが、それは円形の時空サイクルでなく、長

期の漸次的変化と短期の激動の交代をイメージし

ていた。 さらに、最終のベロウソフの造山運動

論では、漸進と激変とが機機械的に交代するので

なく、諸作用が互いに因果をなしつつ、波を打っ

て、ゆっくりと、また急速に進行する。ここに画

かれた地殻変動の様相は、実は現今のプレート沈

み込みに始まるテクトニクスに似る。しかも、よ

り複雑である。漸進と激変との交代の単純で機械

論的な把握は、原発裁判では今も現れるが、認識

に盲点を生み、災害を不可避にしかねない。 

 

自己組織化による矛盾の発生と蓄積 

閾値突破、激変の突発 

現代物理学の語るところによれば、この世界は、

重力（万有引力）、電磁力、強い力、弱い力など

の、四つの力によって成り立っている。地球系の

サイズ（「一般の物質」階層）では、これらのう

ち重力と電磁力の作用の相対的大きさが、時空、

物質内で微妙に変化する。これは、宇宙発生時の

対称性の破れに始まる自己組織化の必然である。 

局所的不均一性（差異）があれば自発的に矛盾

が発生し、運動が起る。矛盾は蓄積されうる。蓄

積が閾値に達すれば、連続的、漸移的でなく、瞬

間的激変（カタスロフ）が起る。解放された矛盾

がまた蓄積されるためには一定の時間を要する。

Periodical な”再帰” 現象が起るのは当然である。

自然では、それは大小のスケールで発現する。こ

れが地球表層で起る典型例として、いわゆる造山

運動、あるいは地殻変動や地震を挙げることが出

来る。 

 

地殻と地盤の変動、想定外地震 

プレートテクトニクスの基本では、リソスエア

を剛体として扱う。しかし、誰もそれが真に剛体

であるとは思っていない。地震学では、地球や地

殻を弾性体として扱うが、塑性体や粘性流体の性

質をも持っている。さらに、カオスも、いたると

ころで発生している。 

岩盤は、少なくとも地殻の浅所では、弾性体と

して扱える運動する。また、その末に破断という

カタストロフを起こすのも事実である。だから地

震が起る。だが、これらの性質（物性）は、時空

的に変化する。 

これら、物性の局所的変化の構造の実態を単純

化し、モデル化して扱っていることを忘れること

は、間違いの元である。まず物性の分布、地質構

造の把握がなされなければ、”想定外” 突発事態

発生の要因や規模を予想することはできない。こ

れは、地震や山地斜面崩壊の発生にカオス的要素
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があり、時を特定した予知ができないこととは、

別の問題である。念のために具体的な例を一つ挙

げておく。東北沖太平洋の既知の地質構造は、デ

コルマさえ、地球物理学的地震学からは無視され

ているように見える（志岐：2016）。 

 

カオスについて 

 事象の線形変化は、しばしば、カタストロフ

でなくカオスの発生で終わる。カオスは流動体に

は本性的に存在するが、弾性体の破断につてさえ

カオスがあるという意見がある。時を特定しての

予測ができないことを言っているのかも知れない。

典型的なものについて、数学的式で、さらに、図

で示される場合には、カタストロフ激動とカオス

は全く異なる。カオスは蓄積された矛盾の解放と

は解せられないだろう。地球テクトニクスでカオ

スが論じられた例を聞かないが、マントルやマグ

マの流動、上昇ではカオスも発生しうるだろう、 

 

ベキ数分布と散らばり 

矛盾の蓄積、解放の現象ではないが、運動変化

の相が緩慢から急速度へと変わる事象の一つとし

て、ベキ関数変化を取り上げる。 

この世界の、多数の個体がなす事象には、しば

しば確率論的現象や法則性が現れる。断層活動、

地震の大きさや周期性などは、その典型例である

と考えられている。無数と言って良い要因が働く

場合、事象は数学的確率分布をする。だが、数が

充分に多くない場合でも、データを正規分布と見

做して回帰直線を引くことが、しばしばある。た

とえば断層の長さと発生地震の大きさの法則性を

式で表し、これを決定論的な ”法則” と見做す方

式が、原発やダムの安全性評価に際して乱用され

る。 

ここで、震源や伝達経路の地質と地質構造の不

均質性が無視され、質的に異なるデータがごちゃ

混ぜになっている場合などは論外である。しかし

ごく普通に見られる。 

もう一つ問題なのは、大まかにベキ数分布をす

るもののズレの扱いである。地震動の大きさのス

ケールはログ（Log）であり、大きな断層では、

その長さの僅かな違いに対応する地震動の大きさ

の違いは非常に大きい。複雑系である現実世界で

は、どんな分布にせよ、一つの線上にピタリと揃

うことはありえない。ベキ数分布からのズレは極

めて大きい “誤差” を伴う。この問題も、原発の

安全性の論議では無視されてきた（内山：2015, 

2018）。 

 

終わりに 

 ヒトは、自らが限界を持つモータルであること

を忘れ、社会の情報過多化、複雑化の道を猛進し

ている。このままでは、いつの日か「バベルの塔

現象」を起こすだろう。 
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F2-3           生物進化と社会変遷 
客観的進行と研究の方法における類似と相違 

 

白井 浩子，Shirai Hiroko（日本科学者会議岡山支部・元岡山大学教員） 
 

新しい進化論を提唱し,余剰進化論と名づけて

いる. 動物発生学の初期発生の実験に端を発した

ものである. 生存の本質を捉えたものであって,

それにより,生命の発祥にも考察が及ぶことにな

った.生物はよく言われるように,すべてが必要

な役割をもった存在ではなく,多くの余剰を（非

必須の要素）をもった,可能性に富む存在である.

進化の進行についてはいまだ,遺伝子の突然変異

が進化の進行を先導する,との誤解が多い.そう

ではなく,進化の進行は,種の生活様式の変更が

先であって,その生きように規定されて生物内で

ＤＮＡの編成替えが進行する,という認識である.

生活様式の変更が可能なのは,生物が余剰を持つ

からである.＜遺伝子のランダムな変化に依るの

だから進化は予測はできない.かつ,人間も生物

の一員であるから未来の予測は不可能である＞

という,人口に膾炙している通説は誤りである.

新説（余剰進化論）がどのような考え方なのか,

著作を示しながら説明し読者の理解を促す. 

常々,資本論の考え方に通じるところがあると

思わされ,その点（進化進行と社会発展の類似と

相違）についても考察する. 両者に関する考え

方や研究の進め方の類似は大まかにいえば,＜対

象とする現状を捉える分析によって本質を捉え

ると,現象の歴史的発生に考察が及ぶこと.未来

への確かな展望を与える＞という特徴にあると

思われる. 

「余剰進化論」：現生生物の生存の本質をエネ

ルギー収支のマイナス忌避と捉えることが実験

により可能となり,生命発祥に考察が及んだ点.

また,＜通説のもとでは不可解な現象や説明困難

な多くの課題に関して,新説では納得できる説明

を与えられる＞と云い得る点. 

『資本論』：資本主義の商品生産の本質を捉え

ることから資本主義の歴史的発生に解明が及ん

だ点.未来社会への指針が与えられる点. 

先ごろ他界された憲法学の森英樹氏の言葉に,

＜大事なことはみな日本国憲法に書いてある＞

があった.同様に,＜大事なことはみな『資本論』

に書いてある＞と云い得ると捉えている.とくに

未来社会に関して,＜人間も生物の一員ゆえ,そ

の基礎の遺伝子変異は偶然ゆえ,社会の未来は予

測不可能＞とする考え方は,階層の混同も許され

ないが,事実を認めず現状維持を固執する勢力が,

人々にその思い込みから抜け出せないように切

望するところに動機がある. 

このように,両者（新説と『資本論』）におい

て根底に共通があるように思われる.人間も生物

も,能動的に未来を切り開く存在である.外的条

件に規制されて,受働的に生きるものではない. 

読者の批判,論議を希望する． 
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抜けもある可能性がある.紙芝居（パワーポイン

ト）など,図やレジメもある.電子化済なので,ど

れも送信可能.近く HP を開設する. 
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F2-4  参議院選挙比例区における政党の選挙活動の定量的解析と評価の試み 

-野党共闘の効果を探る- 

 

嶋田 一郎、Shimada Ichiro（宮城支部） 

 

１．はじめに 

 「複雑系社会変革理論」1)2)に基づき、参議院

選挙比例区における政党の選挙活動の定量的解析

を行い、その科学的評価を試みた。評価の拠り所

は、政党の選挙活動は複雑系であるが、その活動

を表す変数－得票率変動（前回選挙の得票率との

差の絶対値）が明確な法則性を示すことが「複雑

系社会変革理論」の展開によって理論的にも現象

的にも検証されてきたことである。選挙は政党の

総力戦であると言われ、実に様々な要素が複雑に

絡み合っている。しかし検証された法則に基づい

て解析を進められれば、逐一様々な要素に関わら

なくても比較的容易に基本的評価が可能であると

考えた。主要な評価の例は、組織（支持層）固め

の守りの選挙活動か、票を奪い合う攻めの活動か

である。共闘は政党間の強い相互作用の 1つであ

りべき分布を示し票の移動が生じる場合である。

第 24 回、25 回の参議院選挙で新たに野党共闘が

すべての 1人区で実現した。その比例区への効果

を探った。自由民主党 LDP、日本共産党 JCP の比

例区の全国レベル、JCP の 1 人区レベル、県レベ

ル（宮城）などで解析し結果の一部を下図に示す。 

 

２．結果と考察 

 選挙活動の方法や勝敗の評価などのデータ解析

の方法の詳細と＊を付した図は、追加資料

https://drive.google.com/drive/folders/1nUjw272bW8i

zS9Hordh1qkPnREt3_ueI?usp=sharing に記す。 

図 1a と b に見られるように LDP は第 25 回参

議院比例区の全国レベルでは組織を固められず後

退し、 JCP も支持層固められず敗北して共闘効

果は見られない。第 24 回では LDP は組織固めて

勝利（図 2a）し、JCP は他野党から票が移り勝利

（図 2ｂ）して共闘効果が見られた。野党共闘が

実施された 1 人区域全体で JCP は、第 25 回では

支持層固められず敗北し、24 回では他野党から

票が移り前進し、共闘効果が見られた（追加資料

図 8ｂ）。更にデータ数が少なく信頼性は劣るが、

野党共闘が勝利した区域の JCPの比例区の闘いは、

第 25 回では票が他野党に移り敗北し（図 3a）、第

24 回では、他野党から票が移り勝利（図 4a）し

た。野党共闘が敗北した区域では、第 25 回の選

挙では支持層固められず敗北し（図 3b）、第 24回

では支持層固めて他野党からも票が移り前進（図

4ｂ）している。このように野党勝利区域では、

JCP は自身の勝敗に関係なく票が移動する共闘効

果を発揮したと考えられる。 

野党共闘を組んで 2回の選挙区選挙で連続勝利

した宮城県の比例区では、JCPは第 25回では支持

層固められず大敗北（図 5a）し、第 24 回では支

持層固めて勝利（図 5b）した。 

この他に野党共闘の無い複数選挙区域における

LDP,JCP の活動を解析し評価した（追加資料）。 

以上のように JCP の比例区の様々な区域レベル

の選挙活動において、第 25 回、24 回を通して共

闘効果が見られたのは、野党共闘勝利の 1人区域

のみであった。野党共闘がなかった第 23 回、22

回の選挙では、対応する 1人区域ではこのような

明瞭な傾向は見られなかったので（追加資料）、

地域的特性ではない。勝敗に関係なく見られるこ

の共闘効果は、本質的共闘効果なのかもしれない。 

引用文献 

１） Shimada I. and Koyama T., 2015, “A Theory for 

complex systems social change: An application of a 

general ‘criticality’ model” Interdisciplinary 

Description of Complex Systems 13(3):342-353. 

２） 嶋田一郎 「世の中は変わる―その法則と社会変革戦略」

to be submitted. 
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F2-5      自然弁証法の弁証法 ―複雑系としての自然弁証法 

 

粟野 宏、Awano Hiroshi（JSA山形支部） 

 

１．自然弁証法の弁証法的性格 

 『自然の弁証法』（Dialektik der Natur）はフリ

ードリヒ・エンゲルス没後 30年の 1925年になっ

て刊行された遺稿集である。この書名は、原稿の

束につけられたタイトルが、第 1の束「弁証法と

自然科学」、第 2の束「自然の探求と弁証法」、第

3 の束「自然の弁証法」であることによる 1)。一

方、Naturdialektik（「自然の弁証法」とも訳せる

が、「自然弁証法」と訳せるとすればこちらのみ

であろう）の語は 2 箇所で使われている 2)。 

 『自然の弁証法』の著者は「自然弁証法」の語

をほとんど使っていないのだが、本稿ではまず、

自然弁証法の弁証法的な性格について、エンゲル

スの言説に従って考察しよう。 

「弁証法とは、自然、人間社会および思考の一

般的な運動＝発展法則にかんする科学」である 3)。 

 「われわれが自然、または人間の歴史、ないし

はわれわれ自身の精神活動を考察する場合に、ま

ず第一にわれわれの前に現われてくるのは、もろ

もろの連関と交互作用が限りなくからみあった姿

である。そこでは、なにものも、元のままのもの、

ところ、状態にとどまるものはなく、すべてのも

のが運動し、変化し、生成し、消滅する。」4) 

 「この哲学（ヘーゲルの『弁証法的哲学』のこ

と―引用者）の前には、究極的なもの、絶対的な

もの、神聖なものは、なにも存立しない。この哲

学は、ありとあらゆるものについてそれがすぎ去

りゆくものであることを示す。そしてこの哲学の

まえには、生成と消滅との不断の過程、低いもの

からもっと高いものへの無限の上昇の不断の過程

以外には、なにも存続しない。そして、この哲学

自身は、この過程が思考する頭脳のうちに反映し

たものにすぎないのである。」5)  

 自然弁証法は、自然の一般的な運動＝発展法則、

および自然に関する思考・認識の一般的な運動＝

発展法則に関する科学ということになろう。自然

弁証法を研究する意義については、エンゲルスが

よく知られた言葉を語っている。 

 「自然は弁証法の検証となるものである。」6)  

 この自然弁証法じたいが弁証法的な性格をもち、

不断の運動＝発展の過程にある。 

 「自然科学の分野でさえ画期的な発見がおこな

わあれるたびごとに、唯物論はその形態を変えな

ければならない。」7) 

 「おそらくは理論的自然科学の進歩が、私の仕

事の大部分またはまったく不用にしてしまうであ

ろう。というのは、大量に積みかさねられてゆく

純経験的な諸発見を整理する必要だけからしても

理論的自然科学がおこなわざるをえなくなってい

る革命は、最も強情な経験主義者にさえ、自然過

程の弁証法的性格をますます意識させずにはおか

ないほどのものだからである。」8)  

 「計画的に生産され分配されるような社会的生

産の意識的な組織」「から一つの新しい歴史の時

代が始まり、そこでは人間自身が、またそれとと

もに人間の活動の全分野とりわけ自然科学もまた、

従来のいっさいのものをしてその光を失わせるほ

どの一大躍進をとげるであろう。」9)  

 

２．自然弁証法に関する研究 

 欧州では自然弁証法に関する研究が比較的活発

に行われている。ルシアン・セーヴ（2020年 3月、

新型コロナ感染症により 93 歳で他界した）がコ

ーディネータとなってまとめられた『自然科学と

自然弁証法』10)（1998）、エルマー・アルトファ

ーターによる『新たに発見されたエンゲルス：

「自然の弁証法」入門および批判動向』 11)

（2015）、エドワルド・ンコヨによる『プリゴジ

ンの散逸構造理論：自然哲学的および認識論的考

察』12)（2016）などがある。 
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３．宇宙の地平から素粒子の世界まで 45 桁にお

よぶ自然界のスペクトル 

『ズーム・イン・ユニバース』と題された本が

ある 13)。われわれが認識できる極大の世界は、

宇宙の年齢が 138億年だから、観測可能な宇宙の

地平は 138 光年、すなわち 3.13×1026ｍである。

これだけの半径を有する球状の宇宙がすっぽり入

る 1辺 1027ｍ（1 kmの 1兆倍の 1兆倍）の画面が

出発点だ。ここから、素粒子の世界である 10-18

ｍまで、10 倍ずつ拡大を 45 回繰り返していくと

いう自然誌である。 

本書におけるミクロ世界への旅は、実は 10-18m

でおしまいではなく、「時空における最も小さな

構造」とされる「プランク長」10-35ｍへ一気に

17 桁も飛躍して締めくくられる（邦訳書に「1062」

と記されているのもそのためである）。 

ところで、本書には 1027ｍから 10-35ｍまで 63

枚の画像を一覧するページがある（図１）。それ

を一瞥すると、地球の全体像が映された 107ｍ

（すなわち 1 万 km）から、炭素原子の電子雲の

全体像が映された 10-10ｍ（すなわち 1Å）までの

領域は、ちょうど私たちの日常的な世界といえる

が、いかに豊かで変化に富んでいるか、改めて感

嘆させられる。 

しかし、その豊かで変化に富む領域の前後には、

対照的にほとんど真っ黒な画像が並んでいること

に気づく。筆者は常日頃「太陽系はスカスカだが、

原子はさらにスカスカだ」と唱えているが、本書

では、原子核を握り拳とすると原子全体の大きさ

は半径 5 km ほどの球状だと述べているのはわか

りやすい（原子と原子核との対比は「大聖堂にお

けるハエ」と喩えられることもある）。該当する

章のタイトルにある「原子は空っぽ」も誇張では

ない。原子核の世界と原子の世界はかくも異質で

あることも、うなずけよう。 

 

引用文献 

1．『自然の弁証法』「束の表題と内容目次」、大月

書店版邦訳全集⑳p.613. 

2. 同⑳p.595および p.605. 

3. エンゲルス『オイゲン・デューリング氏の科

学の変革』（『反デューリング論』）第 1篇第 13章、

同⑳p.143. 

4. 『反デューリング論』序説第 1章、同⑳p.20. 

5. 『ルートヴィッヒ・フォイエルバッハとドイ

ツ古典哲学の終結』（『フォイエルバッハ論』）第

1 章、同㉓pp.271-272. 

6. 『反デューリング論』序説第１章、同⑳p.22. 

7. 『フォイエルバッハ論』第 2 章、同㉑p.283. 

8. 『反デューリング論』第 2版序文、同⑳p.13. 

9. 『自然の弁証法』序論、同⑳p.354. 

10. Lucien Sève (coordination): Sciences et 

dialectiques de la nature, Éditions La Dispute, 1998. 

11. Elmar Altvater: Engels neu entdecken : das 

hellblaue Bändchen zur Einführung in die "Dialektik 

der Natur" und die Kritik von Akkumulation und 

Wachstum, VSA-Verlag, 2015.  

12. Edouard Isango Nkoyo: Prigogines Theorie 

dissipativer Strukturen: Naturphilosophische und 

erkenntnistheoretische Betrachtungen, Herbert Uts 

Verlag. 2016. 

13. Caleb Scharf: The Zoomable Universe: A Step-by-

Step Tour Through Cosmic Scale, from the Infinite to 

the Infinitesimal, Atlantic Books, 2017：邦訳（佐藤

やえ訳）『ズーム・イン・ユニバース：1062 倍の

スケールをたどる極大から極小への旅』みすず書

房、2019．ちなみに、邦訳書の書評が『日本の科

学者』2021年 1月号に掲載予定で、書評の一部を

本稿に利用させていただいた。   

図１．1027ｍから 10-35ｍまで 63 枚の画像を一覧

するページ（文献 13）の原著より） 
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F3-1    国土交通省有識者会議に科学性、誠実性、品性を求める 

―開会あいさつと分科会設置趣旨説明をかねて― 

長田好弘 Osada Yoshihiro（リニア中央新幹線問題研究連絡委員会） 

 

１．はじめに 

 住民の創意ある活動、昨年の東京科学シンポジ

ウムでの議論や次頁表の活動報告でも明らかなよ

うに（１）、リニア中央新幹線計画の重大な欠陥は、

日本科学者会議「声明」（2014.7.15）の指摘通り、

工事の強行とともに露出し、住民に多大な被害と

不安を押しつけている。現在、リニア中央新幹線

静岡工区有識者会議（以下有識者会議）での大井

川水資源問題をめぐる議論がリニア計画の趨勢を

決するとも言える重大要因となっている。有識者

会議が地域住民・国民の生活権・基本的人権を忘

れ去るような議論、忖度に至らぬことを、本分科

会の総意として期待し訴えたい。 

 

２．有識者会議設置の目的と議論 

 国交省は静岡工区について、リニアの早期実現

と環境への影響の回避・軽減を両立させることを

静岡県、JR 東海、国土交通省の共通の認識とし、

静岡県とＪＲ東海の議論の調整役として関与して

きた。有識者会議は国土交通省の提案により設置

され、科学的・工学的な議論の場とし、特に大き

な論点となっている「トンネル湧水の全量の大井

川表流水への戻し方」及び「トンネルによる大井

川中下流域の地下水の影響」について議論するこ

とになった。国交省は、リニア中央新幹線は静岡

県民のみならず国民にとって重大な関心事なので、

いたずらに時間をかけることなくこの二つの論点

に精力的に真摯に対応することを要望した（２）。 

 

３．会議の公開のあり方について 

 静岡県は「会議は全面公開」を要求したが、国

交省は「会議は原則として公開。報道関係者の傍

聴可、会議後の記者ブリーフィング、カメラ撮り

は会議冒頭に限る」と回答した。静岡県知事は、

全国誰もがアクセス可能を要望したが、国交省は

委員の忌憚のない自由な発言を阻害する要因にな

る、報道関係者の傍聴、議事録の速やかな開示な

どにより透明性を確保できるとし、会議の全面公

開の要件は満たしているとし、議事録についても、

委員名は伏せるとした（３）。 

 

４.「座長コメント」は真実を伝えているのか 

 有識者会議後の記者ブリーフィングで、以下の

ような「座長コメント」が公表された。 

 「トンネル掘削による中下流域の地下水への影

響は概括的には問題ないと言えるのではないかと

の複数の意見があった。」（４）  

  「中下流域の河川流量が維持されれば、トン

ネル掘削による大井川中下流域の地下水量への影

響は極めて小さいと考えられることが科学的・工

学的な見地から確認された。」（５） 

 関係した議事録には次の議論が記されている。 

 「似たような既存の文献を出してそれが傍証に

なるということにはならない」「『公開情報を使っ

て』と書いてあるが、この南アルプスの付加体の

地下の情報については実際には殆どわかっていな

い。…『公開情報を使って』というと客観性があ

るような感じであるが、実はそうではない。新た

なデータを自ら得ていく、それによってきちっと

した解析を行うという姿勢を出していただきた

い。」「似たような既存の文献を出してそれが傍証

にはならない」。（６） 

 読み比べて、どう見ても「座長コメント」は真

実を伝えているようには思えない。 

 

５．真実はなぜ伝えられないのか その仕組み 

 仕組みを二つあげると、①有識者会議を静岡県

が主張する「全面公開」に応じなかったこと、②

議事録において委員名を伏せたことであろう。 

 ①について言えば、国交省は、国交省側の 5名
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に静岡県推薦の 2名を加えて 7 人構成の有識者会

議とし、本会議は「静岡県と JR 東海との間で行

われてきた議論等の検証」の場であり、上記 2つ

の論点を科学的・工学的に議論する場とした。そ

れなら、静岡県推薦の委員を国交省推薦委員と同

数程度にし、さらには、議論は「国民にとっても

重大関心事項」であるのだから、「全面公開」を

受け入れてもよいはずだがそうはしなかった。出

発点においてすでに、中立性（科学的・工学的議

論による真実の公開表明）に疑義が生じるのは当

然ではなかろうか。有識者（研究者）は、自らの

専門的意見を述べるにあたって、公開非公開によ

って左右されるものではない。むしろ公開の場の

方が、専門的意見を「忌憚なく自由に真摯に」述

べることができるのではないか。 

 ②についていえば、専門的議題の討論の場にお

いては、誰が誰の意見にどう対応したかを明確す

ることは重要であろう。当事者相互の認識の深ま

りと議論の進展に必須のことである。議事録の読

後感として痛切に感じたことでもある。 

  

６．おわりに 有識者会議の成果 

 激論の過程で JR東海から、「今回は工事が適切

に施工できるかや中下流域にトンネル湧水を戻す

ために十分な設備を整えられるかという観点で検

討を進めてきた。」こと、つまり環境問題はそっ

ちのけの「リニアありき」に偏った検討の「方向

性」が吐露されたことである（７）。静岡県の県民

の命綱である水をまもり生態系への悪影響を明ら

かにする検討の「方向性」とのすり合わせは短期

間では困難であろうが、希望が断たれているわけ

ではなかろう。もう一つは、「事前のある程度ざ

っくりの評価をして、あとは施工の態勢、工法を

考えながら掘る。掘りながら事前調査を含めて対

応していく」（８）従来の方法を検討する契機を得

たことではなかろうか。日本科学者会議「声明」

は、「先端技術を駆使した巨大プロジェクト計画

においては、技術への不安・疑問がある場合に、

その克服を実施過程などの将来に当て込むような

ことをしてはならない」ことを指摘している。 

 「科学的・工学的」議論とその結論がいかに

正しくとも信頼がなければ受け入れられない。現

状では、国交省も JR 東海もこのことを銘記し、

リニア計画をいったんは中止あるいは撤回し、コ

ロナ禍の現状・ポストコロナを見据えて、長期的

展望をもって出直す絶好の機会ではないだろうか。 

文献・註 
（1）分科会テーマ「リニア中央新幹線問題の検討と運
動・経験交流 part3」,『第 20 回東京科学シンポジウム予
稿集』2019 年 11 月,113-128 頁 8 論考所収；（２）第１回
有識者会議での水島鉄道局長冒頭挨拶より；（３）「会議
の公開のあり方について」（国交省、第 2 回会議）；（４）
第 5 回有識者会議後の「座長コメント」；（５）第 6 回有
識者会議後の「座長コメント」（６）第 5 回有識者会議議
事録からの抜粋；（７）（第３回有識者会議議事録）；（８） 

第 4 回有識者会議議事録 

リニア中央新幹線問題研究連絡委員会の活動

(JSA第51回定期大会への活動報告から抜粋）

＜東京科学シンポジウム分科会＞「リニア中央新幹線問
題の検討と運動。経験交流（part3）」分科会（2019/12/1、於中
大多摩キャンパス) 　　設置責任者：長田好弘、中野貞彦、橋本良仁
①長田好弘（標記委員会代表）：日本科学者会議リニア研究会の活
動―工事中止（認可取消し）と環境影響再評価を求める―
②庄司善哉（岐阜支部）：リニア中央新幹線中津川市山口非常口トン
ネル斜坑崩落事故と阿寺断層
③林　弘文（静岡支部、静岡大学名誉教授）：静岡県におけるリニア
新幹線トンネル問題
④松永光司（武蔵野通研分会）：リニア中央新幹線の走行騒音を考
える－浮上と騒音のメカニズム－
⑤川村晃生（慶応義塾大学名誉教授、ストップ・リニア！訴訟原告団
長）：リニア計画の問題点と運動の現状
⑥米山義盛（伊那谷・残土問題連絡協議会）、桂川雅信（長野支
部）：伊那谷における残土処分問題
⑦桜井真理・河内正道（リニア新幹線を考える相模原連絡会）相模
原で起こるリニア被害－神奈川駅工事による周辺環境への影響と非
常口変更・残土処分問題
⑧関島保雄（弁護士、ストップ・リニア中央新幹線訴訟弁護団共同代
表）：リニア中央新幹線訴訟の現状と課題

　＜『日本の科学者』「科学者つうしん」寄稿＞：
〇橋本良仁「ストップ！リニア訴訟第10回シンポジウム～命の水大
井川の減水対策不備のリニア工事は無理～JR東海と静岡県、協議
の実相に迫る」（2019年11月号）、
〇長田好弘「全国委員会コーナー、リニア中央新幹線問題研究連絡
委員会の活動」（2019年11月号）

＜「JSA東京支部つうしん」寄稿＞：
〇関島保雄「ストップ！リニア新幹線訴訟第14回口頭弁論報告2019
年6月号
〇橋本良仁「ストップ！リニア新幹線訴訟第15回口頭弁論＆第10回
シンポジウム」(2019年8月号)
〇関島保雄「ストップ！リニア新幹線訴訟第16回口頭弁論」2019年
11月号）
〇橋本良仁「ストップ！リニア新幹線訴訟第17 回口頭弁論＆報告集
会」(2020年1月号）

＜『環境と公害』寄稿＞：
〇関島保雄「リニア中央新幹線訴訟の現状と課題」（特集①リニア新
幹線事業中間評価の必要性（Vol/49,No.2 Autumn 2019）、
〇中川武夫「騒音による被害－新幹線公害からリニア新幹線公害
へ」（同上）
〇桂川雅信「伊那谷における残土処分問題と地域破壊－住民の暮
らしを守る闘いの新局面」
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F3-2        リニア中央新幹線事業は中止を！ 

庄司 善哉、Syouji Zenya  (岐阜支部) 

 

 

１．はじめに 

 今年(2020)1 月 12 日告示 19 日投票で行われた

中津川市長選挙。「リニアのまちづくり」リニア

市政で 3 期を狙う現職青山せつじ氏に対抗して、

無所属庄司ぜんや（日本共産党推薦）は、①リニ

ア新幹線建設そのものがいかに危険なものである

か、②リニアのまちづくりが市民にとっては自然

や暮らしを壊すものであるかを正面から訴えた。

莫大な税金を使って進める「リニア市政」を「子

育て支援・医療・福祉くらし応援の市政」に転換

を訴え庄司ぜんや 5460 票（20.65％）青山せつじ

21107 票（79.44％）投票率は 42.32％でした。 

 

２．山口トンネル非常口トンネル崩落事故をと阿

寺断層１）  

 中央新幹線・中央アルプストンネル（山口）山口

非常口トンネル工事で 2019 年 4 月 4 日に坑内崩落

事故が発生、8 日には地上部が崩落した、近くには

民家や田んぼがあるところです。工事は一時中断し、

同年 11 月からトンネル掘削工事を再開した。回覧

板に、中央アルプストンネル（山口）JV 工事事務

所から届く「中央アルプストンネル（山口）工事だ

より」20 年八月号に、「斜坑口から 630m 程度掘削

が完了し、斜坑と本トンネル（本抗）に達した。九

月号には、工区本坑（約 4.7km）の掘削が始まり、

名古屋方面に向かっている、切羽面での湧水も多く

ありません。11 月号には、斜坑につながる本坑と

平行した調査抗が図示してありその調査抗を品川方

へ掘削している、切羽面での湧水も多くありません。

JR 東海が 2017年 5月に提示した工事工程表では、

トンネル掘削は平成 34 年（2022 年）前期とありま

すが、本トンネル（本坑）4，7 ㎞をこれから掘削

することになり、工事の遅れは明らかです。 

この山口トンネル崩落事故を検証し、阿寺断層を

考える講演会は、昨年 6 月 29 日、9 月 22 日、11 月

24日の 3回開催されました。講師は長野県南木曾町

議・地質関係技術士の坂本満氏、日本地質学会名誉

会員松島信幸氏でした。松島氏は「山口非常口も阿

寺断層による花崗岩の破砕帯であり、このあとも破

砕帯から水が噴出する問題が生じうるとし、さらに

地震時の対応も問題が多いと述べ、「リニアを通す

以上それに耐えられないといけないが、JR 東海は

明確な根拠を示すことなく．『大丈夫』と、無責任

な態度を示している」と語りました。 

坂本氏は、2017年 9月に起きた北陸新幹線柿原ト

ンネル崩落事故の報告書と山口非常口の報告書をみ

て、どちらも鉄道建設・運輸機構が工事を行ってい

るが、柿原トンネルは報告が詳細に示されていたが、

山口非常口では、JR 東海の資料は情報開示が限定

的で、住民に説明しようとしていないと批判してい

ます。この講演会には 98人が参加しました。 

 

３．リニアまちづくり関係予算２） 

 中津川市民一人当たり５０万円の負担金と言わ

れている中央新幹線岐阜県駅周辺整備事業関連予

算は 2014（H26 )年市議会で決めている。  

2020 年予算に●リニアまちづくり関連事業 31 億

0043万円●リニア駅への関連道路の整備7億3765

万円●リニア駅周辺土地区画整理 2 億 715 万円●

リニア駅整備（美乃坂本駅の自由通路、橋上駅舎

の設計）1 億 4927 万円●西部テクノパーク整備

163 万円●青木斧戸線整備（総事業費 45 億円）6

億 4900 万円●神坂 PAスマートインター整備 7 億

4600 万円、以上総計 55 億 9113 万円をリニア関連

予算決定です、中津川市 2020 年度一般会計予算

384 億 3200 万円の 14.55％となり、、現在の人口 7

万 8172 人ですが、新型コロナウイルス・パンデ

ミック下であり、医療、福祉くらし応援の予算縮

小となって市民は安心できません。 
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４．中部車両基地・工場と要対策土の最終処分地 

 まず、2019 年 11 月に JR 東海は坂本地域の住

民に中央新幹線建設に伴う発生土置き場計画に関

する説明会を行った、そして 2020 年 2 月 27 日に

中部総合車両基地の北側とため池側東方高地を発

生土置き場（予定地）の 2 か所の造成計画を示し

た、予定地の西側半分を JR 東海で買収、そこに

対策土を処分するため、造成する範囲は二重遮水

シートで被うことにすると説明した。さて、対策

土とは（＝訳あり土）の土のことで瑞浪日吉地区

工場跡地にある採掘した対策土と、御嵩の日和田

地区にあるリニア残土です。 

 6月 30日この問題に、地元の「リニアを考える

坂本住民の会」は、中津川市に対して、ため池は

農業用水として用いている、いつまで遮水シート

が機能するか疑問、また、用水に関係する住民に

はこの対策土のことが知らされていない。市は

「JR 東海は、対策土から重金属などを溶出させ

ないよう適切に講じる」「産廃処理場と同じ処理

方式で、排出基準に不適合の排水は処理する」と

JR 東海の言い分そのままの文言で回答した。 

 9 月中津川市議会でも対策土問題の対策には進

展がなかった。このため池を岐阜県と JR 東海が

協議し、ため池を超える整備が行われ「洪水調整

機能」が加わっていることが判明した。車両基地

と残土処分地全域の排水をため池に流入させるこ

とになり、ため池の機能喪失が心配されます。 

稲作を行うのにため池の果たす役割は大きく、有

害物質が流れ出せば大きな影響が予測できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに                     

 選挙中に私の支援者から、リニア新幹線のこと

を改めて考えて調べてみた、結論としてリニアは

中止を！でした。その中で、車体とガイドウエイ

内側の地上コイルとの間隔は 5 ㎝ですと図示した

詳しい説明付きで危険な交通機関ですと知らせが

ありました。また、10 月 10 日リニア専用高圧送

電線建設計画シンポジュウムがあり、送電線路線

の土地問題、電磁場、景観喪失など問題山済みの

課題が論議されました。 

３、４はリニアまちづくりが市民の福祉に対す

る圧迫の実状と、リニア岐阜県駅とその工場団地

誘致の実態を示しました。 

2014年 7月、日本科学者会議「リニア新幹線計

画の撤回・中止を求める声明」３）で総合的に指

摘  した事柄が、中津川市において行われてい

ます。まだ工事は序の口です、いまリニア新幹線

事業は中止を！と求めます。 

 

参考文献 

１）14－2 山口トンネル非常口トンネル崩落事故

と阿寺断層 第 20 回東京科学シンポジウム予稿

集ｐ115 2019 

２）リニア新幹線岐阜県駅・車両基地設置と中津

川市の動き 日本科学者会議２１回総合学術研究

集会予稿集ｐ322．2016 

３）リニア新幹線計画の撤回・中止を求める声明 

日本の科学者 Vol４９No10 ｐ46－49 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



日本科学者会議第 23回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

F3-3             地域の現状 

 

 

川本 正彦、Kawamoto Masahiko（春日井リニアを問う会 事務局、 

リニアを考える愛知県連絡会） 

 

愛知県は西尾保守非常口トンネルと坂下非常口、

神領非常口、勝川非常口、名城非常口、名城変電

所、リニア名古屋駅が作られます。 

県内のリニア路線は整備新幹線 6キロ、大深度

地下 18 キロ、浅深度地下 1キロが作られます。 

浅深度地下は地権者と地上権設定を結ぶ動きがあ

ります。 

整備新幹線区域 6キロのうち 3 キロは山岳地、

3 キロは工場と住宅、田畑地域になっています。

この区域は大深度地下法でいう中部圏に属してい

ます。 

JR 東海はナトム工法でトンネルを作ることか

ら整備新幹線法に基づいて行うと説明しています。

山岳地の 3キロは土被り 95m以上、工場と住宅、

田畑地域の 3 キロは土被り 55m から 75m になっ

ていますが整備新幹線法で地上権の設定を行わな

ければならないのですが、JR 東海は「50m より

深いので無償で使う」と表明しています。地権者

へ個別の説明も行っていません。 

 また、この間には神屋地下堰堤（地下ダムで地

下湧水を堰き止めて農業用水に使う）と内津川が

リニア路線と交差、湧水がリニアトンネルに引き

込まれ河川の枯渇が起きるのではないかと農業委

員会で話題になっています。 

 大深度地下、坂下非常口から 3キロの間には亜

炭鉱跡が存在しておりシールド機によるトンネル

工事で坑道が壊れ住宅、道路の陥没も懸念されて

います。 

 大深度地下法では地権者は無償、補償もされな

いで地上権を取りあげられます。 

陥没が起きても要因が亜炭鉱跡なのかトンネル

工事なのか因果関係を明らかにしなければなりま

せん。 

 

トンネル工事は地盤の弱い、地下水が豊富で液

状化地域を掘削します。シールド掘削機による地

盤沈下、地下水の枯渇、井戸水を使用している酒

造メーカー、災害非常用井戸水への影響が心配さ

れています。 

 国も JR 東海もシールドトンネルは「支持層上

面より下に位置することから，これまで利用が進

められてきた浅深度地下に比べ，より堅く変形し

にくい工学特性を持つ地層で構成されており，大

深度地下を利用しても地表付近に比較的影響が及

びにくいと言えるものであることから，シールド

工事による掘削中に生じるカッタービットからの

掘削音等の騒音や振動が問題になることはないと

考えられる」から影響はないと弁明しています。 

 外環道トンネル工事の事例から見てもこの説明

が欺瞞に満ちたものであると憤怒に堪えません。 
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F3-4     リニア残土・危険な採石場への巨大盛土の危険性 

相模原・津久井地域の残土 

 

河内 正道、Kawauchi Masamichi（リニア新幹線を考える相模原連絡会） 

 

１．はじめに 

 新戸採石場への残土処分問題について、この間、

相模原市に３回に亘って質問状を提出し回答を得

てきました。また、質問状を提出時や回答書受け

取り時には、質疑や意見交換を重ねてきました。 

 しかし、こうした経緯を踏まえつつも、依然と

して疑問点については払しょくされていません。 

 

２．残土は採石場に盛土処分 

‐藤野トンネル区間 

・２１２万㎥は新戸、大洞の採石場に 

 相模原市内のリニア残土発生状況 

（H２６．８環境影響評価書）単位：万㎥ 

  神奈川県駅（緑区橋本）   １１５ 

相模川橋梁東（緑区小倉）      ９ 

  相模川橋梁西（緑区小倉）   ５４ 

  長竹非常口（緑区長竹）    ６１  

  関東車両基地（緑区鳥屋）  ３６０ 

道志川橋梁・坑口（緑区青山）   ６５ 

  大岩下非常口（緑区青山）   ７７   

  新戸非常口（緑区寸沢嵐）  ５６ ２１２ 

  大洞非常口（緑区牧野）    ７９ 

                ８７６ 

 

３．幾つかの問題点 

・残土処分は丸投げと責任転嫁   

・集落と道志川への残土流出の恐れ－横浜市が

JR東海と相模原市に要望書 

 

４．採石場への残土処分 

・新戸：採石法、森林法   

大洞：採石法、森林法、残土条例 

・新戸は１２７．５万㎥で２０２０年５月に認可。

大洞は２０１９年５月に採石事業認可（３２．５

万㎥）－残土処分は認可されていない。 

・JR 東海：採石事業者が採石法の許可を受けて

実施するので安全性が確保される。相模原市：採

石法や残土条例に基づいて適切に指導監督してい

く。 

・この間相模原市へ３度の質問状、質疑、意見交

換を重ねる。 

 

５．盛土は安全なのか‐幾つかの疑問点 

・残土搬入と巨大盛土の根拠が不明確 

 採石法等には採石終了時の措置として「順次緑

化」を規定（森林法も可及的速やかな植生回復）。

緑化がなぜ１２７．５万㎥、高さ６０ｍの盛土な

のか。 

 市からは「跡地形状の計画は事業者と土地所有

者の合意」との回答。 

・残土搬入と巨大盛土の適地性を無視 

 採石法等では土砂をうず高く積み重ねることの

規定は、砕石に関わって発生する廃土、廃石の堆

積場の規定のみ。「周辺の地形、物件等を調査し

て適切な位置を選定する」として７項目を列挙。

市の土砂条例も採取場から採取された岩石のみを

使って行う埋め立ては適用除外とし、外と内とを

区別。 

・採石に名を借りた残土処分 

 ２０２０年申請では採石１．３万㎥、残土処分

１２７．５万㎥。市は「長期的な事業計画の下で

行われている・・・」と言うが、僅かな採石を口

実に１２７．５万㎥が埋まるまで残土処分が延々

と続けられることになる。 

・計画の管理・監督は事業者任せの野放し 

   土砂の搬入量は５年に１回事後での報告。 

年２回の現地での口頭報告での確認、目視、図

面照合。搬入土砂の中身のチェックもない事業者
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任せの野放し。 

 残土条例では搬入土量、施工状況報告は３か月

毎、土壌、水質検査報告は６か月毎、土地所有者

の施工状況把握は毎月を求めている。 

・１２７．５万㎥の残土を高さ６０ｍに積み上げ

る腹付け盛土の危険性 

 専門家からは谷埋め盛土は「・地下排水管の目

詰まりによる地下水位の上昇、・盛土底面への土

壌粒子の流動と沈降による盛土と地山の境界面の

緩み、・地震時に過剰間隙水圧が発生して盛土の

抵抗摩擦が無くなる等から盛土は時間が経過する

ほど危険性が増大する」、「永続的に地下水の排除

が出来なければ盛土は崩落する。地下排水施設は

永久に維持管理が必要になる」との指摘がある

（桂川雅信氏）。岩石採取場廃止後の跡地管理は

地権者任せ、事業者の責任期間も２年間だけ。市

からは「『道路土工指針－盛土工』」に基づき盛土

内の一定の高さごとに透水シートを設置し地下水

位を低下させる」との回答。長野県豊丘村では１

２０万㎥の谷埋め盛土をＪＲ東海が将来に亘って

管理することを前提に様々な排水対策を表明（地

元の運動団体は反対している）。認可した計画は

雨量は３０年確立、地震強度はレベル１地震動の

設計水平震度の標準値で計算との回答。 

 

非常口の位置図‐藤野トンネル区間 
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F3-5      静岡県におけるリニア新幹線問題の論点と運動 

 

林 克、Hayashi Katsushi（リニア新幹線を考える静岡県ネットワーク） 

 

１．はじめに 

 「国策事業」としてスムーズに、一路開業を目

指すと思われたリニア新幹線事業は、ここにきて

大きくつまずいた。そこに立ちふさがっているの

が南アルプスの環境問題と大井川の水減少問題、

これによって静岡県は全国で唯一本体工事には入

れない。リニア建設について、「静岡県において

何が問題なのか？」「静岡県と JR東海が対立する

論点は何なのか？」「今の事態に対して地元自治

体と連携して取り組む運動の課題は？」を論じて

みたい。 

 

２．静岡県と JR 東海の最も主要な対決点 

リニア新幹線の認可の前提である 2013 年の環

境評価準備書で、大井川の水量が毎秒 2トン減る

とされた。翌 2014 年 3 月、これに対する知事意

見で、「トンネル湧水の全てを現位置に戻すこと」

と述べたが、県の立場は現在に至るまでここから

ぶれていない。 

大井川は、さまざまな利水団体で、後に 1滴も

残らないと言っていいほど利水権が決められてい

る。中流の塩郷ダムの水は導水管で笹間ダム湖・

川口発電所に送られ、ここからさまざまな利水団

体、中下流域 60 万人以上の人口が水道、農業用

水、工業用水へ送られるという高度な水利用が行

われている。 

JR 東海は「大井川の流量は毎秒 2 トンをでき

る限り減らさないよう努める」として、導水路ト

ンネルの設置と県境からのポンプアップの方策を

提示した。一方静岡県は「工事中も含め湧水は全

量戻す」ことを主張して、工事開始の協定書の締

結時に折り合わず、平行線を続けてきた。他県が

次々工事着工する中で、2018 年 10 月に JR 東海

が「全量戻す」ことで歩み寄り、どのように戻す

のか具体的な手立てで協議（対話と表現）に入る。

その協議を担ったのは県が設置した環境保全連絡

会議の有識者によっている。ここで科学的な議論

が積み重ねられてきた。 

 

 

図 1. 大井川の概要 

注) 静岡県 HPより 

 

３．「トンネル湧水は流出」 

県側から 12 月「水資源の確保等に関する質問

書」が提出され、JR 東海との間で質疑が行われ

るかたちで対話が進んだ。 

ところがその最中の 8 月、JR 東海がこれまで

と 180 度違う「（両工区間の）先進坑がつながる

までの工事期間中、山梨、長野両県へトンネル湧

水が流出する」と述べ、全量戻すと約束していな

いという爆弾発言をして会議は騒然となった。具

体的に言えば、山梨工区から県境を越えて先進抗
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を掘り進めて静岡工区とつながるまでの湧水は戻

さないとした。これは昨年 10 月の約束を破るも

のであり、なぜ JR 東海がこれに固執するかと言

えば、県境静岡側に「畑薙山断層」と呼ばれる破

砕帯とみられる断層が存在するからと考えられる。

破砕帯とは造山運動などによって砕かれた岩石が

一定の幅と方向を持って帯状に連続している部分

を言い、多くの水を含んでいる。JR 東海の予備

的な調査でも、その幅は 800メートルあるとして

いる。黒四トンネルの破砕帯ですら 80 メートル

しかなく水が流れ続けた。 

JR 東海の説明では、山梨県境付近にある畑薙

山断層を山梨側、下から掘っていく理由を「工学

的な見地から」と説明、「突発湧水時には切羽付

近に一気に湧水が湧出し、ポンプ設備により汲み

あげるものの、水没するリスクがある」として人

や設備の被害を言っている。JR 東海は、破砕帯

が多くの水量を含んでいることを前提にして、こ

れまでの約束を違えたとしか考えられない。もし

これをこのまま放置するならば、南アルプスが一

番多く水を含んでいると考えられる破砕帯から山

梨側に水が流れ出し、大井川の水源や山体の乾燥

化による生態系自体の激変に道を開き、山体崩壊

をも指摘される。 

 

 

図２. 南アルプストンネル掘削計画 

注) JR東海提出資料より 

 

４．問題は山積み 

この地域はユネスコエコパークに指定され、生

物多様性の確保が重要な課題となっている。これ

までリニア工事が様々な問題を引き起こすことが

指摘されてきた。 

トンネル湧水にともなう地下水の低下により、

上流部の水量が 7割減少することとなり、動植物

への影響は計り知れない。またトンネル湧水をく

み上げて西俣に流す際の温度差等も大きく問題に

されている。 

また静岡工区におけるトンネル工事により発生

する残土は 370万立米といわれ、燕沢付近にほと

んどが積み上げられる。生態系や環境破壊が懸念

されている。 

 

図３. 沢等の流量予測結果(渇水期平均) 

注) JR東海提出資料より 

５. 疑念もたれる国の有識者会議 

もたつく JR東海に業を煮やした国交省は、「行

司役」と称して県との間に入り、軋轢をともなう

協議の末に、国交省が有識者会議を設け、①中下

流域への影響、②湧水全量の戻し方をメインに議

論していくことになった。県は会議の全面公開な

ど 5つの条件を付けたが、県推薦の委員拒絶を含

め実現されているわけではない。 

議論が始まるとこれまで要求しても JR が出さ

なかったデータの提出など進んだ面はあるが、

「会議後に非公開協議で議論を取りまとめるなど、

流域住民の不安解消は程遠い状況(静岡新聞)」と

なっている。 
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F3-6       リニア中央新幹線は市民を幸せにするのか 

  静岡で問われる大型公共事業の在り方 

 

樫田 秀樹、Kashida Hideki（フリージャーナリスト） 

 

１．はじめに 

 ＪＲ東海が総工費 9 兆円のリニア中央新幹線を

「自費で建設する」と表明したのは 2007 年。以

来、マスコミは「夢の超特急」を印象付ける報道

を続ける一方、リニア計画に懸念を抱く市民の声

を取り上げなかった。だが 2020 年、一日も早く

静岡県で着工したいＪＲ東海と、大井川の水を、

すなわち県民の生活を守るためリニア着工に同意

しない静岡県との「絵になる」闘いをマスコミは

ようやく報じた。静岡県の姿勢は、「市民や環境

を多少犠牲にしても国益のために開発を進める」

という従来の開発モデルへの疑問を呈している。 

 科学や技術はそもそも人を幸せにするためにあ

る。今、その原点に立ち返るべきだ。 

 

２．報道されなかったリニア問題 

 リニアは、東京（品川）から名古屋までの

286Km を 2027 年に 40 分でむすぶ計画だ。そして、

リニアはその 7 分の１にあたる約 43km はすでに

完成している。1997 年に竣工した山梨県のリニ

ア実験線が営業本線の一部となるからだ。 

 実験線の周辺では、ルートの 8割以上が地下ト

ンネルのため、工事が地下水脈を断ち切り、あち

こちの沢や川で水枯れが起きた。また膨大な建設

残土は谷を埋めたのに活用もされずに塩漬け状態

が続いている。高架ルートではその北側に位置す

る家屋では日照障害に悩まされている。 

 これら問題を報じたのはローカルメディアだけ

で、ＪＲ東海をスポンサーにもつマスコミは一切

報道しない。リニア計画を巡り紛糾したＪＲ東海

の住民説明会の様子も報道しなかった。 

 

３．ずさんなアセス  

 2013年 9月、ＪＲ東海はリニア予定ルート周辺

で実施した環境アセスの結果と今後の工事概要を

まとめた「環境影響評価準備書」をリニアが通過

する 1都 6県ごとに公表した。だが、環境アセス

の対象となった「水質」「騒音」「振動」「大気質」

「生態系」など 20 以上の調査項目はほとんどす

べてが「影響は小さいと予測する」との言葉で締

められていた。特異点は、準備書、及び、その後

の「環境影響評価書」においても、具体的地名を

あげての予測がほとんどまったくないことだ。 

 

４．抵抗する静岡県 ――大井川を守る！―― 

 準備書で、例外的に、具体的地名で登場したの

が「大井川」だ。そこでは工事後も「（無策なら）

流量が毎秒 2トン減る」と予測されていた。 

 この予測に、県、および大井川の水を水源とす

る中下流域の 8 市 2 町は驚く。毎秒 2 トンは、8

市 2町 62万人分の水利権量に匹敵するからだ。 

ＪＲ東海は対応策として、評価書に「トンネル

内の湧出水をポンプで汲み上げるなどで大井川に

戻す」（評価書・静岡県版本編 8-2-4-13）と記述

しただけ。そして、こういう評価書を基に、2014

年 10 月、国交省はリニア計画を事業認可する。 

 川勝平太知事は「県民の水を守る」ため、「失

われる水を全量大井川水系に戻すこと」を訴え、

14年 4月、県に「中央新幹線環境保全連絡会議」

（以下、連絡会議）を設置。以来、県、ＪＲ東海、

有識者、水利権者などが協議を続けるが、現時点

でもＪＲ東海から詳細な全量戻しの方法は提示さ

れず、知事は着工を許可しない。 

この長引く会議に、2020年 6月にはＪＲ東海の

金子慎社長が、7 月には国交省の藤田耕三事務次

官も川勝知事に「着工を認めてほしい」と直談判

に及んだが、川勝知事はそれを拒んだ。 
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５．悪者にされる静岡県 

 この知事の姿勢に、ＪＲ東海は「静岡が着工を

認めないので 2027 年開通は延期」と公表。そし

て、マスコミがそれをそのまま伝えたことで、結

果として、一般市民に「静岡のせいでリニア計画

が潰れる」との印象をもたせる結果となり、ネッ

ト上では静岡を悪者扱いする批判が相次いだ。 

 

６．他県こそ工事は遅れている 

 「国策」にも折れない「オール静岡」をマスコ

ミは注目する。だが正確に書けば、静岡だけしか

取材をしない。だから、2027 年開通を遅らせる

要因が他都県にあることを知らない。 

 他都県では 2 年遅れ、3 年遅れの工事はザラで、

私の住む神奈川県では 5年遅れの現場もある。 

 それを知ったうえで「静岡のせいなのか。静岡

は水を守りたいだけだ」との報道をすべきだった。 

 

７．国や知事たちからの圧力 

 静岡県への「着工を許可せよ」との圧力は増え

ている。リニアが通過する都県の知事たちは、

「延期」報道以後、静岡県に対し、「2027 年開業

が難しくなったことは残念だ」（黒岩祐治神奈川

県知事）、「中部経済圏にとって残念」（大村秀章

愛知県知事）などのコメントを出した。だが、自

身の県での工事の遅れには言及しない。 

 また連絡会議が膠着したことで、2020年4月か

ら、静岡県の了承のもと、国交省が省内に「有識

者会議」を立ち上げ、7 人の有識者がＪＲ東海と

大井川問題の協議を重ねているが、その方向性が

徐々にＪＲ東海の主張（「上流の減水は中下流域

には影響しない」など）に近付きつつあるのを

「包囲網を狭めている」と見る静岡県民はいる。 

 

８．オール静岡 ―行政と県民が対峙する― 

だが、静岡県で新たな動きが起きる。2020 年

10月 30日。県民を主とした 107人の市民が JR東

海を相手に「リニア工事差止請求」裁判を起こし

たのだ。原告の中には大井川の水を利用する農業

者も 12人いる。 

原告団共同代表は「連絡会議や知事を見守るだ

けではなく、県民自ら立ち上がらねばと思った」

として 1年前から訴訟を準備していた。今後、行

政と県民の両者とＪＲ東海は対峙することになる。 

 

９. 大深度工事の是非 

 2020年 10 月 18日。東京都調布市の住宅街で家

屋前の地面が陥没した。9 月 14 日、この地下 47

ｍでシールドマシンが外環道の掘削を行っていた。

事業者の NEXCO 東日本は工事との因果関係を認

めないが、可能性として「マシンが土を取り込み

過ぎ、地中に空洞が生じたかも」とは説明する。 

 これまで NEXCO は住民に「大深度での工事は

地上に影響を与えない」と説明してきた。だが、

陥没が起きたことに不安を抱くのが、外環道同様、

大深度をシールドマシンで掘削するリニア工事が

行われる東京都の、特に田園調布の住民だ。田園

調布の住民も JR 東海からは「地上に影響しない」

との説明を受けている。 

 1999 年施行の大深度法は、地上の地権者への

「交渉不要」と「補償不要」を可能にした。だか

らこそ、地下鉄などが幹線道路の下をルートにす

るのに対し、外環道もリニアも、直線ルートで住

宅街の下を通過する。 

 田園調布の住民は 2018 年から大深度の無断利

用は「財産権の侵害」に当たるとして活動を始め、

2019年 1月には国交省にリニアのための「大深度

使用認可の取消」を求める「審査請求書」を提出。

2020年 6月、国交省から「問題なし」とする「弁

明書」が届き、9 月、住民はさらに「反論書」を

提出。そして 2021 年には「大深度使用認可取消」

を求める行政訴訟を起こす予定だ。 

 NEXCOも JR東海も、共通点は住民への説明を

蔑ろにしていることだ。事業ばかりを優先し、住

民の平穏な生活を守るとの視線はない。それを

「オール静岡」、そして陥没事故を契機とした田

園調布の動きがどう変えるのか。注視したい。 
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F3-7 実現へ減速するリニア新幹線～自然環境・沿線住民への軽視に不信感高まる 

     天野 捷一、Amano Shouichi（リニア新幹線沿線住民ネットワーク共同代表） 

 

１．はじめに 

 事業認可から 10 年目に入ったＪＲ東海の中央

新幹線（リニア新幹線）は、静岡県内の工事着工

が進められず、そのほかの沿線各地でも工事残土

の置き場が決まらないこと、中間駅建設地の用地

買収が進まないために 2027 年の品川・名古屋間

の開業は困難となった。 

 ＪＲ東海は、2007 年の計画発表の際に、品

川・大阪のリニア建設費 9兆円余りを全額自社負

担で行うことを表明した。国土交通省も国庫から

の財政支援は行わず、側面からの協力を行うとし

ていた。ところが 2016 年 6 月に安倍首相が 3 兆

円の財政投融資を行うことを表明、ＪＲ東海は総

事業費の 3分の１を政府から融資されることにな

った。（表 1） 

 もともと民間事業とされていたリニア新幹線事

業は全国新幹線鉄道事業法の適用により、不動産

取得税や固定資産税の免除や大幅な減額の恩恵を

受けるなど手厚い支援を受けている。そして３兆

円の財投により政府もその行方に大きな責任を背

負うことになった。 

 2017 年 10 月に発覚したリニア談合は、大手ゼ

ネコン 4社が絡む犯罪事件として社会的な関心を

呼び、第一次裁判では談合の事実を認めた大林組

と清水建設に対し軽微な課徴金を科す判決が出さ

れ、その後談合を否認した大林組と鹿島建設の裁

判が行われ来年 3月に判決が出される。(表 2) 

 

２．リニア新幹線事業は 1960 年代初めから勧め

られた研究・開発を 1987 年の国鉄民営化後にＪ

Ｒ東海が引き継ぎ、世界初の超電導磁気浮上鉄道

の実現に魅せられた葛西敬之氏らＪＲ東海幹部が、

自民党幹部や運輸大臣に積極的な介入を積み重ね

実現への道を切り開いたものである。 

 リニア新幹線実現のリード役を果たしてきた葛

西敬之名誉会長が著書で政治介入への動きを書き 

 

記してしているが、9 兆円もの工費を投じる大土

木事業が南アルプスの自然にどのような影響を与

えるか、沿線住民の生活環境にどのような被害を

与えるか、そしてどのような保全対策を講じるか

などについてほとんど記述がない。 

 ＪＲ東海は国鉄民営化に伴い、2 兆円余りで東

海道新幹線を手に入れ、このドル箱路線の運営に

よって、民間企業の平均を大きく上回る営業利益

率を誇っている。東海道新幹線譲渡の借金をすぐ

に返せるのにそれをせず、名古屋タワーの建設や

品川駅の整備拡大、そしてリニア新幹線実現を三

大事業に掲げ投資を注いできた。 

 一鉄道会社が 9兆円もの巨費を投じて三十年に

もわたる大事業が簡単に国から認可をうけ、わず

か 3年の環境影響評価によって工事実施が認めら

れる裏には様々なからくりがあったと考えざるを

得ない。 

 そもそもリニアという新たな高速鉄道を敷いた

場合、どのような経済効果や交通便益を与えられ

るか実証的な検討が行われていない。そもそもリ

ニア新幹線の実現をどのように期待しているのか、

厳密な市場調査も行われていない。国交省の交通

政策審議会鉄道部会中央新幹線小委員会の審議で

は、「リニアは東海道新幹線の利益を使って作る

のだから、その利用客の声を聞くべきだ」という

委員の意見も無視されている。 

 「リニア開業によって東京・名古屋・大阪の三

大都市圏が短時間で結ばれ、７千万人のスーパー

メガリージョンが誕生し大きな経済効果が生まれ、

地方にもその効果が及ぶ」(表 3)と政府もＪＲ東

海も喧伝しているが、こうした未来図が絵に描い

た餅であることはすでに多くの専門家が明らかに

している。しかし何としてもリニアを実現するた

めにはＪＲ東海も国交省もこうした未来図を描か

なければならない必要があったからである。 

 日本は先進国の中では最速で超高齢者社会が進
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んでいる。総務省の 9 月 20 日の発表によれば、

日本の高齢者人口は前年より 30 万人増えて 3617

万人となり、総人口に占める割合も２８．７％に

達した。高齢者割合は 1950 年以来増え続けてお

り、将来的に人口減が続くため割合はさらに高ま

り続けるとみられる。（表 4） 

 ＪＲ東海はリニア新幹線の利用者は労働世代と

観光客であると目論む。しかしその労働人口も

年々減り続けており、コロナ禍の影響により仕事

で新幹線を使う人たちが減少することが確実であ

る。観光客もコロナ禍が収束しても国が目標にし

てきた３千万を回復することは難しいとみられて

いる。 

 

３．ＪＲ東海の 2020 年 3 月決算によれば、長短

期の負債総額は 4兆 8661億円であり、3兆円の財

政投融資もこれに含まれている。 

 2019年度の収入は前年度より 800億円下回った

ものの１兆 8446 億円で,このうち運輸収入は 1 兆

4312億円、営業利益率は43.8％と極めて高い。経

常利益は 3978 億円で経常利益率はＪＲ各社の中

では群を抜いて高い。しかし、コロナ禍の影響は

深刻であり、今年度の第一四半期の売り上げは

836億円の赤字となっている。（表 5） 

 リニア工事に対する投資額の総計は 2019 年ま

でに 7579億円で、2020年度は 3800億円を予定し

ており、総額は 1兆円を超える。ＪＲ東海は 3兆

円の財政投融資を使って工事を進めているとみら

れるが、ＪＲ東海が全額自己資金で建設すると約

束していたのに政府は法律を改正までしてなぜリ

ニア開業を後押ししたのだろうか。 

 

４．2017 年 6 月 1 日、安倍首相は記者会見を開

き、リニアの名古屋・大阪間の開業を最大 8 年短

縮するために、ＪＲ東海に対し 3兆円の財政投融

資を行う」と発表した。そして秋には独立行政法

人鉄道建設・運輸施設整備支援法の改正を閣議決

定し、10 月下旬から 11 月上旬に開かれた衆参の

国土交通委員会で審議・決定を経て、ＪＲ東海へ

の融資の道を開く改正法が成立した。融資は翌年

7 月までに 5 回にわたって支払われた。融資の利

子の年率は 0.8％で元本の返済は 30 年後から 10

年間という条件だった。 

 葛西名誉会長はリニアにかかわるようになって、

「リニアの実現により東海道新幹線が赤字になる

ので建設費の 3分の 1は国から出してほしい」と

見解を述べている。政府はリニアのために税金は

使わないという基本姿勢を表明していたので、Ｊ

Ｒ東海の当初の要望を容れて財政投融資という形

で財政的支援を決めたものと推察される。 

 ＪＲ東海は推進の手続き的には民間事業の基本

を変えないで、事業評価制度や情報公開を避けて

いる。一方、住民への説明では「国家的プロジェ

クト」のイメージで押し通してきた。そして工事

残土の処理などに困ると、政府の協力で東京や神

奈川の残土を港湾埋め立てに使用する段取りをつ

けた。大井川の減水問題で対策を立てられず国交

省に頼み、国が主導する静岡工区有識者会議を立

ち上げさせ、工事着工への筋道を作ろうとした。 

 安倍首相はオバマ大統領にもアメリカでのリニ

ア建設を要請するなど、リニアについてトップセ

ールス役を務めている。政府による手厚い援護が

ＪＲ東海の傲慢で高飛車な姿勢を生んでいる。 

  

５．ＪＲ東海の思いあがった姿勢は地方での行政

や住民への対応に現れており、地方からの強い不

信感を増幅し、静岡県では抜き差しならない状況

を招いている。 

 沿線自治体はリニア中央新幹線建設促進期成同

盟会を作り、リニア実現について過大な需要予測

を描き地元経済の成長を促すと訴え続けている。

こうしたリニアの経済効果が実態にそぐわないこ

とは専門家からも指摘されている。 

 今後のＪＲ東海の経営や工事の遅延によって工

事費の増加が予想される。沿線の自治体はリニア

効果について冷静に分析すべきである。そして政

府やＪＲ東海が沿線の人たちに寄り添う方策を講

じなければ、住民による工事差し止め訴訟も増え 

続けるだろう。              了 

（表は、発表のときに示す。） 
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F3-8               リニア中央新幹線建設と環境破壊 

 

畑 明郎、Hata Akio（元大阪市立大学・滋賀支部） 

 

１．はじめに 

 ＪＲ東海は、2014 年８月に国土交通大臣宛に

「中央新幹線工事実施計画(その１)」を提出し、

同年 10 月に国交大臣はリニア中央新幹線品川ー

名古屋間(286 ㎞)の建設工事計画を承認した。JR

東海は、同年 12 月に南アルプストンネル掘削の

ために、山梨県で着工式を強行して６年、ＪＲ東

海は、静岡県以外の６都県で本体工事を進めてい

るが、スーパーゼネコンの談合事件もあり、各地

で事故が相次ぎ、住民との合意が得られず、思う

ように工事は進んでいない。ＪＲ東海は、品川ー

名古屋間の 2027 年開業を目指しているが、静岡

工区の遅れなどから、開業の延期と約 5.5 兆円

の総工事費の増額は必至である。 

 本発表では、①リニアモーターカーの危険性、

②リニア中央新幹線の大深度地下方式の問題点、

③山岳部トンネルと地上部の問題点を検討する。 

２．リニアモーターカーの危険性 

 リニアモーターは、文字通りモーターを線形に

広げたものであり、車内設置の超電導磁石と側壁

の地上コイル間に強力な磁場が発生し、磁力の反

発で車両が浮き上がり、超電導磁気浮上式で走行

する。いわば、人間をモーターの中に入れること

と同じである。国立環境研究所[2005]の実験線デ

ータによれば、車両の乗客は 6000～40000ｍＧ

(ミリガウス)もの強い電磁場にさらされる。JR

東海は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)ガ

イドラインのうちの規制値のゆるい靜磁場基準の

2000ｍＧをクリアしているとするが、高圧線下な

どの電磁場は４ｍＧの居住環境で小児白血病が２

倍、脳腫瘍が 10 倍になると報告されており、人

体に悪影響をもたらす危険性は十分にある。しか

し、ＪＲ東海の安全確保と環境保全措置には、電

磁波問題が触れられていない。 

在来新幹線の３～５倍以上の電力(27 万 kW/h)

を必要とし、温暖化防止・省エネルギー政策に反

する。とくに、超電導式は車内に設置する超電導

磁石を液体ヘリウムなどで超低温まで冷やす必要

があり、液体ヘリウムを冷やすために常電導式よ

りも大量の電力を使う。リニア新幹線は、柏崎刈

羽原発、福島原発の電力を当てに超高圧送電線を

電力会社が建設したが、福島原発事故で止まり、

電力もままならぬ状況となっている。 

ドイツのトランスラピッドがリニアモーターカ

ー(常電導磁気浮上式)を開発し、ドイツ国内で実

用化しようとしたが、2006 年の実験線での死亡

事故、予算超過、環境問題の反対運動で 2008 年

に断念し、中国上海で浦東国際空港と市街地近傍

を結ぶ 30 ㎞の路線を高架で作った。上海でも電

磁波・騒音被害で反対運動があり、市街地手前で

都心部への延伸計画はストップしたままである。 

ＪＲ東海は、「列車火災時には、概ね５ｋｍ毎

に非常口を設け、階段とエレベータを設置し、ト

ンネルは軌道空間と下部空間を設置し、下部空間

に避難通路を設け、避難通路への階段と扉は約

500ｍ間隔で設置する。軌道空間は縦流換気方式

とし、煙の方向を一方向に制御する」とするが、

避難がスムーズにいくとは、とても思えない。地

震、車両火災事故、故障などの発生時に大深度地

下トンネルから避難することは困難である。ちな

みに、宮崎リニア実験線では 1991 年に車両暴走

炎上事故が起こっている。 

３．リニア中央新幹線の大深度地下方式の問題点 

 平野部で地下約 40ｍから約 100ｍの大深度トン

ネルであり、トンネル口径も 14ｍと大きいので、

地下水の噴出、陥没事故、地盤沈下などが想定さ

れ、完成後も地盤沈下が起こる可能性がある。北

品川工区の立坑工事では、工場跡地のためか、カ

ドミウム、鉛、ヒ素、六価クロム、シアンなどの

汚染土壌が発生している。名古屋市の名城非常口
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では地下水が湧き出し、掘削が１年間中断した。 

東京湾岸や伊勢湾岸の平野部地下には、自然由

来のヒ素やフッ素を含む汚染土があり、大量の汚

染残土が産出し、汚染土壌処理や残土捨場を必要

とする。また、汚染地下水、硫化水素、天然ガス

(メタン)、ラドンガスなどの有害ガスが工事中の

みならず、完成後も発生する可能性がある。 

ＪＲ東海も地下水水質は、一部地域で鉛、ヒ

素、ふっ素が環境基準を超過していたとする。

また、首都圏で地下水中や土壌中に天然ガス

(メタン)が発生する可能性を指摘する。 

 地下トンネル掘削用のシールドマシーンは、直

径 14ｍの穴を掘進するので、東京～名古屋間 286

㎞の８割＝229ｋｍはトンネルなので、半径７ｍ

×７ｍ×3.14＝断面積 154 ㎡から残土量を計算

すると、229000ｍ×154 ㎡＝35266000 ㎥とほぼ

3500 万㎥となり、立坑や斜坑を加えると、4000

万㎥以上となる。JR 東海も建設発生土 5680 万㎥

＋建設汚泥 679 万㎥＝合計 6359 万㎥とするが、

全国年間残土量 9000 万㎥の約３分の２を超える。 

 大深度掘削土の処理だが、東京都、神奈川県お 

よび愛知県で建設発生土が約 2390万㎥、建設汚 

泥が 498 万㎥生じるとする。その対策として JR 

東海は、「建設発生土はできる限り再利用に努め 

る」のみであり、最終処分量不明である。また、 

「建設汚泥は脱水処理で発生抑制と減量を行う」 

とし、最終処分量は東京都で目標値５％、神奈 

川県で目標値 10％とするが、実現の裏付けはな 

い。リニア沿線で東京都、神奈川県、山梨県、岐 

阜県は土砂条例があるが、静岡県、長野県、愛知 

県はないので、無秩序な残土捨場が作られる。 

４．山岳部トンネルと地上部の問題点 

 南アルプス(赤石山地)に 20ｋｍものトンネル

を通す計画は無謀である。南アルプスには、中央

構造線や糸魚川静岡構造線(フォッサマグナと言

われ、南海トラフとつながっている)などの大活

断層があり、脆弱な破砕帯が分布し、大規模崩壊

地が多い山体なので、難工事になる可能性が高い。 

トンネル工事は山体の地下水を枯渇させ、リニ

アが真下を通る大井川の水枯れが心配され、静岡

県知事は「大井川水量の全量回復が約束されない

限り、本体工事を認めない」と明言している。 

2009 年の山梨リニア実験線トンネル延伸工事

では、上野原市秋山と笛吹市御坂町の水源が枯渇

した。長野県では、トンネル残土は 950万㎥も発

生するが、公共事業での活用を想定するものの、

大半の受け入れが決まっていない。 

岐阜県中津川市では、トンネル非常口斜坑で崩

落事故が起き、非常口トンネルでさえ陥没事故が

あったので、本体トンネル工事はもっと難しいと

考えられる。岐阜県恵那市では、リニアが地上を

走行し、騒音・振動・電磁波公害が心配される。 

おわりに 

 ＪＲ東海は、リニア中央新幹線の目的を「①東

海道新幹線の輸送力が限界に近づいているため、

輸送能力を増強しなければならない。②東海道新

幹線の老朽化、東海地震に対処するため、バイパ

ス路線を建設しなければならない。③東京―大阪

間の移動時間を大幅に短縮するため、リニア方式

の高速鉄道を建設しなければならない。」とする。 

 しかし、最近の東海道新幹線の輸送実績の座席

利用率は、60％前後であり、輸送能力が限界に近

づいている状況にない。今後、人口減少が予想さ

れ、乗客増は期待できない。東海道新幹線は建設

後 56 年経ち、物理的耐用年数と言われている 70

年に近づいており、抜本的な大改修工事が求めら

れている。ＪＲ東海は国鉄分割民営化時に東海道

新幹線を買い取った２兆円の負債をかかえており、

大改修工事費にリニア工事費９兆円(内３兆円は

借入金)が加われば、財政負担に耐えられない。   
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F3-9        時速 500 キロのリニア中央新幹線 
―そのスピードを享受するのは誰か、そしてそのコストを払うのは誰なのか― 

 

西川 榮一、Nishikawa Eiichi（兵庫支部） 

 

１．はじめに 

 中央新幹線の計画は、①磁気浮上･リニアモー

タ推進方式の採用で運行速度 500km/h、②営業主

体は JR 東海で東海道新幹線と一体経営、中央は

東海道のバイパス、③中央の運賃料金は東海道の

それプラス 1000 円（東京⇔新大阪）などを基本

的枠組みとし、犠牲量モデルや費用便益分析を用

いて、リニア中央新幹線は公共事業として妥当

（便益／投資＞1）、最適な路線は南アルプスルー

トと評価した。このような評価結果をもたらす上

で、旅客需要および輸送便益をどのように見積も

るかが決定的であり、その意味で犠牲量モデルを

適用したことと、運賃料金を③のように設定した

ことが大きな影響を及ぼしている。前報（西川

2016）で、リニア中央新幹線計画全般について調

べたが、本報ではこの問題に絞って再度検討を行

い、リニア中央新幹線の高速性がどのような意味

を持つのか考えてみたい。 

 

２．「東海道＋1000 円」という運賃料金について 

運賃料金は輸送コストに適正な利潤を加えて設

定される。前報で所要動力や建設費について調べ、

リニア中央の輸送コストは東海道の 3～4 倍程度

と述べた。だとしたら中央の運賃旅金をなぜわず

か＋1000 円と設定できるのか。 

［ノート］鉄道事業法 16 条 鉄道運送事業者は、旅客の

運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金（以下

「旅客運賃等」という。）の上限を定め、国土交通

大臣の認可を受けなければならない。これを変更し

ようとするときも、同様とする。 

２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとすると

きは、能率的な経営の下における適正な原価に適正

な利潤を加えたものを超えないものであるかどうか

を審査して、これをしなければならない。 

 1 つの理由は東海道の運賃料金にある。図 1 は

JR 各社の営業係数(2017 年度)を示すが、JR 東海

の驚くべき低さである。減価償却前では 42％、

つまり営業費用の 2.4 倍もの収益をあげている。

そしてこの高収益のほとんどは東海道新幹線によ

っているのである。高収益は裏を返せば運賃料金

が高いことを意味する。+1000 円というが元の東

海道の運賃料金が非常な高額の設定なのである。

③の+1000 円は②の一体経営と合わせて東海道の

儲けを中央につぎ込む仕掛けになっている。 

［ノート］鉄道は極めて公共性が強い。鉄道事業法 16 条

2 項で“適正”利潤と規定されている。にもかかわらず

なぜ東海道で高額運賃料金が許されているのか、そ

の大きな背景要因は 16 条 1 項にある。運賃料金認可

が上限設定方式であり、16 条 2 項に関する認可審査

は値上げしない限り行われないからである。 

 

３．犠牲量モデル(金銭尺度)の利用 

  旅客は運賃料金だけでなく目的地につくまで

の移動時間という犠牲も払わねばならない。犠

牲量モデルとは、旅客の移動コストに移動時間

というコストも含める考え方である。すなわち 

[移動コスト]＝[運賃料金]＋[時間コスト] (1) 

[時間コスト]＝[移動時間]×[時間価値]   (2) 

  [移動時間]＝[移動距離]／[移動速度]   (3) 

式(2)は時間コストを金銭尺度に変換するため

の関係で、時間価値は旅客の時間当り所得など

が適用される。そうすると運賃料金は同じでも

高額所得旅客ほど移動コストは増加する。 

鉄道事業計画で犠牲量モデルは 2 つの用途で

利用される。１つは旅客需要予測で、競合移動

手段がある場合、旅客は移動コストの小さい手

段を選択するとみなすのである。２つは、事業
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の便益で、移動時間が減った分を便益とみなし

て事業費との比較、代替案の比較を行う。 

 

４．リニア中央新幹線評価の簡単な試算例 

 表 1は、+1000円とおいて式(1)、(2)を用いて、

東京⇔大阪の移動コストを比較した簡単な試算例

である。所得が高くなるほど旅客の移動コストは

大きくなる。旅客は移動コスト最小の手段を選ぶ

とすれば、時間当り所得が 723 円以上の「のぞみ」

利用旅客、すべての航空旅客がリニアを利用する

ことになる。しかし 16 条 2 項の規定がまともに

運用されれば、こんな需要予測は成り立たない。

適正な利潤を営業費の 10％程度とみれば東海道

の運賃料金は 4000 円ぐらい低く、中央の輸送コ

ストが 3 倍とみると運賃料金は 30000 万円ぐらい

にはなるだろう。そうなると「のぞみ」や航空利

用の旅客からのシフトはほとんどゼロ、リニア中

央はがら空き運行という予測になろう。 

 

５．犠牲量モデルを時間尺度で考える 

 犠牲量モデルは便益計算のために金銭尺度で使

われているが、時間尺度表示も可能であり、むし

ろその方がわかりやすい。鉄道で目的地に行くに

は移動時間だけでなく、運賃料金を稼ぐための仕

事時間も必要と考えるのである。 

［総移動時間]=[所要仕事時間]＋[移動時間] (4) 

[所要仕事時間]=[運賃料金]／[時間当り所得]  (5) 

 表 2 は表 1 と同じ条件で求めた総移動時間を示

す。時間尺度でみると所得による犠牲量の大小関

係は逆転し、所得が低いほど旅客は多くの時間を

費やしていることがわかる。“+1000 円による一

体経営”は、大部分の旅客に多大の時間的犠牲を

払わせることで、高額所得旅客の移動利便性向上

を図る理不尽な仕組みと思える。 

 

６．おわりに（幻想のメガリージョン構想） 

 リニアによって 1時間移動空間が 500km圏に広

がるとして、メガリージョンなどと呼ぶ壮大な成

長開発構想

が立てられ

ている。総

移動時間を

考慮すれば

表 3 のよう

であり、見

かけの移動

時間は短縮

されても、

そのために

は膨大な仕

事時間が必要であり、それを 50km 圏並みに減ら

そうとすれば、時間当り所得が 5 万円ぐらい必要

である。地球規模の環境対策や災害リスクのこと

を考えれば、幻想の開発構想というべきだろう。 

【文献】西川榮一(2016)；日本科学者会議 21回総

学分科会 D-8 

東京～大阪
リニア

中央新幹線

東海道

のぞみ
航空

移動時間 67分 150分 60分

運賃料金 15000円 14000円 20000円

旅客の

時間当り所得
円／時間

リニア
中央新幹線

東海道

のぞみ
航空

0 ＊ ＊ ＊

500 31.1 30.5 41.0

1000 16.1 16.5 21.0

2000 8.6 9.5 11.0

3000 6.1 7.2 7.7

4000 4.9 6.0 6.0

6000 3.6 4.8 4.3

8000 3.0 4.3 3.5

総移動時間　　時間

表 2　総移動時間でみた場合の比較

メガリージョン
500km圏

大　阪
50km圏

移動時間 1時間 1時間

運賃料金 15000円 500円

旅客の

時間当り所得
円／時間

500 31.0 2.0

1000 16.0 1.5

2000 8.5 1.3

3000 6.0 1.2

4000 4.8 1.1

6000 3.5 1.1

50000 1.3 1.0

総移動時間

表3　500km圏と50km圏の総移動時間

東京～大阪
リニア

中央新幹線

東海道

のぞみ
航空機

移動時間 67分 150分 60分

運賃料金 15000円 14000円 20000円

旅客の

時間当り所
得　円／時

間

リニア
中央新幹線

東海道

のぞみ
航空機

0 15000 14000 20000

500 15550 15250 20500

723 15800 15800 20720

1000 16100 16500 21000

2000 17200 19000 22000

3000 18300 21500 23000

4000 19400 24000 24000

6000 21600 29000 26000

8000 23800 34000 28000

表 1　犠牲量モデルによる移動コストの比較

移動コスト　　円
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F3-10         リニア新幹線訴訟の現状 

 

   関島 保雄、Sekijima Yasuo（弁護士 弁護団共同代表） 

 

第１ リニア中央新幹線訴訟のこれまでの経過 

 ２０１６年５月２０日、原告７５９名が、国を

被告にして、２０１４年１０月１７日に国土交通

大臣が全国新幹線鉄道整備法（以下全幹法という）

に基づいて行ったＪＲ東海に対するリニア中央新

幹線の東京名古屋間の工事実施計画（その１）

（主として土木工事）の認可取り消しを求める行

政訴訟を東京地裁に提訴して約４年半が経過した。

ＪＲ東海も国側の参加人として訴訟に参加した。 

その後、国土交通大臣は、２０１８年３月２日、

ＪＲ東海に対し、全幹法に基づいて、リニア中央

新幹線の東京名古屋間の工事実施計画（その２）

（主として電気設備関係工事）の認可を行ったの

で、この認可取消を求める訴訟を２０１９年３月

１３日第２次訴訟として原告６７名で提訴した。 

この二つの訴訟は併合され原告数７８１名として、

東京地方裁判所民亊第３部（行政部）で審理され

ている。 

 原告らは、リニア中央新幹線計画が、ネットワ

ーク性、鉄道事業の営業の健全性、輸送の安全性、

工事の安全性、環境保全の対策等がいずれも不十

分であるにも拘わらず、工事計画を認可したこと

は、全幹法及び鉄道事業法並びに環境影響評価法

に違反しているとして、その取り消しを求めてい

る。 

 裁判は、これまで１８回の法廷を開き、東京か

ら愛知県まで１都６県のリニア沿線住民の被害の

予測と環境影響評価手続きの杜撰さを裁判所で明

らかにしてきたが、昨年１２月裁判所は原告適格

に関する中間判決を言い渡すと決定し弁論を一時

的に終結した。 

第２ 静岡県の正当な対応 

 静岡県知事は、トンネル工事でトンネル内に湧

水する全量を大井川水系に戻さない限り工事着工

に同意しないという立場を堅持している。県の環

境保全連絡会議を設置して専門学者を集めＪＲ東

海に環境保全対策の科学的な検証を行うことで、

大井川の水量の確保と南アルプスの生態系保護の

対策を厳しく求め続けてきた。 

JR 東海は、静岡県に対し全量を戻すと一旦は

約束したが、一部静岡県の水は山梨県側に流れる

のは認めてもらいたい等と背信的な対応を続けて

いる。このため静岡県知事は工事に同意せず JR

東海は静岡県内のトンネル工事に着手できない状

況が続いている。其の他の沿線県でも残土置場の

確保が進んでいないため、工事の進行は予定より

大幅に遅れ、２０２７年までの名古屋開業は困難

であることをＪＲ東海も認めざるを得なくなった。

沿線各県が、集中豪雨等の深刻な土砂災害など残

土置場予定地の崩落の危険性などを科学的に取り

組めば工事は進まず、リニア計画が白紙になる可

能性は高い。 

第３ 工事費の負担問題 

２０１６年に国の財政投融資から３兆円がＪＲ

東海に低利子で貸与された。全額ＪＲ東海が工事

費用を負担するという前提が崩れ税金が投入され

た以上、国民に必要な工事なのか再度国会で議論

すべきである。 

第４ 裁判での法律的争点 

１ 原告の主張 

(１) 認可手続きの違法 

リニア中央新幹線の工事計画の認可など諸手続

きは鉄道事業法によるべきで全幹法に基づく手続

は違法である。①既存の新幹線とネットワークを

形成できず全幹法の対象事業ではない②民間の

JR 東海が建設を進める点で「新幹線」とは言え

ない③経営の健全性、需要供給の見通し等本来鉄

道事業法に基づく厳格な諸手続きをすべきである

④輸送の安全性を欠く。超伝導方式自体未確定な

技術で安全性が確保されていない上に、トンネル
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構造の為、直下型地震の際の危険性、事故及び事

件発生時の乗客の避難対応など安全性の確保が不

十分である。 

（２）環境影響評価法違反 

① 駅、保守基地、非常口等工事対象の施設の具

体性を欠いたまま環境影響評価を行われている点

で違法である。② 環境影響評価の段階では工事

計画を明らかにせず、認可後に具体的な計画を明

らかにし、計画を一方的に変更して事後アセスで

済まそうとしている。全体で約６３５８万㎥もの

巨大な残土が発生するが、重大な環境への影響を

与える残土処分場は殆ど決まっていないのに工事

計画を認可した点で手続きが違法である。 

具体的事例の典型が以下の事例である。 

ア 相模原市の車両基地の具体的概要を地元に示

されたのは認可後であった。 

イ 大井川源流部の毎秒２トンの減水対策は、ト

ンネルからの湧水のポンプアップで大井川に戻す

から環境影響はないとしていた。しかし認可直後

に導水路を掘り約 12 ㎞下流の大井川に約７割復

水するという案に一方的に変更し、導水路掘削に

よる環境被害を惹起するだけでなく大井川源流部

の完全復水案を放棄した。   

ウ 大井川源流部での３６０万㎥の残土置場は、

環境アセス段階は扇沢、燕沢等７か所の位置だけ

しか示していなかった。しかし、認可後に燕沢に

高さ約 65ｍ、幅 300ｍ、長さ約 600ｍの巨大な盛

り土をする案を提示して新たな環境破壊を起こす

ばかりか、事後アセスで済まそうとしている。 

２ 国や JR東海の主張 

（１）原告らに原告適格が無いので訴えを却下す

べきと主張している。 

輸送の安全性や南アルプスの自然の保護を要求す

る権利は、個別原告の権利では無く、国民一般公

益の問題ありで原告適格を有しない。不動産の権

利者も、工事認可段階では不動産の権利を侵害す

るものではないので原告適格が無い。生活環境等

人格的利益の影響に関しても、全幹法の手続きに

は沿線住民の生活環境を配慮する手続規定が無い

ので、原告適格が無い。 

（２） 輸送の安全性、経営の健全性、需要見通

しについては、JR 東海に建設を指示した過程で

審査が行われているので問題はない。 

（３）施設の特定性について 

新幹線は長大で、施設等の熟度が至っていない段

階で計画を認可することから、特定性は鉄道事業

法のように詳細なものは要求されていない。 

（４）環境影響評価における施設等の特定性につ

いて 

施設等の特定性は法律で要求されておらず仮定の

施設の形状等で必要な範囲の環境アセスを行って

いるので問題はない。環境保全措置も国土交通大

臣の広範な裁量が認められている。 

第５ 原告適格に関する中間判決 

裁判所は昨年 12 月 20 日に今年 3 月 30 日に原

告適格に関する中間判決を出すと決定した。新コ

ロナ感染で期日は延期され、１２月１日に中間判

決が言い渡されることになった。中間判決は原告

を排除し裁判での争点や証拠調べの範囲を狭めよ

うとするもので警戒すべきものである。中間判決

では、輸送の安全性や南アルプスの自然を護る原

告だけを切り捨てるのか、立木等不動産の所有者

も切り捨てるのか、騒音などの生活環境の影響を

受ける原告の中で予定路線に近い狭い範囲以外の

原告を切り捨てるのか、今後の裁判の闘いはその

結果により重大局面を迎えている。 

第６ 新型コロナが生んだリニア新幹線不要論 

新型コロナの感染拡大で東海道新幹線の乗客は

３月から８月にかけて前年度の２割から５割程度

に減少しＪＲ東海は大幅な赤字で四苦八苦の状況

である。９兆円を超えるリニア新幹線建設費を負

担できない危険性、財政投融資３兆円の返済も困

難な状況に追い込まれている。テレワークの拡大

は、新幹線による移動を不要にし、新聞マスコミ

等の論調もリニア新幹線は見直すべきとの意見が

高まっている。リニア新幹線の不必要性が議論さ

れるべき状況である。          以上 
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F3-11      リニア中央新幹線と企業の社会的責任 

 

桜井 徹 Sakurai Toru（国士舘大学・経営学部） 

 

１．はじめに 

 2015 年 9 月に国連総会で持続可能な開発目標

SDGs が採択され、その実現にむけての努力が政

府・企業・市民団体の共同(partnership)を基軸に

してなされている。しかしながら、持続可能な社

会の実現には、企業の社会的責任 (Corporate 

Social Responsibility :CSR)を強調することがなに

よりも重要である。 

本報告は、CSR の視点からリニア中央新幹線

の計画・建設・開業にかかわる問題を分析するこ

とを通じて、それが、環境と社会にとって大きな

マイナスのインパクを与えること、すなわち、持

続可能な社会の実現の方向と正反対であることを

明確にする。 

リニア中央新幹線事業は全国新幹線整備法の一

環であるという点からすると、社会資本ないしは

インフラストラクチャ論の立場から論じたほうが

良いかもしれない。しかしながら、リニア中央新

幹線事業は、国家的プロジェクトであるという側

面を有しつつも、基本的には、公益企業ではある

が私企業である鉄道会社 JR 東海がその経営戦略

の中核と位置づけ、推進している事業なのである。

まさに、私企業による国家的プロジェクトの包摂

と表現できる。 

この事実が、企業の社会的責任からの分析を必

要とさせるのである。 

2010 年 に 国 際 標 準 化 機 構 (International 

Organization for Standardization: ISO)が公表した

「ISO26000 社会的責任に関するガイドライン」

によれば、企業の社会的責任 は、｢企業の意思決

定や活動が社会・生態環境に与えるインパクト

(impacts)に対して次のような透明で倫理的な行動

を通じて企業が担う責任 ｣と定義づけられている。

インパクトにはプラスとマイナスがある。重視さ

れるのは、ステークホルダー(利害関係者)に対す

るマイナスのインパクトを、ステークホルダーと

の対話を通じて低減することが求められるのであ

る。そして、マイナスのインパクトを低減するこ

とが、企業活動の公共性にもつながるのではない

かと思われるのである。 

それでは、リニア中央新幹線はどのようなプラ

スとマイナスのインパクトを社会と環境に与えて

いるのか。とくに、マイナスのインパクトに対し

て、JR 東海は責任を取っているのか。より、明

確に言えば、プラスのインパクトでは、時間短縮

の効果を享受する将来の乗客とともに、株主、債

権者、建設受注者があり、マイナスのインパクト

としては将来の乗客の安全問題に加えて、環境破

壊および沿線住民の生活環境の悪化がみられるの

ではないか、その中での、JR 東海のステークホ

ルダーの対話が重要になるのではないかと思われ

るのである。 

とりわけ、新型コロナ肺炎の内外での流行によ

る、いわゆるコロナ危機によって、グローバリゼ

ーションへの反省と地域活性化の重要性が高まっ

ている現在、プラスのインパクトは大きく「消滅」

しつつあるといえるのではないだろうか。 

以下、次の順序で分析する。まず、第 1 節にお

いてリニア中央新幹線事業が私企業による国家的

プロジェクトの包摂であること、換言すれば、同

社の経営戦略の一環であることを分析する。次い

で、ISO26000 における社会的責任の基本原則と

課題について、やや詳しく展開するとともに、プ

ラスのインパクトを増加させ、マイナスのインパ

クトを低減させることが、基本的人権を重視する

公共事業の公共性論と近似であることを述べ、そ

の上で、ステークホルダーに対するプラスのイン

パクトとマイナスのインパクトを第 3 節で分析し、

最後に、そのプラスのインパクトもコロナ危機で

「消滅」しつつある点に言及する。 



2020 年 12 月 4~6 日 オンライン開催 

南アルプスルート

8.4兆円

利用者便益 5.0兆円

供給者便益 3.2兆円

0.0兆円

(11億円)

残存価値 0.1兆円

5.5兆円

1.51

総便益 (B)

環境等改善

便益

項目

総費用 (C)

費用便益比

 

２. 私企業による国家プロジェクトの包摂: JR東

海の経営戦略におけるリニア中央新幹線の位置 

リニア中央新幹線計画は、2011 年の審議会答

申を受けて、国土交通大臣が全幹法に基づき認可

したと述べたが、実質的には、橋本禮次郎氏もい

うように、「鉄道技術総合研究所の成果をベース

にしながら」、2007 年 4 月「突如、自社独自でリ

ニア鉄道を実用化する方針を発表した計画である」

(橋本 2015)。 

なぜ、JR 東海は、2007 年に、バイパス事業と

して、つまり、東海道新幹線との一元的経営によ

るリニア中央新幹線事業を完全自己負担方式で建

設・営業しようとしたのか。三つの意図がある。 

一つは、完全民営化後に、たとえば JR 東日本

がリニア新幹線の建設・運営を引き受ければ、ド

ル箱である東海道新幹線との競合になり、そのこ

とが同社の経営基盤を揺るがしかねないという問

題である(橋本 2015, 葛西 2017)。 

第 2 は、東海道新幹線が大幅黒字であり、本来

は、その料金値下げ要求を交わし、同時に、東海

道新幹線の利益の再投資先として、リニア中央新

幹線を位置づけるというものである。 

第 3 は、、世界への技術輸出を図ろうとすると

ころにある。新幹線技術が、フランスやドイツだ

けでなく韓国や中国からも追い上げられてきてお

り、世界の中で、日本の新幹線技術の優位性は低

下しつつある。これに対して、リニア新幹線は、

上記のようにドイツでは撤退している今日、日本、

JR 東海のみが、技術的優位性を有しており、日

本での実用化を通じて、その技術を世界に輸出で

きるという経営戦略を考えているのではないだろ

うか(桜井 2014t) 

以下は目次のみを記します。詳細は、当日配布

します。 

３. 企業の社会的責任と公共事業の公共性 

４. リニア中央新幹線の社会・環境へのプラスの

インパクトとマイナスのインパクト 

５. コロナ危機とリニア中央新幹線のプラスのイ

ンパクトの「消滅」 

 

表 1  JR東海の財務指標(単体)の推移 

出所) JR 東海『有価証券報告書』(2017 年度版)、同「平成

30 年度第 3 四半期連結決算概要」、同『ファクトシート

2018』から作成。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 リニア中央新幹線の費用と便益の内訳(基

本ケース)出所) 小委員会(2010)から作成。 

引用文献 

葛西敬之 (2017)『飛躍への挑戦 東海道新幹線から超伝

導リニアへ』ワック 

交通政策審議会陸上交通分科会鉄道部会中央新幹線小委

員会(小委員会 2010)「費用対効果分析等の調査結果

について」(第 9 回委員会配布資料). 

桜井 徹(2014)「ドイツのリニア開発・挫折とそこからみ

た日独比較」国鉄労働組合 リニア中央新幹線問題

検討委員会『リニア中央新幹線の検証－国民的議論

を、今こそ－』2014 年 6 月 30 日、pp.37-42. 

橋山禮次郎 (2015)「リニア計画に対するアセスメントの

必要性」『環境と公害』45 巻 1 号、pp.13-18. 

本報告は、桜井 徹(2019)「リニア中央新幹線と企業の社

会的責任」『北海学園大学 経済論集』第 60 巻第 4 号, 

pp.1-25 に加筆したものである。 

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

1,306       1,357       1,380       1,427       1,112       

東海道新幹線運輸収入(B) 1,143       1,192       1,211       1,253       982          

(B)/(A) 88% 88% 88% 88% 88%

397          490          541          547          510          

260          328          381          384          358          

120          125          135          140          

2,136       1,916       3,369       4,856       4,879       

社債 767          646          724          734          773          

長期借入金 639          638          591          573          559          

鉄道施設購入長期未払金 730          632          554          549          546          

中央新幹線建設長期借入金 - 1,500       3,000       3,000       

資金調達額 260          196          1,640       1,595       

支払利息 72            65            60            79            

設備投資 257          259          331          371          495          

安全関連投資 173          173          181          167          185          

中央新幹線関連投資(C) 5              32            103          134          250          

その他 79            54            47            69            60            

- - 27            132          170          

26% 98%

中央新幹線建設資金管理信託

の解約による収入 (D)

(D)/(C)

営業収益(A)

経常利益

当期純利益

一株あたり配当額(円)

長期債務合計
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F4-1      「経済財政運営と改革の基本方針 2020」を読む 

「第 1 章新型コロナウイルス感染症の下での危機克服と新しい未来に向けて」に注目して  

                     長田 好弘、Osada Yoshihiro （東京支部） 

 

１．はじめに 

 「経済財政運営と改革の基本方針」（１）は、政

権の重要課題や翌年度予算編成の方向性を示す方

針である。官邸主導の改革遂行のため、毎年 6 月

頃、総理がブレーンに「骨太の方針」として総論

を作成させ、その方針にそった改革案を各省庁に

提出させ、その進捗状況を定期的に点検し、官邸

主導の政策実施を強めてきた。「骨太の方針 2020」

は、コロナ禍による閉塞状態を打開できる方針と

はとても思えない。もっとも重大なのは、コロナ

ウイルスが明らかにした失政への無反省と国民へ

の誠意のなさである。これらのことを議論し、と

もに改善の方途を探り出していきたい。 

 

２．「骨太の方針」の経緯と現状批判 

◯ わが方針に反するものはぶっ壊す 

 「骨太の方針」は小泉政権（2001-2006）の

「聖域なき構造改革」からはじまる。小泉首相は、

私の内閣の方針に反したら「私の方から自民党を

ぶち壊す」と声高に述べ、「郵政選挙」（2005 年）

では、郵政民営化反対の自民党議員は公認せず、

選挙区に「刺客候補」を送り込んで追い落とした。

異なる意見につて手段を選ばず押しつぶす政治姿

勢は、いまもなお根強く自民党政権に受けつがれ、

国民にその牙をむきだしている。 

◯「骨太の方針」をふり返る 

 ポストコロナを展望する時代状況なので、アベ

ノミクスの総破綻が見えはじめた「骨太の方針

2017」からふりかえる。「骨太の方針 2017」は、

日本経済の成長力や消費が伸び悩む今こそ構造改

革の好機だとして、一億総活躍社会の実現、テレ

ワークの推進、マイナンバーカードの普及、ICT

の利活用、医療や教育など各分野でのデータベー

スの整備などを旗印にかかげた。「骨太の方針

2018」は、人口減少と少子高齢化のもとでの社会

保障制度確立の課題を掲げ、そのためのロボット、

IoT、AI などの活用を旗印にした。 

 「骨太の方針 2019」は、デジタル化を原動力

とした「Society 5.0」の実現を掲げ、これこそ経

済社会の構造改革であるとし、そのための国･地

方の行政分野のデジタル化を掲げた。エネルギ

ー・環境問題、地方経済の活性化、大規模自然災

害の頻発、社会保障と財政問題など、直面する喫

緊の課題は枚挙に暇がないとしながらも、国民が

納得できる経済再生と財政健全化への道筋は提起

することはできなかった。  

 「骨太の方針 2020」は、新型コロナウイルス

で表面化した諸課題への対応をかかげながらも、

“名ばかり対策がズラリ”の感は否めない。生活

および雇用・事業継続の支援、医療提供体制の充

実など喫緊の対策の具体化はそっちのけで、あい

も変わらず Society5.0、デジタル化、スマート化

を掲げて、新型コロナウイルス感染を好機とばか

り、財界の要求実現を一気に図ろうとしている。 

 

３．コロナ･パンデミックが教えていること 

◯ 感染症のルーツ、貧困の原因を学ぶ 

 日々のニュースは、日本の貧困の深刻さと多様

性、複雑性を伝えている。とくに医療体制の危機

には驚きを禁じ得ない。この現実を、残り少ない

人生であるが、しっかり学ぼうと思う。感染症の

ルーツと資本による過酷な植民地支配と飽くなき

収奪、そして貧困の多様性などとの関連は、すで

にマルクスやエンゲルスによって明らかにされて

きている（２）。村上は、１４世紀の黒死病は資本

主義の発生に「決定的なギアを入れた」、それは

時代を担っている趨勢のなかから、次世代に繋が

るものを「加速させ」、その時代に取り残される

ものに「引導を渡す」働きをしたと書いている。

しかし他方で、次々と発見される抗生物質によっ 
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て、「ペストの人類史上に果たす役割は、もはや

終えてしまったかのように見える」とも記してい

る（３）。だがしかし、ウイルスは進化し、タンパ

ク質を他のウイルスから得て増殖に役立て、乱開

発、野生動物の生息域の縮小、地球温暖化、都市

への密集、交通網の発達、貧困など、現代社会は、

ウイルスの出現と拡散に取って格好な条件を用意

していることが指摘されている（４）。 

 ◯ カミュ『ペスト』（５）が教えていること  

 上記の議論から、これまでの社会のあり方でよ

いのかとの問題提起が、日本の科学技術の在り方

もふくめてなされるのは必然である（６）。ここで

大切なのは、これまでの政権による分断と差別化

の攻撃に対峙して、政府への国民の信頼とその基

礎となる国民のあいだでの信頼関係をどう築いた

らよいのかという問題ではなかろうか。小説『ペ

スト』はその解決の糸口を与えてくれる。登場す

る主人公たちが、ペストに対峙して正義・誠意・

信頼を基盤に連帯･協働を築いていくさまは感動

的である（７）。大坂なおみ選手の「私はアスリー

トである前に黒人女性だ。テニスより重要ことが

あると感じている」との差別への怒りと抗議も然

りである。第 73 回世界保健総会決議においても

さまざまな妨害・困難を克服して前進する国際的

連帯の歩みを感じる（８）。私たちはこれまで、コ

ロナ禍の取り組みにおいて、希望と愛と、それに

連なる無数の善意、誠意、勇気、献身、連帯、協

働といったもの目の当たりにしてきた。これらの

ことは、長期の創意ある活動をもとに、国民に対

して誠実な政府とそれを支える国民相互の信頼関

係を創りあげる可能性を示していると思われる。 

◯ コンピュータシステム（AI,IoT,各種デジタル

技術）の発展は民主主義を必要とする 

 マイナンバー制度が 2015 年に開始され、政財

界は必死にその普及をはかってきたが、普及率は

20％程度での低迷である。政府への国民の信頼度

からして必然の結果といえよう。コンピュータシ

ステムの正常な発展は民主主義を必要とする。そ

れゆえそれを「獲得すべき技術」と名付けた理由

でもあった（９）。官邸がデジタル庁の設置までし

て「骨太の方針 2020」を強権的に遂行しても事

態が好転するとは思えない。 

 

４．おわりに 

 国民から信頼され、科学を尊重する政府をつく

るために、研究者は、国民からの信頼を厚くする

努力がますます必要となる。専門領域について国

民にわかりやすく説明する努力が必要である。議

論の公開に臆してはならない。事実と真実を語り

忖度とは無縁の存在でなければならない。 

 

文献・註 

（１）「経済財政運営と改革の基本方針」を「骨太の方針

…年」と呼び習わしている。…の数字は西暦である。（２）

エンゲルス『イギリスにおける労働者階級の状態』（ＭＬ

全集第２巻）；ＭＥ全集２巻は、1853年おける『ニューヨ

ーク・デイリー・トリビユーン』へのマルクスの寄稿で

占められている。マルクスはそのなかで幾度も植民地支

配に起因するコレラに言及している。（３）村上陽一郎

『ペスト流行―ヨーロッパ中世の崩壊―』（岩波新書 1982

年）、（４）水谷哲也『新型コロナウイルス 脅威を制する

正しい知識』（東京化学同人 2020 年）；山本太郎「パンデ

ミック後の未来を選択する」（『世界』2020.7）；（５）宮

崎峰雄訳、新潮社 1988 年；（６）市民連合の「野党への

政策要望」、志位和夫「コロナ危機をのりこえ、新しい日

本と世界を―改定綱領を指針に」、第 203 回国会での枝野

代表質問「共生社会」などの国民的議論が望まれてい

る。；（７）医師リウーは、「ペストと戦う唯一の方法は誠

実さ」との信念をもって、病身の妻を遠隔の療養所に残

しコレラ感染者の介護に献身する。新聞記者のランベー

ルは、幸福を求めてパリの妻のもとへの帰還を断念し、

リウーらの仕事に仲間入りする。彼は「人々を見殺しに

した幸福は、もはや幸福ではありえない」と考えるのだ

った。正義の問題が人生への理解と愛と連帯と協働につ

ながっていることを示す。（８）決議は、人権と基本的自

由の尊重、社会的結束の促進、不安･暴力･差別･非難･疎

外の防止、悪意のあるサイバー活動への対抗措置などを

謳っている。（９）長田好弘『広がる情報通信』（新日本

出版 1992 年）、同「『ＩＴ革命』と国民生活・社会の発展」

（『経済』2000.11）で議論されている。 



日本科学者会議第 23 回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

F4-2      感染症が問うている「人間と自然との間合い」 

  ―産業化・都市化と「地球的規模の環境壊変」― 

 

兵藤 友博、Hyodo Tomohiro（立命館大学） 

１．はじめに 

近代産業革命以降の工業化は、原材料の調達や製

品の搬送によって物流を繁茂にし、資本主義的経営

は労働者の確保を不可欠とし都市化を加速化させ

た。産業革命発祥の地マンチェスターやリバプール

は労働者を集積させ、1760年から 100年で 3－4万

人から 40数万人へと 10倍化させた。 

さて 20世紀におけるドイツやアメリカの産業化

は、重化学工業の台頭である。重化学工業は化石資

源利用による電力生産をはじめとして鉄鋼や石油化

学などの地下資源依存型の素材系生産財産業、これ

らの素材を用いた自動車・家電などの耐久消費財産

業を構築した。しかも大量生産方式を導入、エネル

ギー多消費型の産業構造をつくり出した。 

こうした特性をもった産業が、欧米のみならず、

20世紀後半参入を果たした日本、21世紀にかけて

参入を実現した新興国にも展開した。中国は「世界

の工場」たる地位を築いたが、新型コロナウイルス

発生源とされる武漢はその拠点都市の一つである。 

こうして原燃料を地下資源とする、CO2による地

球温暖化をはじめ、鉱毒・粉塵などの拡散で人命と

環境を破壊する公害、いわゆる地球環境問題を現実

化させた。重化学工業化の進行は、地球的自然に深

度深く手を付けることで環境壊変に関与する。その

進行はウイルスを含むあらゆる生物たちが生息する

生態系に大きな負荷を与え、手つかずの自然と人間

の生活圏とを有無を言わさず遭遇させた。 

２．産業構造の転換と人口の都市集積 

こうした産業構造の転換は日本国内の産業別就業

人口からも検証できる。一次産業の割合は 1950年

代以降急減し、一方で都市型の二次、三次産業の就

業者を増加させた。その進行は過度な人口の都市集

中をもたらし、ウイルス蔓延の下地を作り出した。 

この転換は、日本を含む世界各地に数少なくない

メガ都市――東京、武漢、ニューヨーク、パリ、ロ

ンドン、モスクワ、等々を形成するに至っている。

東京を中心とした首都圏地域の 20世紀後半の人口

推移は、1990年以降幾分鈍化したものの、1950年

の 1127万人から 2010年には 3666万人になった。 

この産業構造の転換は、日本においては同盟国の

米豪などへの農産物（飼料を含む）の海外依存と表

裏一体となって食料自給率を低下させた。コロナ禍

において、もし貿易が滞る事態となれば、社会生活

維持を崩壊させかねない脆弱性要因となっている。 

３．「インバウンド効果」と感染症 

近年、物流の地球規模での最適調達が目指され、

グローバル・サプライ・チェーンが形成された。結

果、市場の国際化によって地域間・国家間で連携・

競合する新たな段階を迎えている。世界の都市は高

速ジェット・エアラインでつながり、年に延べ 40

億人有余の様々な国籍の人々が、即座に世界各地へ

行き交う事態に至っている。これらの効率優先の市

場原理主義的な物流と人的交流は、おびただしい見

知らぬヒトとの出会い、コトとの行き交いを重ね、

感染症蔓延の好都合の環境を提供している。 

政府統計「e-stat 統計でみる日本」によれば、

空港経由で日本に入国する旅客数は、近年数千万人

の規模になっている。けれども 1960年前後は毎年

度 100万人にも達していなかった。個人所得の増加

や円高ドル安の為替相場を受けて 1980年代には日

本人旅客数が数百万人、2000年には 1700万人を超

えた。外国人旅客も増えたが、その効果増は 1990

年代までは日本人旅客の三分の一程度に留まった。

ところが 21世紀入ると外国人旅客が増え、2010年

代には年当り 1千万人から 3千万人へと急増、「イ

ンバウンド効果」なる言葉も一般化し、ことに東ア

ジア諸国の入国者が増えた。背景としては東アジア

市場の急速な経済成長、航空運賃の低価格化、円安

の進行、ビザの緩和措置等、インバウンド増は人為

的施策の産物で、感染症のリスク要因となった。 

何を当為とするか問われている。 

４．資源採取・採掘の大規模化と地球的自然の壊変 

二次産業の台頭にかかる生産活動の物質フロー、

すなわち生産・流通・消費活動に川上から投入され
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る国内外からの資源や中間・最終製品等の総量と、

川下から取り出される製品や廃棄物及びリサイクル

総量とを収支として整理したものである。 

この物質フローに示される資源・中間財の投入物

量は、循環型社会白書によれば 2016年度 16億㌧程

度である。廃棄物の最終処分問題もあるが、資源採

掘や建設工事などに伴って改変される間接伐採材、

覆土壌の掘削土砂、捨石・不用鉱物、建設工事や土

壌侵食の土砂等の隠れたフローもある。その総量は

生産活動に投入総量の数十％増し、仮に 24億㌧と

すると日本だけで 40億㌧、世界全体で数百億㌧、

毎年膨大な量の地球的自然の改変が進行している。 

５．地球的自然の開発と感染症 

要するに、前述の地下資源依存型の重化学工業の

展開、またこれらの生産活動にともなう行為は、大

自然に深度深く手をつけることで環境壊変を引き起

こし、共生関係や食物連鎖で繋がっている生物たち

の生存のための条件を根こそぎ奪う。 

生産＝消費活動の活性化にともなって新たに開発

した人間の生活圏に、動物たちが出現し、危害をお

よぼすこともあろう。それらの野生動植物を宿主と

する細菌やウイルスなどが家畜・家禽に伝染し、と

きに人間も暴露し、ウイルスの人間との親近性いか

ん、また自然の保有宿主となっているウイルスが変

異することになれば、感染をまぬがれえない。 

『感染症の世界史』（石弘之）によれば、エボラ

出血熱が流行したアフリカ・ギニアでは奥地の森林

まで伐採され農地や集落が伸び、コウモリが追い出

されたことに関係しているという。アフリカ・ガボ

ンは地下資源の宝庫で金鉱山開発直後の 1994年に

感染症が発生した。コートジボワールでは希少な絶

滅危惧種の動植物がいきづく熱帯林地帯に焼き畑の

跡が広がる。アフリカの輸出先は欧米諸国に代わっ

て世界の工場と化した中国が筆頭となり、さらにア

フリカの天然資源が採掘され、中国人労働者を介し

ウイルスが中国本土に持ち込まれる可能性もある。 

インフルエンザ・ウイルスは、シベリアやアラス

カ、カナダなどの北方の湖沼に潜み、春飛来したカ

モやガンなどの渡り鳥の体内に入り込み腸管で増殖

し、渡り鳥は南方への移動の際に、ウイルスが潜む

糞をばらまく。このウイルスを哺乳類が取り込み、

私たち人間も感染するといわれる。インフルエンザ

の季節性には渡り鳥が関与していると指摘される。 

食糧を確保せんと野生に生息・自生する動植物を

飼いならし家畜化し、野生種の植物を定住域近くで

栽培する。やがて家畜品種や栽培品種がつくられ

る。今日、マスプロダクションと化した畜産業な

ど、世界で飼育される家畜（2014年）は、牛 15億

頭、豚 10億頭、羊・山羊 22億頭、鶏 214億羽、

等々、世界人口の数倍のとてつもない量である。 

ことに人畜共通の感染症、そして越境性や地域内

新興感染症など、ヒトに親近性のあるものについて

は、その存在形態を見極めた対処が欠かせない。病

原体はヒトと動物との間で何世紀にもわたってある

種の共存状態にあったとしても、問題は人、豚、鳥

類に巣くう可能性のあるウイルスの新しい系統の感

染の突発、あるいは気候変動にともなって、病原体

を媒介する動物や昆虫などが異なる生態系に入り込

むことで、疾病発生のパターンが変わってくる。 

６．まとめ～ 自然との間合いと産業社会の「質」 

産業は自然を礎としており、自然の開発なしに成

り立ちえない。産業の近代化に伴いさらなる豊かさ

を求めて地球的自然を開発する。それは同時に人間

の側と自然の側との距離が肉薄し抵触することでも

ある。現代資本主義は利益を求めて自然を収奪利用

する人間中心の二分法の延長線上にあり、人間の側

の産業は自然との関係、生態系とどうリンクしてい

るのか、その両者の間合いを見極める必要がある。 

文明という「ゆりかご」に守られた私たちはその

ことに無自覚であってはならない。ヒトはあらため

て地球的自然の中で一つの種としてどう生息しえて

きたのか。人類の自然との間合いを振り返って指針

を見出し、確かな社会選択が求められている。 

近年グローバル市場において競争政策をすえて国

家競争力強化が目指されているけれども、コロナ禍

を契機に環境にやさしい原燃料に切り換えることが

欠かせない。感染回避には行動の変容であろうが、

産業社会のシステムの変容こそが求められている。

開発志向の実学に対して、世界を客観的に見据える

虚学（歴史学や哲学、理学）の役割が大切である。 

21世紀に生きる私たち人類にはこの時代に生き

る人類が持つべき固有の課題がある。パンデミック

は過去の経験が、近視眼的な資本主義的利益が優先

され、教訓化できていない。対立・分断ではなく世

代間をつなぎ、歴史をつなぎ、世界をつなぐ記憶と

意識の共有が求められている。 
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F4-3    科学技術基本法改悪の問題点と今後の科学･技術政策 

野村 康秀、Nomura Yasuhide（科学・技術政策委員会。東京支部） 

 

 科学技術基本法が 2020 年 6 月、25 年を経て初

めて実質改正された 1)。法律の基本的性格が変わ

り、題名も科学技術・イノベーション基本法に変

わる。基本計画は、科学技術・イノベーション基

本計画に変わる。科学技術政策の変質が懸念さ

れ、特に大学や国研等に「改革」を強制する動き

が強まることで、日本の科学・技術、学術は深刻

な困難に直面するおそれが極めて大きい 2)。 

 改正法を踏まえ 7 月、統合イノベーション戦略

2020 が決定され、AI、バイオ、量子、安全等戦

略強化分野が提示されている。2021 年 2～3 月に

第 6期基本計画（対象期間：2021～25年度）を閣

議決定すべく、総合科学技術･イノベーション会

議(CSTI)で進む策定作業に注目が必要である。 

１．科学技術基本法改悪の問題点 

 基本法は、3条追加で全 22条になる。追加は、

新第 2 条の定義規定、新第 6、7 条の研究開発法

人及び大学等の責務と民間事業者の責務である。 

(1) 第 1 条の目的規定で、｢図る｣べき目標を「科

学技術の水準の向上」から「科学技術の水準の向

上及びイノベーションの創出の促進」とした。

「科学技術の水準の向上」を図るだけでは法の目

的が達せられないこととなり、目標を狭めた。 

(2) 一方、推進する施策を、｢科学技術･イノベー

ション創出の振興に関する施策｣＝｢科学技術の振

興に関する施策｣と｢イノベーションの創出の振興

に関する施策｣に拡大し、更に動員範囲を広げる

ため、従来基本法が対象から除いていた「人文科

学のみに係るもの」も対象に加えた。 

 広い範囲の施策から狭い目標の実現に役立つも

のを選別し集中投資することになる。日本学術会

議会員の任命拒否が人文・社会科学分野の候補者

のみだったのは、人文・社会科学をイノベーショ

ン政策に動員する初動である。今後、人文・社会

科学の選別と集中による｢推進｣が予想される。 

(3) 基礎、応用及び開発研究等､｢調和」を柱とし

た科学技術振興の方針（2 項構成）から、イノベ

ーション創出と課題解決型優先の「振興方針」の

規定に変質した（新第 3 条、6 項構成）。 

特に、①科学技術の意義を、｢イノベーション

の創出に寄与」が「学術的価値の創出に寄与」よ

り優先、②「社会の諸課題」への対応を「あらゆ

る分野」に要求、③「関係者の国内外にわたる有

機的な連携」でデュアルユースを含む軍事研究容

認等は、大きな問題である。なお、｢学術研究｣と

それ以外の研究の｢均衡のとれた推進｣が追加され

たが、基盤的経費拡充なしには画餅に帰する 3)。 

(4) 大学と研究開発法人に対し、「振興方針」に

のっとり「自主的かつ計画的」努力を求める責務

規定を新設した。財政誘導を含め、統合再編や管

理強化等、政府の施策への組込みが狙われる。 

(5) 基本計画で定める事項に、人材の確保・養成

等とイノベーション創出促進の環境整備を加え

た。研究者等(補助人材を含む)の外、新事業創出

人材や支援人材まで政府計画を作る官製人材養成

計画では画期的イノベーションは期待薄だろう。 

(6) 研究開発成果の｢適切な保護及び公開｣の規定

により、｢安全・安心｣の観点で秘匿の強制や秘密

特許制度創設等の懸念が高まる等の問題もある。 

(7) 内閣府設置法改正で、科学技術･イノベーシ

ョン政策の内閣府主導が一層強化される。その中

で、｢大学改革｣｢国研改革｣や｢イノベーションエ

コシステム構築｣追求の加速の懸念が増した。 

２．CSTIの基本計画策定の検討方向 4) 

 CSTIは 8 月、6期基本計画の｢検討の方向性｣を

公表した。ポストコロナ時代を見通した計画で、

｢世界から畏敬の念を持って受け入れられる国｣と

なるための｢道しるべ｣を目指すと標榜する。 

「現状認識」では、科学技術・イノベーションが

｢激化する国家間の覇権争いの中核｣だとする。主

要国が先端的な基礎研究とその実用化にしのぎを

削り、自然災害や感染症、国家安全保障等への対

応の最大の武器に位置付けており、COVID-19 で

｢新たな世界秩序の模索｣が始まっているという。 

2030 年以降の定着を想定する｢新しい世界秩

序｣は「デジタル革新の行き着いた社会」で、
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｢『知』が価値を持つ資本主義｣と推測し、6 期計

画期間を｢社会システム基盤の構築期間｣とする。

資本主義像はともかく、デジタル最優先、安全保

障重視で国家主義的な計画策定の意思が窺える。 

〔Society 5.0 と 5 期計画の停滞〕 COVID-19 でコン

セプトが普及せず、前提のデジタル化の社会実装

が不十分だったので、Society 5.0 を具体化できな

かったと総括する。感染症対策を軽視し続けた 4

半世紀の基本計画路線の結果、泥縄的な対策を重

ね、格差拡大で経済社会を混乱させた、正にフィ

ジカル空間の問題を曖昧化する牽強付会である。 

｢若手研究者を取り巻く状況は厳しい｣と認める

が、イノベーション万能の科学技術政策と大学や

国研の｢改革｣が研究者の疲弊を招いた反省はな

く、競争的研究費制度｢改善｣に収斂させる。 

〔安全保障と人文・社会科学の動員〕 COVID-19 拡

大に関わり、科学技術・イノベーションに基づく

対策が、｢総合的な安全保障と密接に関わった死

活的に重要な事案であるとの認識が広まった」

と、唐突に「安全保障」と結びつける。 

加えて、科学技術･イノベーション政策が｢出口

志向そして社会的価値を生み出す政策へと変化｣

する中で、人文･社会科学に、｢科学技術・イノベ

ーション政策と融合｣を求めるとして、｢出口指

向｣のイノベーション政策に動員の意図を示す。 

 一方、「イノベーション創出の追加は、その源

泉となる基礎研究力の更なる充実を決して軽視す

るものではない」と一見釈明風の表現で、基礎研

究にイノベーションへの寄与を求めている。 

３．予算獲得とともに、「新しい資本主義」の模

索に科学技術政策を動員する財界の要求 

 日本経団連は 2020 年 10 月、6 期基本計画策定

に向けた提言 5)を発表した。｢骨太の方針や成長

戦略が国家の将来ビジョンを描きえない｣中、狭

義の科学技術政策の枠を超え、｢今後 5 年の国家

の進むべき方向性に関する重要な青写真｣とし

て、科学技術の名で国家を動かす要求を示した。 

 人類の生存が従来型の成長モデルと相容れない

との指摘や｢世界的な潮流変化｣に言及するが、6

期基本計画に｢Society 5.0 の実現に向けた新しい

社会のデザイン｣を求め、まず｢Society 5.0 の国家

戦略化｣という。具体的には、強力な｢司令塔｣、

シンクタンク機能、デジタル政策の一元的推進、

量の確保(政府投資の GDP 比 1％以上)と質の向上

(｢戦略｣と｢創発｣)等だが、｢産学連携の本格化に

よる研究開発力の強化｣を強く要求し、大学に産

業界から頼られる「知の拠点」機能を求める。 

 そして、｢従来型資本主義の枠を超えた新しい

資本主義を模索する時代に突入｣している、6 期

基本計画をその「海図」とすべきだという。 

 財界のこの要求が CSTI の議論の中でどう取り

入れられていくのか、厳重な監視が欠かせない。 

４．科学技術予算と 6期基本計画策定に向けて 

 科学技術関係の 2021 年度概算要求は、4 兆 645

2 億円(20 年度比 2665 億円､6.1％増)の大幅増であ

る。小幅増の科研費、国大運営費交付金、私大経

常費補助等に対し、デジタルトランスフォーメー

ションや安全保障を念頭に置く宇宙･航空分野等

は大幅増である。本年末、予算決定とほぼ同時期

に 6 期基本計画案のパブコメ開始が予想される。 

 「Society 5.0 の陳腐なデジタル化の"Japan Mo

del"ではなく、世界の流れである SDGs6)の取組に

本格的に重点を移す」ことを始め、若手研究者へ

応分の研究資金支援と生活保障を要に据えた研究

者育成、多様な研究分野にバランスよく必要十分

な研究費配分、人文・社会・自然科学の全般にわ

たる学術研究の発展、高等教育無償化まで織り込

んだ抜本的な教育・研究機関の底上げを実現する

基本計画など、JSA 第 51 回定期大会決議 7)の具

体化を求める運動の実践が必要である。 
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施行。賛成は自民、立国社、公明、維新。反対は共産。 

2) 法改正の問題点の詳細は、『日本の科学者』2020 年 12 月

号の拙稿「科学技術基本法から科学技術・イノベーション基

本法への法改正の問題点」を参照) 

3) 法改正を審議した衆参の委員会は、「イノベーション創

出に偏重することのないよう、…科学技術の振興とイノベー

ション創出のバランスに十分留意」を求める附帯決議をした 

4) 科学・技術政策委員会「科学技術基本法改悪下で進む第 6

期科学技術･イノベーション基本計画の策定」（http://www.js

a.gr.jp/commitee/2020/201021jsa_hokoku_6th.pdf）を参照。 

5) http://www.keidanren.or.jp/policy/2020/099.html 

6) 2015 年 9 月国連サミットが全会一致採択した｢持続可能な

開発目標(Sustainable Development Goals)｣｡外務省 HP= https:/

/www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html等参照） 

7) 第 6 期科学技術･イノベーション基本計画に学術研究重視

を求める。http://www.jsa.gr.jp/03statement/JSA_20200927_9.pdf 
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F4-4 明石市の新型コロナウイルス検査体制改善に向けた技術者の取り組み 

 

                           出口 幹郎、Deguchi Mikio（大阪支部） 

 

１．はじめに 

 岩田健太郎神戸大学教授が 2 月 18 日に撮影

したダイヤモンド･プリンセス号内の動画を見た

とき、厚生労働省や災害派遣チーム等の関係者は

完全防護服で乗客は無防備な服装であった。とっ

さに、東電福島原発事故で完全防護服を着た文部

科学省の職員と無防備な住民の姿を思い出し「政

府は国民の命を守らない。騙されてはならない」

と直感した。 

70 歳の志村けんさんは、3 月 17 日に発症して

からわずか 13 日後に亡くなり、近親者に看取ら

れることも葬儀もなく遺骨だけで帰宅された。新

型コロナウイルス(コロナと略記)の怖さを強烈に

感じた。 

無症状や発症前の感染者(両者を無症状感染者

と総称)から知らないうちに感染し、約 2週間後

に発症する。発症しても PCR 検査を受けられな

い。陽性になっても入院できない。高齢者は重症

化しやすく、致死率が高いなどコロナの怖さが頻

繁に報道されていた。 

このような状況の中で、医学的な知識はなかっ

たが、感染状況を注視しながら、脆弱な医療体制

の実情とそれに至った経過、PCR 検査の増えな

い理由などについて調べることにした。 

結果は、8月 9日の大阪支部関西技術者研究者

懇談会で「脆弱な医療体制･最近の感染状況･

PCR 検査について」と題して報告した。その結

論として、憲法第 25条第二項の理念に基づいて

「検査・追跡・隔離保護が十分に行える体制」の

構築を明石市に要求することであると気付き、9

月議会に請願を行った。 

請願は、9月 24日の文教厚生常任委員会でも 9

月 30日の本会議でも否決された。請願の概要に

ついて報告する。 

２．明石市の９月議会への請願 

(1)主な経過 

9 月 1 日、表題「無症状と発症前のコロナ感染

者を早く見つける検査体制の構築を求める請願」、

請願事項「社会生活を支えるエッセンシャル･ワ

ーカーとその関係者の無症状感染者に加えて､一

般市民の無症状感染者も早く見つける検査体制

（追跡と隔離保護を含む）の構築を求める」とす

る請願書と裏付け資料を携えて全 7会派と面談し

た。日本共産党が紹介議員になると即答した。そ

の後、紹介議員は増えなかった。 

9月 24日の文教厚生常任委員会で請願の審査が

行われ、議会局が請願書を読み上げた後、10 分

間の意見陳述を行った。質疑応答後、請願は 2対

5 で否決された。著者の想いが届かず、大変なシ

ョックを受けた。 

請願事項に「東京都世田谷区の『いつでもどこ

でも何度でも無料で』受けられる検査体制をすぐ

に構築するように求める」と書かなかったが、書

かれていると曲解されて反対されたようである。 

9月 30日の本会議でも 7対 22で否決された。

9月 4日の面談で「紹介議員になれないけれど賛

成する」と明言した議員 3人と昨年の気候非常事

態宣言の請願の紹介議員の一人が反対した。悔し

い限りであった。 

日本共産党の紹介議員が感動的な賛成討論を行

ったが、22人もの反対議員は誰も反対討論を行

わなかった。議員として許されない行為で、心

底、怒りを感じた。 

(2)請願趣旨と意見陳述の概要 

無症状感染者から感染する怖さは、①8 月 3 日

の日本感染症学会の提言による「無症状者でもウ

イルス量は多く感染力が強く、コロナの排出ピー

クは発症 1日前である」、②8月 5日の国立感染症

研究所(感染研と略記)の研究結果による「6 月中

旬に東京を中心に出現した新らしいタイプのコロ

ナが軽症者や無症状者によって全国に広められ､
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現在のコロナがほとんどこの新らしいタイプであ

る｣、③厚生労働省のホームページ(HP と略記)に

よる「全国の症状確認者に占める無症状者の割合

は、9 月 9 日～15 日で 20.4％もある」、④明石市

の HP による「9月 22日までの感染者 103人のう

ち､11人(10代～70代)が無症状者である」などか

らわかる。 

9 月 22 日の時点で、日本の感染者は 79,573 人、

死亡者は 1,518人である。欧米に比べれば、圧倒

的に少ないが、東アジアでは最悪の部類に入る。

人口当たりでは、感染者は台湾の 29 倍、中国の

9.7倍、韓国の 1.4倍、死亡者は台湾の 40倍、中

国の 3.5倍、韓国の 1.6倍も多い。台湾は水際対

策などの素早い対応で食い止め、中国と韓国は大

量の PCR 検査によって抑え込んでいる。医療目

的検査だけでなく、社会的検査としての大規模な

PCR 検査も行っている。 

国内では、東京都世田谷区・長崎県・京都産業

大学・大阪市立大学などが社会的検査の実施を表

明している。 

ところが、政府のコロナ感染症対策分科会は、

検査前確率が低い無症状者の PCR 検査を行うこ

とに極めて消極的である。理由として「PCR 検

査は、検査前確率が低くなるほど偽陽性が出やす

くなり、感度が 70％程度で陰性であっても感染

していないとは限らない」などと主張している。 

これに対し 8月 20日の ABC テレビの羽鳥慎一

モーニングショーで公衆衛生学が専門の渋谷健司

キングス･カレッジ･ロンドン教授は、「PCR 検査

は精度管理さえ行っておれば非常に精度が高い。

偽陽性や偽陰性の問題は世界では既に結論が出て

いる」と、地方衛生研究所全国協議会の調会長や

四宮副会長は「PCR 検査では偽陽性がほとんど

出ない。検体の採取さえ適切であれば偽陰性もほ

とんど出ない」と強調していた。 

菅内閣は、抗原検査を中心にして検査数を 1日

20 万件に増やすと表明した。抗原検査は約 30 分

で判定できるが、PCR 検査より精度の低い検査

である。これでは、前記政府のコロナ感染症対策

分科会の根拠が崩れる。 

厚生労働省の HP によると、9月 16日時点の致

死率は、全体で 1.9％、70代で 7.7％、80代以上

で 17.8％である。7月 8日時点よりも少なくなっ

ているが、70 代以上の致死率が高いことに変わ

りはない。 

8 月～9 月における明石市の感染状況を推算す

ると、1週間における 10万人当りの感染者は 1.3

人～9.3人～0.3人～2.3人と推移し、実効再生産

数は、1.0～2.3～0.21～1.8 と推移しており、安

心できない。 

明石市の 4 月初めからの 15 の支援策は、先進

的でスピード感溢れるものであった。心から感謝

している。 

明石市長は、8月 13日の記者会見で「高齢者の

命を行政が責任を持って守っていく」と発言した。

感銘を受けたが、同日、発表された「PCR 検査

の大幅拡充」では安心できない。 

私は、まず、社会生活を支えるエッセンシャ

ル･ワーカーと関係者の皆さんを、次いで一般市

民の皆さんを対象にして無症状感染者を早く見つ

ける社会的検査の構築を提案する。 

社会的検査は、特に 7 月 1 日現在で 61,349 人

おられる 70 代以上の皆さんの命を守ることにつ

ながり、行政の責任を果たすことにもつながると

考える。また、SDGs 未来都市・明石の理念の一

つ「誰ひとり置き去りにしない」に基づいたもの

でもある。 

私は、基礎疾患を持つ 72 歳の高齢者である。

無症状感染者から知らないうちに感染して｢あの

世｣に行くのではないかと不安で仕方ない。この

ような異様な緊張感から解放されたいという願い

だけで本請願を行った。 

３．おわりに 

請願終了後、新しい関連情報を知ったが、感染

が終息しそうにない状況の中、感染の抑え込みと

国民の不安解消のために無症状感染者を早く見つ

ける検査およびそれに対応した追跡・隔離保護・

医療の体制を早急に構築することを望む。 
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F4-5        リモートワークの推進と問題点 

 

矢作 英夫、Yahagi Hideo（東京支部） 

 

１．はじめに 

 新型コロナウィルスの感染拡大防止のためとし

てリモートワーク（在宅勤務）が広がっている。

通勤時間がなく、時間を有効に使えるという声の

一方、長時間労働やコミュニケーション不足など

を危惧する声がある。コロナ禍のもとで事前の準

備もなく、突然広がった新たな働き方の問題点を

NTTのケースを例に考える。 

 

２．NTTの「リモート型の働き方」の概要 

NTT の在宅勤務の状況について、NTT の澤田社

長は「NTT グループの間接部門の在宅勤務実施率

は、7月末時点で 55%です。なお、7月後半から出

社率を 3割以下、在宅率でいうと 7割以上をめざ

す」と述べている。（＊１） 

このようななかで、NTT は、「リモート型の働

き方推進」という在宅勤務などの勤務形態の変更

を NTT 労組に会社提案し 2020 年 8 月末に労使合

意した。 

会社提案の背景について「NTT 労組」新聞（＊２）

では、「新型コロナウィルスの影響によるソーシ

ャルディスタンス確保を基本とした生活様式等、

社会的変化への対応と共に、・・・通勤混雑、教

育・医療の地域格差、東京一極集中等の社会的課

題解決へ貢献していく」としている。制度の概要

は以下の 4点で、実施時期は 2020年 10月 1日で

ある。 

（１）リモートワーク制度（日数制限なし） 

（２）リモートワーク手当（日額 200円） 

（３）通勤費は通勤実績に応じた実費払い 

（４）コアタイムなしのスーパーフレックスタイ

ム制の導入 

現行制度との違いは、（１）現在の在宅勤務制

度は月間の取得日数に制限あり。（２）は新設さ

れる。（３）現在は通勤定期代の支給。（４）現在、

研究所の職場では、職種や研究部門により、10

時～15 時をコアタイムとするフレックスタイム

制、裁量労働制、定型勤務が混在している。 

 

３．「リモート社会」を推進する政府・経団連 

コロナ禍のなかで、NTT をはじめ大企業の職場

を中心に在宅勤務の導入・定着が加速されている。

これには、コロナの感染防止というやむを得ない

事情もあるが、同時に、コロナ対応を大義とした

政府・財界の後押しがある。 

政府は 7月 17日、「経済財政運営と改革の基本

方針 2020」、いわゆる「骨太方針 2020」を閣議決

定した。このなかで、「感染症への対応として広

まったテレワーク等がもたらした、新たな働き方

やワーク・ライフ・バランスの取組の流れを後戻

りさせることなく・・・テレワークの定着・加速

を図るため、新たなＫＰＩ（数値目標）を策定す

る」（＊３）として、在宅勤務の促進を述べている。 

菅政権に代わってからも、10 月 23 日の経済財

政諮問会議で菅首相は、「テレワークや兼業・副

業など新たな働き方に対応した就業ルールについ

て、年内に検討をお願いしたい。」と指示し、民

間議員からは「テレワークの定着・拡大に向けて

は、就業ルールを柔軟に見直すべき」、「新しい働

き方にふさわしい労働時間法制の検討を急ぐべき」

と提起している（＊４）。 

一方、財界でも中西経団連会長は、「コロナ禍

を契機として、テレワークの導入など働き方の見

直しにより生産性向上というメリットが明らかに

なった」（＊５）とテレワークを推奨し、「在宅勤務

で勤務時間を管理しても意味がない。成果で働き

方を決める方向に行かないとダメだ。もう元の働

き方には戻れないし、戻しちゃいけない」（＊６）と

言って、在宅勤務を「成果主義」の強化に結びつ

けている。 
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４．テレワークに関する「連合」などの調査 

「連合」が 6月に実施した「テレワークに関す

る調査 2020」（＊７）では、今年 4月以降のテレワー

ク勤務について、メリットでは、1 位「通勤がな

いため、時間を有効に利用できる」、2 位「服装

が自由」、3 位「好きな時間にできる」。デメリッ

トでは、1 位「時間の区別がつけづらい」、2 位

「運動不足」、3 位「コミュニケーションが不足

する」などがあげられている。勤務時間・休日労

働などの項目を表１にまとめた。 

表１：「テレワークに関する調査 2020」より作成 

仕事とプライベートの時間の区別が

つかなくなる 71.2% 

通常の勤務よりも長時間労働になる

ことがあった 

 

51.5% 

深夜時間帯に仕事をした 32.4% 

テレワークで給料が引き下げられた 29.0% 

時間外・休日勤務を申告していない 65.1% 

時間外・休日勤務が認められない 56.4% 

パーソル総合研究所が４月に実施した「新型コ

ロナウィルス対策によるテレワークへの影響に関

する緊急調査」でも、テレワーク業務時の不安と

して、「相手の気持ちがわかりにくい」37%、「仕

事をさぼっていると思われないか」28%、「出社

する同僚の負担増が心配」26%、「相談しにくい

と思われないか」23%、「公平、公正に評価して

もらえるか不安」22%、などが挙げられている。 

 

５．懸念される問題点 

リモート型という在宅勤務が基本となる働き方

では、以下のようなさまざまな問題点や懸念事項

が想定され、すでに問題になっている。 

〇長時間労働と常時接続、常時監視の懸念 

 在宅でのネット接続による業務や会議では、仕

事と家庭の境界があいまいになり、長時間労働や

サービス残業の恐れ、常時接続、常時監視による

家族を含めた疲れ・ストレスなどのメンタルも問

題になる。 

〇仕事の評価方法、さらなる「成果主義」の危険 

 ネットでのやり取りが中心になるなかで、仕事

の評価はどのように行われるのか。目先の「成果」

が評価され、中長期のテーマやバックアップなど

の仕事が軽視されることはないか。評価の透明性、

公平性、納得性は確保されるのか、など現在の

「成果主義」の問題点がさらに大きくなる。 

〇新たな費用負担 

 在宅勤務により、出費増や新たな出費が発生す

る。通信環境の構築・維持に必要なハードとソフ

ト、光熱水費、文具や消耗品など、これらが日額

200円で賄えるか検討する必要がある。 

〇家庭でのセキュリティの不安 

 NTT はネットワークのセキュリティ対策に強い

企業とはいえ、家庭のなかでは大事な情報の漏洩

や紛失、各種装置の誤操作など、セキュリティへ

の不安がある。 

〇視力低下、事故などの安全労働の問題 

 その他、ネット環境での集中した作業による視

力低下、在宅勤務では体調不良でも仕事が可能な

ことなどによる病気やケガ、事故など安全労働が

自己責任にされてしまう懸念がある。 

〇NTT には営業部門や施設の建設・保守部門、故

障・トラブル対応など、そもそもリモートワーク

できない職場や職種がある。これらの職場のコロ

ナ対策や労働軽減の取組みも重要な課題である。 

 

「リモートワーク」にともなうこれらの問題点

や課題を調査・点検し、必要な対策や歯止めをつ

くることが早急に求められている。 
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F4-6      新型コロナへの対応と社会の変革をともに 

新しい可能性を拓くオンラインシンポジウム 

 

山本 謙治、Yamamoto Kenji（大阪支部・関西技術者研究者懇談会） 

 

１．はじめに 

 昨年度の「未来を開く科学講座」第１シーズン

「生命のしくみ」連続講座につづき、今年度も新

たなテーマで連続講座開催を検討していた。しか

しコロナ禍で集合形式の講座開催が困難になった。 

 新たな条件下での取り組み方法を検討した結果、

ZOOM 利用によるオンラインシンポジウムとい

う新しい方法を採用し、これまでとは違う取り組

みを作り出すことができた。まだ始まったばかり

であるが、新たな可能性を感じている。 

取り組み内容を紹介し、議論の中でアドバイスや

知恵をいただきたい。 

２．企画決定までの検討 

１）、「未来を開く科学講座」の取り組み 

カジノ、公害、原発、地球温暖化、軍学共同、

憲法、平和、「都構想」、市民連合などなど、個々

の会員の活躍はあるものの、科学者会議の取り組

みとしての認知度は低い状態にある。そこで、会

員減少の歯止め策として、昨年度、大阪支部は科

学者会議の認知度を高め、会員拡大、活動資金入

手の機会として、幅広い市民に参加を呼びかけ、

「未来をひらく科学講座」を開催した。 

第１シーズン「生命のしくみ」連続講座を 4 回

実施し、毎回約 50 名の参加を得ることができた。 

参加費と JJS 販売で講師謝礼や会場費を超える

収益を得、新たな会員と読者を迎えることも出来

た。 

２）、第２シーズンの検討 

コロナ禍で第２シーズンをどのように実施する

か、幹事会での検討を重ねた。一堂に集まれない

ことから、ZOOM によるオンライン形式とせざ

るをえないところから検討を開始した。 

You tube の choose Life Projectでの津田大介氏の

司会による討論会やD2021という社会の新しいあ

り方を求める多様性のある創造活動のための自由

な意見交換のありかた、大阪支部幹事メンバーの

大学でのオンライン授業体験などから情報を収集

し、 連続シンポジウムを以下の要件下で開催す

ることとした。 

３）、新しいシンポジウム 

今回の企画では、「シンポジウム」の語源（古

代ギリシア時代の「饗宴：夕食後などに行われる

酒宴のこと」を意味するギリシア語）に戻った、

もっと自由な全員参加型の意見交換の場を設定し

ます。その上で 

＊ 参加者の自由な意見交流を主体とする全員参

加型とする 

＊ アドバイザーとしてテーマに即した知見を持

つ学者・研究者・専門家が参加 

＊ アドバイザーも参加者と同ステージで議論に

参加する 

＊ 参加者は会員と読者を中心に一般の方の参加

も可能とする 

＊ 参加費は無料。ZOOM 場での発言とチャッ

トの併用で議論を進める 

 ちなみにD2021ではアドバイザーとして、ミュ

ージシャン坂本龍一氏と大阪市大准教授斎藤幸平

氏が参加している。 

４）、第一回シンポジウム開催 

連続シンポジウム全体を貫くテーマを「コロナ禍

に新しい社会を展望する」と設定し、9 月 26 日

「新型ウイルスと感染症対策 どう捉え、どう防

ぐ」をテーマに第一回シンポジウムを開催した。 

参加者は科学者会議会員 13名、はじめに全員が

参加の動機と何を深め議論したいかを発表。 

「コロナ後のことなんて考える余裕はない、今ど

うすれば良いのか議論すべき」「入院した家族に

面会もできない状態が続いているがなんとかなら
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ないのか」「PCR 検査はなぜ拡充できないのか」

などのリアルな話題から始まった。全ての意見を

受けてアドバイザーとして参加していただいた京

都支部の宗川様が、「新型コロナウイルスとは」

「感染拡大の現状の解析と評価」「PCR 検査拡充

の必要性と阻害要因」について整理しながら議論

に参加。活発な質疑応答や意見交流を行った。

「共有できたことをまとめて発信しよう」との提

案を受け、翌日開催中の全国大会に「呼びかけ」

を発信した。シンポジウムでの議論の成果が「よ

びかけ」に集約され、「全員の問題意識の表明と

共有→アドバイザーによる論点整理→テーマに対

する見識や展望の共有→まとめと発信」というス

タイルを作ることが出来た。 

 第一回をプロローグとして位置付け、第２回の

テーマを「都市集中から分散へ デジタル化と労

働と生活」に仮決定して終了した。 

５）、今後への課題と可能性 

 第 1 回は限られた人数で行なったため、全員が

発言し自由な討論が保障できたが、多人数になっ

た場合どうするか。顔を出して参加するメンバー

と顔を出さずに視聴するメンバーとで参加の仕方

をどうかえるのか。チャットとの併用を有効に使

う方法を検討しなければならない。 

 参加者の管理（受付、招待、会費徴収など）で

新しい仕組みが必要になる。 

 セキュリティー上の問題を予測し対応策を講じ

なければならない。 

などなど 

まだまだ検討要素は多いが、科学さ会議の新しい

取り組み形態として可能性をさらに追求していき

たい。 
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F4-7      コロナ感染危機での PCR等の検査について 

大阪府と大阪市の感染状況から 

 

久志本 俊弘、Kushimoto Toshihiro（大阪支部） 

 

１．はじめに 

 今回は、新型コロナウイルス（以下コロナ１９）

については「素人」の立場で、これまでに取り組

んだことない分野である。そして科学的な報告

（課題についての専門分野からの調査や研究）で

はなく表題について現在進行形の中での報告であ

る。コロナ１９に対して、大阪での公害環境運動

の一つである「市民による NO2 簡易測定運動」

という市民運動を技術者として世話している立場

からいろいろと考えたこと、およびそれと関連す

るが、関西民間技術者研究者の集まりで「技術者

の社会的責任」を考える立場から、専門外である

が、それでも何らかの情報を発信していくべきと

考えたことを紹介し、経過報告として問題点を提

起し今後の取り組みに生かしたい。 

２．新型コロナウイルス（コロナ１９）への見方 

①そもそもコロナ１９については、未知なる物質

であり、それへの対応では慎重な判断を求められ

る。基本的な学問分野は「公衆衛生学」で、そし

て自然や人間は複雑系であり、コロナ１９の病気

については「正しく恐れる」ことが必要で、その

対策を決める時に重要なことは、公害被害者救済

運動での経験から、身体的・社会的・経済的弱者

がより多くの被害を受けることを前提にし、それ

までの科学的知見をもとに「予防原則」で判断す

ることが重要である。 

②ところが、現在の日本政府やそれを支える「専

門家」は、それまでの公衆衛生体制を弱体化（保

健所削減など）してきた延長線上のままで、この

コロナ１９の感染症拡大の第１波では「自粛」を

強制し、「マスク」や「３蜜を避ける」などはい

いとしても「感染」した人には「自己責任」とい

う風潮をつくってきた。 

③公衆衛生では、統計学が重要で今回は西浦博氏

が取り組まれた「実効再生産数」「数理疫学」な

どとともに、新しい技術であるＰＣＲ検査数など

もあるので、ドイツで取り組まれたように、これ

らの「科学技術」を十分に活用すべきところであ

ったが、結果として不十分であった。特に PCR

検査ではできるだけ多くの検査数が必須であり、

韓国やニューヨーク、台湾など先進的な経験も明

瞭で、日本でもできるだけ多くのＰＣＲ検査でし

て成功している経験もではじめている。 

④とりわけ、日本でのＰＣＲ検査が増えない要因

については、政府の政治的な配慮を優先する「専

門家」が支配的であるように言われている。また、

各種の感染データの分析結果の公表も不十分であ

る。そもそも専門家会議の議事録を公表しないこ

とが最も問題である。 

３.コロナ検査と感染診断 

①このウイルスの一番の特徴は、発症前に感染力

が高いということのようである。今回は、本来

は常識でもある.医療や病気とはなにか、につ

いて認識を新たにした。医師の診断による病

気（保険適用）と PCR 検査陽性者とは違うとい

うことで、つまり有症状者と無性状陽性者と

は医療では明瞭に異なっている。要はコロナ

１９という物質を早く発見し区分け（保護）

すればよい。だからコロナ１９では、感染抑

制には PCR 検査が重要である。そして、医療の

検査と、公衆衛生の検査（疫学調査）と 社

会的経済的に必要な検査という３つの分野で

それぞれ違った目的での検査が重要である。 

②大阪府、大阪市をはじめ日本でこれまで

「経済の効率化」などを口実に保健所対策が

後退させられてきたが、いまこそ、これらの

政策を抜本的に転換させ、公衆衛生の政策や

財政強化が重要である。 
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③結論的には、「出口戦略」として「1丁目 1

番地は PCR 検査の徹底であり、ステイ・ホー

ム戦略の繰り返しを回避しつつ、生活や経済

を正常化へ復帰させながら、コロナと戦い続

けることが新しい戦法（世界保健機関（WHO）

事務局長の上級顧問・英国のキングス・カレ

ッジ・ロンドン教授の渋谷健司氏の発言か

ら）ということが重要な一つである。 

４. ＮＯ２簡易測定運動の中止・延期について 

①市民運動として、大阪府ではＮＯ２簡易測

定運動を約４０年間継続し、４年に１回の一

斉測定運動ですが、実は今年５月に実施する

計画で、一年前から準備開始し、府域で４０

００名を参加してもらうための各地の実行委

員会の組織化や１万個の手作りのカプセルを

準備したところにこのコロナ１９が発生し

た。 

②１月からの感染情報に対し、その拡大状況

を見ながら、そもそもこの公害関係者には高

齢者も多く、健康を守る運動体として、この

中からはコロナ感染者と、濃厚接触を発生さ

せてはならないという認識で、当初からコロ

ナ感染状況を独自にも調べ、長期予測をして

結局中止と判断をした。 

５.大阪府と大阪市の取り組みの異常 

①報告者の地元では大阪府で、特に大阪市では

「都構想問題」との関係で、対策をほとんど放置

していたという状況であった。私たちは専門家で

はないが市民団体として、大阪府と大阪市へ対策

強化を要望し、単に聞き置くだけであったが、大

阪府と大阪市とで感染対策状況が大きく異なって

いることが分かった。 

②大阪市では、政令指定都市でありながら、コロ

ナ１９対策本部会議を５月度会議開催を最後に、

その後は第２波が発生しても、また第３波になっ

た１０,１１月になってもまだ開催していなかっ

た。そして他地域に比して、PCR 陽性率が大きい

にも関わらず、検査体制を強化することはないま

まであった。 

③１１月初旬での大阪府と大阪市のデータ

(注１、2)を比較してみると、大阪府（ａ）と

大阪市（ｂ）の陽性者数累計、それぞれの最

近の１週間累計の検査数と陽性率は、１１月

１１日現在、それぞれ 260,460 人、78,519

人、2,044 件、746 件、6.4％、11.7％であっ

た。なお、その差異から、大阪市外の府域地

域（ｃ）での検査数と陽性率はそれぞれ 1298

件、4.2％となり、つまり、陽性率は、大阪市

内が大阪市外府域の約３倍になっているが、

検査数は半分程度と少ないことが注目され

る。陽性率をその大阪市外府域の約 4％まで低

下させるに必要な検査数を試算してみると、

大阪市内の検査数を、２倍ではなく４倍以上

にすべきとなった。 

④大阪市は政令市的都市として、まとめのデ

ータをホームぺージに毎日更新しているが、

当日発表分を更新するだけで過去の公表デー

タを閲覧できるようにはしていない。一方、

大阪府は大阪府対策本部会議や専門家会議を

毎月のように開催し、その会議には感染状況

の分析資料を提示し、ホームページへも掲載

しているが、議事録詳細が公表遅れである。 

⑤なお、コロナ１９の影響を、死亡者数でみる

と、表１に示したようにすでにマスコミでも報道

されていたが、第２波では大阪府の死亡者数が、

東京よりも多いものであった。この要因として

は、介護施設のクラスター発生数が多かったとの

ことであるが、その背景には大阪維新の会が推進

している「都構想の準備」があったのではないか

とも推測される。 

 

表１ 大阪府と東京都の死亡者数比較 

 10/14 現在 

（人） 

6/15 現在 

（人） 

第２波死亡

者数（人） 

大阪 224 86 138 

東京 431 311 120 

注1) 大阪府 https://covid19-osaka.info/ 

注2) 大阪市 https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/ 



日本科学者会議第 23回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

F5-1        科学技術基本法改正に思う 

～「人文科学のみに係わる科学技術」と｢イノベーション創出」を加えたことについて～ 

長田 好弘 Osada Yoshihiro（東京支部） 

 

１．はじめに 

  議員立法により全会一致で成立した（1995 年）

「科学技術基本法」（旧基本法という）は、この

度、共産党を除く賛成多数で、「科学技術・イノ

ベーション基本法」（改正基本法という）と改め

られた（2020年 6月）。主な改正は、「人文科学の

みに係るもの」および「イノベーションの創出」

を改正基本法の対象に加えたことである。改正に

対して、関係諸団体・個人から、危惧・批判・反

対の声が多くあがっている。私は電子情報通信分

野で、長年、目的基礎研究および実用化研究に従

事し、その後大学での教育にもかかわってきたこ

ともあって、上記の事柄には関心を持ってきた。

本分科会設置趣旨（科学・技術への関心ごとを率

直に語り合う場の提供）にそって、感想をいくつ

か述べたいと思う。 

 

２．「科学研究基本法の制定についての勧告」 

 日本学術会議は、1962 年、標記の勧告をおこ

なった。「科学が国民の福祉、世界の平和、文化

の向上に寄与するように、日本の科学研究が健全

に発達するためには、国がそれに対し責任をもち

十分な措置をすべきものと考える。そのためにま

ず、国のおこなうべき政策についての基本理念を

規定するため、科学研究基本法を制定することを

勧告する。」「科学技術の基盤である科学研究の健

全な発展を促進することなしには科学技術の振興

は不可能である。…科学研究の発展は、諸科学領

域が相互に協力することによってもたらされる。

また、科学研究の成果が人類の福祉に貢献するた

めには、人文、社会および自然科学が調和のとれ

た発展をとげることが必要である。」（抜粋） 

 この勧告は、学術会議第 1回総会における「日

本学術会議発足に際し科学者としての決意表明」

に見られる「われわれは、これまでわが国の科学

者がとりきたった態度について強く反省し、今後

は、科学が文化国家ないし平和国家の基礎である

という確信の下に、わが国の平和的復興と人類の

福祉増進のために貢献せんことを誓うものであ

る。」を基底とした科学および科学研究に関する

原則声明といえよう。 

 日本学術会議は、1976 年、いまだ基本法が制

定されていないことを遺憾とし、「旧勧告以後十

数年間の我が国の科学・技術の状況をかえりみる

と、適正な科学・技術政策を欠いたことも重要な

要因となって、科学の跛行的な発展、技術の無秩

序な開発がおこなわれ、環境破壊、公害の激増な

ど国民生活に対する重大な悪影響が生じているの

が現状である。本会議は、以上の状況を踏まえ、

旧勧告の趣旨をさらに発展させて、科学研究基本

法を制定する」ことを再び強く勧告した。 

 

３．「人文科学のみに係るもの」をなぜ除外か 

 上記の如き勧告を受けながら、なおまた基本法

と銘打ちながら、「人文科学のみに係るものを除

く」としたのだろうか。旧基本法提案者の尾身幸

次氏は次のように説明している（１）。 

 本法は科学技術立国に向けての国の基本姿勢を

内外に示すものであるから基本法としなければな

らない。人文科学のみに係わる分野は、人間や社

会の本質を取り扱うものであり、それを自然科学

の分野に係わるものと同列において計画的、総合

的な推進策を講ずることが必ずしも適当でないと

考え、これをこの法律の対象外とした。しかし人

文科学を軽視したためではなく、第二条において、

「自然科学と人文科学の調和ある発展への留意」

を国に求めている。」が掲げられている。云々。 

 ところで科学技術庁設置法（1956 年）は、「科

学技術庁は、科学技術の振興を図り、国民経済の 

発展に寄与するため、科学投術（人文科学のみに
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係るもの及び大学における研究に係るものを除

く。）に関する行政を総合的に推進することをそ

の主たる任務とする。」と定め（第三条）、科学技

術会議設置法（1959 年）も「科学技術」は「人

文科学のみに係るものを除く」としている。 

  科学技術庁発足後の法に定められた任務を遂行

する体制を整える過程での思案・議論は興味深い。

政府の計画とこれにもとづく実行は、大学も人文

科学もなじまない。そもそも大学や人文固有のも

のは、計画の外にあるべきもの。両者を外して科

学技術を総合的に推進する行政範囲を科学技術庁

の守備範囲とする。大学の研究も含む科学技術の

あり方を議論し方針を示すためには別途科学技術

会議をつくり、その事務局を科学技術庁が担えば

目的を達せられる。云々。（２） 

  

４．「イノベーションの創出」追加の意図は何か 

  改正基本法２条には「イノベーションの創出」

の定義が記されているが、多くの企業での研究過

程で議論され実行されてきている内容である。な

んの変哲もないこのことがどうして基本法に盛り

込まれたのか。それは、第２条が示すように、こ

れまでの総合科学技術・イノベーション会議にお

ける議論（３）を基本法に盛り込み、第６期基本計

画につなげていく方便と思われる。つまりは、旧

基本法とそれにもとづく５期までの基本計画遂行

の延長線上に、人文科学も都合よく取り入れ統制

の下におこうしているように思える。 

  デジタル技術が国民の福祉向上のために十全

に役立ち得るためには、その技術的機能からして

民主主義を要求する（４）。そのためにも、またポ

ストコロナの時代をも視野にいれた自然科学に係

わる人文科学ではない純粋の人文科学の基礎研究

の成果を期待したい。 

  旧基本法の付帯決議には「日本国憲法の理念で

ある平和国家の立場を踏まえ、進んで全世界の科

学技術の発展と国際平和に資するよう努めるこ

と。」が、また改正基本法の附帯決議には、「科学

技術基本法の本来の目的である科学技術の振興と

イノベーション創出のバランスに十分留意するこ

と」「研究者等の雇用の安定を確保する」ことな

ど、積極面も盛り込まれている。しかし、旧基本

法のこの付帯決議はお題目に終わりむしろ逆方向

性が強まったといえよう。改正基本法では、この

決議は削除され、国家目的にそって、軍装備を含

むイノベーション創出へと、国の試験研究機関、

研究開発法人、大学等、民間事業者を総動員する

体制を期しているものと思える。 

 

５．おわりに 

 紙幅の都合により跳躍して「おわりに」する。

基本法改正問題の論議は源流にまでさかのぼらざ

るを得ない。冒頭で紹介した「科学者としての決

意表明」と深く関わっている。「決意表明」を忌

避し忘却のかなたへ押しやろうとする勢力は、基

本法をめぐっても、学術会議を極力軽視あるいは

無視し続けてきた。学術会議会員の任用拒否問題

もその顕著な例であり、学術会議の廃止をも目論

んでいるように思える。「決意表明」は日本の研

究者の日本国民および世界に向かっての宣誓であ

り、研究者魂・節操の表明でもある。科学・技術

立国を目指す以上、科学・技術への国民の信頼を

高めることは必須条件であり、「決意表明」を国

民全体のものにする努力が必要であろう。 

 

文献・註   

（１）尾身幸次『科学技術立国論』読売新聞社 1996 年 

（２）財団法人新技術振興渡辺記念会編『科学技術庁政

策史―その成立と発展』科学新聞社 2009 年、（３）たと

えば「科学技術・イノベーション創出の総合的な振興に

向けた科学技術基本法等の在り方について」（総合科学技

術・イノベーション会議 2019.11.20）では、社会のグロー

バル化、デジタル化、AI、生命科学の進展など、近年の

科学技術・イノベーションの急速な進展が、人間や社会

の在り方に対する深い洞察に基づいた科学技術の振興及

びイノベーション創出の振興が必要であるとした。また

「イノベーション創出」の概念はこれまですでに関係法

令等で取り入れられており、科学技術基本法にも導入す

ることが必要であるとした。（４）長田好弘「『経済財政

運営と基本方針 2020』を読む」23総学予稿集 
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F5-2     戦後日本の科学技術体制の変遷と自民党九条改憲策 

 

今清水 雄二、Imashimizu] Yuji（元秋田大・秋田支部・常幹） 

 

１．はじめに  

日本の戦後民主主義の下，発足した日

本学術会議は「これまで日本の科学者が

とりきたった態度について強く反省する

とともに，戦争の惨禍が到来せざるよう

切望し…，戦争を目的とした研究に従わ

ない」との声明を公表し，科学・技術の

平和利用堅持の要望、核実験、原潜寄港

など，日本社会が抱える様々の問題に関

して声明，勧告，提言を行った．当該学

術会議の活動は日本国憲法の趣旨と軌を

一にし，重く受け止められるべきであ

る．今日の政府による学術会議会員任命

拒否問題は自民党の九条改憲推進策との

関連が疑われる．戦後日本の科学・技術

体制の変遷および自民党九条改憲策との

関連を検証する．

2．第二次大戦後の日本政治と学術会議の経緯 

表１日本の戦後小史に示すように，戦

後の日本は米国の占領下に置かれ（1945~）た．

GHQ（連合国総司令部）によって昭和天皇の

人間宣言(’46.1)，新憲法制定(’46.11)はじめ民主

化が進められた．しかし世界は米ソ冷戦の下，

二分され，米国の占領政策は転換され，極東

国際軍事裁判による戦犯の刑が執行 ( ’48.  

 

12.23)された翌日には東条内閣の商工大臣

岸信介ら A 級戦犯 19 名は釈放された．ま

た，吉田茂自由党内閣はサンフランシスコ

講和条約により国の独立を回復するが，吉田首

相は日米安保条約に調印（’51）し，日本社

会は米国政権の強い影響（日米安保体制）の下，

岸信介ら A 級戦犯を含む自由民主党（保守合

同）（’55）政権によって運営された． 

 

表１．日本の戦後小史（1945-2019）年表 

西 暦
/年 月 日 

国政 

事項 
関連事項 

首相（他） 関係事項 

1945 8 15  旧日本軍敗戦降伏・終戦  

 8 16  鈴木内閣総辞職  

 10 9  幣原喜重郎内閣  
1946 1 1   昭和天皇人間宣言   

 11   日本国憲法制定   
1947   中曽根康弘 内務省復帰後衆議院議員 戦前東大法卒・海軍主計中尉（1941.8） 
1948 12 23  極東国際軍事（東京）裁判 戦犯（東条ら 25被告）刑執行 

 12 24 岸信介 前東条内閣岸商工大臣釈放 A級戦犯 19名釈放 

1949 
 

   日本学術会議発足 「…戦争を目的とした研究に従わない」の声明 

    日本学術会議 勧告，提言 
 第 1期 22件諮問，後減少し第 6(1962年)以降義務 1件 
 他建議第 13期(1985年)以後減少．日学会資料 2700Fs 

1950    朝鮮戦争・警察予備隊設置（GHQ）  

1951    日米安保条約調印（サ講和） 吉田内閣 自衛隊法施行 
1954 
Koro  

3  中曽根康弘 「原子力予算」提出・成立  平和利用，自主・民主・公開三原則要求の声明他勧告等  

1955 5 8   砂川闘争 

 11 15 岸信介 自民党（保守合同）岸初代幹事長  力強い外交・防衛 

 12 20   自民党 憲法調査会発足 

   中曽根康弘  改憲派として活動 

1956 5   原子力委員会設置，,原子力基本法 瀬島龍三（元旧日本軍作戦参謀）帰還 

1957   岸信介 第一次岸内閣  

1959   中曽根康弘 第二次岸内閣科技庁長官・原子力委員長 科学技術会議（議長：首相）の設置 

1960 6 19  安保改定・武器輸出三原則対米緩和 防衛費急増（4.1~4.7 兆円（’95~）） 

1963     三矢研究（自衛隊統幕会議） 

1966   中曽根康弘 中曽根派結成 運輸・通産大臣・防衛庁長官等・党役員・歴任 
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1974   同上 党幹事長  

1975   瀬島龍三 同台懇話会初代代表幹事  

1979     スリーマイル島原発事故 

1980   中曽根康弘 行管庁長官  

1982~
’87 

  中曽根康弘 党総裁・総理大臣 

 

ブレーン瀬島龍三，臨調委員（国鉄・電電・専売民政化等民営化） 

1986 4 26   チェルノブイル原発事故 

1995     科学（人文科学のみに係るものを除く）技術基本法制定，施行  

1996   橋本龍太郎 日米安保再定義  

1997     瀬島著「祖国再生（対亜外交日米安保機軸論）」出版 

1999    新ガイドライン関連法 日本戦略研究フォーラム設立（瀬島龍三） 

2001 1 18  総合科学技術会議（第 1 回） 第 119回（2014.7） 

2003    有事法制制定 「日本学術会議の在り方」意見具申(2.26) 
 2005 11 2 菅義偉 総務副大臣 「日本学術会議の今後の展望について（概要）」公開 

2006   菅義偉 総務大臣 
 日学会（人文・社会，生命科学，理・工各 70 名に）法   

 改正 

M e i   

Ni 

 

 

B u m o n n   

 

B u m o n n   

 

2007    防衛庁防衛省に昇格 自衛隊の米軍支援海外派遣可 

2009   安倍晋三 第一次内閣「教育基本法改正」  

2011 3 11   東日本太平洋沖大震災，福島第一原発事故 

2014   安倍晋三 第二次内閣「集団的自衛権行使容認」  菅官房長官（’19 年第四次内閣まで） 

2014    
総 合 科 学 技 術 会 議 （ 第 1 1 9 回 ） 

総合科学技術イノベーション会議（1~7 回）  
 

2016    安保法制強行採決  

2017 5 3 安倍晋三 安倍九条改憲案提起  憲法九条に自衛隊を明記する案 

2019 7   自民党改憲政策 ①自衛隊の明記、②緊急事態対応、③合区解消・地方公共団体、④教育充実の 4項目 
2020    総合科学技術イノベーション会議（5 回） 

 
菅政権 

1956 年頃からの高度経済成長期には，防衛予算

は急増し，武器輸出三原則は対米緩和され，ミサ

イル防衛（MD）,  武器購入・装備整備に関して

は例外とされ，’95 年以降の予算は 4.1~4.7 兆円，

（’08 年は約 4.7 兆円，研究開発約 890 億円），’96

年日米安保再定義，’99 年新ガイドライン関連法

が制定され，2007 年には防衛庁は防衛省に昇格し

た．2014 年安倍第二次内閣は「集団的自衛権行使」

を容認し，2016 年安保法制強行採決，2017/2019

年安倍政権・自民党は九条改憲の意図を表明した． 

 一方，科学技術をとりまく社会状況の変化とし

て産業界では技術革新が求められ企業は研究機能

の強化を図り，研究者の数・予算を増加させた．

また政財界の後押しで原子力，宇宙，海洋開発な

ど国策研究開発を行う科学技術庁が発足し，強力

な科学政策の必要性から’59 年に首相を議長とす

る科学技術会議が設けられた．その後，同会議は

しだいに政府の諮問機関としての役割を果たすよ

うになり，’95 年には科学技術基本法（人文科学

のみに係るものを「除く」）が制定，施行された．

後(2020.7.2)に「含む」に改正．内閣総理大臣，科

学技術担当大臣のリーダーシップの下で各省より

一段高い立場から総合的・基本的な科学技術・イ

ノベーション政策の企画立案及び総合調整を行う

ことを目的とし，「重要政策に関する」総合科学

技術会議（2001 ~’14），イノベーション会議

（ 2014~’20）を設置した．菅義偉（ ’05 総務

副，’06 総務）大臣のとき，（2003.2.26）の会議を

踏まえ，’05 年具申の「日本学術会議の在り方に

ついて」を検討し，改善策を提案する「日本学術

会議の新たな展望を考える有識者会議」を開催

（’05.）した．同会議では改革の推進項目 1) に，

科学者コミュニティの連携強化，総合科学技術と

の連携，科学技術政策に寄与を掲げ，今後の学術

会議における主体的見直し，と政府における必要

な対応を期待するとした．今日の菅政権による学

術会議推薦６会員の任命拒否問題は突然に出てき

たのではなく，以上のような戦後自民党政権の追

求してきた改憲策を背景とした科学技術政策に起

因していることが知られる． 

学術会議は 2019 年に創立 70 周年を迎え，記念

展示 2) を行い同会議を紹介している． 

改憲策を掲げる自民党政権が日本国憲法の平和

主義・国民主権と軌を一にする声明を創立時に公

表した学術会議に様々の策を弄するのは許されな

い．個々の学協会研究者，会員の学問・研究の自

由を束縛し損なっていないか危惧される． 

 

引用文献 

1) 総合科学技術会議（’03.2.26）：日本学術会議

の今後の展望について（概要） 

2) 日本学術会議の設立と組織の変遷 

  http://www.scj.go.jp/ja/scj/print/pdf/p70kinen.pdf 

 

http://www.scj.go.jp/ja/scj/print/pdf/p70kinen.pdf
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F5-3   致死自律型兵器(LAWs)の開発の現状と禁止条約制定の動向 

小金澤鋼一、Koganezawa Koichi（東海大学・東京支部） 

 

１．はじめに 

 2018年 3月に亡くなった理論物理学者ステファ

ン・ホーキングが 10 の質問に対して回答した本

が話題を呼んでいる 1）。この中の第 9 番目の質問

が「人工知能は我々を超えるか」（Will artificial 

intelligence outsmart us?）である。その回答の中で

ホーキングは以下のような警告を述べている。 

“最近、世界の軍隊は、敵を選別し除去できる自

律型兵器システムの軍拡競争を始めようとしてい

る。国連がそのような兵器の禁止条約を議論して

いるが、兵器の賛同者は最も重要な質問にいつも

答えようとしない。それは、その軍核競争が最終

的にもたらすものは何なのか、それは人類にとっ

て望ましいものなのか、という点だ．” 

 本稿では、ホーキングが憂慮を示す、致死性

自律型兵器システム（Lethal Autonomous Weapon 

Systems: LAWs)の開発の現状と反対運動、および

国連での禁止条約制定の動きについて報告する。 

２．LAWs とは何か 

 戦闘行為は次の 4 つの一連工程に分ける

ことができる。①索敵 (Observe)、②敵を

確認 (Orient)、③攻撃を決定 (Decide)、④

攻撃(Act)。これを戦闘の OODA サイクル

という 2）。これら全ての工程を無人で行う

ことのできる兵器システムを完全自律型兵

器 シ ス テ ム （ Full-Autonomous Weapon 

System: FAWS）といい、③の攻撃の決定は

人間が行うものを凖自律型兵器システム

（Semi-Autonomous Weapon System: SAWS）。 

 アフガニスタン、パキスタン、イエメン、

ソマリアで多くの無垢の人々を殺傷してい

る無人機は、 GPS や衛星画像、無人機自身

が送信する画像を元に、遠く離れた米軍基

地から二人のオペレータが操縦し攻撃をお

こなうもので、完全”非”自律型兵器シス

テムである。一方、米国を初め軍事大国は

FAWS、 SAWS の開発に巨額の資金を注ぎ

込んでいる。それは将来の軍事大国同士の

戦闘においては、以下の事態が想定される

からである。 

(1) 戦闘現場では妨害電波により外部通信

が絶たれる。 

(2) 人間の時間スケールよりもはるかに短いスケ

ールで戦闘が展開される。 

OODA サイクルの①と②を無人で行うためには、

搭載した AI が攻撃対象を捜し特定するため、航

続時間・距離が長いことが必要となる。この点で、

ほぼ FAWSの機能を備えていると思われる無人機

がイスラエル・エアロスペースインダストリ（IAI）が

昨年開発した Mini Harpy である。このたった

45kgのドローンは航続時間 2時間を有し、自律的

に“空中をうろつき、ターゲットが現れるのを待

ち、攻撃し、数秒で破壊する”（IAI、本部長）。 

 

図 1 Mini Harpy Loitering Munition, Israel Defence 

08.11.2019 

防衛装備庁が F35A に搭載するために導入を進め

ているロッキードマーチン社の LRASM（Long 

Range Anti-Ship Missile）も同様の性能を備えてい

る。 

３.  AI 兵器規制について国連が指針を策定 

国連に設置されている特定通常兵器に関する会

議（CCW)の締約国会議が昨年 11 月に開かれ、法

的拘束力をもつ条約制定への合意には至らなかっ

たものの、規制に向けて一歩前進となる指針が承

認された。1980 年に正式に設立された CCW はこ

れまで、対人地雷禁止条約や失明に至るレーザー

兵器禁止条約などの制定に主導的な役割を果たし
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てきた。AI を搭載した LAWS の規制・禁止に向

けた議論は 2014 年から開始され、昨年の会議で

は 90 以上の締約国の代表に加え、数多くの非政

府組織の代表が参加した。多くの国や非政府組織

は禁止条約の制定を求めたが、アメリカ、ロシア、中

国、イギリス、イスラエルなどの軍事大国が法的規制

に反対する中、ギリギリの指針文書が合意に至っ

たのである３）。指針のエッセンスは以下の通り。 

・LAWS の開発と使用に際しては国際人道法が完

全に適用されなければならない。 

・LAWS が行う判断は全て人間が責任を負う。 

・国際人道法に遵守する、人間と機械の関係が構

築されなければならない。 

・国家は LAWS の研究・開発、採用と使用に際

して、国際法に違反していないかを考慮しなけれ

ばならない。 

1949 年に制定された国際人道法（ジュネー

ブ条約）は以下の規制が書かれている。 

・戦闘の外にいる人間、そして戦闘内にお

いて戦闘に参加していない人間はあらゆる

状況において守られなければならない。 

・戦闘を行っている組織は戦闘員と非戦闘

員を常に区別しなければならない。 

これらを遵守できる LAWS が開発できると

は考えられないので、今回の指針は有力な

判断基準を提供していると言える。  

 日本は CCW の締約国であるが以下のよ

うな立場をとってる４ ),“LAWS は開発しな

いが、ヒューマンエラーの減少や，省力化・省

人化といった安全保障上の意義がある”。ア

メリカから兵器を爆買いしている国ならで

はの立場である。  

４．LAWｓの開発を加速させる軍拡競争をやめ

させよう 

AI の有用性と危険性について多くの論考を発表

している「生命の未来協会 (Future of Life 

Institute:FLI)」が CCW に提出した公開状の一部

を紹介する 5)。 

“LAWS は戦争における第 3 の革命となる。

一旦それが開発されるとそれは戦闘をかつ

てないほど大規模なものにし、人間が理解

できないほど時間スケールを速めてしまう

だろう。それは恐怖の兵器となり、独裁者

やテロリストが罪のない人々を殺す兵器と

なり、望んでいない行動をするようにハッ

キングもされるだろう。我々には時間の猶

予はない。一旦パンドラの箱を開けてしま

うと閉めることは困難だ。（CCW の）締約

国がこれらの危険から我々を守る方法を見

出すことを切望する”。この FLI のアドバ

イザーであったホーキングは「はじめに」

で紹介したように LAWS の開発競争に警鐘

を鳴らしている。しかしながら、世界は真

逆の方向に進んでいるようである。昨年度

の世界の軍事費は過去最高の 203 兆円（ア

メリカ： 68 兆円、中国： 26 兆円）となり、

日本も初めて 5 兆円を超えた。2018 年に防

衛省が発表した中期防衛力整備計画（ 2019

年～ 2023 年）には以下の記述がある。“限

られた人材を最大限有効に活用して防衛力 

を最大化するため、情報処理や部隊運用等

に係る判断を始めとする各分野への人工知

能（AI）の導入、無人航空機（UAV）の整

備、無人水上航走体（USV）及び無人水中

航走体（UUV）の研究開発等の無人化の取

組を積極的に推進する“（ P.18）。また、防

衛装備庁が行っている研究委託制度である

安全保障技術研究推進制度の 2020 年度の

研究テーマとして「人工知能およびその活

用に関する基礎研究」が挙げられている。

これら AI の軍事利用の研究・開発に待っ

たをかけないと、LAWs の出現というパン

ドラの箱を開けてしまうかもしれない。 
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F5-4    日本人の健康・栄養状態と食料確保の現状を考える 

 

池上 幸江 Sachie Ikegami（東京支部） 

 

１．はじめに 

 COVID-19 の世界的な流行の中で、感染予防に

は日頃の健康管理が重要である。とりわけ、毎日

の食事は栄養バランスを考えて食品を選ぶことが

必要である。他方、コロナ禍の中で、世界的な物

流の滞りが明らかになり、改めて輸入食料に依存

するわが国の実情への懸念が浮上している。そこ

で、本報告では日本人の健康・栄養状態の問題と

それを支える食料供給の実態について考えたい。 

 

２．日本人の健康・栄養状態 

厚生労働省は毎年「国民健康・栄養調査」１）を

実施している。本調査では栄養素別、食品群別の

摂取状況を年齢、男女、地域別に分けて集計し、

併せて近年は健康状態についても調査が行われて

いる。この調査から見ると、エネルギー、炭水化

物、蛋白質の摂取は漸減しており、脂質の摂取は

増加しているが、微量栄養素であるビタミンやミ

ネラルの摂取は必要量が確保されていない。 

 こうした栄養素摂取の変化は、摂取する食品の

種類別の摂取量の変化に起因している。小麦の摂

取量には大きな変化はないが、米の摂取量低下が

炭水化物摂取の低下の要因である。また、いも類

や豆類も低下しており、特に魚介類の摂取量低下

が著しい。その中で顕著に増加しているのが肉類

と油脂類である。野菜や果物の摂取が 30 年ほど

前から低下しており、ビタミンやミネラルの不足

の要因となっている。 

 こうした食生活の問題が健康状態にも影響して

おり、近年特に問題となるのが、糖尿病と高コレ

ステロール血症者の増加である。高コレステロー

ル血症は心疾患や脳血管疾患の原因となる。 

 

３．食生活改善に向けた健康政策 

 厚生労働省のみならず、農林水産省や文部科学

省なども関わって、食生活改善に向けた取り組み

が行われている。2003 年に食育基本法が成立し

た。この法律はとくに青少年に対する食育の取り

組みを促進することを意図したものである。2000

年に発表された「食生活指針」は 3省から提出さ

れたもので、10 項目にわたる食に関する改善目

標を示している。厚生労働省は「健康日本 21」

という政策提言を 2000 年に発表して、地方自治

体等と連携して、食や運動、喫煙などの改善目標

を設定して 10 年間取り組んだ。2012 年にその結

果が報告２）されたが、多くの項目で改善は見ら

れなかった。そのため、2013年に第 2次の取り組

みが行われている。さらに 2005 年、厚生労働省、

農林水産省の連携によって、「食事バランスガイ

ド」が発表されている。これはコマの絵で、各栄

養素をどのような食品で、どのくらい摂取するの

が望ましいかを示したものである。コマの上では

人の走る姿があり、食事のみならず、日ごろの運

動の必要性をも示している。 

 このように食生活改善に対する法律や提言は多

数発表されているが、これらをどれほど国民が認

知し、実行しているのだろうか。法律や提言の数

ではなく、基本的な改善目標は分かりやすく示し、

それを伝えるための施策が十分であるかが決定的

な問題である。 

 

３．食料供給の実態 

 我々の日常の食事は国内の農漁業産品と共に海

外からの食料品に依存している３）。広く知られて

いるようにわが国の食料自給率は先進諸国の中で

は最低である。政府はこれまで食料自給率の改善

を目標としてきたが、その施策に実行性がないこ

とは、自給率低下に歯止めのかからない状況から

明らかである。 

 1965 年のわが国の総合食料自給率（エネルギ
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ー供給でみた）は 73%であったが、2018 年では

37%に低下した。2013 年の先進諸国のデータでは、

カナダ：264%、オーストラリア：223%、USA：

130%、フランス：127%が高い３）が、これらの国

では農業支援が充実している。 

 他方、わが国の食料輸入先の農産物全体におけ

る金額でみると、USA が突出しており、全食料輸

入額の 21.6%を占めている。金額の順位でみると

USA に続いて、中国、オーストラリア、タイ、カ

ナダ、ブラジルの順である。とくに USAでは大豆、

トウモロコシ、小麦、牛肉などが主要な輸入農産

物である３）。 

 

４．わが国農業の実態 

 わが国の農業は現在極めて深刻な状況である。

平成 27 年農林業センサスでみると平成７年から

27 年までの 20 年間にわが国の農家数は 37.4%も

減少している。近年の自然災害やコロナ禍が更に

離農に追い込むことが予想される。また、農業従

事者数でみても、この 10 年で 125 万人減少し、

農業従事者の平均年齢も高齢化が進み、平成 17

年の 63.2 歳が平成 27 年では 66.4 歳となってい

る。 

 政府はこうした危機的な日本農業の打開策とし

て農地の集約化、大型化のための政策を推進して

いる４）。中山間部や山間部の多いわが国の農地で

は集約化は困難である。最近農林水産省は「スマ

ート農業」なる施策を推進しているが、AI、ロボ

ット、IoT などの先端技術の利用による効率化を

目指しているが、これも集約化で可能な技術であ

る。 

 2019 年より国連は「家族農業の 10 年」を提起

している。これは世界全体でみても、零細な家族

農業が世界の食料を支えており、農業が環境保全

や気候変動への歯止めとして、また地域社会の維

持において重要な役割を果たしていることを評価

した結果である。その状況はわが国でも変わりは

ない。 

 政府は農業支援の制度を行っているが、実態は

徐々に削減の方向にある。例えば、民主党政権時

代に導入された農業者個別所得補償制度は自民党

政権になって名称を変え、結局平成 29 年で終了

している。また、減反政策に伴う米作農家への支

援としていた 10a 当たり 15,000 円の所得補償交

付金も減反政策の終了とともに平成 29 年より半

額となっている。 

 さらに追い打ちをかけるように、2018 年末に

種子法を廃止し、現在国会では種苗法の改悪も企

てられているが、今後アグリビジネスが種子を支

配する懸念も広がっている。 

 政府はすでに TPP11（環太平洋経済連携協定）、

続いてヨーロッパとは EPA（経済連携協定）を批

准し、USA との自由貿易協定の協議が予定されて

いる。自由貿易の促進は結局農業を犠牲にして成

り立つものである。自公の政治は、我々の食料確

保や健康には関心がないのだろう。 

 

５．私の研究、活動を通して考える 

 私は厚生省所管の国立研究機関で長く栄養や食

品の安全の分野での研究を行ってきた。併せて、

JSA においては食糧問題研究委員会の活動に参加

して、食料供給や農漁業の問題についても考える

機会を持った。また、行政の委員会、学会や民間

団体等との活動を通して、食に関わる問題点を明

らかにし、啓蒙活動にも参加してきた。しかし、

現状は多くの問題があり、改善には程遠い状況で

ある。結局、食料、農漁業、健康問題は大きな政

治課題として取り組まれる状況をどう作るかが重

要であることを、改めて確認しているところであ

る。 

 

６．主要な資料 

① 厚生労働省：「平成 30 年国民健康･栄養調査」 

② 厚生労働省：「21世紀における国民健康づく  

  り運動」（健康づくり 21）最終評価（平成 21 

年 10月） 

③ 農林水産省：「食料･農業･農村白書」（令和 2 

  年） 

④ 農林水産省：「食料･農業･農村基本計画」（令 

  和 2 年 3 月） 
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F5-5         変わる知的財産事情２０２０ 

 

 

増澤 誠一、Masuzawa Seiichi（東京支部・特許庁分会） 

 

１．知的財産推進計画２０２０1) 

 知的財産推進計画 2020 は、「~新型コロナ後の

『ニュー・ノーマル』に向けた知財戦略~」とし

て、同計画 2019 で示した「価値デザイン社会」

と「Society5.0」を目指すべき社会像として、コ

ロ ナ 禍 で は 、「「 価 値 デ ザ イ ン 社 会 」 や

「Society5.0」を一気に実現させる非連続的な社

会変革が可能な千載一遇の機会が訪れ」「社会変

革を達成した姿としての」「ニュー・ノーマルに

向けた対応の巧拙とスピードが、新型コロナ後の

世界における我が国の競争力に直結する」と、シ

ョック・ドクトリン（惨事便乗型資本主義）まが

いの認識を披歴している。それは、「価値デザイ

ン社会」や「Society5.0」への執念を燃やしてい

ると思える。そして、デジタルトランスフォーメ

ーション（DX）の加速などが挙げられ、新型コ

ロナに対するワクチン・治療薬の特許については、

強制実施権等により権利者の権利制限で利用しや

すくする動き、研究開発のインセンティブから知

財の役割につき WIPO 事務局長声明、特許権プー

ル構築に向けた動きや COVAX ファシリティー2)

という国際協力の動きという公益と私権とのバラ

ンス問題が改めて生じている。 

 

２．秘密特許制度を検討か？ 

2020 年 8 月 12 日読売新聞に「安保技術の特許 

非公開 法改正へ中国念頭流出阻止」という記事

が掲載された。それによると「内閣官房国家安全

保障局の経済班が各国の制度を参考にしながら制

度設計に着手しており、来年の通常国会に特許法

改正案など関連法案の提出を目指す」としている。

さらに、この制度については、特許庁だけでなく、

国家安全保障局や防衛省等が連携して審査にあた

り、「国家の安全にかかわる技術」に指定すれば、

出願内容を非公開とし、非公開によって、出願人

が不利益を被らないよう、国が一定の補償金を支

払うことや、非公開のものを公表すると罰則を設

けることを検討している。政府は軍民融合を掲げ

る中国を警戒し、中国と技術覇権争いを繰り広げ

ている米国も日本に技術管理を徹底するよう求め

ている、とのことである。 

そもそも特許権の取得は他人に実施させないこ

とが目的なので、排除の対象範囲を知らせるため

に特許（出願）の公表・公開が前提であり、秘密

特許制度は特許制度の根幹を崩すものである。 

 戦前軍国主義下の日本には秘密特許制度があっ

たが、敗戦後の民主化の過程で 1948 年特許法改

正により廃止された。多くの先進諸国では「秘密

保護法制の一環として、安全保障上の機密技術に

ついて国防関連省庁の判断に基づいて出願後公開

を行わない」秘密特許制度が導入されている。ま

た、米国からの秘密指定出願は非公開の取扱いが

なされている 3)。今回報道が事実とすれば、

『2020 年版防衛白書』4)にみるような軍拡路線を

続けてきた政府の行き着く先を示しているのでは

ないか。 

2020 年 7 月 17 日閣議決定の『統合イノベーシ

ョン戦略 2020』5）「第 6 章戦略的に取り組むべき

応用分野、(1)安全・安心」の項において「研究

開発成果のうち特許に関する取扱いについては、

論文、学会発表、HP 掲載等の他の媒体を通じた

技術流出への対処方策との整合性・バランスや各

国の特許制度の在り方も念頭に置いた上で、…イ

ノベーションの促進と技術流出防止の観点との両

立が図られるよう、特許出願公開や特許公表に関

して、制度面も含めた検討を推進」 (p.140-141)

と記載されており、秘密特許導入を示唆している

と考えられる。民間で「安全保障上，重要技術の
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非公開制度の整備」を提言する団体 6)もある。団

体メンバーに知財の関係者もいるので，動きには

一段と警戒が必要である。 

 

３．著作権の話題 

 JASRAC（日本音楽著作権協会）から支払いを

求められた音楽教室事業者の、教室での演奏には

著作権が及ばないことの確認を求めた訴訟 7）は、

東京地裁が教室側の請求を棄却した。争点は、音

楽教室での演奏が著作権法 22 条の「公衆に直接

聞かせることを目的とする演奏」かという点。控

訴審へ。 

 

４．種苗法改正案 

 種苗法改正案が臨時国会で審議入りした。登録

品種については自家増殖を原則禁止し、登録期間

の 25 年または 30 年間は許諾料を払わなければな

らなくなる。農家からは「自家増殖が禁止になっ

て、種苗を毎年買うことになったら、営農は出来

ない」という声があがっている。また、優良品種

の違法な海外流出を防ぐ為としているが、海外で

品種登録をする他なく、改正理由としては成り立

たなく、問題が多い。 

 

５．世界の特許出願 8) 

＜５大特許庁における特許出願件数の推移＞ 

中国国家知識産権局（CNIPA）は、2011年から

特許出願が世界一を続ける。「中国製造 2025」

「知財強国」を目指し、米中で技術覇権を競う覇

権争いがあり、軍拡競争を伴っている。9) 

 

６．日本の特許出願 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特許出願件数の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＜PCT 国際出願件数の推移＞ 

「研究開発や企業活動のグローバル化が大きく

進展し、国内のみならず国外での知財戦略の重要

性も一層増していることなどを背景とするものと

考えられる」8)（p.２） 

 

＜引用文献＞ 

1) www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/chizaik

eikaku... 

2) 国際共同購入で新型コロナウイルスのワクチンを公平

に分配する仕組み。 

3) 増澤誠一：「軍事技術・デュアルユース技術と知的財

産－何が問われているのか」『日本の科学者』53(10), 

16-21（2018）. 

4)https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2020/pdf

/index.html 

5) https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/index.

html 

6）技術安全保障研究会：提言『経済安全保障法の制定を』

（2020.3.11） 

7)朝日新聞,しんぶん赤旗, 2020/2/29 

8)特許行政年次報告書 

9)奥村皓一：『米中「新冷戦」と経済摩擦』（新日本出版

社,2020/7 月） 
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F5-7     政府が目指す「ポストコロナ時代のデジタル化、 

  デジタルトランスフォーメーション」を検証する 

 

松永 光司、Matsunaga Mitsushi（東京支部武蔵野分会） 

 

１．はじめに 

菅首相は就任直後、「新型コロナウイルスで浮

き彫りになったのはデジタル化の問題だ」として

デジタル庁の新設と、これを司令塔とする行政の

デジタル化を強調した(１)。また財界はこれと歩

調を合わせ“ポストコロナ時代に日本が生き残る

ためには、経済社会のあらゆる分野でデジタルト

ランスフォーメーション（DX)への集中的な投資

が必要”とデジタル庁の設置を提言している（２）。 

政府、財界が掲げる「デジタル化」、「DX」の

実態はなにかを検証し、真に国民生活向上に資す

るデジタル化の方向を探りたい。 

２．新型コロナウイルスが浮き彫りにしたもの 

 新型コロナウイルスの日本の感染者は 11 月 15

日現在 116,677人、死者は 1,883人に上り（厚労

省発表）、感染拡大は収まらず冬場に向けて第３

波が警戒されている。こうした感染拡大は、市民

生活はもちろんとりわけアベノミクス主導で人員

予算削減、統廃合が強制された医療、教育、福祉

の分野、社会的に弱い立場の人々を直撃し、自己

責任と市場原理優先の新自由主義の社会の矛盾を

浮き彫りにした。菅首相の「浮き彫りになったの

はデジタル化の問題」との主張は、アベノミクス

を推進した責任のすり替えである。 

３．「行政のデジタル化」は何をめざすか 

 菅首相は所信表明演説で「行政のデジタル化」

の司令塔としてデジタル庁を創設し来年に始動さ

せるため、関連法案を来年 1 月通常国会に提出す

ると表明した（３）。その検証は関連法案を待たね

ばならないが、「行政のデジタル化」、「マイナン

バーカード」はすでに安倍政権の「経済財政運営

と改革の基本方針 2020」に概要が示されている。 

（１）なぜいまマイナンバーカードの一体化か 

 菅首相は、マイナンバーカードを「今後２年半

のうちにほぼ全国民に行き渡る」ようにし、「来

年３月から保険証とマイナンバーカードの一体化

を始め、運転免許証のデジタル化も進める」（４）

としている。安倍政権では、マイナンバーカード

を「Society 5.0 社会の国民共有の基盤」として重

視してその利活用を追求し、「行政サービスと民

間サービスの共同利用型キャッシュレス決済基盤

の構築を目指す」、「マイナンバーカードの健康保

険証利用を進める」、「マイナンバーカード取得促

進策を速やかに策定する」としてきた（５）。 

マイナンバー制度を成長戦略の柱の一つとして、

利用普及に力を入れたが、個人情報の漏洩、番号

の不正使用、監視社会の不安が指摘され（６）、カ

ード交付数は、現在（2020 年 10 月）全国で

127,138,033 名、人口比で 20.5%に過ぎず（７）、政

府の思惑を下回っている。『東京新聞』は、「透け

てくるのは、普及が進まないマイナンバーカード

との一体化により、同カードを事実上強制的に取

得させようという政府側の思惑だ」、「警察とマイ

ナンバーカードの結び付きは、監視社会をまねく

おそれはないのか」と、本質を突いた市民の声を

載せた(8)。マイナンバー制度普及の停滞は、政府

への信頼のなさを反映していると見るべきである。 

（２）「デジタル化」の推進と監視社会化 

日本のインターネット利用率（個人）は 89.8％、

である。IT 利用の広がりとともに多くの個人デ

ータが国、自治体、企業のサーバーに蓄積し、こ

れを用いたビッグデータビジネスに多くの企業が

のりだした。安倍政権はこれを成長戦略の一環と

して推進してきた(9)。こうした中、国内外で大量

の情報流失が発生しており、現状では個人情報の

安全な菅理は極めて難しくなっている(10)。 

また共謀罪法の成立（2017 年）以降、国家権

力がデジタル技術を利用して国民生活全体を監視
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し、捜査当局が国民一人ひとりの内心にまで侵入

し、国民の口を封じ戦争のできる体制をつくりあ

げようとする意図がますます明白となっている。 

2016 年の通信傍受法（盗聴法）改悪で、盗聴

対象は薬物犯罪などの４類型から一般犯罪に拡大

され、2019年 6月からは警察の施設内での盗聴が

許容され、乱用がますます懸念される。SNSも監

視対象である。通信事業者が通話を暗号化して送

っても、専用パソコンで解読し盗聴されうる。 

今年 10 月、菅首相は日本学術会議会員候補 6

人を任命拒否した。これは学術会議法に反し、学

問の自由を蹂躙する憲法違反行為であり、監視に

よって気に入らないものは排除する強権政治であ

る。最近それを裏付けるように、内閣広報室がテ

レビニュース・情報番組の出演者の発言を詳細に

書き起こしてチェックする監視体制が明るみに出

た。安倍政権はメディア対策を徹底し、政権に批

判的なニュース・キャスターを降板に追い込んだ

とも云われる。官房長官としてこうした強権的な

安倍政治の中枢にあった菅首相の下では、膨大な

個人情報を扱うマイナンバーカードと一体化させ

た「デジタル化」が監視社会をまねくとの危惧が

強まるのは当然である。 

（３）デジタルトランスフォーメーション（DX） 

 菅政権の「デジタル化」、DX の内容はまだ明

らかでないが、直近の「経済財政運営と改革の基

本方針 2020」ではつぎのように示している。  

”デジタル化は、生産性を引き上げ、今後の経

済成長を主導し、「Society 5.0」実現の原動力であ

る。その実現は経済社会の構造改革そのものであ

り、社会全体のＤＸの推進に一刻の猶予もない。

新技術の単なる導入だけでなく、制度や政策、行

政も含めた組織の在り方等をこの１年で集中的に

改革する、社会保障制度について、基盤強化期間

内から改革を順次実行する、スマートシティの社

会実装、デジタル化・スマート化を原則とした抜

本的な生産性向上に取り組む”。 

これはコロナ禍での経済の停滞からの急回復、

急成長を焦り「ＤＸの推進に一刻の猶予もない」

として「新技術の単なる導入だけでなく、制度や

政策、行政も含めた組織の在り方等をこの１年で

集中的に改革する」と企業論理優先の改革の押し

つけであり、極めて乱暴で有害な計画である。デ

ジタルシステムの導入では、政府に信頼がおける

かどうかが前提であり、当事者の意見を良く聞き

反映する民主主義が基本でなければならない。 

４．まとめ 

国民の生活と要求を無視して押しつけたデジタ

ル化は本来のポテンシャルが生かされず、社会進

歩・生活向上に貢献することができない。私達は

主権者として、どんな社会に住みたいか、どんな

生活を送りたいかよく考え、議論し,望ましい社

会を求めて運動することが重要になっている（11）。 

 

＜参考文献＞ 

（1）菅義偉首相、所信表明演説,2020 年 10 月 26 日、

（2）経団連、「デジタル庁の創設に向けた緊急提言」

2020年９月 23日、（3）東京新聞 2020 年 9 月 18 日、

(4)（1)と同じ、(5)「経済財政運営と改革の基本方針

2019」、令和元年６月 21 日、(6)酒井士朗、「マイ

ナンバー制度を考える」第 18 回東京科学シンポジ

ウム、2015 年 11 月。●矢作英夫、酒井士朗、「マイ

ナンバーと成長戦略、個人情報の利活用の問題」、

同上、(7)厚労省ホームページ、(8) 『東京新聞』

（2020 年 9 月 19 日）、(9)酒井士朗、「ビッグデー

タを考える」第 17 回東京科学シンポジウム、2013

年 11 月、●酒井士朗「マイナンバーとビッグデー

タ 政府の成長戦略を問う」第 19 回東京科学シン

ポジウム、2017 年 112 月、 (10) 独立行政法人情

報処理推進機構発行「情報セキュリティ白書 2020」

では「2019 年 7 月に米国大手金融会社の一億人を超

える顧客情報が、9 月にはエクアドルで国民のほぼ

全員を含む 2000 万人分の個人情報が流出した。国

内でも EC サイト等からクレジットカード情報や銀

行口座情報を含む個人情報が流出した。7 月に開始

したスマホ決済サービスではアカウントが不正利用

され、800 人以上の被害が発生した。2020 年 1 月に

は複数の防衛関連企業から不正アクセスによる情報

流出が公表された」と報告、(11) 長田好弘「『IT

革命』を考える」、新日本新書、2001 年 5 月 
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G1-2      国立大学・法人制度の岐路とそこでの選択 

長山 泰秀、Nagayama Yasuhide（全国大学高専教職員組合） 

 

１．はじめに 

現在、日本の大学、そして国立大学は大きな岐

路に立たされている。ひとつは、新型コロナウイ

ルス（SARS-CoV-2）の感染拡大（以下、コロナ

危機）によって従来どおりの教育、研究が困難と

なり、大学のあり方自体も見直しが迫られている

こと。もうひとつは、2022 年度から始まる国立

大学法人の第 4期中期目標・中期計画期間（以下、

第 4期）以降の国立大学のあり方をめぐり議論が

活発化しており、相当に劇的な変化が予測される

ことである。そして、これらの二つの要因は独立

ではなく関連をもちながら変化を迫っている。こ

れらの岐路の要因をあらためて分析し、今後の選

択を考えたい。 

 

２．新型コロナウイルスが及ぼした影響と今後 

1）背景 

新型コロナウイルスによる感染症（COVID-19）

はワクチンが開発されておらず、かつ潜伏期間の

長さや無症状者が多いなどの特性から、現時点で

は人的接触機会を減らすなどの社会的活動の抑制

によってしか感染拡大の制御ができない。2 月 27

日には政府が小中高校の臨時休校要請を行い、4

月には「緊急事態宣言」を出す事態となった。大

学においては、初期の感染拡大の時期が学年開始

の時期と重なり、当初は開講時期や授業形態をめ

ぐる相当の混乱が生じたが、全般的に見れば非常

に迅速に遠隔授業を中心とした授業形態の変更に

対応し「学びを止めない」ための取り組みがなさ

れた。そうした状況の中で、教職員の労働の実態

や労働条件はどのようであったのか、今後の課題

はどこにあるのかを明らかにするために、全国大

学高専教職員組合は国公立大学・大学共同利用機

関・国立高専の教員及び事務・技術職員を対象に

「新型コロナウイルス感染症への対応下での労働

実態・教育研究状況アンケート」を実施した 1）。 

2）全大教のアンケート結果 

回答者の約 80%が、例年と比べて業務負担が増

えたとし、業務負担のうち特に増えている内容

（複数回答、数値は回答者に占める割合）として

教育が 94.9%と、学内業務（35.1%）や研究

（10%）などよりも圧倒的に多かった。遠隔授業

（講義形式）について、対面授業と比較してより

良い授業ができた（対面でのフォローが必要を含

む）との回答が 18.5%、対面と同等（同）が

57.2%、対面と比べ不十分な授業しかできなかっ

たが 24.2%であった。ゼミ形式の授業については

それぞれ、11.7%、55.9%、32.4%であった。在宅

勤務での研究についての問に対しては、ほとんど

研究ができなかった（51.3%）、従来よりはでき

ていない（29.7%）という回答が、従来並みある

いは従来以上に研究ができたとする回答を圧倒的

に上回った。感染拡大を防止しつつ教育研究体制

を充実するための課題を尋ねた結果（複数回答）

は、「対面での教育研究のための学内のスペース

確保や感染拡大防止設備の整備」（49.9%）、「学

内における遠隔業務体制のための機器や通信環境

の整備」（42.3%）、「家庭内における遠隔業務体

制のための通信環境の整備」（40.7%）、「適切な

手当の支給」（38.2%）が上位を占めた。 

3）コロナ危機への予算・政策の対応動向 

文部科学省は、オンライン授業の環境整備等の

ための予算として、2020年度補正予算（第 1次、

第 2次合計；大学・高専・専修学校）で 100 億円、

2021 年度概算要求において国立大学法人運営費

交付金で 331 億円、大学・高専教育高度化 90 億

円を要求しているが、現場では必要な額が措置さ

れず十分な環境整備が行えない状況が続いている。 

財務省の財政制度等審議会の歳出改革部会

（2020年 10月 26日開催）で提示された資料 2)で

は、「教育・研究のオンライン化が加速。対面授

業の良い点を活かしつつ、オンライン授業の有意
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義な部分を伸ばすことが必要」であり「オンライ

ン化と単位相互認定が進展すれば、学生は他大学

の授業を容易に履修することが可能となる。オン

ライン授業による修得単位数の上限の撤廃等を通

じ、大学間のみならず授業単位で競争原理を働か

せることが重要」「対面授業を前提としている

『大学設置基準』のあり方（学生数、教員数、校

地面積）を根本から見直すとともに、国立大学の

再編の検討の契機とすべき」と、大学教育の「効

率化」を求めており、結果としての財政支出削減

を追求しているように見える。 

4）考察と議論 

アンケート結果からは、教員のコロナ危機への

対応では教育に関する業務負担が増大し、オンラ

イン授業、対面授業の両面での環境整備を求める

声が大きかった。それに対する政府の対応は十分

とは言えないものである。全国の学生たちからは、

オンライン授業に移行した下での授業の質を問う

声、大学の施設利用が出来ないあるいは制限され

ていることへの不満の声があがり、それを背景に、

授業料の値下げや施設使用料の不徴収を求める、

あるいはキャンパス再開を求める運動が起こった

3）。財務省はコロナ危機を奇貨とし、大学教育の

財政的効率化を進めようとしている。 

コロナ危機は、大学教育のあり方を見直す機会

となっている。見直しにあたっては、学生が学び

を諦めざるを得ない状況を作らないことを第一と

しつつ、多様で多面的な学びの実態に即し、授業

形態もオンライン、対面のそれぞれの良さを、よ

く検証しながら組み合わせることを実践の中で時

間をかけて模索する必要がある。 

 

３．国立大学法人第４期中期目標・計画期間のあ

り方をめぐる議論動向と今後の選択 

2022年からの第 4期のあり方については、文部

科学省が国立大学法人評価委員会における「国立

大学法人等の組織及び業務全般の見直し」の検討

に入っているほか、「国立大学法人の戦略的経営

実現に向けた検討会議」（2020 年 2 月設置）、「第

4 期中期目標期間における国立大学法人運営費交

付金の在り方に関する検討会」（2020 年 10 月設

置）がそれぞれ検討をおこなっている。 

戦略的経営会議が 9月に中間とりまとめを発表

し 4)、国立大学をイノベーション創出の装置と位

置づけ、国立大学法人と国との関係を自律的契約

関係に転換するとして、国がミッションの大枠の

提示するもとで、中期目標期間の国立大学法人の

自律的運営と事後評価を軸とし、国立大学法人は

多様なステークホルダーとの対話を重視する方向

での改革をすすめるとされている。そのなかで経

営の側面が強調され、学術を基盤とする共同体と

しての大学の側面が従来よりもさらに後景に遠ざ

かることが憂慮される。 

2020 年 10 月におこった、日本学術会議会員任

命拒否の事件は、国立大学法人の学長任命の将来

をも危惧させるものであった。第 4期に向け議論

が活発化する中で、学術の立場、教学の立場から、

どのように代表者を選び権限を持たせていくのか

を議論し、それをイノベーション偏重と経営重視

の立場からの改革論と対置させる必要がある。 
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G1-3        コロナ危機下の私学教育の惨状 

―教育崩壊の危機とその原因、改革の展望― 

 

佐久間 英俊、Sakuma Hidetoshi（東京支部） 

 

１．はじめに 

日本の高等教育において私学は 924 校（4 年制

大学は 572 校）で全体の約 8 割（学生数でも同様）

を占め、公教育の大部分を担っている。 

 しかしいま、元々深刻な日本の私学の高等教育

問題をコロナ危機がさらに悪化させている。問題

の実態から原因を探り、真の大学改革を展望する。 

 

２．コロナ禍がもたらした大学の苦難 

１）学生の教育権の剥奪 

コロナウイルスの感染が拡大して以降、あらゆ

る大学の授業がオンライン中心となり、①画面の

中での対面型だけでなく、②ウェブ上に留め置い

た講義資料と音声・映像をダウンロードする自習

型、さらに③レポート課題を提出させて添削する

通信教育型など多様な形に変化したが、学生同士

の関係は希薄となり、教員と学生の間でもコミュ

ニケーションが圧倒的に不足している。学生はキ

ャンパスへの入校を禁止され、課外活動では強制

的に活動休止させられるケースも多くみられる。 

一方、経済面では、新たな就学支援制度（給付

奨学金、学費減免）ができたが、厳しい制約条件

を満たす人は限られており、大学独自の減額措置

も多くは数万円程度であり、私大平均で約 133万

円（2018 年度初年度納付金）という世界有数の

高学費の苦難は変わっていない。下宿する私大生

の年間支出額は合計約 161万円にもなる。 

 『立命館大学新聞』が今年 8月に行った調査に

よると、同大学で退学を視野に入れている学生が

計 9.8%おり、休学を視野に入れている学生も計

25.6%いるという。一方、大学生協連の 4 月の調

査では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で将

来や進路に不安を感じている学生や院生は

83.8％に上り、アルバイト収入が大幅に減少した

学生が過半を占めている。 

 コロナ危機後、アルバイトの解雇などで収入が

大きく減り、異常な高学費と将来不安に苛まれる

中、退学せざるを得ない学生の実態がみてとれる。 

 こうした事情は大学院生でも同様だが、高学費、

奨学金制度の貧困に卒業後の研究職での就職難も

加わり、特に研究者を志望する大学院進学者が減

り、高等教育の再生産も危機に瀕している。 

２）私学経営の困難 

 私学経営をみると、大半の私学は高学費で荒稼

ぎしているわけではない。1996 年度以降、私大

は一貫して収支が悪化しており、帰属収支差額は

プラスだが、2006 年度以降は平均で 10％未満で

あり（文科省）、約 4 割の私大が赤字経営で、定

員割れは勿論、「倒産」する大学も出ている。 

 私学経営の厳しさは、学生の教育環境、研究者

の研究環境、教職員の労働環境の悪化を招いてい

る。非常勤講師に対する不当な雇い止め問題もこ

うした延長線上に生まれた問題である。 

 研究活動の停滞は教育内容の浅薄さに通じるし、

教員が多忙を理由に追加的な教育努力を怠る傾向

も一部にみられる。 

 

３．高等教育危機の原因 

１）政府の私学軽視政策 

 日本の大学問題を招いた第 1 の原因は、高等教

育、特に私学に対する国の補助の貧困にある。私

学等経常費補助金は 2018 年度に 3154 億円（一般

補助は 2697 億円）であり、国立大への運営費交

付金の 1 兆 971 億円と比べてもはるかに少ない。

学生 1 人当たりの公財政支出は、国立の 202 万円

に対し、私立は16万円に過ぎない（格差13倍）。

私大の経常的な支出に対する補助金の割合は、

1975 年の参議院文教委員会の附帯決議に反して、
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ピーク時の 29.5％（1980 年度）から 9.9％ (2015

年度)まで低下している。このため日本の私大が

コロナ対策を採ろうとしても自ずと限界がある。 

なお運営費交付金も近年大きく削減されており、

足りているわけでは全くない。対 GDP 比でみる

と日本の高等教育予算はOECD加盟国の中で毎年

最下位を争っている。全体予算で教育を軽視し、

多数を占める私学を著しく軽視しているのである。 

 その結果、経済的理由による中途退学や、大学

への進学辞退を生み出しており、政府は教育の機

会均等を損なっている。 

さらに 1980 年代以降は特別補助など僅かばか

りの補助金や学部新増設の許認可などを梃子とし

て政府・文科省の個別大学への利益誘導や介入、

軍事研究の奨励などが強まっている。 

２）私学の専断的経営と営利企業化 

 大学間競争に生き残るため、営利企業ばりのリ

ストラを行い、利益重視に走る大学も現れている。 

また多くの大学で改革が進められてきた。学生

の利益に繋がる改革もあるが、民主的討議を経ず

拙速に改革して失敗する例も多くある。速度重視

は自治を軽視・敵視する思想に繋がり、口うるさ

い教員を不当解雇し裁判となる事件も起きている。 

 戦後民主化の過程で大学自治、とりわけ教授会

自治をかち得たのは国立大学や大規模私大など全

体からすると少数で、とりわけ地方私学では元々

専断的運営がなされる所が少なくなかった。 

 とはいえ、以前は教授会自治を確立している少

数の中心的大学が大学改悪の歯止めとして重要な

役割を果たしてきたが、学教法の改悪などがこれ

を弱体化し専断的運営に拍車をかけた。 

 

４．真の高等教育改革のために 

 上記のようにコロナ禍で加わった問題もあるが、

元々それ以前から日本の私学は多くの深刻な問題

を抱えており、コロナ危機の今、教育崩壊の寸前

にあると言える。新たな問題を解決する上でも、

以前から存在する問題の解決が重要と考える。 

１）問題の解決の視点 

 新自由主義的競争は最も立場の弱い人たちに問

題を皺寄せする。典型的被害者は、本来学園の主

人公であるはずの学生・院生、雇用形態では非常

勤、設置形態では私学、地方大、小規模大である。

これら問題の当事者に寄り添う視点が大事である。 

２）高等教育の学費無償化 

 日本政府は国際人権規約を批准して以降続けて

きた高等教育の漸進的無償化条項（国際人権A規

約 13 条 2 項 C）の留保を 2012 年に撤回した。ゆ

えに無償化に向けて絶えず努力し成果を示さねば

ならないはずであるが、むしろ高等教育予算を減

らしており責任を果たしていない。政府は財政赤

字を理由に金がないと言ってきたが、奇しくもコ

ロナ危機の財政出動で金はあることが証明された。

最低でも OECD 平均まで教育予算の対 GDP 比を

直ちに引き上げるべきである（予算倍増）。 

 

５．おわりに 

 いま日本の様々な分野で新自由主義と強権政治

の弊害が起きている。高等教育分野でも新自由主

義的競争が弱者に最も深刻な影響を及ぼしながら、

日本の研究と教育を崩壊させつつある。「小さな

政府」を標榜して国家支援を抑える新自由主義は

国家の責任放棄であり、一部を優遇する政策では

高等教育全体の問題を解決できない。 

これを反転させるためには国家の支配構造の科

学的な解明と広範な市民各層と連帯した運動が必

要である。自由や民主主義の弾圧には徹底的な反

撃で痛打を浴びせるとともに、各分野の社会的存

在意義を認め合いながら相互に連帯し、必要な予

算を抜本的に拡充させる運動が求められている。 
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G2-1    ドイツの政治教育の理念と具体的組織および実施体制 

 

神田 靖子、Kanda Yasuko（大阪学院大学名誉教授・大阪支部） 

 

１．ドイツの政治教育の歴史と理念 

1.1.ドイツ連邦政治教育センターの沿革 

ドイツの政治教育は実際には市民性教育を指す。

歴史的にみれば旧西ドイツにおいておこなわれて

きたが、その中心となる連邦政治教育センター

（Zentrale für politische Bildung；以下 bpb と略）

の設立経緯は政治教育理念の変化と具現化の歴史

でもある。1952 年西ドイツは「ナチスドイツと

いう国家主義の克服」を目指し、現在の bpb の基

礎となる機関を設立した。1963 年に現在の名称

となり、活動目標も国内情勢の変化に合わせ何度

かの転換点があり、対象や活動範囲も拡大してい

った。1990 年ドイツ統一により、統一ドイツの

ための新たな政治教育の模索が目標となった。東

西格差や政治的不安定な時期を通して、現在では

対象が青少年や移民の背景のある市民にまで広が

っている。       

1.2．政治教育の基本的理念と実践の根本 

bpbの基本理念は「基本法の順守」つまり、 

「基本的人権」と「民主主義」の尊重である。さ

らに 1976 年に政治教育研究者たちが発表した政

治教育実践のための基本的合意「ボイテルスバッ 

ハ・コンセンサス」の原則をモットーとして掲げ 

ている。それは、①圧倒の禁止の原則：生徒を期 

待される見解をもって圧倒し、生徒自らの判断の 

獲得を妨げてはならない。②論争性の原則：学問 

と政治において議論のあることは、授業において 

も議論のあるものとして扱わなければならない。 

③生徒の利害関心の原則：生徒は、政治的状況と 

自らの利害関係を分析し、自らの利害関心にもと 

づいて政治参加の手段と方法を追求できるように 

ならなければならない、というものである。 

1.3. ドイツの教育文化行政 

ドイツの教育文化行政は、連邦主義により、州

によって異なる。連邦としての統一は常設文相会

議によって調整される。 

1.4. 政治教育の実践機関 

国レベルでは「連邦政治教育センター」、州レ

ベル「各州政治教育センタ－」「各州政府の公認

民間団体」および地域レベルの「州青少年局、ユ

ースセンター、区民センター」などがある。 

 

２．連邦政治教育センターの活動の具体例 

2.1.  連邦政治教育センター(bpb)の概要 

bpb はその任務として「政治の実態についての

理解を促進し、民主的意識を強固にし、政治参

加への覚悟を強化すること」を掲げている。セ

ンターは連邦内務省の管轄下にある。bpb として

取り上げるテーマを決定する専門家、研究者か

ら成る学術顧問委員会や、bpb の政治的姿勢をチ

ェックする連邦議会議員から成る評議会がある。

2019 年に右翼ポピュリズム政党 AfD が議席を獲

得したため、この評議会に議員 1名が加わってい

る。 

2.2.活動内容 

一般向けや若者向け雑誌、各州に共通する副

教材や各種資料の出版、教員研修、セミナー主

催など政治教育活動の機会の供与や資金提供、

オンラインツールの開発など多岐にわたる。ほ

とんどの資料は無料で提供される。また、bpb 以

外の様々な教育組織と広範囲に連携して政治教

育を推進している。とりわけ、子どもに対する

政治教育に力を入れている。 

2.3.政治的立場  

一つのテーマに関して、様々な観点からの資料

を提供して読者に判断を委ねている。独立した政

治的発言力は持たず、一定の方向への政治的誘導

は行わない。bpb の中立性とはその限界を人権憲

章、もしくは基本法に書かれた原則に違反すると

ころとする。 
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３．取り上げる項目 

bpb の 活 動 は HP ト ッ プ ペ ー ジ

(https://www.bpb.de/)の中ほどにある大項目（①政

治②国際③歴史④社会⑤参考資料⑥イベント⑦学

習⑧メディアセンター⑨ショップ）に示されてい

るが①～④は内容別分類で⑥⑧⑨は活動別である。

それぞれの下位項目にはその時々の重要なテーマ

が取り上げられており、それに関する資料や統計、

動画などが収められている。例として「政治」の

下位項目を見る。 

表１．「政治」の下位項目（2018.07.02 閲覧） 

 

 また「歴史」も重要なテーマであり現代史に重

点が置かれている。 

表２．「歴史」の下位項目（2018.07.02 閲覧） 

 

４．テーマの取り上げ方 

たとえば大項目「政治」の下位に「議論のタネ

－スカーフ」があるが、政治的、宗教的、フェミ

ニズム的といった様々な観点からみた論文ととも

にイスラム教に関する統計資料が提示されている。

大項目「歴史」の下位の「ナチズム」に関しては、

生存者の証言、ナチス施設や痕跡の動画などいろ

いろなメディア形態での史料が提示されている。

「ナチズム」は大項目「学習」の下位項目でもあ

り、ライフヒストリーの収集といった活動や自主

研究といった課題として扱われているように、同

一テーマが対象別に多様な形式で取り上げられて

いる。大項目「政治」の下位の「右翼ポピュリズ

ム」では、各種論文や資料に加え、教師向けシン

ポジウムの記録も掲載されており、現場で悩める

教師たちへの指針となっている。興味深いのは、

子ども用ワークブックにも「右翼ポピュリズム」

が取り上げられていることである。右翼ポピュリ

ズムが基本法に違反することを述べた読み物のほ

か、実在の政党である AfD 党員が校長として赴

任してきたと想定した話が示されている。この校

長に関して同僚や保護者などからの様々な意見が

提示され、最終的には子どもたちに判断を委ねる

という内容である。このように実際に体験したり、

ありうる場面を想定したりして、自分の考えをま

とめていくよう促す教材となっている。 

 

５．ドイツの政治教育とは 

民主的かつ政治参加の用意のある市民を育成す

ることとされ、「政治教育」の科目だけではなく

他の教科においても討論技術が求められ民主主義

の考え方が重視されている。教師による主導では

なく、生徒たちの主体性に任せる形式によって、

社会の一員という意識が高められるのである。

「民主的シティズンシップ教育のためのログブッ

ク」というウェブサイト（以下の URL）で子ど

も向け「政治教育」の教材例を確認されたい。 

https://logbuch-

japan.jimdofree.com/%E3%83%AD%E3%82%B0%E

3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF 

 

６．政治教育の効果 

最後に次の言葉を引用してまとめとする。「bpb 

の活動はポピュリズム的な意識を防ぐうえで重要

な役割を果たすことがある」（C.ミュデ、C.R.カ

ルトワッセル『ポピュリズム』2018：166.白水社） 
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G2-2           ドイツの政治教育 

「政治の現実」を扱うカリキュラムとその課題 

 

 寺田 佳孝、Terada Yoshitaka（東京経済大学） 

 

はじめに ドイツの政治教育への関心 

近年、日本の 18 歳選挙権の実現や「若者の政

治離れ」の問題を背景に、ドイツの政治教育に注

目が集まるようになってきている。とはいえ、ド

イツの政治教育については、これまで体系的な研

究がほとんど存在せず、ジャーナリスト等による

個別の授業報告が「ドイツの政治教育」として一

般的に論じられるケースが大部分であり、具体的

な教育内容（カリキュラム）は、十分に明らかに

されてこなかった。そこで本報告では、ドイツの

政治教育の実態について、まずは学校内外のカリ

キュラムを中心に明らかにすることを目的とする。

そのうえで、教育のなかで現実の政治問題を扱う

に際し、どのような課題があるのかについて追究

していく。 

 

１．ドイツの政治教育の特徴 

 はじめに、そもそも「政治教育」とは何だろう

か？ 「政治教育（Politische Bildung）」という

言葉の意味内容は、元来、非常にあいまいである。

のみならず、政治家やジャーナリストがそれぞれ

の文脈でこの言葉を多用するため、何が政治教育

なのか、非常に分かりにくくなっている。そこで、 

現代ドイツを代表する政治教育学者・ザンダー

（Wolfgang Sander）の定義に注目すると、政治

教育は、「特定の社会の価値・態度・行動様式を

身につけるための『政治的社会化』の過程であり、

学校での歴史・政治の授業を中心としつつも、学

外の社会教育活動も含まれるもの」と理解されて

いる。 

この定義の前半、「社会の価値・態度・行動様

式」に関し、現代ドイツの政治教育では、「論争

性」「主体性」が重視される。そこでは、「政治・

社会において論争的なテーマを授業内容とし、そ

れを論争的な状態で学習者に提示する」こと、そ

して「学習者の主体的な政治的判断力、政治的行

動力を涵養する」ことが強調されている。そして

ザンダーの定義の後半にあるように、現代のドイ

ツでは、多様なアクターが協働し、政治教育に取

り組んでいる。そこで本報告は、学校内外の教育

活動に注目し、全体として現代ドイツの政治教育

の到達点と課題について考えてみたい。 

 

２．学校における政治教育のカリキュラム 

 ドイツの学校制度は州および学校種に応じて多

様だが、学校での政治教育の中核として、各学校

には「政治」関連の科目が設置されている。本報

告では、先進的な政治教育で知られるドイツ北西

部に位置するノルトライン・ヴェストファーレン

州（NRW 州）に注目し、その前期中等教育段階

（第 7－10学年）の主な学校種の政治教育に注目

することにしたい。 

まず各学校種の「政治」関連科目の学習指導要

領に目を向けると、教育目的として「民主主義的

な価値・行動様式を学ぶこと」「社会の多様性を

容認すること」等が列挙されている。それを受け

て作成されている政治の教科書の「民主主義」の

単元においては、「現在の主要政党の特徴と選挙

プログラム」「排外主義と対抗デモ」「社会運動と

若者の政治参加」等、アクチュアルな政治動向、

政治・社会問題を中心にカリキュラム（教育内容）

が構成されている。たとえば「政党と選挙」に関

する学習に目を向けると、「主要政党の選挙ポス

ターの分析と発表」といったテーマが設定され、

4 種類の主要政党（保守派のキリスト教民主同盟、

社会民主党、緑の党、左派党）の選挙ポスターが

示され、各党の政策やアピールポイント、主な支

持層について分析する課題が設置されている。あ
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るいは「排外主義」に関する項目では、「難民」

や「イスラーム」をめぐってドイツ内で起きてい

るデモ活動や発言に関し、生徒に調査や議論を促

す課題が課されている。 

 

３．政治教育と「ジュニア選挙」 

 ところでドイツの政治教育をめぐっては、生徒

たちの選挙学習（模擬選挙）が話題となることが

ある 。この取 り組みは、「ジュニア選 挙

（Juniorwahl）」と呼ばれている。「ジュニア選挙」

は、ベルリンの民間団体 Kumulus を主体として

1999 年に始められた取り組みであり、ドイツ連

邦議会選挙、州議会選挙、ヨーロッパ選挙に合わ

せ、中高生を中心とした模擬選挙を実施するとい

うプロジェクトである。ジュニア選挙は、ドイツ

連邦議会や大学等の支援を受けるようになってお

り、これまでに計 300 万人以上の生徒が参加し、

とくに 2019 年のヨーロッパ議会選挙の際には、

2760 校が関与するなど、選挙に合わせた一大プ

ロジェクトに成長している。 

ここでジュニア選挙のための準備教材を手がか

りに、その具体的な学習プロセスを再構成してみ

たい。まず「準備段階」として、選挙制度の確認、

立候補者と所属政党、選挙の論点についての調

査・議論が目指される。続いて「投票段階」にお

いて、各校で模擬投票が実施され、生徒たちは本

物同様の投票用紙を使って記入・投票を実施する。

最後の「事後学習」では、模擬選挙と実際の選挙

結果を照らし合わせ、世代ごとの支持政党や政

策・社会の論点を学ぶことが意図されている。こ

のようにジュニア選挙は、単なる投票過程の体験

を超えて、より深い政治学習の一部を構成してい

るのである。 

ジュニア選挙は、学校カリキュラムに規定され

た必修の教育内容でない。しかし連邦議会や連邦

政治教育センター等の政府機関、大学等の支援や

協働活動のもと、このプロジェクトには相当数の

学校、教師、そして生徒が参加するようになって

いる。 

 

４．現代ドイツの政治教育の特徴と課題 

現代ドイツでは学校での政治教育のなかに、現

実の政治・社会問題を扱うカリキュラムがしっか

りと組み込まれている。のみならず、模擬選挙の

例のように、社会のなかに一定の政治教育ネット

ワークが構築され、その協働のもと、学校の授業、

教材開発と出版、生徒や教員を対象とした学外プ

ログラムや研修等が実施されている。この背景に

は、「教育の場で政治・社会問題を積極的に扱う

こと」への社会全体のコンセンサスがあり、それ

を保障するための学校法制度と伝統が存在してい

ることがある。 

他方で、ドイツの政治教育をめぐっては、その

課題も明らかになってきている。 

第 1に、政治教育に熱心に取り組む「模範的」

な学校がある一方、生徒の学力や運営上の課題を

抱え、十分にそうした教育を実施できない学校が

あるなど、「政治教育の格差」と呼ぶべき状況が

明らかになってきた。そして第 2 に、いわゆる

「ポピュリズム」に関し、関連する政党や政治家、

その主張について、政治教育のなかでどのように

扱うべきかをめぐり、ドイツ内部で意見対立が起

きている。「教育のなかで『あまりに社会の意見

対立が大きい問題』を扱う」ことの難しさが示さ

れているのである。 

 以上を踏まえたうえで、最後に日本の政治教育

の今後のあり方について考えてみたい。ドイツの

政治教育については、現実の政治・社会の争点が

盛り込まれたカリキュラムや積極的に発言する生

徒たちの様子に、どうしても目を奪われがちにな

る。ただ、そうした授業風景は、同国の階層的な

教育制度や落ち着いた政治・社会環境の存在を前

提として、はじめて成立しているものでもある。

そこから日本の教育へ示唆を得ようとするならば、

これら諸問題を念頭に置いた上で、授業方法やカ

リキュラム構造のどの部分が導入可能か慎重に検

討すべきであろう。その意味で、何かと見落とさ

れがちなドイツの政治教育の課題が今後どのよう

に展開していくのかについて、目が離せない。  
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G2-3        日本の教育現場へのローカライズ 

 

名嶋 義直、NAJIMA Yoshinao（琉球大学・沖縄支部） 

 

１．はじめに 

 発表者は 2017 年と 2018 年にドイツを訪問し、

４つの学校で「政治教育（民主的シティズンシッ

プ教育）」の現場を視察する機会を持った。その

後、いかにしてドイツの「政治教育（民主的シテ

ィズンシップ教育）」を日本の教育現場において

展開するかを考えてきた。本発表ではその中から

いくつかの取り組みを報告する。そしてそれらを

通して、日本の教育現場においてドイツの「政治

教育（民主的シティズンシップ教育）」を展開す

るためには、ドイツの「政治教育（民主的シティ

ズンシップ教育）」の理念を踏襲しつつ、日本の

教育現場にむけてローカライズする必要があるこ

とを述べる。そのローカライズを踏まえれば、

「政治教育（民主的シティズンシップ教育）」は

学校等の教育現場に限らず、誰でもいつでもどこ

ででも取り組むことが可能である。これを機会に、

多くの人が「政治教育（民主的シティズンシップ

教育）」のローカライズについて考え、ご自身の

フィールドで実践に取り組まれることを期待する。 

 

２．理念を広める 

 理念を広めるためにはまず「政治教育（民主的

シティズンシップ教育）」そのものを紹介するこ

とが必要である。そこで発表者はさまざまな機会

を活かして広報活動を行なってきた。 

まず本分科会責任者とともにシンポジウムを２

回開催した。22 総学（琉球大学）では発表者が

責任者となって分科会も設けた。依頼を受けて、

国内外学会で基調講演や特別講義を行なったり、

大学の FD 講師を努めたりして理念を紹介し広め

る活動も行なっている。一箇所での講演に参加で

きる人は限られているので、日本語教育関連の大

手出版社である凡人社の協力を得て、小規模な講

演会を日本全国で 10 回以上行なってきた。 

巻末にあるように、「政治教育（民主的シティ

ズンシップ教育）」に関する書籍も出版している。

今年後半になってそれらの書籍を使ってオンライ

ン読書会を開催している団体からゲスト参加の打

診を受けた。また書籍の内容に興味を持ってくだ

さった団体からオンラインの講演依頼も頂戴して

いる。まさに今回の 23 総学の分科会もそうであ

るが、今後はオンラインという手段を活用した

「政治教育（民主的シティズンシップ教育）」の

紹介・普及活動にも積極的に取り組んでいきたい。 

 

３．実践機会を増やす 

 前述した各地での講演会では前半を講演、後半

をワークショップという構成にして、「政治教育

（民主的シティズンシップ教育）」の理念を踏ま

えた「対話」重視の活動体験機会を提供している。 

前節で触れた 22 総学で発表者は全体会Ⅱ「若

者と一緒に考えるわたしたちの社会−沖縄から考

える−」の立案と運営の一端を担った。参加して

くださった方はご記憶がおありかと思うが、高校

生含む沖縄の若者４名が辺野古の基地問題につい

て賛否両方の立場から自分の思うところを主張し、

その後フロアの参加者と「対話」した企画である。

その時には「政治教育（民主的シティズンシップ

教育）」ということばを趣旨説明の前面には出さ

なかったが、そこにはまさに「政治教育（民主的

シティズンシップ教育）」の実践を参加者に当事

者として体験してもらう狙いがあったのである。 

 大学では、多様性に寛容で複言語的・複文化的

素養を持ち、批判的リテラシーを兼ね備えた人を

育てるために、留学生と日本人学生との共修授業

を行ない異文化間対話の場を構築している。 

 

４．特に若い世代へ 

 今後の社会で中心となる人々を育てるという意
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味では、教育、特に学校教育の役割は大きい。発

表者は大学で勤務しているので自分の授業は自分

の裁量でデザインできる。そこで自分の授業は、

３節で述べたようにすべて共修授業とし、他者と

の対話を通して批判的な姿勢で学ぶ形にしている。 

 しかし大学生になる前に「政治教育（民主的シ

ティズンシップ教育）」に触れる機会があれば、

それがあるに越したことはない。そこで自分の立

場でできることを考え、いくつかの実践を行なっ

ている。１つは地域の小中学校へ留学生と共に訪

問し交流の時間を持つ取組である。今年度は新型

コロナウイルス感染拡大防止のため実施できてい

ないが、例年３〜４校を訪問して短い時間ながら

も「他者との対話」の機会を提供している。また

依頼を受けて中高生を対象に特別授業を行う候補

リストに登録をしている。今までに２回実施した。 

今年の 4月には、編著者として『10代からの批

判的思考』（明石書店）を上梓した。この本では

直接的には「政治教育（民主的シティズンシップ

教育）」について謳っていないが、批判的思考力

は「政治教育（民主的シティズンシップ教育）」

で重要視されている資質であり、出版企画の狙い

は若い世代へのアプローチであった。好意的な書

評もいただき、徐々に読まれているようである。

この本がきっかけになって富山県高岡市の「アレ

ッセ高岡」で「政治教育（民主的シティズンシッ

プ教育）」に関する講演とワークショップの依頼

を受けた。まさに理念を広げ、当事者として実践

するという発表者の意図に合致したものであった。 

その時行なったワークショップは「校則につい

て考える」という内容で、日本人高校生や外国に

ルーツを持つ高校生などが参加者であった。いく

つかのグループに分かれ、「おかしいと思う校則」

を挙げ、それをどういうふうに変えるか、学校や

先生を納得させるための論拠を備えた説明につい

ても考えた。そしてそれをグループ間で共有した。  

今後も同様のワークショップを広範囲で行なっ

ていきたいと考えている（ご興味をお持ちの方は

ご遠慮なくご連絡ください）。 

 

５．さいごに 

 ドイツの「政治教育（民主的シティズンシップ

教育）」の理念を踏襲しつつ、日本の教育現場に

むけてローカライズを行えば、いままで実践して

きたことが新たに「政治教育（民主的シティズン

シップ教育）」として意味を持つ。新たな実践を

行なうことも意味のあることであるが、今まで行

なってきたことに新しい位置付けと付加価値を与

えることで確実に「政治教育（民主的シティズン

シップ教育）」を継続していくことも重要である。 

「政治教育（民主的シティズンシップ教育）」

と聞くと、なにかとても難しいもののように感じ

るかもしれないが、ボイテルスバッハ・コンセン

サスに代表される理念を踏まえローカライズを行

なえば、わたしたちにできることはたくさんある。

本発表をきっかけに、多くの人が自分自身のフィ

ールドを見つめ直し、そこでどのような「政治教

育（民主的シティズンシップ教育）」の実践が可

能か考え、ローカライズを行なってほしい。 

なお、発表者は現在、「政治教育（民主的シテ

ィズンシップ教育）」の教材を共著で編纂中であ

る。来年度前半までには，先に言及した凡人社か

ら刊行を予定している。教える立場の人も学ぶ立

場の人も、どちらも一緒に「政治教育（民主的シ

ティズンシップ教育）」の実践を通して市民性を

高めていけるよう意図してデザインしている教材

なので、どのようにローカライズすればいいかわ

からないという方はぜひ活用していただきたい。 

今後「政治教育（民主的シティズンシップ教

育）」の理念と実践が広げるのは、一人ひとりの

わたしたち「市民」である。各自が「主体的に活

動する」ことが求められているのである。 
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G2-4     地方の外国人散在地区における「市民性教育」の試み 

―「外国人支援」を越えて― 

 

青木 由香、Aoki Yuka（アレッセ高岡） 

 

１．はじめに 

 日本の子どもの数が年々減少している一方で、

外国人児童生徒の数は大幅に増加しており、うち

日本語指導を要する小中学校の児童生徒は 46,316

人と過去最多となっている（文部科学省、2019）。 

働き盛りの親とともにやってきた外国ルーツの

子どもたちは、日本で教育を受け、多くは成人後

も日本で働き、家庭を持ち、生活の基盤を日本で

築く。すなわち、彼らは地域で暮らしを共にして

いく仲間であるが、日本社会は外国ルーツの子ど

もたちを地域の一員として受け入れ、地域を担う

人材として教育してきたと言えるであろうか。 

 

２．外国にルーツを持つ子どもたちの現状 

文部科学省の調査（文部科学省、2019）からは、

衝撃的な数字が弾き出されている。日本に住む義

務教育相当年齢の外国籍の子ども約 2 万人が日本

の小中学校に在籍していない、すなわち不就学の

可能性があり、学校に在籍していても日本語指導

が必要な子どものうち 4〜5 人に 1 人はサポート

が受けられていない。また、日本語指導が必要な

生徒の高校進学率は推定 64%に過ぎず（日本学術

会議、2020）、日本語指導が必要な高校生等の中

退率は約１割と全高校生等の 7.4 倍、大学や専修

学校等の教育機関への進学率は 42.2%と全高校生

等より 30 ポイント近く低く、就職者における非

正規就職率は 40.0%と全高校生等の 9.3 倍、進学

も就職もしていない者の率も 18.2%と全高校生等

の 2.7 倍となっている。 

 

３．支援の実態と問題点 

小中学校の現場では、要支援者の人数に応じて

日本語指導担当教員や支援員の配置などが行われ

ている。しかし、富山県のような外国人散在地区

では、支援を要する子どもが学校や学年に一人い

るかいないかであるため、その存在が埋もれ、学

校全体における問題意識の共有や支援体制の構築

を難しくしている。「いつか国へ帰るのだから」

と子どもが不登校や学習不振に陥っていてもほと

んど対応がなされないことも多い。子どもたちは

サポートもないまま、マジョリティである日本人

の言語、文化・習慣、教育制度の物差しによって

評価され、学校で過ごすほとんどの時間を「わか

らない」「できない」という経験に費やしている。 

学校内に設けられた支援の枠組みでは子どもた

ちを救えないと、富山県高岡市で 2010 年に立ち

上げられたのがボランティアグループ「アレッセ

高岡」である。週 2 日の中高生対象の学習支援教

室と多言語教育情報支援の２本柱で外国ルーツの

子どもへのサポートを行ない、設立から 10 年、

約 160 人の子どもたちを細々と支援してきた。高

校進学者も増え、支援の輪も広がってきたが、今

なお進学しても中退してしまう者、高校を卒業し

ても望まぬ非正規労働者となる者は後を絶たない。 

 子どもたちは日本において学業的な成功体験が

ほとんどないため、自己肯定感が低く、学習意欲

は低い。学ぶことの意味や価値を見出せていない

ため、高校に入っても、壁にぶつかるとすぐに辞

めてしまう。一方、そのような子どもたちに対し、

周囲は「あの子たちはやる気がない」と本人の個

人的な問題に帰しがちである。しかし、小中高の

学校種で勤務する筆者から見れば、子どもたちは

意欲を失わされている。「自己卑下は被抑圧者の

もうひとつの性格であり、それは抑圧者がかれら

にくだす評価の内面化から生まれる」（フレイレ、

1970［1979：50］）のであり、日本の教育が子ど

もたちの学習意欲を削いでいるのだと言えよう。

アレッセの支援活動も、外国ルーツの子どもたち
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だけを見て、「問題」を捉え、それに対処しよう

とする「外国人支援」のスタンスでは、限界があ

る。目の前のテストの点数を上げる、受験に合格

して高校入るといった、フレイレの言う「銀行型

教育」そのものを肯定したままでのサポートでは、

本当の意味で子どもたちを救うことはできない。 

 

４．「アレッセ高岡」の挑戦 

 アレッセ高岡では、2020 年度より「市民性教

育」をキーワードに大きく活動の舵を切ろうとし

て いる（「 CLD （ Culturally and Linguistically 

Diverse）青少年のための市民性教育プロジェク

ト」、（公財）日本国際交流センター助成）。 

 4 月には、アレッセでかつて学んだ外国ルーツ

の若者１名をスタッフとして採用し、6 月には、

アレッセの卒業生やこれまでボランティアに参加

してくれた若者 8 名による「青年部」を結成。外

国ルーツ青少年が「支援される側」ばかりでなく

「支援する側」にもなり、日本人の青少年ととも

に社会活動を行う仕組みを整えた。後述するワー

クショップの運営やワールドカフェの開催のほか、

今年度コロナ禍により対面開催できない「外国人

生徒・保護者のための高校進学説明会」のオンラ

イン開催を計画し、多言語動画を制作した。 

 中高生に対しては、対面の学習支援教室に加え、

コロナ禍対応としてオンラインでの学習支援も開

始したが、このような狭い意味でのサポートを越

え、子どもたちが地域の一員としての意識を高め

ること、そして、地域課題を自らの課題として捉

え、地域の未来を切り開くための力を養うといっ

たことを目標として、7 月には「10 代からの批判

的思考①校則・ルールについて考えよう」（名嶋

義直氏）、10 月には「防災ワークショップ：身近

な人、家族を守るために」（高岡市消防署）と題

したワークショップを実施した。また、11 月に

は子どもの権利条約に関するフォーラムで分科会

を担当し、「違いを超えて」をコンセプトに外国

人の子どもの権利についてのワークショップを青

年部を中心に実施した。ファシリテーターもアレ

ッセに通う外国ルーツの高校生が担当した。この

イベントへの参加に先立ち、対面の学習支援教室

では毎週 BLM に関する記事等を見て一言コメン

トを書くという帯活動もスタートさせた。以上の

ワークショップはいずれも、外国ルーツだけでな

く日本人の若者たちも対象としており、共に考え、

活動するというものである。 

 一方で、青少年以外にも一般の地域住民を対象

に、「民主的な社会における『市民』って何？

『市民』って誰？」（名嶋義直氏）と題したセミ

ナーを実施した。子どもたちをいかに同じ地域に

住む仲間として育てていくのかという観点から教

育・支援のあり方を考え、さらに、どう多様性を

包摂していくか、社会のあり方を地域の人々とと

もに問い直す試みである。 

 

５．おわりに 

「CLD 青少年のための市民性教育プロジェク

ト」の対象は、外国ルーツの青少年だけでなく、

私たち地域住民すべてである。地域に住むすべて

の人々が「民主的で主体的な生き方を理念として

志向し、それを実践し、他者と共に生きようとす

る人」すなわち「市民」（名嶋編、2019：2）とな

るための教育プロジェクトである。 

コロナ禍において大々的なイベントの開催は難

しく、すでに中止や延期になったイベントもいく

つかあるが、今後もオンラインを組み合わせなが

ら、活動を展開していきたい。 
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G3-3         新型コロナへの対応にみる 

大学の労務管理とコンプライアンス 

 

松村 比奈子、Matsumura Hinako（拓殖大学他非常勤講師・首都圏大学非常勤講師組合） 

 

１．はじめに 

 日本の大学は各大学が独自の理念を追求すると

謳いながら、ほとんどの大学での実態は、講義の

およそ半数を非正規や外部の教員である非常勤講

師たちに担当させるという矛盾した運営を続けて

いる。大学の 2016 年度入学者の「入学金＋年間

授業料」は、国立大81万7800円（国の標準額）、

公立大 93 万 1200 円、私立大 113 万 1200 円。88

年と比べ、国公立大は約 2 倍、私立大は約 1．5

倍になった(1)。しかし非常勤講師の給与はこの

間 1コマ平均月 2万 5千円程度で、ほぼ変化はな

い。当組合が参加した非常勤講師のアンケート集

計(2)では、特に専業非常勤講師の平均年収は 300

万以下、年収が 100 万にも満たない者も多い。生

活のための仕事に疲弊し、研究への意欲や希望を

そがれるうえ、パワハラ・アカハラ・セクハラに

より心身に故障を抱える講師も少なくない。 

 

２．コロナ拡大と大学の対応(初期) 

 非常勤講師の抱える従来からの諸問題について

は他の報告に任せるが、ここではコロナ禍によっ

て今春からの大学における講義体制が大幅に変更

され、それによって非常勤講師の業務にどのよう

な混乱と負担が生じたかについて述べたい。まず

コロナ情報を NHKニュースから拾っていく(3)。 

新型コロナに関するニュースの初出は今年 1 月

6 日で、「中国 武漢で原因不明の肺炎 厚労省が

注意喚起」というものだ。しかし日本への影響が

深刻に取りざたされたのは、2 月 2 日の「乗客の

感染が確認されたクルーズ船 横浜港に入港」以

降である。この時期、海外旅行帰りの日本人から

も感染が報告され、13 日には初の日本人死者が

出た。27日には、安倍首相が 3月 2日以降、全国

すべての小中高校に臨時休校要請をすると公表さ

れた。非常勤講師である我々もまた新年度からの

講義体制に変更の可能性を考えたが、大学からの

情報はなかった。   

3 月上旬に非常勤講師が心配したのは、休講措

置での非常勤講師の給与の不安だった。特に専業

非常勤講師の場合、潤沢な生活者は皆無であるか

ら、その心配は当然であった。大学の卒業式中止

という情報が入り、入学式も中止か否かという判

断が各大学で審議されていた。我々は新学期の情

報を気にしていたが、個別大学の専任教員の情報

を得て一喜一憂する状態であった。 

 3月 20日以降になると、各大学は授業開始の延

期を決め、大学 HP にその旨を載せるとともに非

常勤講師にも電子メールや郵送文書で連絡が来る

ようになる。しかしその延期の期日は当面という

だけでありさらなる延期の可能性も予告され、非

常勤講師にとっては、仕事があるのか無いのか、

一番不安な状況に立たされていた。なぜなら延期

で講義が実施されない場合の対応など、本当に必

要な情報は一切大学から提供されなかったからで

ある。 

 大学の授業が休講ではなくオンライン授業に変

更される可能性が見え始めたのは、3 月下旬の卒

業式日時の前後である。しかしその時のオンライ

ン授業とは、いわゆるオンデマンド授業なのか、

放送施設のある場所での放送授業なのか、いわゆ

る通信教育とどのような違いがあるのかにいて、

全く予想のつかないものであった。しかもその時

点でもまだ対面授業の可能性は消えておらず、非

常勤講師は 4 月以降に何がどうなるのか皆目分か

らない状況に置かれ、不安は募る一方であった。 
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3. 日本語教師問題の発生 

 その中で早くも問題が発生したのは、留学生に日

本語を教える日本語教師たちの処遇である。それは

はやくも専門学校の日本語教師の講義中止によって

明らかになる。さらに大学内で日本語を教える非常勤

講師にも今年度全講義休講の連絡が入り、一気に貧

困・餓死の危険性が高まることになる。 

 ちなみに日本語教師の労働環境は非常勤講師の

中でも劣悪の部類に入る。しかも講師の大部分が女

性のため性差別問題とも密接なかかわりを持つが、

それは殆ど認識されてこなかった。労組内では、労働

環境の劣悪さと女性の比率には一定の相関関係が

あると経験的に認知されているが、それが早くも表れ

たといえる。 

日本語教師問題は、組合団交によって最低でも

6 割保障などの回答が大学からは得られたが、コ

ロナ拡大の予測がつかない状況で、多くの非常勤

講師は日本語教師と大差ない不安の中に置かれて

いた。 

 

4. コロナ禍で明らかになった大学の労務管理と

非常勤講師の待遇 

 4月になってようやく、各大学は Zoom等の会議

ソフトを使ったオンライン授業や、PowerPoint に

よるオンデマンド授業の導入が発表され、非常勤

講師にも伝えられた。しかしここで問題になるの

は、その設備やソフトの調達をどこでどのように

するのか、その方策が全く示されないことであっ

た。大学によってはそれらは講師が各自準備すべ

きものとされ、それができない講師は休講を示唆

される状況になった。それはもはや労務管理では

なく、実態は業務委託といえる。その結果、シラ

バスの書き直しの要求に始まり、授業準備などの

労働時間は大幅に増加した。オンライン授業のた

めに、各非常勤講師は PCだけでなくWebカメラ

等の周辺機器や教材作成ソフトを購入する必要に

迫られたが、大学は経費や設備提供については沈

黙を通した。もちろん自宅作業には相当の通信環

境が必要であり、その分の通信費、光熱費も飛躍

的に増加した。 

 またこの時点で、教材作成ソフトが学生と専任

教員には無償配布され、非常勤講師のみ除外され

ていたことが明らかになり、コロナを理由とした

要求や大学からの提供でそれらを獲得できた大学

もあった。一部の大学では一時金として一万円程

度が支給された。しかし大学との雇用契約は、従

来、授業時間 90 分×30 回（年間）×コマ数に対

する対価だけであり、試験・レポートの作成・採

点・添削・シラバス作成等の付帯業務を、大学は

労働時間として認めてこなかった。 

 とはいえコロナ禍でのテレワーク導入企業が増

加し、厚労省も『テレワークにおける適切な労務

管理のガイドライン』を公開し、職場外の働き方

の定義を明示した。自宅での業務作業を労働時間

にきちんと換算するよう、労働基準法や関係法令、

『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべ

き措置に関するガイドライン』(2016)において、

労働時間の把握や賃金換算の事例を示し、かつ就

業規則上の明記を指導している。 

 確かに一部の大学では、今春以降のオンライン

講義に伴う多大な業務の増大を認識し、それに一

時金で対応しようとする誠実な方向も見られた。

後期に向けて、オンライン講義の補助作業を大学

内で行うことも提案された。非常勤講師への対応

の良し悪しが大学毎に鮮明になった。しかし根本

的な問題は、契約条件であるべき労働と対価の明

示がなされてこなかったために、緊急事態では実

質的な寄付とボランティアの強要という、日本の

大学のおそまつな現状が明確になった。それにつ

いては、今後に向けてのいくつかの提案をしたい。 

----------------------------------  

1) 「デフレでも急騰」大学の学費なぜこんなに

上がった？ 

（ https://mainichi.jp/premier/business/articles/201904

09/biz/00m/020/019000c） 

2) 大学非常勤講師の実態と声 2007(PDF版)他 

(http://www.hijokin.org/en2007/pdfindex.html) 

3)NHK特設サイト・新型コロナウイルス 

(https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chr

onology/) 

https://mainichi.jp/premier/business/articles/20190409/biz/00m/020/019000c
https://mainichi.jp/premier/business/articles/20190409/biz/00m/020/019000c
http://www.hijokin.org/en2007/pdfindex.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/chronology/
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G4-1   ユネスコ「科学及び科学研究者に関する勧告」とその意義 

 

丹生 淳郷、Niu Kiyosato（埼玉支部・科学者の権利問題委員会） 

 

１．はじめに 

1974年第 18回UNESCO総会で「科学研究者の

地位に関する勧告(旧勧告)」が採択されてから半

世紀余りを経た。同勧告を今日的情勢に適合した

ものに改定すべく、2013 年 11 月から検討が開始

され、2017年 11 月、第 39回総会において「科学

及び科学研究者に関する勧告(新勧告：仮訳)」が

採択された。新勧告は旧勧告からタイトルも変更

され、科学の位置付け、新たなキーワード（イノ

ベーション、利益相反、軍民両用、知的財産、ジ

ェンダーなど）が盛り込まれた。新勧告の意義に

ついて、文科省仮訳を基に、旧勧告(仮訳)及び

JSA「研究者の権利・地位と倫理についての報告」

（JSA報告：2007年）と比較しながら考察する。 

２．ユネスコ勧告改定の経緯 

 既に 22 総学でも報告したが、改定の経緯をふ

り返っておく。1974年第 18回UNESCO総会で旧

勧告が採択されて 40 年を経た 2013 年第 37 回総

会において、旧勧告の果たした役割、特に途上国

の科学と科学研究者の地位向上に果たした役割を

総括し、科学と科学者の役割を 21 世紀の今日的

状況に適合したものに改定することが決定された。

2013 年 11 月から検討が開始され、約 4 年間の協

議と調整を経て、2017年 11 月、第 39 回総会にお

いて新勧告が採択された。この間、新勧告草案の

とりまとめにあたってユネスコ事務局が各国及び

科学者団体に意見を求めたが、JSA は JSA 報告

(英訳版)を送付した。 

３．新勧告・JSA文書を活かすために 

3-1 科学の価値と学問の自由 

 新旧勧告では、要約すれば「科学」を以下のよ

うに定義している。すなわち、「科学とは、事象

を客観的に観察し、そこから組織的な検証により

導きだされた真理であり、それは自然及び社会の

現象を理解するための重要な手段となる」、との

べている。さらに新勧告では、「科学が公共の財

産」であり、「科学的成果の正確性及び客観性は

学問の自由によって保証される（前文 2 段目

（ｃ））」と述べ、加盟国に、科学の健全な発展を

保障する「学問の自由」（真理探究の自由＝研究

活動の自由・学問的見解発表の自由・教育の自由）

が保障されなければならないことを求めている。 

JSA 報告においては、「学問研究によってもた

らされる真理（＝科学的成果：筆者注）は、人類

普遍の財産として公共的・社会的な性格を持ち、

極めて高い文化的な価値を持ちます」と冒頭に記

されている。新勧告と JSA報告は共に、科学を公

共の財産として位置づけ、科学の健全な発展が学

問の自由によって保証されることを確認している。 

3-2 イノベーションの位置付け 

新勧告では新たに「innovation」が登場したこ

とが特徴的である。特に科学研究と国の政策立案

との関わりにおいて「科学技術およびイノベーシ

ョン」のキーワードが連発され、さらに科学研究

者の責任と権利として、自国における科学および

イノベーションの促進に建設的に貢献することが

求められている。この文脈では、科学・技術がイ

ノベーションを達成するための手段とみなされな

いか、との危惧を持つものである。 

JSA 報告にはイノベーションについての見解が

示されていない。同報告が公表されてから 13 年

が経過し、科学・技術と社会との関係がより密接

となった今日、研究者がイノベーションにどのよ

うに向き合うかについて、改めて議論し、JSA 報

告に反映しなければならない時期であろう。 

3-3 差別の解消 

新勧告でも旧勧告と同様に、科学研究者を目指 

す人々に対する差別、および科学研究者のキャリ

ア形成の条件において差別の解消が求められてい

る。新勧告では、時代の要請を反映し、新たに世
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系（血統：著者注）、ジェンダー（社会的・文化

的につくられる性別：著者注）、性的指向、年齢、

障害などに基づく差別などを列挙している。 

JSA 報告では、一般論として基本的人権の尊重

が述べられているのみで、新旧勧告のような科学

研究者を目指す者やそのキャリア形成の条件から

の観点ではない。また、JSA 報告では研究・教育

の場において、セクハラ、アカハラの禁止や放置

の排除をうたっているが、このような観点は、新

勧告にはない。 

本項目について、JSA 報告の今日的な見直しと

補強が必要であると同時に、新勧告がわが国でも

十分に活用すべき意義がある。 

3-4 軍民両用と科学研究者の権利・責任 

特筆すべきは、「科学技術の発展が人類の福祉、

尊厳及び人権を損なう場合、又は『軍民共用

（Dual Use）』に対して、科学研究者が自身の良

心に従って身を引く」という消極的な権利だけで

なく、「その懸念について自由に意見を表明し報

告する」という積極的な権利と責任を明記したこ

とである。軍事研究に対する科学研究者個人の権

利と責任を求めたものとして、積極的な意味を持

つ 。さらに新勧告には同条文（第 16 条）に「指

導者・機関は、研究者と同等の責任を負い権利を

享受する」と述べられている。日本学術会議の

「軍事的安全保障研究に関する声明」(2017 年 3

月)において、「大学等の各研究機関は、・・・軍

事的安全保障研究とみなされる可能性のある研究

について、その適切性を目的、方法、応用の妥当

性の観点から技術的・倫理的に審査する制度を設

けるべきである」としているのは、「軍民両用

（Dual use）」に対処する場合の研究機関の権利と

責任を果たすことを要求する新勧告の趣旨と符合

する。 

JSA報告では、明確に「軍民共用」（Dual Use）

の記載がないが、「権利・地位」3<人道に反する

研究を拒否し、反対する権利＞において、軍事技

術やその転用の恐れのある研究を拒否、告発し、

反対する権利の保障と、その行為に対する不利益

の防止を求めている。JSA 報告に、「軍民共用」

を明確にし、軍事研究に対する学術会議声明趣旨

を取り入れた改定が必要であると考える。 

3-5 知的財産権の保護、研究成果の公表制限 

 新勧告には、研究者がなした発見・発明・技術

的改善に関して、その権利の帰属について「知的

財産権」として具体的に記載された。一方、知的

財産権や委託研究に絡む問題として、成果の公表

の制限が付きまとう。新勧告では制限は厳密に最

小限であること、雇用条件の中に文書で制限につ

いて明示することなどを求めている。 

また、報道（テレビ朝日 2020.8.12）によれば、

政府は来年の通常国会で特許法の改正により『秘

密特許制度』の導入を目指すと伝えられている。

近年の軍産官学共同研究の動向を踏まえた制度改

正の動きと思われる。同制度の導入に関して、憲

法 9条、23条、特許法の趣旨、学術会議声明など

を踏まえた議論が必要である。 

４.まとめ 

 新勧告は、科学を「共通の財産」と位置付けた

こと、「イノベーション」が新たに登場し、科学

の均衡ある発展との整合性において十分な配慮が

求められること、利益相反が新たに加えられたこ

と、差別の廃止において人種や女性など従来から

差別のみならず、世系、ジェンダーや性的指向、

年齢など、新らしい被差別分野についても言及し

たこと、そして、新勧告で最も忠告すべき点は新

たに「軍民共用（Dual Use）」について、科学研

究者の良心に従って当該研究開発から身を引く消

極的な権利と共に、これらの懸念に対して自由に

意見を表明し報告する権利と責任があるという積

極的な行動を促していることである。 

新勧告では、このようにいくつかの新たな項目

が加えられている。科学・技術先進国であるわが

国においても十分に活用できる内容であり、新勧

告の受け入れが強く望まれる。JSA 報告は、公表

以来 13 年を経ており、新しい情勢を反映してい

ない面があることは否定できない。時代の要請に

合わせて必要な改定が求められる。 
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G4-2    秘密特許制度導入の動きと科学者・技術者のあり方 

野村 康秀、Nomura Yasuhide（東京支部特許庁分会。科学・技術政策委員会） 

 

１．国家安全保障局主導で秘密特許制度導入 

 政府が、安全保障上の必要により特許出願の内

容を非公開にする制度を 2022 年にも導入する方

針を固めた旨、報道された（「読売新聞」8/12

付）。記事の概要は以下のとおりである。 

・特許庁と、国家安全保障局や防衛省などが連携

して審査にあたる。その結果、「国家の安全にか

かわる技術」などに指定すれば、特許として認め

るか否かにかかわらず、出願内容を非公開とする 

・無断公表の違反行為に罰則規定を設ける方向。

他方、非公開とすることで出願者が不利益を被ら

ないよう、国が一定の補償金を支払うことを検討 

・国家安全保障局経済班 1)が各国の制度を参考に

しながら制度設計に着手しており、来年の通常国

会に特許法改正案など関連法案 2)提出を目指す 

２．イノベーション戦略等で秘密特許導入を検討 

（1）統合イノベーション戦略 20203)： 「他の媒体を

通じた技術流出への対処方策との整合性・バラン

スや各国の特許制度の在り方も念頭に置いた上

で、利用者の負担にも配慮しつつ、イノベーショ

ンの促進と技術流出防止の観点との両立が図られ

るよう、特許出願公開や特許公表に関して、制度

面も含めた検討を推進」と提起した。「秘密特

許」の検討をイノベーション戦略で位置付けた。 

(2）根深く進められてきた｢秘密特許｣の検討 

① 経済産業省･技術情報等の適正な管理の在り方

に関する研究会報告 4)： 「秘密保護法制の一環と

して秘密特許制度の導入を検討すべき…経済活動

に与える影響や、特許制度の全件公開主義の例外

を設けることが企業の創造的活動に与える影響に

ついて、検討する必要がある」とした。 

② 防衛生産・技術基盤戦略 5)： 「情報保護協定

の締結や特許制度の特例が必要となる場合もあ

る」と述べ、注記で「特例」として「いわゆる秘

密特許制度」を明示した。 

防衛省は続いて、防衛装備・技術移転に係る諸

課題に関する検討会報告書 6)で、「秘密特許制度

について、必要に応じ関係府省に協力するなど連

携の上、検討する必要がある」と踏み込んだ。 

 これらに呼応してか、近年、国会の質疑で秘密

特許導入を求める議員が与野党に散見される。 

３－１．世界の秘密特許制度 

秘密特許制度には、以下の類型 7)がある。 

審査凍結型： 審査を凍結し、期間経過後に審

査を再開 例) 米国、イギリス、フランス、韓

国、インド、シンガポールなど 

特許付与型： 審査して特許付与するが、秘密

期間中は公開しない 例) ドイツ、イタリア、

スペイン、カナダ、中国、ブラジルなど 

特例法規定型： 別法により特許対象外とした

り、特別な手続を定めたりする 例) ルクセン

ブルク、スウェーデン、ノルウェーなど 

秘密特許なし： 例) 日本、オーストリア、ア

イルランド、ポルトガル、メキシコなど 

３－２．日本の秘密特許制度 

(1) 戦前の秘密特許制度 1899(明治 32)年に特許

法に規定を導入、戦後 1948 年に廃止 

「軍事上必要」又は「秘密を要する」発明につ

き、特許しない、特許の制限、特許の取消ができ

る。政府は相当の報酬を出願者等に与える。明治

42 年、「取消」を削り、特許を受ける権利の

「収用」を追加。大正 10 年、規定を更に整備 

(2) 日米防衛特許協定 8)  

米国から「防衛目的」で日本に提供された技術

に関連する特許出願が、米国で秘密指定されてい

れば、日本でも秘密に扱う（前記類型の審査凍結

型）。日本でされた改良技術の特許出願も同様 

４．特許の「公開原則」と秘密特許制度 

(1) 特許は「公開」しなければ機能を果たせない 

特許権は「業として特許発明の実施をする権利
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を専有」する排他的独占権である。強力な権利な

ので、権利の内容や範囲を社会に広く知らせてお

く必要があり、公表によりライバル企業を牽制で

きる（それ故特許出願は通例広く記載する）。 

公開原則は、出願公開制度や特許公報発行を法

律で決めるからでなく、制度の本質に由来する。 

(2）「秘密特許」導入論者の「公開原則」整合論 

前掲八木 7)が提示し、多くの論者が援用する説

明は、吉藤「特許法概説」（有斐閣）に依拠し、

「個人的秘密の状態を解き発明の内容を政府に開

示」したから、公開代償説と矛盾しないという。

日本国憲法の国民主権無視の国家主権論である。 

５．UNESCO「科学及び科学研究者に関する勧告」

（2017年 11月）に照らして 

〔仮訳： https://www.mext.go.jp/unesco/009/1411026.htm〕 

従前の｢科学研究者の地位に関する勧告｣(1974

年 11 月)と比較すると、前文に「科学の重要な価

値が共通の利益であること」が追加された。ま

た、「科学研究の結果」が「人権、基本的自由若

しくは人間の尊厳の損失に対する脅威」となる危

険をもたらすことに警鐘をならし、「複雑な倫理

的及び法律的な問題を提起」するとし、科学研究

者の社会的責任をより深く問う内容になった。 

勧告は、加盟国に、科学研究者等の｢権利及び

責任の最大限の行使、尊重、保護及び促進｣(16)

を確保する仕組みと措置を求める。責任と権利と

して、｢知的自由(独立した判断に対する不当な影

響からの保護を含む)の精神｣で、科学的真理を見

るがままに追求・解釈・主張すること(i)、事業の

倫理的･人道的･科学的･社会的･生態学的な価値に

つき自由・公然と意見を表明すること、科学技術

の発展が人類の福祉･尊厳･人権を損なう場合又は

軍民両用に当たる場合に、良心に従い当該｢事業

から身を引く権利｣、これら懸念への自由な意見

表明と報告の権利と責任(iii)、研究結果へのアク

セスの促進、研究者間での及び政策の決定者と公

衆との科学的データの共有(v)、等を明記した。 

勧告は同項で更に、雇用者、資金提供者、指導

者・機関の責任として、「個々の研究者の知的財

産権を十分に尊重すること」(b)(iii)を追加した。 

勧告は加えて、加盟国に対し、「科学研究者が

科学的及び技術的成果につき知的財産権の適当な

法的保護、特に著作権法によって与えられる保護

を享受することを確保すべき」(37)とし、成果の

公表や研究者の権利を制限する場合は、制限が、

｢厳密に最小限｣であり、公共の利益にも使用者と

同僚研究者の権利にも矛盾しないことや、研究者

が、制限を｢確認｣でき、｢異議｣を申し立てられる

仕組みの明確化(38)の確保を求めている。 

国が秘密指定する秘密特許制度は、研究者の社

会的責任を重視し、また、研究者の知的財産に関

する権利や知的自由を重視するという、新たに明

示したこれらの規範に違背するものである。 

６．情報統制の終着点、健全な経済発展を阻害 

既に特許出願前の学会発表の制約がある。特許

出願が強制的に秘密指定される制度ができれば、

学会発表や情報交流の自粛や禁止が広がる。その

ために日常的に研究管理情報管理が強まり、研究

者・技術者の私生活にも監視が広がるだろう。 

また、「秘密特許」制度は、ライバル企業に対

する権利化前からの牽制効果を突然国の手で奪う

ことで、企業戦略上重大な支障を生む虞がある。

日本の健全な経済発展の観点からも問題である。 

〔参考文献及び注〕 

1) 2020.4 発足。経済省始め総務、外務、財務、警察、

防衛の各省庁出身の約 20 人体制で始動 

2) 関連して、自民党の新国際秩序創造戦略本部（本部

長･下村政調会長）が、経済安全保障の「一括推進法」制

定を求める「中間とりまとめ」をした（12 月中旬をめど

に提言）ことも注目される（10月 17日付各紙） 

3) 2020 年 7 月閣議決定。https://www8.cao.go.jp/cstp/togo2

020_honbun.pdf 

4) 2008 年 7 月。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chiz

ai/chiteki/pdf/tip_houkokusyo.pdf 
5) 2014 年 6 月、防衛省。https://www.mod.go.jp/atla/soubise

isaku/soubiseisakuseisan/2606honbun.pdf 

6) 2015 年 9 月。https://www.mod.go.jp/j/approach/agenda/m

eeting/materials/sobi-gijutsuiten/houkoku/pdf/01.pdf 

7) 八木雅浩(IAEA。経産省出身)「特許制度に基づく技

術情報の公開による大量破壊兵器の拡散リスク」(CISTE

C Journal、2014.11 No.154。http://www.cistec.or.jp/service/

daigaku/data/1411-01_tokusyuu02.pdf) 等による 

8) 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流

を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間

の協定（1956 年締結、1988 年活性化） ＜参考＞「日米科学

技術研究開発協力協定について」（『経済』2020 年 11 月号） 
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G4-3       新聞報道から見た研究不正の実態 

 

菊地 重秋、KIKUCHI Shigeaki（東京支部） 

 

１．はじめに 

 最近、我が国では、研究不正の報道が目立って

いる。私は、授業に活用するため、新聞記事など

を収集してきたが、これらのうち、多少とも整理

できた研究不正（捏造・偽造・盗用）133 事例

（1998〜2014 年に発覚、不正認定または不明・

未決着）について、傾向や特徴を探り、予防・対

策などを考察したい（拙稿 2参照）。 

 

２．表から推測される傾向・特徴など 

 表1から分かるように、盗用がおよそ半分であ

る。IT技術の進展のため今日ではコピペが一段と

容易になったが、文献検索も容易になったので、

不正は発覚しやすくなったはずである。 

 

表 1：重大な研究不正の種類と事例件数 

研究不正の種類 件数（件） 割合（％） 

捏造 31 23.3 

偽造（改竄） 17 12.8 

盗用（剽窃） 72 54.1 

調査中・その他 24 18.0 

合計［延べ］ 133[144] 100 

 

表2：重大な研究不正の主犯格の職位と人数 

職位など 人数（人） 割合（％） 

名誉教授 2 1.4 

教授（客員含む） 52 36.4 

助教授、准教授 22 15.4 

講師（専任講師） 7 4.9 

助手、助教 11 7.7 

研究員（各種） 9 6.3 

大学院生、学部生 16 11.2 

不明・その他 24 16.8 

合計 143 100 

 

 白楽ロックビルは著書『科学研究者の事件と倫

理』講談社（2011）で、米国では地位が高い研究

者ほど不正は少ないが、日本では地位が高いほど

不正が多い、と指摘している。表2も同様の傾向

を示しており、懸念される。指導者は若手の手本

であり、研究室の伝統を作るからである。 

 

表3：重大な研究不正に対する処分 

懲戒処分等 人数（人） 割合（％） 

懲戒解雇（相当） 24 16.8 

諭旨解雇（相当） 7 4.9 

自主退職等 12 8.4 

停職等 18 12.6 

戒告・訓告等 6 4.2 

厳重注意 7 4.9 

除名（学会等） 2 1.4 

学位取り消し 12 8.4 

調査中 17 11.9 

処分検討・他 35 24.5 

無処分 17 11.9 

合計［延べ］ 143［157］ 100 

論文撤回等 62事例（以上） 

 

 表3に研究不正の主犯格の処分を示す。処分の

バラツキが大きいが、標準的な処分の種類（軽重）

を定めるべきかもしれない。 

 表4は研究不正の主犯格の不正発覚時の年齢の

分布を示す。年齢不明の大学院生らは20代と仮定

した。平均は48.3歳で、不正発覚までの平均は

5.9年であるから、42〜43歳頃が特に危ないのか

もしれない。表4は分布が平坦なので、研究不正

対策や研究倫理促進は、全年齢層の課題である。 
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表4：重大な不正行為者の年齢の分布 

年齢 件数（人） 割合（％） 

〜20代 11 7.7 

30代 20 14.0 

40代 30 21.0 

50代 30 21.0 

60代 20 14.0 

70代〜 4 2.8 

不明 28 19.6 

合計 143 100 

平均 48.3歳 

 

 白楽ロックビルはバイオ系（医学系を含む）に

研究不正が多いので要注意と指摘している。「表

5：専門分野別の重大な研究不正の分布」（予稿で

は割愛）も同様の傾向だが、人文・社会科学系も

件数（特に盗用）が多く、要注意である。 

 

表6：重大な研究不正の件数の経年変化 

報道年 件数 件数＊ 2010 6 11 

〜1999 2 20 2011 12 11 

2000 2 2 2012 23 26 

2001 3 2 2013 11 10 

2002 3 4 2014 14 24 

2003 4 5 2015 — 23 

2004 6 10 2016 — 22 

2005 3 3 2017 — 20 

2006 9 12 2018 — 22 

2007 12 12 2019 — 22 

2008 11 14 2020 — 16 

2009 12 14 合計 133 305 

 

 表6は、ある研究不正の事例が最初に報道され

た（発覚した）年と件数をまとめている。表6の

「件数＊」欄は2020年11月に追加した。 

 2006年は、研究不正の報道・社説が目立った年

で、文部科学省も厳罰化に転じたので、我が国に

おける研究倫理元年といえる。表6から、研究不

正の告発への留め金（裏切り意識・抵抗感）は

2006年までに外れた、と思われる。しかし、慣習

は変えにくいので、効果的な対策が講じられない

限り、件数は減らない、と予想される。 

 予稿では割愛するが、「表 7：重大な研究不正

発覚までの年数」では、論文発表から不正発覚ま

での年数と件数を表にまとめた（平均 5.9 年）。

「表 8：専門分野別分布」では、人文・社会科学

や教育学の分野では盗用が大半であるが、実験系

（医学系、理工学系）の分野では捏造・偽造が多

いことが示される。「表 9：年齢層別分布」と

「表 10：職位別分布」から、類似の傾向が読み

取れそうである：若手は（蓄積が少ないため）盗

用が目立つ；中堅は（引き出しが充実するため）

盗用以外が増える；ベテランは（活力が低下する

ため）盗用が増える。 

 

３．まとめ：盗用予防、そして研究倫理運動を 

 全体的に（特に文系は）盗用が多いので、その

予防に努めることが当面の優先課題である。 

 我が国では研究倫理は最近まであまり問題にな

らなかったので、若手以外の研究者は大学などで

研究倫理を学んでいない。研究倫理のルール明確

化・テキスト整備に努め、学びつつ普及・啓発に

努める必要がある。教授・准教授などメンター層

は、件数「多」、影響「大」、責任「大」であるか

ら、この層が自覚して積極的に取り組み、トレイ

ニー層を指導する研究倫理運動が求められる。 

 

文献と注記 

1）拙稿「我が国における研究不正（ミスコンダ

クト）等の概観」（その1〜10）は、機関リポ

ジトリで入手できる。ここでは代表として「概

観その10」（略称）のアドレスを示す。 

http://id.nii.ac.jp/1354/00001253/ 

2）拙稿「我が国における重大な研究不正の傾

向・特徴を探る」『IL SAGGIATORE』40号63-86

頁（2013年5月発行）のPDF版など関連する拙稿

4件は下記サイトに掲載されている。 

http://www.jsa.gr.jp/commitee/kenri.html 
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G4-5       教員養成学部における研究不正とその背景 

重松 公司、Shigematsu Koji（岩手支部・岩手大学教育学部元教員） 

 

１．はじめに 

 「平成28年8月に文部科学省が公表した『次期

学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまと

め』において、アクティブ・ ラーニングの視点

で『主体的・対話的で深い学び』を実現する必要

性が述べられた」1)。このような書き出しで始ま

る「論文」が多い分野がある。「教科教育」とい

う教員養成学部に設置されている分野である。 

およそ、学術研究は、研究者の知的好奇心の対

象となった通説・先行研究への疑問・批判から出

発し、実験・調査などから得た新たな知見を加

え、新主張を展開する創造活動である。 

この分野には、文部科学省の学習指導要領の宣

伝と思われるような、一般的な学術研究からかけ

離れた「研究論文」も少なくない。その上、明ら

かな盗用や二重投稿と思われるものも含まれる。

これら研究不正には、個人の資質だけでなく、構

造的な原因がある。本発表では、不正の背景にあ

ると思われる教育職員免許法、教職大学院設置、

教育学・教科教育学教員の研究業績評価に言及

し，研究不正の具体例を論じる。 

 

２．教育職員免許法「改正」と教職大学院設置 

 教員免許制度は、1949年、20単位未満の教職科

目さえ履修すれば、どの学部の卒業生でも教員免

許が取得できる、いわゆる開放制から出発した。 

しかし、2000年の教員免許法「改正」で、教科

の専門科目を半減させ、逆に教職科目を倍増させ

た。中学校免許では、教科教育法を2単位から8単

位へ4倍増させた。逆に、教科専門科目は40単位

から20単位に半減した2)。そのため、文・理・

工・農学部などの学生の中学校教員免許取得は、

きわめて困難となった。 

高等学校免許は、中学校免許よりも、若干教職

科目が少ないため、一般学部でも取得可能として

いる大学が多い。しかし、一部の地方自治体（東

京都・横浜市など）では、中高両方の免許を受験

資格にしている場合があり、これらの学部卒業生

に、高等学校教員の受験資格は与えられない。 

したがって、これらの自治体では、一般学部レ

ベルの教科に関する専門教育を受けていない教員

養成学部卒業生の採用が必然的に増加する。教員

の学力不足が原因の指導力不足の結果、生徒の一

層の学力低下が懸念される。 

 さらに、文科省は、教員養成学部の教科教育担

当教員を1人から2人に増員し、うち1人を小・

中・高校教員経験者から採用するよう指導した。 

 一方、2007年、専門職大学院として法制化され

た教職大学院は、4割の教員を「実務家教員」に

することが義務付けられた 3)。そこで、多くの県

で，県教育委員会に人事選考を丸投げし、退職学

校長が「実務家教員」として天下っている。 

 大学における高等教育で、自然・社会に対する

総合的・俯瞰的視点の涵養が重要である。そこで、

体系的な講義が求められるけれど、多くの実務家

教員に、こういう講義を期待できない。なぜなら、

曖昧な採用基準（「実践報告」も立派な研究業

績！）を最大限活用し、学術論文がなくても、採

用基準を満たすとして採用されているからだ。 

 

３．教育学・教科教育学担当教員の研究業績 

 「新構想大学」と称し、1980年代に新設された

上越・兵庫・鳴門の教育大学に加え、東京学芸大

学に（後に、残りの古い教育大学にも）、博士課

程が新設され、博士の粗製濫造が進んだ。小・

中・高校教員を経験し、これらの博士課程修了者

が、教科教育担当教員公募に応募する。 

 ほぼすべての実務家教員は、学部・修士課程・

博士課程という一般学部の大学教員が通過するル

ートをたどっていない。その多くは、小中高の教

員として在職中に、新構想大学に長期研修で派遣

され、修士・博士の学位を取得している。教職大
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学院では、修士論文が課せられず、授業記録の寄

せ集めをその代替としている。博士課程で指導す

る教員も、その業績のほとんどは、査読があるか

ないかわからない国内の和文雑誌か、書けばフリ

ーパスの大学あるいは学部が発行する研究紀要で

ある。国際学術雑誌での業績は皆無に等しい。 

固体物理学を専門とする発表者にとって、ドイ

ツの教育制度が専門の教育学者に、英語あるいは

ドイツ語の研究業績がないことには唖然としたこ

とがある。このような教員が教育学と教科教育学

教員の大部分である。 

実務家教員に、自らが学校長を務めた研究開発

学校（学習指導要領の実践例の宣伝拠点校）の研

究会の発表要旨集の巻頭言を挙げる者さえいる。 

こういう業績を掲げる教員に、研究公正の遵守を

期待するのは無理なのかもしれない。 

 

４．教科教育担当・実務家教員の研究不正の特徴 

 教科教育担当教員・実務家教員が犯す研究不正

は、次の4つの特徴がある。 

 第一に、先行研究あるいは著作から、「てにを

は」や、語順を変えただけの文章の盗用である。

近年のコピペチェックソフトが普及したことによ

り、学生レポートで激減した。残念なことに、査

読がない紀要や著書で、時折見られる文章の盗用

である。 

第二に、引用の作法を知らないためにおこる盗

用である。引用あるいは参照した文章を明示せ

ず，参考文献に一括して記載することがある。悪

質性は小さいものの、一般学部での卒論レベルの

素養がないことにより起こる不正である。 

 第三に、わずかな加筆（たとえば、少数のサン

プル追加）の有無で2種の原稿を作成し、研究紀

要と国内和文誌とに投稿する二重投稿である。査

読制度がないか、あっても機能していないこの業

界の体質によるものとも思われる。 

第四に、新規性の盗用である。文献検索すれば

すぐに判明する先行研究を引用せず、オリジナル

なものとして発表する。この新規性の盗用は極め

て悪質である。当日、具体的な事例を報告する。 

自然科学を中心とする他分野から見れば、こん

な「研究」業績が横行しているのは信じがたい。

学習指導要領の宣伝を目的とする（本来の学術研

究とは無縁の）「研究」業績だからであろう。 

 

５．おわりに 

 教員養成学部で研究不正をなくすには、次の対

策が不可欠である。 

 まず、教員免許取得条件を緩和し（廃止が最も

望ましい）、どの学部の卒業生も、どの大学院研

究科の修了生も、教員免許を無理なく取得できる

ようにすること。こうすることで、多様な人材を

教員として迎え、相互の切磋琢磨で、学習指導要

領に代わるより良い教育課程編成を展望できる。 

 次に、その内容にも制度にも欠陥を持つ学習指

導要領を廃止し、教員と保護者との協力で、諸科

学に内在する普遍性・系統性をもった新しい教育

課程を編成すること。 

 学習指導要領は、諸科学が持つ普遍性・系統性

を欠くという重大な欠陥がある。この欠陥は、子

どもたちから学びの原動力（「わかる喜び」と

「わからないことがいっぱいある驚き」）を奪う

恐れが大きい。学びの原動力を引き出せない学習

指導要領で学ぶ子どもたちに、学力不振が生じる

のは当然の成り行きだろう。 

現行の学習指導要領が廃止されれば、廃止の運

命にある教員養成学部を、リベラルアーツを探求

する学芸学部として復活させ、新しい教育課程編

成に協力させることが期待される。 

 

引用文献 

1) 久坂・及川・會津・平澤・佐々木・菊地・名

越：教育実践研究論文集 6 (2019) 117-124。

注：同論文集は岩手大学教育学部編集・発行。 

2) 戸瀬・西村：『大学生の学力を診断する』（岩

波新書756、2001）pp. 133-137。 

3) 文部科学省：『専門職大学院設置基準及び学

位規則の一部を改正する省令』（2007年3月1

日公布、同年4月1日施行）。注：岩手大学に

教職大学院が設置されたのは、2016年。 
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G5-1  現代市民社会における科学の役割と『日本の科学者』の到達点 

 

長野 八久、Nagano Yatsuhisa（『日本の科学者』第 56期編集委員長） 

 

１．はじめに 

 本分科会の目的の第 1は、22総学（沖縄、2018

年 12 月）以後の情勢変化を鑑みつつ、現代市民

社会における科学の役割を再確認し、それに照ら

して、市民と科学者を結ぶ雑誌『日本の科学者』

の現状を評価し、これからの展開の在り方を探る

ことにある。第 2に、インターネットを利用して、

広域イベントを開催することが一気に進んだこと

から、『日本の科学者』のオンライン読者会を試

行し、直近号の著者を交えて著者と読者の直接対

話の場をつくることである。これを定期開催する

ことにより、双方向性が高まり、それが『日本の

科学者』の新しい魅力となることが、大いに期待

される。 

 

２．現代市民社会における科学 

 ここでは、現代市民社会における科学の役割と

して 3 つ挙げておく。1 つ目は、人間の自由に寄

与する科学である。これは、そもそも今日の基本

的人権の起源が、自然法によるものであり、それ

故に生物進化の中に発見できるものであることに

よる。例えば、本誌 6月号で特集された「性と人

権」において、性の生物学的理解が、女性あるい

は性的マイノリティの解放に必要不可欠であるこ

とが示されている。あるいは、不可逆的に進行す

る時間が、生物個体ごとに異なるスケールを持っ

ていることを知るならば、社会で受容されるべき

生き方の理解の助けにもなるであろう。 

 2 つ目は、人間の生存のための科学である。気

候危機回避のための国際的取り組みは、その象徴

である。世界気象機関は United in Science の標語

を掲げている。今日、自然と社会の科学的認識な

くして未来を語れないことは明らかである。 

 3 つ目は、産業としての科学である。科学は、

人間の生活を安全に豊かにしてきた。しかし、同

時にそれが産業に莫大な利益をもたらすものとな

った結果、科学は軍事機構を含む地球規模に自己

組織化された政治経済システムの不可欠な歯車と

化しつつある。 

 斯くして、市民が真に政治的自由を獲得し、人

間的生存を保障してゆくためには、産業化されて

ゆく科学を、市民が自らの血肉として取り戻す不

断の努力が必要になる。日本学術会議委員任命拒

否問題で語られるようになった「学問の自由」は、

実はこの市民社会における科学の役割の中にこそ、

発見されるのである。 

 

３．『日本の科学者』の到達点 

 市民と科学者を結ぶという役割を自らに課した

月刊誌『日本の科学者』が果たすべき役割は、非

常に大きい。産業社会に組み込まれた科学の中で、

個々の科学者は賃金労働者という交換可能な歯車

と化し、自身の生き残りのため、ますます狭い専

門に閉じ籠ろうとする。したがって、科学を市民

のものとすると同時に、科学者を市民として育て

ることもこの雑誌の重要な役割と言えよう。 

 以上の視点から、分科会参加者の皆さんには、

55 年の歴史を持つ雑誌『日本の科学者』の今日

における到達点について、読者として率直な評価、

具体的な企画の提案を頂けるとうれしい。その材

料として、筆者が編集委員会に加わった 52 期以

降の、誰にも魅力的で読みやすい雑誌、全てのペ

ージが読むに値する雑誌を目指す『日本の科学者』

の変化と、最近 3年間の特集企画の一覧を次ペー

ジにまとめたので、参考にされたい。 

 『日本の科学者』の編集発行は、科学を市民の

手に取り戻し、市民と科学者を結ぶ、今日の市民

社会が求める真に創造的な事業である。編集委員

会は、この事業の魅力を感じ、これを共に担う編

集委員候補者が現れることを心より期待している。 
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2018年

〇大学の平和教育

〇気候変動とその対策

・東日本大震災と宮城の教育

・水田が支える生物多様性とその保全

〇大気汚染と健康影響をめぐる問題

〇歴史視点から日本の原子力発電を考える

〇「市民と野党の共闘」が変えたもの

〇生命現象を担うタンパク質の科学

〇平和への権利と日本国憲法

・知的財産制度と現代社会

・非正規・不安定雇用と学問継承の危機

〇日本の近代化とその落し穴　明治150年に寄せて

2019年

〇教育が構造を問われている

・夜間中学が切り開く学習の自由

〇エントロピーの物質科学

〇市民と共に災害に備える

〇測るを極める

・18歳選挙権と「主権者教育」の諸問題

・技能・技術教育の現状と課題

〇持続可能な水インフラをつくる

〇地域の科学がめざすもの

〇カジノ誘致の諸問題

〇国民生活最優先の経済運営とは何か

〇独立行政法人制度を問い直す

2020年

○非正規・不安定雇用女性研究者の今

〇公共圏における多声性

〇プラスチックごみ等による海ごみ問題

〇九州・沖縄から東アジアの平和を

・日本社会で常識にしたい自然科学的教養

・性と人権

・原発災害から地域の未来へ

〇足尾銅山鉱毒事件を捉えなおす

・待ったなし　気候危機を回避するために

・持続可能な農山村の地域づくり

〇高齢者の「社会的孤立」と生涯発達

・これで良いのか　日本の科学技術政策

表2．特集題目（〇客員編集委員による企画）

巻 51 52 53 54 55

発行年 2016 2017 2018 2019 2020

総ページ数 688 704 712 704 736

科学者つうしん 58 59 60 56 42

大会概要・決議 5 4 5 4 11

総目次 4 4 4 8 6

他 621 637 643 636 677

執筆者数* 146 149 138 140 146

女性執筆者数 23 20 9 15 28

女性比 0.16 0.13 0.07 0.11 0.19

*読者の声、科学者つうしん、編集後記を除く

特集  論文 52 44 55 53 56

言葉の玉手箱 - 7 12 12 12 創設

特集  コラム等 - 1 1 11 12 創設

特集  座談会 0 0 1 0 0

客員編集委員 - 4 8 9 6 創設

レビュー 18 22 14 12 4

論文 0 1 4 5 7

フロンティア 1 1 0 0 0

オピニオン 10 7 7 3 0

レポート 5 5 4 1 2

小計 34 36 29 21 13

談話室 12 12 12 12 12

科学余話 - - - - 7 創設

ひろば 2 16* 19 17 20

本 13 8 6 10 12

巻頭言 12 8 - - - 廃止

サロン 7 5 - - - 廃止

資料 5 0 2 1 6

声明 0 1 1 2 7

*ページ数制限撤廃

期 51* 52** 53 54 55 56

編集委員 21 22 18**** 18 18 19

女性委員 2 2 2 1 3 2

掲載不可 - 6*** 10 6 9 1

取り下げ - 3 4 7 8 3

*任期（2015年7月-2016年６月）

**スコープ「市民と科学者を結ぶ」を鮮明に

***査読審査手続を厳格化，****東京近郊への偏りを是正

表1.　『日本の科学者』の変遷 （2016-2020年）
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H1-1      文学は疫病との闘いをいかに描いてきたか 

 

 風見梢太郎 Kazami Shotaro（東京支部・武蔵野通研分会） 

 

1、はじめに 

 過去の文学に見られる疫病との闘いを調べて

きた。文学作品に描かれた疫病との闘いは、単な

る記録ではなく、登場人物とともに作中に入った

読者が、疫病惨禍の渦中に放り込まれたような臨

場感を味わう。文学の醍醐味であろう。出来るだ

け多くの作品を紹介し、この分科会に参加された

方々への話題提供となれば幸いである。 

 

２、古典文学に描かれた疫病 

○ ジョヴァンニ・ボッカッチョ『デカメロン』

(1348 年～1353 年執筆) 

 ペスト禍から逃れるためにフィレンツェ郊外の

別荘に引きこもった富裕な男女十人が、退屈しの

ぎに、様々な階層の人々が登場する面白おかしい

話を披露するという作品。これらの話自体はペス

トと直接関係はないのだが、冒頭の文章が 1348

年にイタリアで大流行したペストの実態を生々し

く伝えている。 

○ ウィリアム・シェークスピア『ロミオとジュ

リエット』(初演 1595 年前後) 

 シェークスピアの生きた時代、イギリスはくり

かえしペスト禍に見舞われている。シェークスピ

アが洗礼をうけた教会のある町はその直後ペスト

が発生した。ペストの蔓延のため劇場が閉鎖され

たり、シェークスピア自身も隔離状態の中で作品

を書いたことがあると言われている。『ロミオと

ジュリエット』のあの悲劇のおきる原因となった、

手紙が届かなかった理由が、疫病の発生による足

止めであったことは大変興味深い。ちなみにロン

ドンにおいてペストが大流行し人口の４分の１が

うしなわれたのは 1665 年から 1666 年にかけてで

あり、シェークスピアの死から約五十年後のこと

である。  

○ アレッサンドロ・マンゾーニ『いいなづけ』

（1827年発行） 

作品の舞台はスペイン支配下のミラノであり、

平川祐弘氏の訳書（1989 年出版、河出書房新社）

ではタイトルは『いいなづけ 17 世紀ミラーノ

の物語』となっている。作品は、主人公である農

民レンツォとそのいいなづけルチーアの結婚を暴

君ロドリーゴが邪魔するところから始まり、追放

されお尋ね者となったレンツォが避難したルチー

アの消息を追い求める旅が基軸となっている。

様々な階層の善人、悪人が登場する大歴史小説で

あるが、後半に、ミラノにおけるペストの大流行

（1629 年～1631 年）の様が詳細に描かれている。

ペストの蔓延を食い止めるためにもっとも奮闘し

たのは、カプチン会（フランシスコ会の一会派）

の修道士であった。 

○ ダニエル・デフォー『ペストの記録』(1722

年発行) 

『ロビンソン・クルーソー』を書いたダニエル・

デフォー（1660年～1731年)は、ジャーナリスト

でもあった。1665 年にロンドンを襲ったペスト

に関する記録的要素の強い作品である。ペストが

大流行した時、デフォーは五歳だったので、ここ

に書かれていることのほとんどは、直接、間接の

取材によるものである。患者数、死者数、地域な

ども細かく記されているが、「語り手」が直接見

聞きしたことのように書かれている。純粋の歴史

書として扱うことができるどうかにつては議論の

あるところだ。 

  

３、近代文学の作家が描いた疫病 

○ エドガー・アラン・ポー『赤死病の仮面』

（1842 年発表） 

「赤死病」が国内に蔓延する中、国王が臣下とと

もに城砦に立てこもり饗宴に明け暮れるが、仮面

舞踏会に現れた不気味な人物によって死がもたら
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される。金と権力のある者が庶民の苦しみをよそ

に自分たちだけが安全な場所に閉じこもることに

対する痛烈な批判が読み取れる。「赤死病」はポ

ーの作り出した架空の疫病である。ポー独特のお

どろおどろしい世界であるが、文学作品としての

完成度は高い。 

○ トーマス・マン『ヴェニスに死す』(1912 年

発表)  

 ヴェニスを訪れた初老の作家が、ホテルに滞在

していたポーランド人貴族の美少年を追い求め、

この地にコレラが蔓延するも避難せず感染により

死をむかえる。トーマス・マンの作品としては異

色である。ルキノ・ヴィスコンティにより 1971

年に映画化された。 

○ アルベール・カミュ『ペスト』(1947 年発表) 

 新型コロナウィルスの蔓延により、日本でも改

めて多くの人に読まれた作品である。疫病に立ち

向かう人々の姿を美しく感動的に伝える名作。ペ

ストの蔓延を防ぐための小さな仕事に関わった

「普通の」人々が連帯や献身といったことを学び

とっていく過程がすばらしい。作品の背景には、

フランスを占領したナチスに対するレジスタンス

の運動がある。カミュ自身もレジスタンスに参加

している。  

○ ジョゼ・サラマーゴ『白の闇』(1995 年発表) 

 突然目の前に白い闇が広がり、何もみえなくな

る。病状は感染によりたちまちひろがっていく。

世界中の人が目が見えなくなったら、人々は一体

どのような姿で生きていくのだろう。サラマーゴ

は想像力を駆使してそのような世界をつくりあげ

ている。感染した人々への過酷な隔離施策や軍隊

による弾圧の様に、作者の権力に対する憎しみが

感じられる。ちなみに、ジョゼ・サラマーゴはポ

ルトガル共産党の党員である。 

○ ル・クレジオ『隔離の島』(1995 年発表) 

 イギリス領モーリシャスにおける天然痘検疫隔

離を扱っている。1856 年にインド人移民がプラ

ト島(モーリシャス島の北にある小島)に隔離され

ほぼ壊滅した史実がベースになっている。重層的

な構成の中で、複雑な人間関係が交錯する長大な

作品であり、多くのテーマがふくまれているが、

インド人移民の生活実態を描いたところが一番心

に残った。  

 

４、ウィルスとの闘いを描いた現代の文学 

 新型コロナウィルスの報道番組に精力的に出演

していた岡田晴恵さんの著書は数十冊に及ぶ。多

くは研究書、啓蒙書であるが、近未来小説もある。 

2007 年に書かれた『H５N１ 強毒性型インフ

ルエンザウィルス 日本上陸のシナリオ』（ダイ

ヤモンド社）は、強毒性型インフルエンザウィル

スが日本でも夥しい数の死者を出し、医療崩壊、

社会崩壊を引き起こす様を描いた作品である。正

確な科学的知識に基づいたシミュレーション型の

小説と言えるだろう。登場人物の所属する研究所

や保健所は一部が実名で書かれている。Ｈ５Ｎ１

型インフルエンザウィルスの蔓延を真剣に憂慮し、

被害を最小限にするよう懸命に訴えている研究者

や医者、保健所関係者などのモデルも実在の人物

であるようだ。国の行政、厚労省、国立感染症研

究所の幹部に対する批判は手厳しい。 

 2009 年に書かれた『隠されたパンデミック』

（幻冬舎）は、弱毒性新型インフルエンザの流行

を踏まえて書かれた作品である。政府、厚労省の

対策は後手後手に回り、保健所ではＰＣＲ検査拒

否、ワクチン製造が遅れ、病院では医療崩壊がお

こりかける。新型コロナウィルスの蔓延によって

引き起こされた事態が、驚くほどの類似性をもっ

て描かれている。 

 高嶋哲夫『首都感染』（2010 年講談社刊）も H

５Ｎ１新型インフルエンザを扱っている。東京に

感染が広がり、首都が封鎖されるという設定にな

っている。高嶋哲夫は日本原子力研究所に勤務し

ていた研究者である。精力的に近未来小説を書き

続けている。 

 海堂尊『コロナ黙示録』（宝島社 2020 年 7 月

発行）は新型コロナ蔓延に対する安保政権の無能

ぶりを強く批判している。海堂尊は医師であり

『チーム・バチスタの栄光』などを書いた作家と

して知られる。 
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H1-2        方法としてのパンデミック文学 

―人々はなぜ≪接触≫を恐れるのか 

鬼頭 孝佳、Kito Takayoshi（名古屋大学大学院生）・西田 喜一、Nishida Yoshikazu（名 

古屋大学大学院生） 

 

１．はじめに 

 パンデミック文学の正典
キャノン

は恐らく、現下の予測

となる SF（小松左京『復活の日』など）や疫病

と格闘する人間の生き様を描いた作品（カミュ

『ペスト』など）、コロナ禍で生まれた作品（ギ

ャラリーG 増井彩個展など）であろう。その点に

ついては風見さんからご紹介があるように思う。

そこで、（政治的主張には聊かも共鳴しないが、

文学の態度として福田恆存よろしく）99 匹では

なく亜種の「2 匹」たる我々としては、パンデミ

ックを主題とする作品を真正面から論ずるのでは

なく、あくまでパンデミックを素材・方法（竹内

好／溝口雄三／子安宣那…）として、“斜め”か

ら（スラヴォイ・ジジェク）現下を問題化してみ

たい。その際、我々は文学の射程を文藝のみなら

ず、パンデミックに伴う表象群として再措定する。

この方法により、我々は疫病自体の害悪と社会を

媒介とする疫病“の”恐怖を認識論として切断す

る（ルイ・アルチュセール）ことを試みる。 

 

２．伝染する恐怖 

 いわゆる新型コロナウイルス(以下、コロナ)を

めぐって、初期の水際予防としてのロックダウン

から“with コロナ”の時代に移行したという巷

の言説には事欠かない。そうした 99 匹の、“科学

主義”という装いをこらした“新しい生活様式”

論に関心を持ちすぎることは、労多くして益少な

きロマン主義である、従来の社会問題の“消費”

を鑑みても。そこに、“ただの風邪”という観念

論的現実を持ち出したところで、現に症状がある

以上、現実界を“否認”する想像界でしかあるま

い（ジャック・ラカン）。 

 我々はもっと「根源的」な問いへ立ち返らなく

てはならない。つまり、一体、何に“恐怖”して

いるのか、という問いに。この問いに答えるため

には、無限後退に陥りがちな内面の探索など無用

であり、即物的な表面を徹底的になぞる必要があ

る。以上の問題をクリアにする好例は、世間に溢

れるあの透明な、ビニールカーテンの類であろう。 

多くの場合、隙間だらけのあの被膜は、科学的な

意味で飛沫との接触に有効な感染予防策であるの

だろうか。典型的な反例を挙げるならば、店員も

客も、その被膜の隙間で会話する光景はありふれ

ているではないか。つまり、あの被膜は安全策で

あるよりも、安心策であるという意味で、象徴的

な産物である（怪物も実験室のガラス越しに接す

れば安心できる、ただし怪物がガラスを突き破ら

ない限りにおいて）。そして、有効性に疑問符が

付くものを信じるのは、偶像崇拝であり、偽安心

でしか有り得まい。この着想を敷衍するならば、

釣銭の直接の受け渡しを避けるのも、ただの触穢

思想の再来（延喜式に着想を得た、小野不由美

『残穢』というホラー小説が 2010 年代に映画化

までに至っていることを想起せよ）であり、行政

によるコロナ対策済認証マークは差し詰め、免罪

符・ハラル認証といったところであろう。人々が

その諸対策の欺瞞を口にしながらも、“それ”を

やらずにはいられないというのは、神経症的であ

り、立派なイデオロギー的主体が立ち上がってい

るということになる。周囲の目を気にしつつ、裸

でマスクをつけるのと、下着姿でマスクをつけな

いのと「どちらが罪深いのか」と問う、久米田康

治『ちょみっツ』のギャグは、そうしたイデオロ

ギーの馬鹿馬鹿しさをよく明るみに出している。 

 人々が怖がっているのは、“直接的には”コロ

ナそれ自体ではない。もし、コロナを本当に怖が

っているのならば、コロナに有効な感染予防策な

るものの実践が「いい加減」で済むはずがない。
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けれど、コロナを媒介として、何かを怖がってい

るのは事実であり、その恐怖の実体化や行動化が、

ビニールカーテンや釣銭授受の例だろう。仮に、

その恐怖への耐えられなさが人々を自警や強権へ

と自発的に駆り立てているならば、人々が怖がっ

ているのは、生々しい≪接触≫である。その点で、

コロナは人々との≪接触≫を拒むエクスキューズ

にすぎない。例えば人々が、それほど満足してい

たとも思えないコロナ以前の≪日常≫なるものを

しきりに懐かしむのも、我々は≪接触≫したいの

に、コロナのせいでできないのであって、我々が

そのように欲望しているのではない、という“否

認”の兆候を指示している。 

 

３．接触恐怖からの出口の到来を待ちわびて 

 前節では、我々の現下への問題意識を述べた。

コロナそのものが人々の“病因”でないとするな

ら、パンデミックそのものを焦点化することは、

かえって現在の“病因”から遠ざかりかねないと

いうことが了解されたと思う。こうした≪接触≫

恐怖を考え、その出口を模索するには、人々にイ

デオロギーのありかを示唆し、人々に即物的では

ない“糧”を与える文学が適している。 

ローズマリー・サトクリフ『ケルトとローマの

息子』はケルトに引き取られたローマ人の主人公

の少年が、村で流行する疫病により、村から追放

され、その後凄惨な人生を送る過程が描かれてい

る。ポイントは疫病の病因が余所者にはないこと

を薄々知りながら、余所者に転化していくこと

（コロナの“起源説”を想起されたい）、主人公

がその転化を内面化することで自らの人生を破滅

させていくということである（現下の如く）。 

この内面化して破滅するというプロセスは“呪

い”そのものである。高屋奈月『フルーツバスケ

ット』は、虚弱そのものの当主＝神が十二支の物

怪憑きの登場人物たちを「絆」で呪縛する様を描

く。確かに、物怪憑きたちは異性に抱き着かれた

り、体力が弱まったりすると、動物に変身してし

まうという意味での“症状”が実在はする。しか

し、動物に変身することに戸惑ったとして、その

非日常が「異常」と意味づけされるのは何故なの

か。実際には、「主人と奴隷の弁証法」よろしく、

無能な当主＝神こそが十二支を必要としているに

も拘らず、当主＝神の“暴力”を十二支の物怪憑

きたちが内面化し、共依存的な「絆」を取り結ぶ

ことに呪縛の本質がある。新型コロナの《接触》

恐怖もまた、このアナロジーで説明できないか。

つまり、コロナが特定の人物の自己免疫異常を引

き起し、致死や深刻な後遺症を齎すという意味で

の症状は実在するものの（その意味で“ただの風

邪”では有り得ないし、そもそも風邪は薬で症状

を緩和できても、未だ根治できるものではない。

前漢の『黄帝内経素問』玉機真蔵論篇によるなら、

「百病の長」ではなかったか。（死にはしないの

だから、）風邪ぐらいで休むな、という風潮こそ、

そもそも自愛がないという意味で病んでいる。）、

その症状を契機とする《接触》恐怖自体は、共依

存的な「絆」によるパフォーマティブな社会構築

物（ジュディス・バトラー）であって、その意味

で人々の恐怖の内面化行為こそが問題である。 

山下和美『ランド』はそのための出口を暗示す

る。この作品はポスト3.11のアンチテーゼとして

構想された。だが、不幸なことに、この世(「ム

ラ」社会という実験世界)とあの世(「科学的」社

会という現実世界)、2 つの連続的ではあるが、

隔絶された世界(時空間を超越した異世界ではな

い)を通じて描かれた山下の危惧は、隠蔽・排

除・扇動…と、コロナ・パンデミック下でも再演

されてしまっている(一度目も悲劇だったが、二

度目も悲劇だった)。しかし、双子の姉妹が、そ

れぞれ自分の今いる世界を内面化せず、別の世界

があることを知り、「文字」を獲得していくなか

で、この世もあの世も既存の秩序が揺り動かされ

ていくところに微かな“希望”が紡がれている。 

コロナ禍そのものは自然現象であり、「神即自

然」（スピノザ）の必然性の相でその病相と付き

合っていけばよい。問題は、その病相に直接起因

しない恐怖を病相として自縄自縛に陥ることにあ

る。智慧によって見るとき、人は苦しみを厭い離

れる（ダンマパタ 277）。 
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H2-1  優生保護法強制手術で突出した件数の宮城県の特徴とその背景 

－全国と北海道との対比,宮城県の福祉政策との関係－ 

 

     村口 至、Muraguchi Itaru（坂総合病院・宮城支部） 

 

１．はじめに 

 旧優生保護法による強制手術では、宮城県は実

数で北海道についで全国 2 番目であったが、人口

対比では、その 1.7 倍でダントツであった。その

実態と背景を解明し、今日的教訓を求めた。 

２．優生保護法は、敗戦直後の 1948 年に衆院全

会一致の議員立法で作られ、同法による強制手術

は 1949 年より 1989 年にかけて全国で 16,475 人

が強制的に手術された。法律の第 4,12 条によっ

た。手術件数の経過を示す。 

 

（図 1）旧優生保護法強制手術推移・比較 

北海道は、全国の経過とほぼ一致して増減してい

るが、宮城県のピークは 10 年遅れ。北海道は

1,000 件達成時にパンフレット「優生保護法手術

（強制）千件突破を顧みて」を発行し、熱心な取

組を誇っているかのようである。全道の保健所や

行政機構、精神病院等を通して積極的に行われた。 

３．宮城県の特徴は、昭和 32 年に「愛の十万人

運動」を開始以降手術件数が増加した。この運動

は、県立精神薄弱児施設の全焼を機に、その再建

を表向きの理由として二百人が結集、席上で「宮

城県精神薄弱児福祉協会」を結成、その事業とし

て「愛の十万人運動」を提起、会長に東北電力社

長を据え、政・官・労・教・民間福祉団体を網羅

し、全市町村（部落）を巻き込み資金集めを行い、

10 年間で会員 6 万余人、1,100 万円を集め、施設

を新築。高校生や大学生も募金している。運動の

目標に特殊学級を増やすことを前面に掲げつつ、

４項目に「優生思想を広めること」と密かに挿入

している。 

・当時の宮城県の知的障害児の就学率は 30％に

とどまり（全国平均 45％）地域や学校現場にと

り深刻な問題であった。 

・運動の指導的役割を果たした皇晃之東北大学教

授は、戦前、東京都の教員時代に「ナチスに見習

え」の論文を出していた。(資料１) 

４．強制手術の実態 

 ・遺伝性精神疾患診断のため（道）こまかに事

例をあげ、困難な時は保健所が助力する旨（資料 

2）。診断に産婦人科医（青森）、術者に精神科医

（京都）などもあり。当時の医学の専門性のレベ

ルが反映している。 

 ・抵抗されても「欺罔」してでも強行しても憲

法違反にならず（法制意見第 1局長）と国家がお

墨付き。 

 ・若い医師にとって、「経験できる、金になる、

国のお墨付き」として抵抗なく従った（Ｈ大Ｓ名

誉教授談）。 

５．宮城県の福祉施策の特徴（図 2） 

 ・県共同募金運動を「愛の十万人運動」が押上、

その後 10 年に及ぶ県の福祉運動の「自助、共助」

パターンを作った。県主導の「善意銀行」「しあ

わせをたかめる運動」「愛の手をつなぐ運動」と

引き継ぎ、この間に県民の浄財計 7.67 億円を福

祉施策に投入した。この状況を背景に教員の障害

児特別教室作りも進展。地域保健師による精神衛

生の訪問活動件数は全国 1 位ともなる。 
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６．精神科医の存在 

 遺伝性精神疾患診断は、必ずしも精神科医のみ

によってはいないが、強制手術決定の道・県の審

査会構成メンバーに地元大学の精神科教授が加わ

る。札幌医大精神科N教授は退官後も熱心に引き

続く。東北大の I 教授は報告書に筆頭署名してい

る。など手術対象決定に精神科医の役割が大きか

ったことを示す。この教授は、学校教員の障害児

教育研究会の講師に参加している。運動に当初か

ら参加していた精神科医Ｍは、「間違いと気違い」

と宮城県医師会報第 1 面に掲載（のちに県医師会

長になっている）。強制手術を強く主張。 

 

 
（図２）共同募金実績経過と「愛の十万人運動」 

 

７．特徴と教訓 

①“福祉”を前面に押し出し県民を巻き込んだ。 

  結果として、今日にいたる「自助・互助」の  

 県政体質の礎になった。 

②財・教・学・労・市民運動を前面に県主導 

 各界のトップの参加で世論を形成 

③“優生思想”の問題性を後景へ 

 特殊学級作りの陰で“合法化”はかる。 

④専門家の資質・問題意識 

 新憲法の精神が棚上げされたまま切替らず。 

⑤国際的視野・交流 

 国連人権委員会などとの交流を 

＊倫理問題は、その背景社会との関係で把握する

ことが重要だ。市民との対話を重視。 

(資料 1) 

 ・皇晃之著：低能児教育の根據と限界、「児童

研究」日本児童学会、第 38 巻 8 号昭和 12 年 1 月

30。執筆した昭和 12 年当時は、東京市立小学校代用教

員・訓導時代であった。一、低能児教育は必要かと初め

に問題を投げかけ 二、不可避的に、自我や個性と没交

渉的に、低能児たるべく運命づけられた、全人類の身代

り的存在である。低能児の出生が遺傳の原則に支配され、

殊に過半数は病気その他の後天的諸理由に基づくとされ

る異常、如何なる家庭にも低能児の生まれ、あるいは生

ずる機会と可能性があるわけである。・・その原因として

有力な一遺傳的負因、低能児と密接な繋がりを持つ 2 つ

の重要な社会問題がある。一は優生運動、他は不良青少

年、之である。・・米、獨、和、当の諸国は既に断種法を

勵行し、就中、獨逸のごときは徹底的である。彼等が

「ゲルマン」民族の純潔、血液の浄化のために、朝野を

あげて大童に奮闘せる條は百年河清を俟つの類として一

笑すべきでない。また、対岸の火災視して等閑に付すべ

きでもない。迂遠のように見えるが、之こそ人種改良の

根本的解決であり、低能児その他の人種的汚濁に対する

積極的な防止乃至撲滅運動の具体化である。（傍線筆者） 

（資料 2）・「遺伝調査要綱」（北海道）手書きの文書の

一部。Ⅰ性格（4 親等に属する全家族） １．幼児は内気であっ

たが（年を経るに従いまたは結婚後又○○衝撃により）その性

格が変に気儘となった  ２．神経質すぎるところがある  

３．明朗な性質で大人しい。 ６．虚栄的なところが人一倍強

い ７．意志薄弱である ９．精神に異常を認める（入院歴、

外来通院中）  12．自殺者、自殺企図者 Ⅱ身体状況 １．

幼児脳膜炎で生死を危ぶまれた  ２．幼児熱病歴あり  ３．

頭部けがで出血多量  ４．生まれつき身体が異常に弱い  

５．難産で正常な発育でなかった  ８．親は血族結婚である  

10．時々「癪」を起こし,床に臥す。Ⅲ智能 １．小学校を漸く

卒業させた程度である  ２．藝能方面に興味を持っている 

３．○長の地位を得ている  ４．勉強を嫌う向きがある（勉

強をしすぎた為に、異常を起こしたのではないかと思われる） 

５．在学中は、智能程度も優秀である  ６.○○については、

秀才的な面がある 
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H2-2      母体血胎児染色体検査等の利用と優生思想 

未来世代の保護 

 

 

黒須 三惠、Kurosu Mitsuyasu（生命と医の倫理研究委員会・東京支部） 

 

１．はじめに 

 母体血を用いて胎児の染色体異常が容易に検査

できるようになった。この検査は無侵襲的出生前

遺伝学的検査（NIPT: Noninvasive Prenatal genetic 

testing）と言われ、高齢妊娠によるダウン症児出

産の懸念等から、この検査が利用されている。検

査結果が陽性の場合、多くが中絶されている。不

妊に悩むカップルが 10 組に１組ある一方で、こ

のような NIPT の現状を「いのちの選別（優劣判

断）」、消極的優生思想（ここでは主に個人の「内

なる優生思想」）の視点から検討する。 

2016 年に相模原市の障害者施設「津久井やま

ゆり園」で入所者 19 人を殺害した元職員は、不

幸を生む不要な存在として重度障がい者を見なし、

「安楽死」させるべきと考えて犯行に至ったとさ

れている。人間の尊厳や人権とは何かが問われた

事件であった。人間の尊厳と人権の尊重は、ユネ

スコ「生命倫理と人権に関する世界宣言」で示さ

れている。この宣言には他の生命倫原則も掲げら

れているので、NIPT を生命倫理原則の視点から

も検討する。 

ゲノム編集技術の進展が予測される中、積極的

な遺伝子改変が人類に何をもたらすのか、優生思

想との関係で検討する。 

 

２．母体血胎児染色体検査（NIPT）に関して 

 妊娠中の母体血を用いた NIPT により、染色体

13 番（パトー症候群）、18 番（エドワーズ症候

群）、21 番（ダウン症候群）の数的異常を検出す

る検査であるが確定的検査ではない。 

２.１ 本検査の利用状況、 

「妊婦用アプリを用いた NIPT 受検者への Web

調査結果―中間解析結果」によると、日本医学会

が認定する施設（認定施設）（48％）より無認定

施設（51％）で受検している。個別の遺伝カウン

セリング実施率は認定施設で９０％であるが無認

定施設では２０％ほどである。受検したことを後

悔する感情が生じたと無認定施設では 30％が回

答し、安易に受検する妊婦が多かった。産み育て

るための公的支援に関する情報を望む妊婦が認定、

無認定施設とも 80％程だった。出生前検査を受

けるか否かは一人ひとりの女性が判断することで

あるとの意見は 70％であった。 

「NIPT の調査等に関するワーキンググループ

報告」によると、受検の主な動機として高齢妊娠

で障害を抱えた子どもの育児に対する不安がある

ので、育児支援や社会福祉制度等の的確な情報提

供を行い、受検者の不安や葛藤に対する相談体制

の充実が必要であると提言している。 

 

２.３ 優生思想との関係 

 「妊娠と出生前検査の経験に関するインターネ

ット調査 2015」によると、妊娠を継続するか否

か（中絶するか否か）を妊婦は葛藤しながら決定

していること、障害児を育てることへの不安、自

分が年老いた後に本人が生きていけるかの不安や、

ダウン症などの知的障害児・者への差別や偏見へ

の恐れ等から、中絶を選択していることがわかる。 

優生思想に基づいて中絶を選んでいる場合はす

くないようだが、中絶を選択することは結果的に

優生思想を受け入れているといえないか。 

 

２.２ 検査の必要性はあるのか 

陽性結果により中絶するか否かの葛藤をもたら

すのだったら、検査を受けなければよいのではな

いか。そもそも本検査の必要性はあるのだろうか。
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生まれる前から障害児の育児等の準備ができるか

らというが、検査をしないでもそのような心の準

備等は可能である。障害のあるなしにかかわらず、

育てる覚悟をし、準備を行えばよいのではないか。 

 

４．生命倫理原則―4原則とユネスコ原則 

 遺伝カウンセリング等をとおして、適切な説明

を受け理解し納得した上で、陽性結果となった場

合、中絶するかどうかを自己決定するという考え

方で NIPT が受け入れられている。しかし、母体

に存在はするが、出産により新たな人となる胎児

を、妊婦は自己決定の対象とすることができるの

かという議論がある。生命倫理に関するバルセロ

ナ宣言では自己決定を尊重しつつも、人間の尊厳

や統合性を重視し、弱者への配慮を掲げている。 

 さらに、ユネスコ「生命倫理と人権に関する世

界宣言」（2005 年）は、生命倫理原則として、文

化の多様性及び多元主義の尊重を、生殖医療に関

連して未来世代の保護を謡っている。遺伝子組換

えなどの遺伝子工学の発達が未来世代に及ぼす影

響を十分に考慮すべきとした。 

 

３．ゲノム編集に関して 

 遺伝子の改変を効率よく行えるゲノム編集技術

である「CRISPER」を利用して、受精卵の遺伝

子を操作した双子が生まれたと、2018 年 12 月開

催の国際会議で中国人研究者が発表した。受精卵

の遺伝子改変なので次世代への影響が懸念され、

また、「よりよい遺伝子」の組換えによるデザイ

ナーベイビーなど、優生思想に基づく行為が危惧

された。この発表に関して次のような批判が巻き

起こった。 

 

発表への批判 

 わが国では日本哲学会理事会を含む 3組織の連

名による声明が出された。この声明で、使用され

たゲノム編集技術の安全性の問題から双子への予

期せぬ副作用発現の懸念、遺伝子改変が次世代へ

も伝わることから人類という種をゲノムレベルで

変えていくことの始まりになりかねないという

「人類全体の未来に関わるきわめて重い倫理的問

題」であること、「人類の育種、あるいは優生学

的な改変につながる」等の指摘がなされた。その

うえで「特定の疾患の治療等のためになされるこ

とが将来ありうるとしても、それはごく狭い例外

的な場合に限られなくてはならないでしょう」と、

利用の制限を訴えた。優生思想に基づくゲノム編

集技術の利用が懸念されるから、このような声明

を出したのだろう。 

 

５．おわりに 

 妊婦の「自由意思」による選択と思われること

が、実は現状の不十分な福祉制度の下での不自由

な選択に追い込まれているのではないかと、徳永

の指摘がある。 

 NIPT という検査が可能な状況では、妊婦の知

る権利の視点から、NIPT の利用を自由意思で決

定することへの異論は少ないであろう。だが、権

利を行使するには情報アクセスの問題や検査費用

等の問題もあり、経済的格差が広がる現状では権

利を実質的に行使できない人が増え続ける。 

 格差社会に関連して「検査を取り巻く社会的問

題は妊婦とパートナーに負わせず、平等な社会を

築くかたちで解決すべきです」と、「NIPT のより

よい在り方に関する提言」は主張している。 

 人類の生存にとって、多様性の尊重は思想・思

考のみならず、身体的生理的視点からも重要であ

ろう。もし、優生思想に基づいて人類を遺伝レベ

ルで改変し続けたら、多様性が人類から減少し続

け、環境変化に対応不能となり絶滅しかねないだ

ろうと、鵜沢は指摘する。 

 

参考文献・資料 

＊徳永哲也「生命倫理と優生思想―出生前診断と

選択的中絶をめぐって」、メタフュシカ、28、65

－80、1997   ＊室月淳「NIPT とはなにか？ 

そしてどこにいくのか？」  ＊鵜沢和彦「リベ

ラル優生学のパラドックス－ゲノム編集における

遺伝的多様性をめぐって」北里大学一般紀要、25、

35‐56、2020 



日本科学者会議第 23 回総合学術研究集会 in 東京 予稿集 

 

H2-3   「優生学」は医学・生物学の仮面を被ったエセ科学である 

 

           宗川 吉汪、Sokawa Yoshihiro（生命生物研究事務所、京都支部） 

 

1. 優性学の辞典的な理解 

「優生学」が辞典ではどのように解説されてい

るか、まず、みてみよう。 

「優生学」(eugenics)は、人類の遺伝的素質を

改善することを目的とし、悪質の遺伝形質を淘汰

し、優良なものを保存することを研究する学問で

ある、と解説されている。Eugenics は、C.ダーウ

ィンの従弟である F.ゴールトンが 1883 年につく

り出した言葉で、ギリシア語の〈よい種（た

ね）〉に由来する。 

 

2. 「優生学」がもたらした最悪の影響 

「優生学」の根本は、人類の悪質遺伝子を同

定し、それを排除することにある。ここで問題に

なるのは、悪質遺伝子と何か、それはどのように

認識されるか、そしてそれを排除する技術はどの

ようなものか、ということである。 

「優生学」がもたらした最悪の結果は、ナチス

のユダヤ人抹殺である。ナチスの「優生学者」は、

ユダヤ人の遺伝子を「悪質」とした。ユダヤ人で

あることを証明しさえすれば悪質遺伝子を認識す

ることが可能だったわけである。ユダヤ人の悪質

遺伝子をガス室で抹殺しようとした。 

アメリカの「優生学者」は、黒人が悪質遺伝子

の持ち主であるという証拠を得ようと懸命の努力

をした。DNA二重らせんの発見で有名な J.ワトソ

ンも黒人の遺伝子は白人に劣ると固く信じている。

黒人の遺伝子は差別によって社会的に排除しよう

とした。 

ユダヤ人の遺伝子がアーリア人より劣っている、

黒人の遺伝子が白人より劣っている、といった科

学的証拠は一体どこにあるのか。単なる人種差別

を「優生学」的に粉飾したに過ぎない。 

ダウン症の子どもは発達が遅い。「優生学」か

らすると、ダウン症遺伝子は悪質である。ダウン

症の遺伝子は出生前診断で認識できる。排除の仕

方は人工中絶である。ここでは現代医学の方法が

フル活用される。では、ダウン症の子たちの人権

はどうなるのだろう。 

 

3. 「優生学」はユネスコ宣言に反する 

ユネスコは、2005 年 10 月、「生命倫理と人権

に関する世界宣言」を採択した。「全ての人間が、

差別なく、医学および生命科学研究における高い

倫理的な基準の恩恵に等しくあづかるべき」とし

て、「人間の尊厳、人権および基本的自由は十分

に尊重され、個人の利益および福祉は科学または

社会のみの利益に優先されるべきである」と宣言

した。「優生学」はユネスコ宣言に反する。 

 

4. 「優生学は」エセ科学である 

ダーウィン進化論は現代生物学の基礎になって

いる。中核の自然選択説の前提は、生物の多産性

と変異性、ならびに環境（自然）の多様性である。

生物の変異性は遺伝学によって裏付けられた。あ

る環境で最適の変異個体が生き残る。別の環境で

は別の変異個体が生き残る。このようにして生物

は分岐し、多くの種が誕生したと考えられている。 

ダーウィンは家畜の「人為選択」から自然選択

を思いついた。変異個体の環境適応をしばしば

「生存競争」と表現した。「人為選択」と「生存

競争」が社会ダーウィニズムの理論的支柱になっ

た。しかしこれは自然科学的生物学とは無縁であ

る。人は家畜ではない。 

社会ダーウィニズムから「優生学」が誕生した

が、それはもっぱら「劣悪遺伝子」の排除を目的

としている。それゆえ「優生学」は人権思想と真

正面から衝突する。それは医学・生物学の仮面を

被ったエセ科学にすぎない。 
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優生思想の提起する基本問題に 

―尊厳価値と｢生産性｣価値― 

 

尾崎恭一､Ozaki Kyoichi（放送大学埼玉ＳＣ・東京支部・生命と医の倫理委員会） 

 

はじめに 

 優生学について､『広辞苑』は｢人類の遺伝的素質を改善す

ることを目的とし､悪質の遺伝的形質を淘汰し､優良なものを

保存することを研究する学問｣という定義をしている。では

第１に､何が人間の素質に関する悪質と優良の基準だとされ

るのか。そして第２に､その価値基準が遺伝という世代を越

える問題で一定の社会的承認を得るのはなぜなのか。もちろ

ん､優生学には人間の行動について遺伝子決定論で環境や自

由意志を軽視しているなど事実認識上の難点も認められるが､

ここでは優生学の価値基準の問題について､つまり事実問題

ではなく価値問題を中心に歴史的に考えたい。 

なお､優生学はﾌﾗﾝｼｽ･ｺﾞﾙﾄﾝ(Sir Francis Galton の造語

eugenicsの訳語で､『広辞苑』も｢1883年ｲｷﾞﾘｽの遺伝学者ｺﾞ

ｰﾙﾄﾝが首唱｣と補足する。だがｺﾞﾙﾄﾝ以前にも､結婚相手の｢悪

質の遺伝的形質を｣回避するなど､同様の思想が広く存在して

きた。そこで､ｺﾞﾙﾄﾝの優生学と同様の思想の全体を優生思想

と呼び､その遺伝的形質の優劣判断を検討したい。優生思想

は端的な優生劣死だけでなく､遺伝的に優れたとされる者を

優遇し､劣るとされる者を差別することも含むこととする。 

１．古代ギリシアの優生思想 

 ﾌﾟﾗﾄﾝは中期の主著『国家』の中で､正義に適った理想国家

は､魂の正しい秩序に従って構成されねばならないとした。

それは､魂の｢自然 physis 的(人為 nomos 的でない本性的)素

質｣に従って､知性部分が意志部分を導き､その指導を理解で

きない欲望部分を強制する秩序である。これは魂の各部分の

素質固有の徳(arete 優秀さ)である知恵・気概・節制を発揮

して初めて､調和ある魂の秩序としての正義が実現できると

いう､知的および倫理的な素質の価値(序列)観を示すもので

ある。同様に国家も､この価値観に従い､知的統治身分がイデ

ア(原型)界認識から感覚(現象)界の国家の方針を導出する知

恵を発揮し､軍事的統治身分に理解させ､後者はそれを知恵に

裏づけられた勇気である気概を持って､理解力も気概も資質

において劣った生産的被統治身分がそれ固有な資質である欲

望のままに争いや放縦に走らぬよう節制させる強制統治をす

るのである。 

ここで問題は､誰がどの身分にふさわしい｢自然的素質｣を

もつかであろうが､それは統治者に必要な知性と意志をもつ

2 身分が前提され､その国家的な生殖・養育統制によって再

生産が保障されている。統治２身分は､争い回避のため財産

だけでなく家族も共有とされ､出産適齢期の結婚は互いに同

等の国家貢献した男女がその貢献度に応じた期間だけ許可さ

れ､その子どもは親から完全に独立した養育機関に預けられ､

教育と選抜によって２身分やその中での地位へ分かれていく。

これは積極的優生思想に属する。 

他方､彼らの｢欠陥児｣や適齢期外の自由恋愛で生まれた子

は､｢養育がゆるされない｣し｢秘密のうちにかくし去ってしま

う｣。｢羊の群が､できるだけ優秀なままであるべき｣なのと同

様､統治者の｢種族が純粋のまま維持されるべき｣だからであ

る。また､全身分について｢生まれついての病気持ちで不摂生

な者は……生きるに値しない人間であり……治療を施すべき

ではない｣という。これは､消極的優生思想そのものである。 

こうしたﾌﾟﾗﾄﾝの生殖・養育統制は､ｽﾊﾟﾙﾀ等の国制を軍事

身分による名誉支配制とみなし､その上に哲人政治家身分を

配したものであって､当時としては荒唐無稽な思想ではない。 

ここでは､統治２身分と生産身分との間に生殖・養育政策

における身分的断絶があり､統治２身分に生殖・養育の完全

統制がある。目的は､統治２身分の自然的素質の純粋維持と

｢生きるに値しない人間｣排除とによる､身分制国家秩序の維

持である。しかも､被統治身分は自然的素質において知性と

意志が不十分なため争いや放縦に陥り易いので､強制統治に

よって彼らの自滅を回避してやるという正当化もなされる。 

２．中世キリスト教西欧の優生思想 

 ﾌﾟﾗﾄﾝの優生思想は､弟子ｱﾘｽﾄﾃﾚｽの『政治学』の理性論で

洗練され､中世ｷﾘｽﾄ教世界に大きな影響を与えることになる。 

まず､｢理(logos)をもってはいないが､それを解するくら

いにはそれに関与している人間は自然によって奴隷である｣。

そして､｢それぞれの自然に要求されて互に結ばれた主人と奴

隷との間には共通の利益もあり､お互どうしの愛情もある｣。

すなわち､自由人は非受動的(能動的)理性(nous)をもつが､奴

隷は受動的理性しかもたないので｢支配されるべく生まれつ

いている……人間ども｣だということになろう。自然的素質

の上で劣っているので､この支配関係は被支配者の弱点を補

い､支配者の意思を実現させる点で､両者にとって利益がある。

逆に､支配を拒めば｢それ [戦争の技術] は，……支配される

べく生まれついているのに，そうなろうとしないかぎりの人

間どもに対して，役立てられなければならない｣という。つ

まり､従わない生まれつきの奴隷はﾌﾟﾗﾄﾝの軍事身分がするよ

うに強制し殺害してもよいということになる。 

また､｢男性の女性に対する関係は､自然本性上優れた者の

劣った者に対する関係であり､統治者の被統治者に対する関

係｣であり､交換不可能な市民的支配関係であるとした。市民

同士の関係は､人為的な役職上の交換可能な支配関係で､自然

的なものではないが､夫の妻に対する支配関係を交換不可能

とした。理由は､奴隷と違い女性も｢魂の評議的部分
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Bouleutikon｣すなわち能動的理性をもってはいるが､｢権威あ

るものではない(akuron)｣からだというのである。 

これは､ﾄﾏｽ･ｱｸｨﾅｽがｷﾘｽﾄ教解釈に援用し､非受動的理性も

能動的理性という積極的な意味の言葉に変えた。この理性を

もって聖書の神の言葉(logos)を理解し仕える聖職者を頂点

に加え､聖職者の言葉を理解し守護する騎士､聖書を読めず理

解できず彼らの命令のみを理解し従い養うがゆえにのみ神の

加護を受ける農奴という､素質に基づく宗教的身分制が正当

化された。ゆえに､統治２身分と農奴との間では､ﾌﾟﾗﾄﾝの場

合同様､婚姻は認められない。この伝統ゆえに､ﾏﾙﾃｨﾝ･ﾙﾀｰは

万人祭司説という平等説を唱えながらそれを内面にのみ限り､

領主に実力で抵抗する農民軍に対しては､古代の思想家たち

同様､その殺害を求めるほど差別することができたのである。 

続く近世にも､『ｱﾘｽﾄﾃﾚｽとｱﾒﾘｶ･ｲﾝﾃﾞｨｱﾝ』(岩波新書)で

は､ｽﾍﾟｲﾝの絶対王政下で､ｱﾒﾘｶ原住民へのｷﾘｽﾄ教布教に際し

て､聖書を読んで理解した上でｷﾘｽﾄ教入信でなく､大勢を集め

て形式的な洗礼のみ入信とした。理解能力がないとみなした

上での入信儀式であり､他方で強制労働させるのであるから

農奴や奴隷と同様の扱いである。これを正当化するため､ｱﾘｽ

ﾄﾃﾚｽの能動的・受動的理性論が援用されたというのである。 

中世ｷﾘｽﾄ教社会でも､人間皆平等とされず､その知性や理

性､倫理的徳性等の自然的素質において優劣の格差があると

された。そして､被統治者との婚姻を禁じて統治者の優れた

素質を維持する積極的優生が､身分制度より確保された。一

方で神の意に適った国家秩序を維持するためであり､他方で

被支配者を含む本人の利益である､と正当化されたのである。 

 こうした事情は､封建制下の日本でも同様である。朱子学

は､素材や活力である気とそれを秩序づける理との理気二元

論を唱え､理を十分備えた者が不十分なものを秩序づける統

治を正当化し､西洋の騎士に相当する武士による農工商等の

生産身分支配を擁護したのである。また､因果応報が個人に

限定されず家系集団に妥当するものとして認識され､さらに

犯罪や自殺など自然的素質と無関係な心理的､社会的､倫理的

な傾向性なども相互未分化なまま遺伝するとみなされ､優生

的な差別対象となった。業病思想もその一つで､前世の宗教

的倫理的な逸脱が現在の不治の病として現れる､それゆえに

差別してよいということにもなる。 

 かくて､古代中世では､素質の悪質・優良基準は身分制国家

秩序の維持に寄与するか否かということであり､それが社会

的承認を得るのはまさに国家秩序の世代を越えた存続に有用

だからであることになる。 

３．近代民主主義と優生思想 

 近代市民革命の指導思想となった社会契約説は､古来の全

体秩序優位の思想に対して､集団的秩序は個体同士の契約に

よって自由に編成される二次的な構成物とする個体優位の思

想である。同じ民主政でも､古代ｱﾃﾅｲでは個人の信教の自由

も､言論の自由も､生存の自由も､国政上の民主的な手続き､す

なわち無制約的な集団的決定によって奪うことができた。こ

れに対して､近代民主政では､個々人を守るために集団的決定

を制約する個人の聖域が不可侵の人権として前提され､その

制約に実効性をもたせるために国家権力を分割し相互牽制さ

せる制度が基本法､憲法として定められたのである。 

この立憲民主主義における個々人の人権の不可侵性の下

では､所属身分や性別などの帰属集団の差別を正当化する身

分制秩序優位の優生思想は､国家制度上の存立基盤を失った。

ところが､聖職者身分や騎士身分に対する｢生産身分｣による

市民革命の結果､新たな素質差別が､社会的な富の源泉として

の個々人の経済的能力(生産・売買とその契約)に見出され､

自己責任が問われることになる。基本価値は､国家の宗教的

軍事的身分優位の身分制秩序の維持にではなく､社会の経済

的合理性に置かれる。ここでは､たとえ民族差別の優生思想

のような集団主義的な姿をとった優生思想であっても､経済

的な正当化根拠がなければ社会的承認を得られないのである。 

まさにこうした近代の思想基盤に立った優生思想として

結実したのが､ﾌﾗﾝｼｽ･ｺﾞﾙﾄﾝの優生学 eugenics である。遺伝

的性質として｢体格､体質､才能の優劣｣を挙げ､その進化につ

いて一定の｢種の安定性｣を認める｢ﾀﾞｰｳｨﾝの連続説｣では､｢進

化は突然変異によって生ずる｣にしても｢わずかな変化の連

続｣にすぎない。そこで､進化への貢献の遅い突然変異の代わ

りに進化を早める｢結婚の制限｣を行おうということである。

そのため､｢自国民族の改良は最高の価値であるという国民信

念が徹底して宗教的位置を占め｣｢社会に対する義務感を強め

る｣よう､中央および各地方の｢優生学啓発協会｣が啓蒙活動を

して､優生学的に理想的な結婚を示す｢結婚適格証明｣を発行

し､自発的な｢結婚の制限｣を促すことを提案している。これ

は､国家による｢強制結婚｣ではなく､個々人の自発的な｢優生

学の博愛｣や｢自己的欲望を超越した人間進化の促進｣への｢熱

情｣から｢種族の将来を決定する｣という点で､個人主義に基盤

を置こうとしていることとなる。しかも､｢慈善のために費や

される費用の一部は､健康で有能な男女の早期結婚と育児の

方面に向けられる｣よう求めている点で､経済的合理性を志向

する発想である。ｺﾞﾙﾄﾝは､この点に社会的承認を求め､｢宗教

的利他心｣や｢人間の理性は弱者を保護し｣ようとするが優生

学はこれに反している､という批判に対抗することになるの

である。そして､素質の悪質・優良基準は進化論に基づく｢種

族の先天性向上｣とされるが､さらにｺﾞﾙﾄﾝは｢社会的成功を基

準として定めた優秀性能｣を考え､その一例として｢科学界に

おける王立学会員の地位と同等以上の成功｣を成し遂げさせ

る素質を挙げている。 

 ｺﾞﾙﾄﾝ優生学最大の問題は､近代個人主義の一面を踏まえな

がら､結婚に関する個々人の価値観を経済価値に従属させよ

うとしたことにあろう。それは｢優生学の第一の目的は､不適

合者が生まれるのを許さず､その出生率を抑制することであ

る｣という消極的優生を重視する点に現れている。これは出

生率の抑制で、出生の否定､中絶ではない。しかし､生まれて

くるべきでない｢不適合者｣という人格否定の判断を生物学的

素質によって下しているのである。 

むすび 民族衛生学と福祉国家 

 ｺﾞﾙﾄﾝ優生学の難点は20世紀にまで及ぶ。ﾅﾁｽ･ﾄﾞｲﾂが利用

した人種衛生学 Rassenhygiene の全体主義的優生思想のみで

なく､個人が尊重される民主主義の北欧諸国で､社会保障制度

を維持する経済合理性の視点から､1970 年代まで不妊法が施

行されていた。さらに、社会のではなく個人の幸福追求から

自己決定権による新優生学という新たな問題が生じてくる。 


